
昭和二十五年法律第九十五号

一般職の職員の給与に関する法律

（この法律の目的及び効力）

第一条　この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第六十四条第一項に規定する給与に関

する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員（以下「職員」という。）の給与に関する事項を定めることを目的

とする。

２　この法律の規定は、国家公務員法のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。この法律の規定が国

家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。

（人事院の権限）

第二条　人事院は、この法律の施行に関し、次に掲げる権限を有する。

一　この法律（第六条の二第一項及び第八条第一項を除く。第七号において同じ。）の実施及びその技術的解釈に必要な人事院規則を制

定し、及び人事院指令を発すること。

二　第六条に規定する俸給表の適用範囲を決定すること。

三　職員の給与額を研究して、その適当と認める改定を国会及び内閣に同時に勧告すること、この法律の実施及びその実際の結果に関す

るすべての事項について調査するとともに、その調査に基づいて調整を命ずること並びに必要に応じ、この法律の目的達成のため適当

と認める勧告を付してその研究調査の結果を国会及び内閣に同時に報告すること。

四　新たに職員となつた場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合の俸給並びに同一級内における昇給の基準に関し人

事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。

五　給与を決定する諸条件の地域差に対応する給与に関する適当と認める措置を国会及び内閣に同時に勧告するため、全国の各地におけ

る生計費等の調査研究を行うこと。

六　第二十一条の規定による職員の苦情の申立てを受理し、及びこれを審査すること。

七　この法律の完全な実施を確保し、その責めに任ずること。

（給与の支払）

第三条　この法律に基く給与は、第五条第二項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。

２　いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

３　公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

（俸給）

第四条　各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を

考慮したものでなければならない。

第五条　俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。）第十三条第一

項に規定する正規の勤務時間（以下単に「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別

調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居

手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当（第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九にお

いて同じ。）、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

２　宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別

に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）に

定める公邸及び無料宿舎については行わない。

第六条　俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

一　行政職俸給表（別表第一）

イ　行政職俸給表（一）

ロ　行政職俸給表（二）

二　専門行政職俸給表（別表第二）

三　税務職俸給表（別表第三）

四　公安職俸給表（別表第四）

イ　公安職俸給表（一）

ロ　公安職俸給表（二）

五　海事職俸給表（別表第五）

イ　海事職俸給表（一）

ロ　海事職俸給表（二）

六　教育職俸給表（別表第六）

イ　教育職俸給表（一）

ロ　教育職俸給表（二）

七　研究職俸給表（別表第七）

八　医療職俸給表（別表第八）

イ　医療職俸給表（一）

ロ　医療職俸給表（二）

ハ　医療職俸給表（三）

九　福祉職俸給表（別表第九）

十　専門スタッフ職俸給表（別表第十）

十一　指定職俸給表（別表第十一）

２　前項の俸給表（以下単に「俸給表」という。）は、第二十二条及び附則第三項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとす

る。

３　職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級（指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、

同表に定める号俸）に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。

第六条の二　指定職俸給表の適用を受ける職員（会計検査院及び人事院の職員を除く。）の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従

い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定
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めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見について

は、十分に尊重するものとする。

２　会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定

に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。

第七条　内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁（以下各庁の長という。）又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院

の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。

第八条　内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、か

つ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数（会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。）を設定し、

又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見について

は、十分に尊重するものとする。

２　人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範

囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

３　職員の職務の級は、前二項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事院規則で定める基準に従い決定する。

４　新たに俸給表（指定職俸給表を除く。）の適用を受ける職員となつた者の号俸は、人事院規則で定める初任給の基準に従い決定する。

５　職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合（指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなつた場合

を含む。）又は一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合における号俸は、人事院規則で定めるところ

により決定する。

６　職員（指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。）の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一

年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職

員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したとき

は、これらの事由を併せて考慮するものとする。

７　前項の規定により職員（次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の

号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸

（行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の

適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用

を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸）とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するもの

とする。

８　次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間における当該職員の

勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の

号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。

一　五十五歳（人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの）を超える職員（専門スタッフ職俸

給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。）　特に良好である場合

二　専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの　次に掲げる職員の職務の級の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める場合

イ　三級　特に良好である場合

ロ　四級　極めて良好である場合

９　職員の昇給は、その属する職務の級における 高の号俸を超えて行うことができない。

１０　職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

１１　第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

１２　国家公務員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の俸給

月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第三項

の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められた当該定

年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

（俸給の支給）

第九条　俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規

則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、そ

の月の月額の半額ずつを支給することができる。

第九条の二　新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに

定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

２　職員が離職したときは、その日まで俸給を支給する。

３　職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

４　第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間（以下この項において「期

間」という。）の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現

日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りに

よつて計算する。

（俸給の調整額）

第十条　人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の

級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表

を定めることができる。

２　前項の調整額表に定める俸給月額の調整額は、調整前における俸給月額の百分の二十五をこえてはならない。

（俸給の特別調整額）

第十条の二　人事院は、管理又は監督の地位にある職員の官職のうち人事院規則で指定するものについて、その特殊性に基き、俸給月額に

つき適正な特別調整額表を定めることができる。

２　前項の特別調整額表に定める俸給月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員（以下「管理監督職員」という。）の属する

職務の級における 高の号俸の俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。
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（本府省業務調整手当）

第十条の三　行政職俸給表（一）、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表（一）、公安職俸給表（二）又は研究職俸給表の適用を

受ける職員（管理監督職員を除く。）が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。

一　国の行政機関の内部部局として人事院規則で定めるもの（以下この項において「内部部局」という。）の業務（当該内部部局が置か

れる機関の長がその職務を行うために使用する庁舎が所在する地域以外の地域に所在する官署における業務であつて、当該庁舎におけ

る内部部局の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められないものとして人事院規則で定めるも

のを除く。）

二　内部部局以外の組織の業務であつて、前号に掲げる業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認めら

れるものとして人事院規則で定めるもの

２　本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表（一）の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税

務職俸給表、公安職俸給表（一）、公安職俸給表（二）又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相

当すると認められる行政職俸給表（一）の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける 高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて

得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。

３　前二項に規定するもののほか、本府省業務調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（初任給調整手当）

第十条の四　次の各号に掲げる官職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げ

る官職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる官職に係るものにあつては採用の日から十年以内、第四号に掲

げる官職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日（第一号から第三号までに掲げる官職に係るものにあつては、採

用後人事院規則で定める期間を経過した日）から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

一　医療職俸給表（一）の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるも

の　月額四十一万五千六百円

二　医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職（前号に掲げる官職を除

く。）で人事院規則で定めるもの　月額五万千百円

三　科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職（前二号に掲げ

る官職を除く。）で人事院規則で定めるもの　月額十万円

四　前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認め

られる官職で人事院規則で定めるもの　月額二千五百円

２　前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、

同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

３　前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関

し必要な事項は、人事院規則で定める。

（専門スタッフ職調整手当）

第十条の五　専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用

して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場

合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。

２　専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。

３　前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（扶養手当）

第十一条　扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養

親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）に係る扶養手当は、行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が九

級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員（以

下「行（一）九級以上職員等」という。）に対しては、支給しない。

２　扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

一　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

二　満二十二歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にある子

三　満二十二歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にある孫

四　満六十歳以上の父母及び祖父母

五　満二十二歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間にある弟妹

六　重度心身障害者

３　扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円（行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその職

務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職

員（以下「行（一）八級職員等」という。）にあつては、三千五百円）、前項第二号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。）については一人につき一万円とする。

４　扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の 初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の 初の三月三十一日までの間（以下

「特定期間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族

たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十一条の二　新たに職員となつた者に扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、行（一）

九級以上職員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のい

ずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならな

い。

一　新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合（行（一）九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備

するに至つた者がある場合を除く。）

二　扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合（扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二

十二歳に達した日以後の 初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行（一）九級以上職員等に扶養

親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。）

２　扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）がある場合に

おいてはその者が職員となつた日、行（一）九級以上職員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶
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者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行（一）九級以上

職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）で同項の規定による届

出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日

が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ

その者が離職し、又は死亡した日、行（一）九級以上職員等以外の職員から行（一）九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶

者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがない

ときはその職員が行（一）九級以上職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶

養親族たる子に限る。）で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた

日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい

ては、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月

の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。

３　扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合にお

ける扶養手当の支給額の改定について準用する。

一　扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

二　扶養手当を受けている職員の扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）で第一項の規定による届出

に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

三　扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行（一）九級以上職員等が行（一）九

級以上職員等以外の職員となつた場合

四　扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行（一）八級職員等が行（一）八級職員等及び行（一）九

級以上職員等以外の職員となつた場合

五　扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職

員で行（一）九級以上職員等以外のものが行（一）九級以上職員等となつた場合

六　扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行（一）八級職員等及び行（一）九級以上職員等以

外のものが行（一）八級職員等となつた場合

七　職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

（地域手当）

第十一条の三　地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に

在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官

署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

２　地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の

級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一　一級地　百分の二十

二　二級地　百分の十六

三　三級地　百分の十五

四　四級地　百分の十二

五　五級地　百分の十

六　六級地　百分の六

七　七級地　百分の三

３　前項の地域手当の級地は、人事院規則で定める。

第十一条の四　その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業

所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条

の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別

調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月

額の地域手当を支給する。

第十一条の五　医療職俸給表（一）の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員（医療業務に従事する職員で人事院の定める

ものに限る。）には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除

き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域

手当を支給する。

第十一条の六　第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定める官署（以下「地域手当支給官

署」という。）が特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情による移転（人事院規則で定める移転に限る。）をした

場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合（同条第二項各号に定める割合をいう。）

が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合（同条第二項各号に定める割合をいう。以下

「移転前の支給割合」という。）に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事

院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの（以下「特別移転官

署」という。）に在勤する職員（人事院規則で定める職員を除く。）には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手

当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、人事院規則の定めるところにより、

一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる特別移転官署の区分に

応じ当該各号に定める割合で人事院規則で定めるものを乗じて得た月額の地域手当を支給する。

一　地域手当支給官署である特別移転官署　移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に

定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合

二　前号に掲げるもの以外の特別移転官署　移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合

２　新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員（人事

院規則で定める職員を除く。）には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による

地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況

等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の

合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
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３　地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転（人事院規則で定める移転に限る。）をした場

合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合（第十一条の三第二項各号に定める割合をい

う。）が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合（同条第二項各号に定める割合をいう。）

に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官

署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの（以下「準特別移転官署」という。）に在勤する職員

（当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤する職員その他これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院

規則で定める職員（以下「移転職員等」という。）に限る。）には、人事院規則の定めるところにより、第一項の規定に準じて、地域手当

を支給する。新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤す

る職員（人事院規則で定める職員に限る。）についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考

慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。

第十一条の七　第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤

する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合（これ

らの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当

該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。）において、当該異動若しくは移転（以下この項

において「異動等」という。）の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合（第十一条の三第二項各号に

定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。）が当該異動等の

日の前日に在勤していた地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合（第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条

の四の人事院規則で定める割合をいい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とす

る。以下この項において「異動等前の支給割合」という。）に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官署若

しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域

に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前二条の規定により当該異動等に係るこの項本文の規定によ

る地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条までの規定にかかわらず、当該異

動等の日から二年を経過するまでの間（次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合（異動等後の支給割

合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合）以下となるときは、その以下となる日の前日まで

の間。以下この項において同じ。）、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる

期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過す

るまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域

手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一　当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間　異動等前の支給割合（異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定され

た場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。）

二　当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。）　異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて

得た割合

２　前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員（これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。）若しくは同

条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員（移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。）がその在勤する官署

を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合（これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた

官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合

に限る。）において、当該異動若しくは移転（以下この項において「異動等」という。）の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域

に係る地域手当の支給割合（第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下この項にお

いて「異動等後の支給割合」という。）が当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官

署に係る前条の規定による当該異動等の日の地域手当の支給割合に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域、官

署若しくは空港の区域が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の

区域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前二条又は前項ただし書若しくは次項の規定により当該異動等に係るこの項本文の

規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、第十一条の三から前条まで又は前項若しくは次

項の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間（次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後

の支給割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。）、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ

職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給

する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場

合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。

一　当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間　当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとし

た場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合（次号において「みなし特例支給割合」という。）

二　当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。）　みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて

得た割合

３　検察官であつた者又は独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する

国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院

規則で定めるものに使用される者（以下「行政執行法人職員等」という。）であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、

第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在

勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら

れるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、地域手当を支給する。

（広域異動手当）

第十一条の八　職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転（以

下この条において「異動等」という。）につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離（異動等の日の前日に在勤してい

た官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。）及び住居と官署との間の

距離（異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。）がいずれも六

十キロメートル以上であるとき（当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮

して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として人事院規則で定める場合を含

む。）は、当該職員には、当該異動等の日から三年を経過する日までの間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養

手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動
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手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場

合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。

一　三百キロメートル以上　百分の十

二　六十キロメートル以上三百キロメートル未満　百分の五

２　前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち、当該支給に係る異動等（以下この項において「当初広域異動等」

という。）の日から三年を経過する日までの間の異動等（以下この項において「再異動等」という。）により前項の規定により更に広域異

動手当が支給されることとなるものについては、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支

給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初

広域異動等に係る広域異動手当を支給せず、当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割

合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給し

ない。

３　検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者

（任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。）又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつ

て、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給す

る。

４　前三項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第十一条の三から前条までの規定により地域手当を支給される職員

である場合における広域異動手当の支給割合は、前三項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合

とする。この場合において、前三項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当

は、支給しない。

５　前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（研究員調整手当）

第十一条の九　科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員（研究職俸給表の適用を受ける職員（人事院規則で

定める職員を除く。）及び指定職俸給表の適用を受ける職員（試験研究に関する業務に従事する職員に限る。）をいう。以下同じ。）の採

用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関（地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は

当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。）で人事院規則で定めるものに勤務す

る研究員には、研究員調整手当を支給する。

２　研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十（次の各号に掲げる職員にあつては、その

割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合）を乗じて得た額とする。

一　地域手当支給官署に在勤する職員　当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合

二　前条の規定により広域異動手当が支給される職員　当該職員に係る同条の規定による広域異動手当の支給割合

３　前二項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

４　第一項の規定により研究員調整手当を支給される職員が第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給さ

れることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による地域手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定め

る。

（住居手当）

第十一条の十　住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

一　自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受け、月額一万六千円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）

を支払つている職員（国家公務員宿舎法第十三条の規定による有料宿舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事院規則で定

める職員を除く。）

二　第十二条の二第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅（国家公務員宿舎法第

十三条の規定による有料宿舎その他人事院規則で定める住宅を除く。）を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの

又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定めるもの

２　住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額（当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当

該各号に定める額の合計額）とする。

一　前項第一号に掲げる職員　次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額（その額に百円未満の端数を生じたときは、これ

を切り捨てた額）に相当する額

イ　月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員　家賃の月額から一万六千円を控除した額

ロ　月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員　家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一（その控除した額の二分の

一が一万七千円を超えるときは、一万七千円）を一万千円に加算した額

二　前項第二号に掲げる職員　前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額（その額に百円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てた額）

３　前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（通勤手当）

第十二条　通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

一　通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項から第三項までにおいて「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項から第三項までにおいて「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメ

ートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。）

二　通勤のため自動車その他の交通の用具で人事院規則で定めるもの（以下この条において「自動車等」という。）を使用することを常

例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。）

三　通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員（交通機関等を利用し、又

は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使

用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。）

２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一　前項第一号に掲げる職員　支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する

運賃等の額に相当する額（以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除
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して得た額（以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。）が五万五千円を超えるときは、支給単位期間

につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算

出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間の

うち も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

二　前項第二号に掲げる職員　次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額（第十二条の三第一項の規定

により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定

める職員に限る。）にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額）

イ　自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が片道五キロメートル未満である職員　二千円

ロ　使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員　四千二百円

ハ　使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員　七千百円

ニ　使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員　一万円

ホ　使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員　一万二千九百円

ヘ　使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員　一万五千八百円

ト　使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員　一万八千七百円

チ　使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員　二万千六百円

リ　使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員　二万四千四百円

ヌ　使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員　二万六千二百円

ル　使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員　二万八千円

ヲ　使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員　二万九千八百円

ワ　使用距離が片道六十キロメートル以上である職員　三万千六百円

三　前項第三号に掲げる職員　交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、

交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額（一箇月当たりの

運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち も長い支給

単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）、第一号に定める額又は前号に定める額

３　官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に

変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の

直前の住居（当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速

自動車国道その他の交通機関等（第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。）でその利用が人事院規則で定める基準に照らして

通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運

賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。）を負担することを常例とするも

のの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一　新幹線鉄道等に係る通勤手当　支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要

する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下この号において「一箇月当

たりの特別料金等二分の一相当額」という。）が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて

得た額（当該職員が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料

金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち も長い支

給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

二　前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当　前項の規定による額

４　前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一

項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。）からの

通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるも

のを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの（任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。）

その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の

額の算出について準用する。

５　第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域（以下この項において

「島等」という。）に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設（以下この

項において「橋等」という。）を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金（第一号において「特別運賃等」

という。）を負担することを常例とする職員（人事院規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一　橋等に係る通勤手当　支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別

運賃等の額に相当する額

二　前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当　同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額

６　通勤手当は、支給単位期間（人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間）に係る 初の月の人事院規則で定め

る日に支給する。

７　通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれら

の事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。

８　この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院

規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月）をいう。

９　前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則

で定める。

（単身赴任手当）

第十二条の二　官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない

事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の

直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単

身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距

離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
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２　単身赴任手当の月額は、三万円（人事院規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（以下単に

「交通距離」という。）が人事院規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応

じて人事院規則で定める額を加算した額）とする。

３　検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父

母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の

住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認めら

れるもののうち、単身で生活することを常況とする職員（任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。）その他第一項の規

定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準

じて、単身赴任手当を支給する。

４　前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で

定める。

（在宅勤務等手当）

第十二条の三　住居その他これに準ずるものとして人事院規則で定める場所において、正規の勤務時間（休暇により勤務しない時間その他

人事院規則で定める時間を除く。）の全部を勤務することを、人事院規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超え

て命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

２　在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

３　前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（特殊勤務手当）

第十三条　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸

給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

２　特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（特地勤務手当等）

第十三条の二　離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの（以下「特地官署」という。）に勤務す

る職員には、特地勤務手当を支給する。

２　特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。

３　特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に

関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十四条　職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員

が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる

官署（以下「準特地官署」という。）に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の

日から三年以内の期間（当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に

三年以内の期間）、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

２　検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤

することとなつたことに伴つて住居を移転した職員（任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。）、新たに特地官署又は準

特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に

異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものと

して人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

３　前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職

員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（給与の減額）

第十五条　職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法によ

る休日（勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつて

は、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。）又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日（勤務時間法

第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わ

る代休日。以下「年末年始の休日等」という。）である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を

除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

（超過勤務手当）

第十六条　正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間に

つき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二

十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合（その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その

割合に百分の二十五を加算した割合）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

一　正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。

次項において同じ。）における勤務

二　前号に掲げる勤務以外の勤務

２　定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時

間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用について

は、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事

院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

３　正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務（勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並

びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。）の時間が一箇月について六十時間を超えた職員

には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間

当たりの給与額に百分の百五十（その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五）を乗じて得た額を

超過勤務手当として支給する。

４　勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたとき

は、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対し

ては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十（その時間が午後十時から翌日の午前五時

までの間である場合には、百分の百七十五）から第一項に規定する人事院規則で定める割合（その時間が午後十時から翌日の午前五時ま
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での間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合）を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しな

い。

５　第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対す

る前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

（休日給）

第十七条　祝日法による休日等（勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員に

あつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事

院規則で定める日）及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務

した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲

内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤

務した職員についても、同様とする。

（夜勤手当）

第十八条　正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に

対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。

（端数計算）

第十八条の二　第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務

手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円

未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

（勤務一時間当たりの給与額の算出）

第十九条　第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及

び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。

（宿日直手当）

第十九条の二　宿日直勤務（次項の勤務を除く。）を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円（入院患者の病状の急変等に

対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務

にあつては七千四百円）を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が

執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤

務にあつては、その額は、六千六百円（入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百

円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円）を超えない範囲内において人事院規則で定

める額とする。

２　宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める

月額の宿日直手当を支給する。

３　前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。

（管理職員特別勤務手当）

第十九条の三　管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの（以下「管理監督職

員等」という。）又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項

及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等（次項において「週休日等」

という。）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

２　前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五

時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３　管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一　第一項に規定する場合　次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額（当該勤務に従事する時間等

を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額）

イ　管理監督職員等　一万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額

ロ　指定職俸給表の適用を受ける職員　イの人事院規則で定める額のうち 高のものに百分の百五十を乗じて得た額

二　前項に規定する場合　同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額

４　前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（期末手当）

第十九条の四　期末手当は、六月一日及び十二月一日（以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそ

れぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日（次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を

「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員（第二十三条第七項の規定の適用を受ける職

員及び人事院規則で定める職員を除く。）についても、同様とする。

２　期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五（行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるも

の並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これ

らの職員のうち、人事院規則で定める職員を除く。第十九条の七第二項第一号イ及び第二号において「特定管理職員」という。）にあつ

ては百分の百二・五、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては百分の六十五）を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間にお

ける当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一　六箇月　百分の百

二　五箇月以上六箇月未満　百分の八十

三　三箇月以上五箇月未満　百分の六十

四　三箇月未満　百分の三十

３　定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七

五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」とする。

４　第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在）におい

て職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸

給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

５　行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける

職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職
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俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並

びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、

職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額

（人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に俸給月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事院規則で定

める割合を乗じて得た額を加算した額）を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

６　第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第十九条の五　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当（第四号に掲げ

る者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。

一　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

二　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員

三　基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員（前二号に掲げる者を除く。）で、

その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

四　次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第十九条の六　各庁の長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職し

たものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

一　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る

犯罪について禁
こ

錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）第六編に規定する略式手続に

よるものを除く。第三項において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合

二　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はそ

の者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し

期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支

障を生ずると認めるとき。

２　前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差止処分」という。）を受けた者は、国家公務員法第九十条の二

に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時

差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

３　各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差

止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限

りでない。

一　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁
こ

錮以上の刑に処せられなかつた場合

二　一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

三　一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当

の基準日から起算して一年を経過した場合

４　前項の規定は、各庁の長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し

止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

５　各庁の長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、

一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

６　一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は国家公務員法第八十九条第一項に規定する処分と、一時差止処分を受けた

者は同法第九十条第一項に規定する職員と、前項の説明書は同法第九十条の二の処分説明書とそれぞれみなして、同法第九十条から第九

十二条の二までの規定を適用する。

７　前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（勤勉手当）

第十九条の七　勤勉手当は、六月一日及び十二月一日（以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ

在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じ

て、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員（人事院

規則で定める職員を除く。）についても、同様とする。

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額

とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区

分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

一　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員　次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

イ　ロに掲げる職員以外の職員　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあつ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域

異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の百二・五（特定管理職員にあつては、百分の百二十二・五）を乗

じて得た額の総額

ロ　指定職俸給表の適用を受ける職員　当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百五を乗じて得た額の総額

二　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五（特定管

理職員にあつては、百分の五十八・七五）を乗じて得た額の総額

３　前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに

対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。

４　第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第

十九条の七第三項」と読み替えるものとする。

５　前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第十九条の五中「前条第一項」とあるの

は「第十九条の七第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日（第十九条の七第一項に規定する基準日をいう。以下こ

の条及び次条第三項第三号において同じ。）から」と、「支給日」とあるのは「支給日（第十九条の七第一項に規定する人事院規則で定め

る日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。）」と読み替えるものとする。
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（特定の職員についての適用除外）

第十九条の八　第十条から第十一条の二まで、第十一条の十、第十三条、第十六条から第十八条まで及び第十九条の二の規定は、指定職俸

給表の適用を受ける職員には適用しない。

２　第十六条から第十八条までの規定は、管理監督職員等には適用しない。

３　第八条第四項から第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一

条の十、第十三条の二及び第十四条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

（俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法）

第十九条の九　俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤

勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（俸給の更正決定）

第二十条　人事院は、各庁の長又はその委任を受けた者が決定した職員の俸給が第六条の規定に合致しないと認めたときは、その俸給を更

正し又はその俸給の更正を命ずることができる。

（審査の申立て）

第二十一条　この法律の規定による給与の決定（前条の規定による俸給の更正決定を含む。）に関して苦情のある職員は、人事院に対し審

査を申し立てることができる。

２　前項の申立てがあつたときは、人事院は、前条に準じて、これに関する決定をなし、これを本人及び関係各庁に通知しなければならな

い。

（非常勤職員の給与）

第二十二条　委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院が指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員（定年前再任

用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。）については、勤務一日につき、三万四千三百円（その額により難い特別の事情があるも

のとして人事院規則で定める場合には、十万円）を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができ

る。

２　前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を

支給する。

３　前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定めがない限り、これらの規定に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支

給しない。

（休職者の給与）

第二十三条　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）第一条の

二に規定する通勤をいう。以下同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して

休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

２　職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達

するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給す

ることができる。

３　職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が

満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八

十を支給することができる。

４　職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域

手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

５　職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めると

ころにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給

することができる。

６　国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他

のいかなる給与も支給しない。

７　第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第十九条の四第一項に規定する基準日前一箇月以内に

退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事院規則で定める日に、それぞれ第二項、第三項又は第五項の規定の例による額の期

末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。

８　前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第十九条の五及び第十九条の六の規定を準用する。この場合において、

第十九条の五中「前条第一項」とあるのは、「第二十三条第七項」と読み替えるものとする。

（給与の額及び割合の検討）

第二十四条　国会は、給与の額又は割合の改定が必要であるかどうかを決定するために、この法律の制定又は改正の基礎とされた経済的諸

要素の変化を考慮して、人事院の行つた調査に基づき、定期的に給与の額及び割合の検討を行うものとする。この目的のために、人事院

は、総務省、厚生労働省その他の政府機関から提供を受けた正確適切な統計資料を利用して、事実の調査を行い、給与に関する勧告を作

成する。

（罰則）

第二十五条　この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲

役又は三万円以下の罰金に処する。

附　則

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

２　政府職員の新給与実施に関する法律（昭和二十三年法律第四十六号）の規定に基づいて行われた給与に関する決定その他の手続は、こ

の法律の規定に基づいて行われたものとみなす。

３　未帰還職員の給与の取扱いについては、この法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまで

の間は、給与を支給しない。

４　労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律（昭和二十二年法律第百六十七号）及び大正十一年閣令第六号

（官庁執務時間並休暇に関する件）の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。

５　政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基づく政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基づく命令とみなす。

６　当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷（公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。）若しくは疾病（公務上の疾病及び

通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。）に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置（人事院規則で定める措置に限
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る。）により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日（人事院規則で定める場合には、一年）を超えて

引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。ただし、人事院規則で

定める手当の算定については、当該職員の俸給の半減前の額をその算定の基礎となる俸給の額とする。

７　前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、俸給の計算その他俸給の半減に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

８　当分の間、職員の俸給月額は、当該職員が六十歳（次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める年齢）に達した日後における

初の四月一日（附則第十項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち、第八条第三項の規定

により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の

七十を乗じて得た額（当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百

円に切り上げるものとする。）とする。

一　国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）第一条の規定による改正前の国家公務員法（次号及び次項第二号

において「令和五年旧国家公務員法」という。）第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める

職員　六十三歳

二　令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち、人事院規則で定める職員　六十歳を超え

六十四歳を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢

９　前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

一　臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

二　令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に

掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員

三　国家公務員法第八十一条の五第一項又は第二項の規定により同法第八十一条の二第一項に規定する異動期間（同法第八十一条の五第

一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。）を延長された同法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員

四　国家公務員法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員

五　国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している職員（同法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日に

おいて前項の規定が適用されていた職員を除く。）

１０　国家公務員法第八十一条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた職員であつて、当該他の官職への降任等をされた日（以

下この項及び附則第十二項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第

八項の規定により当該職員の受ける俸給月額（以下この項において「特定日俸給月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けてい

た俸給月額に百分の七十を乗じて得た額（当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生

じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。）に達しないこととなる職員（人事院規

則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特

定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。

１１　前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が第八条第三項の規定により当該職員の属する

職務の級における 高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」

とあるのは、「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級における 高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とす

る。

１２　異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員（附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十項に規定する職員を

除く。）であつて、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける

俸給月額のほか、人事院規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

１３　附則第十項又は前項の規定による俸給を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮し

て当該俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける俸給月額のほか、人事院規則で

定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。

１４　附則第十項又は前二項の規定による俸給を支給される職員に対する第十条の五第二項及び第十九条の四第五項（第十九条の七第四項

において準用する場合を含む。）の規定の適用については、これらの規定中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と附則第十項、第十二項

又は第十三項の規定による俸給の額との合計額」とする。

１５　附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する国家公務員法第七十五条第二項及び第八十九条第一項の規定の適用については、同法

第七十五条第二項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは一般職の職員の給与に関する法律附則第八項」と、同法第八十九条第一

項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の規定による降給」とする。

１６　附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による俸給月額、附則第十項の規定による俸給その他附則第八項か

ら前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和二五年一二月二七日法律第二九九号）

１　この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。

２　職員のこの法律施行の日（以下「施行日」という。）における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、

施行日の前日におけるその者の俸給月額（特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六（俸給の調整額）第一項各号に掲げる職員

又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令（昭和二十三年政令第四百一号）第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則

別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定め

た号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額）に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸

とする。

３　前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、

施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額（以下「 低保障額」という。）に満

たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その 低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当

の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸

給表に定める号俸とする。

４　前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの

項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。

５　第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並

びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
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６　第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一

般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を

算入する。

７　第四項の規定により職務の級における俸給の幅の 低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法

律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。

８　施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場

合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。

９　一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行され

るまでの間は、政令で定める。

附則別表第一

俸給の新旧対照表

号俸施行日の前日における俸給月

額

新俸給月額号俸施行日の前日における俸給月

額

新俸給月額 号俸施行日の前日における俸

給月額

新俸給月額

　 円 円 　 円 円 　 円 円

一 二、四〇〇 三、〇〇〇二九五、二九二 六、九〇〇 五七一一、六六四 一六、七〇〇

二 二、四七〇 三、〇〇〇三〇五、四四四 七、一〇〇 五八一一、九九八 一七、二〇〇

三 二、五四一 三、〇五〇三一五、六〇〇 七、三〇〇 五九一二、三四一 一七、七〇〇

四 二、六一三 三、一五〇三二五、七六〇 七、五〇〇 六〇一二、六九五 一八、三〇〇

五 二、六八八 三、二五〇三三五、九二五 七、八〇〇 六一一三、〇五八 一八、九〇〇

六 二、七六五 三、三五〇三四六、〇九四 八、一〇〇 六二一三、四三二 一九、五〇〇

七 二、八四四 三、四五〇三五六、二六九 八、四〇〇 六三一三、八一六 二〇、一〇〇

八 二、九二六 三、五五〇三六六、四四八 八、七〇〇 六四一四、二一二 二〇、八〇〇

九 三、〇〇九 三、六五〇三七六、六三三 九、〇〇〇 六五一四、六一九 二一、五〇〇

一〇三、〇九六 三、七五〇三八六、八二三 九、三〇〇 六六一五、〇三七 二二、二〇〇

一一三、一八四 三、八五〇三九七、〇一八 九、六〇〇 六七一五、四六七 二二、九〇〇

一二三、二七五 四、〇〇〇四〇七、二一九 九、九〇〇 六八一五、九一〇 二三、六〇〇

一三三、三六九 四、一五〇四一七、四二六 一〇、二〇〇六九一六、三六五 二四、三〇〇

一四三、四六六 四、三〇〇四二七、六三八 一〇、五〇〇七〇一六、八三四 二五、〇〇〇

一五三、五六五 四、四五〇四三七、八五七 一〇、八〇〇七一　 二六、〇〇〇

一六三、六六七 四、六〇〇四四八、〇八二 一一、一〇〇七二　 二七、〇〇〇

一七三、七七二 四、七五〇四五八、三一三 一一、四〇〇七三一八、三二〇 二八、〇〇〇

一八三、八八〇 四、九〇〇四六八、五五一 一一、七〇〇七四　 二九、〇〇〇

一九三、九九一 五、〇五〇四七八、七九六 一二、一〇〇七五　 三〇、〇〇〇

二〇四、一〇五 五、二〇〇四八九、〇四七 一二、五〇〇七六一九、九四〇 三一、〇〇〇

二一四、二二三 五、三五〇四九九、三〇六 一二、九〇〇七七　 三二、〇〇〇

二二四、三四四 五、五〇〇五〇九、五七三 一三、三〇〇七八　 三三、〇〇〇

二三四、四六八 五、七〇〇五一九、八四七 一三、七〇〇七九二一、七〇〇 三四、〇〇〇

二四四、五九六 五、九〇〇五二一〇、一二九 一四、二〇〇八〇　 三五、〇〇〇

二五四、七二七 六、一〇〇五三一〇、四一九 一四、七〇〇八一　 三六、〇〇〇

二六四、八六三 六、三〇〇五四一〇、七一七 一五、二〇〇八二二三、六二〇 三七、〇〇〇

二七五、〇〇二 六、五〇〇五五一一、〇二四 一五、七〇〇　 　 　

二八五、一四五 六、七〇〇五六一一、三三九 一六、二〇〇　 　 　

附則別表第二

俸給の切替調整表

職員の種別 職務の級 一

級

二級三級四級 五級 六級 七級 八級 九級 十級十

一

級

十

二

級

十

三

級

十

四

級

　

特別俸給表の適用を受ける職員 税務職員及び経済調査官級別俸給表の

適用を受ける職員

　 一

号俸

三号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

三 号

俸

一 号

俸

二 号

俸

　 　 　 　 　

警察職員、海上保安庁職員（人事院規

則に指定するものに限る。）及び矯正保

護職員級別俸給表の適用を受ける職員

一

号

俸

三

号俸

二号

俸

二 号

俸

二 号

俸

三 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　 　

船員級別俸給表の適用を受ける職員 三

号

俸

三

号俸

三号

俸

四 号

俸

四 号

俸

二 号

俸

三 号

俸

四 号

俸

三 号

俸

二

号俸

二

号

俸

二

号

俸

　 　

人事院規則九―六（俸給の調整

額）第一項各号に掲げる職員

第一号（１）に掲げる職員 二号俸

第一号（２）に掲げる職員 一号俸

第二号（１）に掲げる職員 一号俸

第二号（２）に掲げる職員 一号俸

第三号（１）に掲げる職員 二号俸

第三号（２）に掲げる職員 一号俸

初任給、昇給、昇格等の基準に

関する政令第十二条の三第一項

各号に掲げる職員

第一号に掲げる職員 イ 　 　 　 　 　 二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二

号俸

一

号

俸

一

号

俸

一

号

俸

一

号

俸
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ロ 　 　 　 二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二

号俸

　 　 　 　

ハ 　 　 　 二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

一

号俸

　 　 　 　

ニ 　 　 　 二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

二 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　

ホ 一

号

俸

一

号俸

一号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　

第二号に掲げる職員 ヘ 　 　 　 　 　 一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　

ト 　 　 　 　 一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　

チ 　 　 　 一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　

第三号に掲げる職員 　 　 　 二 号

俸

二 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一

号俸

一

号

俸

　 　 　

第四号に掲げる職員 　 　 　 一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　

第五号に掲げる職員 　 　 一号

俸

一 号

俸

二 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　

第七号に掲げる職員 　 一

号俸

一号

俸

一 号

俸

二 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

一 号

俸

　 　 　 　 　 　

備考

（１）　表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。

（２）　表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする。

イ　医師及び歯科医師

ロ　看護婦及び看護人

ハ　病理細菌技術者、レントゲン技術者（助手を含む。）及び患者係事務職員

ニ　歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び

運転手

ホ　薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛

ヘ　医師及び歯科医師

ト　看護婦及び看護人

チ　病理細菌技術者、レントゲン技術者（助手を含む。）、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業

手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの

附　則　（昭和二六年一一月三〇日法律第二七八号）　抄

１　この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。

２　職員の昭和二十六年十月一日（以下「切替日」という。）における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改

正前の法」という。）の適用により切替日においてその者が属していた職務の級（切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受け

ることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに

掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級）とし、その

者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に

掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表（その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般

職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。）に定める号俸とす

る。

３　職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級（その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の

日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日におけ

る職務の級を除く。）は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

４　職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたとき

は、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属して

いた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企

業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。

５　職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月

額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表（その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日

において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。）に定める号俸とする。

６　附則第二項又は前項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合において

は、その額をもつてその職員の俸給月額とする。

７　切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定

に基いてされたものとみなす。

８　附則第二項から第五項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月

額は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

９　この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和二十五年法律第

二百九十九号）附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与

の内払とみなす。
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１０　改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その

休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関す

る法律の一部を改正する法律（昭和二十六年法律第二百七十八号）施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。

附則別表第一

企業官庁職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の法の適用により職員が属していた俸給表の職務の級 企業官庁職員級別俸給

表の職務の級一般俸給表の職務の級税務職員及び経済調査官級別

俸給表の職務の級

警察職員、海上保安庁職員（人事院規

則で指定する者に限る。）及び矯正保護

職員級別俸給表の職務の級

船員級別俸給表の職務の

級

二級 　 　 二級 一級

三級 一級 　 三級 二級

四級 二級 一級 四級 三級

五級 三級 二級 五級 四級

六級 四級 三級 六級 五級

七級 五級 四級 七級 六級

八級 六級 五級 八級 七級

九級 七級 六級 九級 八級

十級 八級 七級 十級 九級

附則別表第二

俸給の新旧対照表

号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額

　 円 円

一 三、〇〇〇 三、六〇〇

二 三、〇〇〇 三、七〇〇

三 三、〇五〇 三、八〇〇

四 三、一五〇 三、九〇〇

五 三、二五〇 四、〇〇〇

六 三、三五〇 四、一〇〇

七 三、四五〇 四、二〇〇

八 三、五五〇 四、三〇〇

九 三、六五〇 四、四〇〇

一〇 三、七五〇 四、五〇〇

一一 三、八五〇 四、六〇〇

一二 四、〇〇〇 四、七五〇

一三 四、一五〇 四、九〇〇

一四 四、三〇〇 五、〇五〇

一五 四、四五〇 五、二〇〇

一六 四、六〇〇 五、三五〇

一七 四、七五〇 五、五〇〇

一八 四、九〇〇 五、七〇〇

一九 五、〇五〇 五、九〇〇

二〇 五、二〇〇 六、一〇〇

二一 五、三五〇 六、三〇〇

二二 五、五〇〇 六、五〇〇

二三 五、七〇〇 六、七〇〇

二四 五、九〇〇 六、九〇〇

二五 六、一〇〇 七、一〇〇

二六 六、三〇〇 七、三〇〇

二七 六、五〇〇 七、五五〇

二八 六、七〇〇 七、八〇〇

二九 六、九〇〇 八、〇五〇

三〇 七、一〇〇 八、三〇〇

三一 七、三〇〇 八、六〇〇

三二 七、五〇〇 八、九〇〇

三三 七、八〇〇 九、二五〇

三四 八、一〇〇 九、六〇〇

三五 八、四〇〇 九、九五〇

三六 八、七〇〇 一〇、三〇〇

三七 九、〇〇〇 一〇、六五〇

三八 九、三〇〇 一一、〇〇〇

三九 九、六〇〇 一一、四〇〇

四〇 九、九〇〇 一一、八〇〇

四一 一〇、二〇〇 一二、二〇〇

四二 一〇、五〇〇 一二、六〇〇

四三 一〇、八〇〇 一三、〇〇〇

四四 一一、一〇〇 一三、五〇〇
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四五 一一、四〇〇 一四、〇〇〇

四六 一一、七〇〇 一四、五〇〇

四七 一二、一〇〇 一五、〇〇〇

四八 一二、五〇〇 一五、五〇〇

四九 一二、九〇〇 一六、〇〇〇

五〇 一三、三〇〇 一六、六〇〇

五一 一三、七〇〇 一七、二〇〇

五二 一四、二〇〇 一七、八〇〇

五三 一四、七〇〇 一八、四〇〇

五四 一五、二〇〇 一九、〇〇〇

五五 一五、七〇〇 一九、六〇〇

五六 一六、二〇〇 二〇、四〇〇

五七 一六、七〇〇 二一、二〇〇

五八 一七、二〇〇 二二、〇〇〇

五九 一七、七〇〇 二二、八〇〇

六〇 一八、三〇〇 二三、六〇〇

六一 一八、九〇〇 二四、四〇〇

六二 一九、五〇〇 二五、二〇〇

六三 二〇、一〇〇 二六、二〇〇

六四 二〇、八〇〇 二七、二〇〇

六五 二一、五〇〇 二八、二〇〇

六六 二二、二〇〇 二九、二〇〇

六七 二二、九〇〇 三〇、三〇〇

六八 二三、六〇〇 三一、四〇〇

六九 二四、三〇〇 三二、五〇〇

七〇 二五、〇〇〇 三三、六〇〇

七一 二六、〇〇〇 三四、七〇〇

七二 二七、〇〇〇 三六、〇〇〇

七三 二八、〇〇〇 三七、三〇〇

七四 二九、〇〇〇 三八、六〇〇

七五 三〇、〇〇〇 三九、九〇〇

七六 三一、〇〇〇 四一、二〇〇

七七 三二、〇〇〇 四二、五〇〇

七八 三三、〇〇〇 四四、〇〇〇

七九 三四、〇〇〇 四五、五〇〇

八〇 三五、〇〇〇 四七、〇〇〇

八一 三六、〇〇〇 四八、五〇〇

八二 三七、〇〇〇 五〇、〇〇〇

附　則　（昭和二六年一二月二一日法律第三一四号）　抄

１　この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二五一号）　抄

１　この法律は、公社法の施行の日から施行する。

附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二六八号）　抄

１　この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附　則　（昭和二七年七月三一日法律第二七〇号）　抄

１　この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附　則　（昭和二七年一二月二五日法律第三二四号）　抄

１　この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年

十一月一日から適用する。

２　改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十

九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。

３　職員の昭和二十七年十一月一日（以下「切替日」という。）における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改

正前の法」という。）の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適

用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に

定める号俸とする。

４　職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日

においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日において

その者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

５　前二項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額を

もつてその職員の俸給月額とする。

６　切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規

定に基いてされたものとみなす。

７　この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律（昭和二十七年法律第三百十三号）第一条の

規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の

内払とみなす。

８　附則第三項及び第四項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額

は、改正前の法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
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９　削除

１０　昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日（この日が日曜日に当るときは、そ

の前日）」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和二十七年法律第三百二十四号）

施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

附則別表

俸給の新旧対照表

号俸 改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額 新俸給月額

　 円 円

一 三、六〇〇 四、四〇〇

二 三、七〇〇 四、五〇〇

三 三、八〇〇 四、六〇〇

四 三、九〇〇 四、七〇〇

五 四、〇〇〇 四、八〇〇

六 四、一〇〇 四、九〇〇

七 四、二〇〇 五、〇〇〇

八 四、三〇〇 五、一〇〇

九 四、四〇〇 五、二〇〇

一〇 四、五〇〇 五、三〇〇

一一 四、六〇〇 五、四〇〇

一二 四、七五〇 五、五五〇

一三 四、九〇〇 五、七〇〇

一四 五、〇五〇 五、八五〇

一五 五、二〇〇 六、〇〇〇

一六 五、三五〇 六、二〇〇

一七 五、五〇〇 六、四〇〇

一八 五、七〇〇 六、六五〇

一九 五、九〇〇 六、九〇〇

二〇 六、一〇〇 七、一五〇

二一 六、三〇〇 七、四〇〇

二二 六、五〇〇 七、六五〇

二三 六、七〇〇 七、九〇〇

二四 六、九〇〇 八、一五〇

二五 七、一〇〇 八、四〇〇

二六 七、三〇〇 八、六五〇

二七 七、五五〇 八、九五〇

二八 七、八〇〇 九、二五〇

二九 八、〇五〇 九、五五〇

三〇 八、三〇〇 九、八五〇

三一 八、六〇〇 一〇、二五〇

三二 八、九〇〇 一〇、六五〇

三三 九、二五〇 一一、一〇〇

三四 九、六〇〇 一一、五五〇

三五 九、九五〇 一二、〇〇〇

三六 一〇、三〇〇 一二、四五〇

三七 一〇、六五〇 一二、九〇〇

三八 一一、〇〇〇 一三、四〇〇

三九 一一、四〇〇 一四、〇〇〇

四〇 一一、八〇〇 一四、六〇〇

四一 一二、二〇〇 一五、二〇〇

四二 一二、六〇〇 一五、八〇〇

四三 一三、〇〇〇 一六、四〇〇

四四 一三、五〇〇 一七、一〇〇

四五 一四、〇〇〇 一七、八〇〇

四六 一四、五〇〇 一八、五〇〇

四七 一五、〇〇〇 一九、二〇〇

四八 一五、五〇〇 二〇、〇〇〇

四九 一六、〇〇〇 二〇、八〇〇

五〇 一六、六〇〇 二一、六〇〇

五一 一七、二〇〇 二二、四〇〇

五二 一七、八〇〇 二三、三〇〇

五三 一八、四〇〇 二四、二〇〇

五四 一九、〇〇〇 二五、一〇〇

五五 一九、六〇〇 二六、二〇〇

五六 二〇、四〇〇 二七、三〇〇

五七 二一、二〇〇 二八、四〇〇

五八 二二、〇〇〇 二九、五〇〇
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五九 二二、八〇〇 三〇、六〇〇

六〇 二三、六〇〇 三一、九〇〇

六一 二四、四〇〇 三三、二〇〇

六二 二五、二〇〇 三四、五〇〇

六三 二六、二〇〇 三五、九〇〇

六四 二七、二〇〇 三七、三〇〇

六五 二八、二〇〇 三八、八〇〇

六六 二九、二〇〇 四〇、三〇〇

六七 三〇、三〇〇 四一、八〇〇

六八 三一、四〇〇 四三、三〇〇

六九 三二、五〇〇 四四、八〇〇

七〇 三三、六〇〇 四六、三〇〇

七一 三四、七〇〇 四七、八〇〇

七二 三六、〇〇〇 四九、五〇〇

七三 三七、三〇〇 五一、二〇〇

七四 三八、六〇〇 五二、九〇〇

七五 三九、九〇〇 五四、八〇〇

七六 四一、二〇〇 五六、七〇〇

七七 四二、五〇〇 五八、六〇〇

七八 四四、〇〇〇 六〇、五〇〇

七九 四五、五〇〇 六二、六〇〇

八〇 四七、〇〇〇 六四、七〇〇

八一 四八、五〇〇 六六、八〇〇

八二 五〇、〇〇〇 六九、〇〇〇

附　則　（昭和二八年八月一日法律第一六一号）　抄

１　この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

（申請主義の特例）

４　この法律の施行の際、現に旧法（特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。）又は従前の公務員給与法附則

第三項（他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。）の規定により、俸給又は扶養手当（以下単に「俸給」という

。）の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を

要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。

（留守家族手当の始期の特例）

５　この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、

同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条

第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。

６　この法律の施行後本邦に帰つたことにより留守家族となつた者が、本邦に帰つた日から起算して二箇月以内に第七条の規定に該当する

に至つた場合において、本邦に帰つた日から起算して三箇月以内に留守家族手当の支給の申請をしたときも、前項と同様とする。

（順位の特例）

７　この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、第七条の規定に該当す

る留守家族である場合には、その者が後順位者である場合においても、その者を先順位者とみなして、その者及び第六条第一項の規定に

よりその者と同順位にある者に、留守家族手当を支給する。

８　附則第四項の規定は、前項の者について準用する。

（特別手当）

９　この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家

族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、

毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。但し、当該未帰還者につき、他にこの法律による留守家族手当の支給を受ける

ことができる留守家族がある場合には、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、特別手当を支給しな

い。

１０　この法律の施行後留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなつた場合において、他に従前の例による扶養親族たる

資格を有する者（この法律の施行後その資格を有するに至つた者を除く。）があるときは、その者に対して、その日の属する月の翌月以

降、毎月、従前の例により計算した俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。

１１　前項の場合において、従前の例による扶養親族たる資格を有する者が二人以上であるときは、特別手当は、同項の規定にかかわら

ず、従前の例による順位により先順位にある者に支給するものとし、同順位者が数人あるときは、その全員に対して支給するものとす

る。

１２　従前の扶養手当の計算の基礎となつた扶養親族のうち、この法律の施行後死亡し、又は従前の例による扶養親族たる資格を欠く者が

あるに至つたときは、その日の属する月の翌月から特別手当の額を改定するものとし、改定後の額については、従前の例による。

１３　第十三条及び第十四条の規定は、特別手当について準用する。

１４　特別手当は、当該未帰還者につき、この法律の規定による留守家族手当の支給を受けることができる留守家族があるに至つた場合に

は、その日の属する月の翌月以降、留守家族手当の支給を受けることができる留守家族がなくなるまでの間、支給しない。

（額の特例）

１５　附則第九項但書又は前項に規定する場合に支給する留守家族手当の額は、第八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に、従前の

例による扶養親族たる資格を有する者（この法律の施行後その資格を有するに至つた者及び第七条の規定に該当する者を除く。）一人に

つき四百円を加えた額とする。

１６　前項の規定は、この法律の施行の際現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者に支給する

留守家族手当の額について準用する。

（差額支給）
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１７　従前の公務員給与法附則第三項の規定による未帰還職員につき、この法律の規定により支給する留守家族手当について、附則第十五

項（前項において準用する場合を含む。）又は第八条に規定する額が、左に掲げる額より少額であるときは、その差額を留守家族手当に

加えて支給する。

一　第二号に規定する留守家族手当以外の留守家族手当については、この法律の施行の際現に旧法及び従前の公務員給与法附則第三項の

規定によつて支給している俸給の額

二　附則第十四項に規定する場合に支給する留守家族手当については、その支給をはじめた際支給していた特別手当の額

１８　前項各号に規定する額は、これらの額の計算の基礎となつた扶養親族のうち、留守家族手当の支給開始後死亡し、又は従前の例によ

る扶養親族たる資格を欠く者があるに至つたときは、その日の属する月の翌月から減額するものとし、減ずべき額については、従前の例

による。

（扶養手当の額の改訂）

１９　昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者（未帰還職員に関し、従前の公務員給与

法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。）に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当

を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめ

て支給するものとする。

一　扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）及び子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に三百円を加えた額を扶養手当の月額とする。

二　前号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに妻又は子があるときは、旧法の規定による扶養手当の月額に五百円を

加えた額を扶養手当の月額とする。

三　前二号の場合を除き、扶養手当の支給の原因となつた者のうちに第七条の規定に該当する留守家族に相当する者があるときは、旧法

の規定による扶養手当の月額に七百円を加えた額を扶養手当の月額とする。

（未支給の給与）

２０　旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定による給与であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、な

お、従前の例による。

（俸給の返還をさせない場合）

２１　旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者

若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でな

くなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。

（療養の給付）

２２　第十八条第一項の規定は、この法律の施行前に帰還した未帰還者についても、適用する。但し、その者が療養の給付を受けることが

できる期間については、従前の例による。

２３　この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律（昭和二十三年法律第二百七十七号。以

下「旧法中改正法」という。）附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項（旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含

む。）の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項におい

て準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。

（指定医療機関）

２４　この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみな

す。

（指定医療機関以外の医療機関から受けた療養）

２５　第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。

（再給付の禁止）

２６　この法律の施行前、他の法令の規定によりこの法律による障害一時金に相当する給付を受けた者には、同一の事由について、この法

律による療養を行わず、又は障害一時金を支給しない。但し、厚生大臣が必要があると認める場合においては、療養の給付を行うことが

できる。

（実績の保障）

２７　この法律の施行の際、現に旧法の規定による給与の支給を受けている者で、第二条に規定する未帰還者でないものは、当分の間、第

十六条第一項に規定する未帰還者とみなして、その者及びその留守家族に対し、この法律による援護を行うことができる。

２８　前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき（日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘

禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。）は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。前項に掲げる者で、

日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。

（恩給法との調整）

２９　未帰還者が恩給法の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第百五十五号）附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなさ

れ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属

する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給さ

れたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。

附　則　（昭和二八年八月一八日法律第二三七号）

１　この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。

２　この法律施行の日（以下「切替日」という。）において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一

般職の職員の給与に関する法律（以下「法」という。）の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項

に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その

者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額（大学等教育職員級別俸給表の

四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受け

ていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和二十七年法律第三百二十四号）附則別表の新俸

給月額欄の額の直近上位の額とする。）に対応する教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

３　前項の規定により求められた職員の俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつ

てその職員の俸給月額とする。

４　前項の規定により職務の級における俸給の幅の 低額に達しない俸給月額を受ける職員については、その職務の級における 低の号俸

をもつてその者の号俸とする。
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５　附則第二項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号俸及び俸給月額は、改正前の

法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

６　盲学校又は
ヽ

ろ
ヽ

う学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職

員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。

７　高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員（人事院の指定する者を除く。）の

うち、旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）若しくは学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学（同法第百九条の大学

を除く。）を卒業した者、旧教員免許令（明治三十三年勅令第百三十四号）による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科

教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者（以下「教育職員」という。）については、人事院

の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第二百八十

五号）附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げる新俸給月額とみなし、予算の範囲内で、その月額に対応する号俸よりも二号

俸をこえない範囲内の号俸の額に調整し、その額をもつてその日におけるその者の俸給月額とすることができる。

８　人事院は、教育職員を新たに採用する場合における俸給の基準については、前項の規定の趣旨を考慮し、適切な措置を講じなければな

らない。

附則別表　教育職員級別俸給表の適用を受ける者のための職務の級の切替表

改正前の法の適用により職員が属していた一

般俸給表の職務の級

教育職員級別俸給表の職務の級

大学等教育職員級別俸給表の職

務の級

高等学校等教育職員級別俸給表

の職務の級

中学校、小学校等教育職員級別

俸給表の職務の級

四級 一級 一級 一級

五級 二級 二級 二級

六級 三級 三級 三級

七級 四級 四級 四級

八級 五級 五級 五級

九級 六級 六級 六級

十級 七級 七級 七級

十一級 八級 八級 八級

十二級 九級 九級 九級

十三級 十級 十級 十級

十四級 十一級 十一級 　

十五級 十二級 　 　

附　則　（昭和二八年一二月一一日法律第二七九号）

この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。

附　則　（昭和二八年一二月一二日法律第二八五号）　抄

１　この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。

２　昭和二十九年一月一日（以下「切替日」という。）における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一と

し、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「法」という。）の適用により切替日の前日において

その者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

３　切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第二百三十七号）附則の規定の適用を受け

ることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をそ

の者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。

４　前二項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、そ

の額をもつてその職員の俸給月額とする。

５　附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月

額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

６　削除

７　昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規

定を適用する。

８　昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律（昭和二十八年法律第八十九号）本則第二項の規定は、一般職に属する職

員には適用しない。

１０　一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和二十八年法律第二百七十九号）は、廃止する。

附則別表　俸給の新旧対照表

号俸 切替日の前日における俸給月額 新俸給月額

　 円 円

一 四、四〇〇 四、九〇〇

二 四、五〇〇 五、〇〇〇

三 四、六〇〇 五、一〇〇

四 四、七〇〇 五、二〇〇

五 四、八〇〇 五、三〇〇

六 四、九〇〇 五、四〇〇

七 五、〇〇〇 五、五〇〇

八 五、一〇〇 五、六〇〇

九 五、二〇〇 五、七〇〇

一〇 五、三〇〇 五、八〇〇

一一 五、四〇〇 五、九〇〇

一二 五、五五〇 六、〇五〇

一三 五、七〇〇 六、二〇〇

一四 五、八五〇 六、四〇〇
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一五 六、〇〇〇 六、六〇〇

一六 六、二〇〇 六、九〇〇

一七 六、四〇〇 七、二〇〇

一八 六、六五〇 七、五〇〇

一九 六、九〇〇 七、八〇〇

二〇 七、一五〇 八、一〇〇

二一 七、四〇〇 八、四〇〇

二二 七、六五〇 八、七〇〇

二三 七、九〇〇 九、〇〇〇

二四 八、一五〇 九、三〇〇

二五 八、四〇〇 九、六〇〇

二六 八、六五〇 一〇、〇〇〇

二七 八、九五〇 一〇、四〇〇

二八 九、二五〇 一〇、八〇〇

二九 九、五五〇 一一、二〇〇

三〇 九、八五〇 一一、六〇〇

三一 一〇、二五〇 一二、一〇〇

三二 一〇、六五〇 一二、六〇〇

三三 一一、一〇〇 一三、一〇〇

三四 一一、五五〇 一三、六〇〇

三五 一二、〇〇〇 一四、一〇〇

三六 一二、四五〇 一四、六〇〇

三七 一二、九〇〇 一五、一〇〇

三八 一三、四〇〇 一五、六〇〇

三九 一四、〇〇〇 一六、三〇〇

四〇 一四、六〇〇 一七、〇〇〇

四一 一五、二〇〇 一七、七〇〇

四二 一五、八〇〇 一八、四〇〇

四三 一六、四〇〇 一九、一〇〇

四四 一七、一〇〇 一九、八〇〇

四五 一七、八〇〇 二〇、五〇〇

四六 一八、五〇〇 二一、二〇〇

四七 一九、二〇〇 二二、〇〇〇

四八 二〇、〇〇〇 二二、八〇〇

四九 二〇、八〇〇 二三、六〇〇

五〇 二一、六〇〇 二四、四〇〇

五一 二二、四〇〇 二五、三〇〇

五二 二三、三〇〇 二六、二〇〇

五三 二四、二〇〇 二七、三〇〇

五四 二五、一〇〇 二八、四〇〇

五五 二六、二〇〇 二九、五〇〇

五六 二七、三〇〇 三〇、六〇〇

五七 二八、四〇〇 三一、七〇〇

五八 二九、五〇〇 三二、八〇〇

五九 三〇、六〇〇 三三、九〇〇

六〇 三一、九〇〇 三五、三〇〇

六一 三三、二〇〇 三六、七〇〇

六二 三四、五〇〇 三八、一〇〇

六三 三五、九〇〇 三九、六〇〇

六四 三七、三〇〇 四一、一〇〇

六五 三八、八〇〇 四二、七〇〇

六六 四〇、三〇〇 四四、三〇〇

六七 四一、八〇〇 四五、九〇〇

六八 四三、三〇〇 四七、五〇〇

六九 四四、八〇〇 四九、一〇〇

七〇 四六、三〇〇 五〇、七〇〇

七一 四七、八〇〇 五二、三〇〇

七二 四九、五〇〇 五三、九〇〇

七三 五一、二〇〇 五五、五〇〇

七四 五二、九〇〇 五七、三〇〇

七五 五四、八〇〇 五九、一〇〇

七六 五六、七〇〇 六〇、九〇〇

七七 五八、六〇〇 六二、七〇〇

七八 六〇、五〇〇 六四、五〇〇

七九 六二、六〇〇 六六、三〇〇

八〇 六四、七〇〇 六八、一〇〇
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八一 六六、八〇〇 六九、九〇〇

八二 六九、〇〇〇 七二、〇〇〇

附　則　（昭和二九年六月一日法律第一四一号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三〇年一二月一四日法律第一八四号）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）本則第三

号及び防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務

公務員の給与に関する法律（昭和二十七年法律第九十三号）第二条第三項（南方連絡事務局設置法（昭和二十七年法律第二百十八号）第

七条第三項において準用する場合を含む。）の規定により基く場合を含む。）の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分

の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と

読み替えるものとする。

３　昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算

出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することがで

きる。

附　則　（昭和三一年一二月一四日法律第一七四号）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）本則第三

号及び防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務

公務員の給与に関する法律（昭和二十七年法律第九十三号）第二条第三項（南方連絡事務局設置法（昭和二十七年法律第二百十八号）第

七条第三項において準用する場合を含む。）の規定により基く場合を含む。）の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百

分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める

割合」とする。

附　則　（昭和三一年一二月二〇日法律第一七六号）

この法律は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和三二年六月一日法律第一五四号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

（俸給の切替及びその切替に伴う措置）

２　昭和三十二年四月一日（以下「切替日」という。）において切り替えられる職員の俸給月額（以下「切替俸給月額」という。）は、改正

前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給

月額（改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた

職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。）に対応する附則別表第一から附則別表第十ま

での切替表（以下「切替表」という。）に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表（その者がこの法律の施行に伴い切替日におい

て適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の別表第一から別表第七までに

掲げる俸給表をいう。）に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給月額と同じ額の号俸がない

ときは、その額とする。

３　旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算され

る期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額

に相当する額の直近上位の額（その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新

俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額）をその者の切替俸給月額とする。

４　前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間（附則第五項の規定により通算され

る期間を含む。）が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年

同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適

用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。

５　改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（その期間がその俸給

月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の 短期間をこえるときは、その 短期間）に三月（切替日の前日における俸給

月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月）を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算

する。

６　前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者について

は、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算す

る。

７　前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合

においては、その者の切替日後における 初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する

期間短縮する。

８　旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における 初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定める

ところによる。

９　昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との

権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日（附則第四項の規定により俸給月額

が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日）以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八

項に規定する昇給期間を短縮することができる。

１０　附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の 低の号俸に達しない職員の当該号俸に

達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。

１１　切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸

給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この

場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する
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職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を

改正する法律（昭和二十八年法律第二百八十五号）附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額（人事院の定める職員について

は、人事院の定める額）を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ

俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。

１２　附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた

俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。

１３　改正後の法第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。

１４　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（差額の支給）

１５　この法律の施行の日の前日における改正前の法の規定による職員の俸給（一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

（昭和二十八年法律第二百八十五号）附則第六項の規定による手当を含む。）、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合

計額（以下本項において「旧給与月額」という。）が同日における改正後の法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額

及び隔遠地手当の月額の合計額（以下本項において「新給与月額」という。）をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額（俸

給表の適用を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額）に達するまで、その差額

を手当としてその者に支給する。改正後の法第十九条の六の規定は、その差額の支給方法について準用する。

（給与の内払）

１６　この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与

は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一　行政職俸給表（一）、税務職俸給表、公安職俸給表（一）、公安職俸給表（二）、研究職俸給表及び医療職俸給表（二）の適

用を受ける職員（附則別表第三及び附則別表第四の適用を受けるものを除く。）の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月 円 円 月

５，４００ ５，９００ 　 ９，３００ ９，８００ 　 １８，４００ ２０，３００ ９ ３５，３００ ３７，１００ 　

５，５００ ６，１００ ６ ９，６００ １０，６００ ６ １９，１００ ２０，３００ ３ ３６，７００ ３８，８００ ３

５，６００ ６，１００ 　 １０，０００ １０，６００ 　 １９，８００ ２１，４００ ９ ３８，１００ ４０，５００ ６

５，７００ ６，３００ ６ １０，４００ １１，４００ ６ ２０，５００ ２１，４００ 　 ３９，６００ ４２，２００ ６

５，８００ ６，３００ 　 １０，８００ １１，４００ 　 ２１，２００ ２２，６００ ６ ４１，１００ ４４，４００ ９

５，９００ ６，６００ ６ １１，２００ １２，３００ ６ ２２，０００ ２３，８００ ９ ４２，７００ ４４，４００ 　

６，０５０ ６，６００ 　 １１，６００ １２，３００ 　 ２２，８００ ２３，８００ 　 ４４，３００ ４６，６００ ３

６，２００ ７，０００ ６ １２，１００ １３，３００ ６ ２３，６００ ２５，０００ ３ ４５，９００ ４８，８００ ６

６，４００ ７，０００ 　 １２，６００ １３，３００ 　 ２４，４００ ２６，２００ ６ ４７，５００ ５１，０００ ９

６，６００ ７，４００ ６ １３，１００ １４，３００ ６ ２５，３００ ２７，５００ ９ ４９，１００ ５１，０００ 　

６，９００ ７，４００ 　 １３，６００ １４，３００ 　 ２６，２００ ２７，５００ 　 ５０，７００ ５３，２００ ３

７，２００ ８，０００ ６ １４，１００ １５，３００ ６ ２７，３００ ２８，９００ ３ ５２，３００ ５５，４００ 　

７，５００ ８，０００ 　 １４，６００ １５，３００ 　 ２８，４００ ３０，３００ ６ ５３，９００ ５５，４００ 　

７，８００ ８，６００ ６ １５，１００ １６，３００ ６ ２９，５００ ３２，０００ ９ ５５，５００ ５７，６００ 　

８，１００ ８，６００ 　 １５，６００ １７，３００ ９ ３０，６００ ３２，０００ 　 ５７，３００ ６０，０００ 　

８，４００ ９，２００ ６ １６，３００ １７，３００ 　 ３１，７００ ３３，７００ ３ ５９，１００ ６２，４００ 　

８，７００ ９，２００ 　 １７，０００ １８，３００ ３ ３２，８００ ３５，４００ ６ ６０，９００ ６２，４００ 　

９，０００ ９，８００ ６ １７，７００ １９，３００ ６ ３３，９００ ３７，１００ ９ 　 　 　

附則別表第二　行政職俸給表（二）の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月 円 円 月

４，９００ ５，３００ ６ ６，６００ ７，４００ ６ １１，２００ １２，１００ ６ １９，１００ １９，９００ 　

５，０００ ５，３００ 　 ６，９００ ７，４００ 　 １１，６００ １２，７００ ６ １９，８００ ２０，５００ 　

５，１００ ５，４００ 　 ７，２００ ７，８００ ３ １２，１００ １２，７００ 　 ２０，５００ ２１，７００ ６

５，２００ ５，５００ 　 ７，５００ ８，２００ ６ １２，６００ １３，３００ 　 ２１，２００ ２２，３００ 　

５，３００ ５，６００ 　 ７，８００ ８，２００ 　 １３，１００ １３，９００ ３ ２２，０００ ２２，９００ 　

５，４００ ５，７００ 　 ８，１００ ８，７００ ３ １３，６００ １４，５００ ３ ２２，８００ ２４，１００ ６

５，５００ ５，８００ 　 ８，４００ ９，２００ ６ １４，１００ １５，１００ ６ ２３，６００ ２４，７００ 　

５，６００ ５，９００ 　 ８，７００ ９，２００ 　 １４，６００ １５，７００ ６ ２４，４００ ２５，９００ ３

５，７００ ６，０００ 　 ９，０００ ９，７００ ３ １５，１００ １５，７００ 　 ２５，３００ ２６，５００ 　

５，８００ ６，２００ 　 ９，３００ ９，７００ 　 １５，６００ １６，３００ 　 ２６，２００ ２７，７００ ３

５，９００ ６，５００ ３ ９，６００ １０，３００ ３ １６，３００ １７，５００ ３ ２７，３００ ２８，９００ ３

６，０５０ ６，８００ ６ １０，０００ １０，９００ ６ １７，０００ １８，１００ 　 ２８，４００ ３０，１００ ３

６，２００ ６，８００ 　 １０，４００ １０，９００ 　 １７，７００ １８，７００ 　 ２９，５００ ３０，７００ 　

６，４００ ７，１００ ３ １０，８００ １１，５００ ３ １８，４００ １９，３００ 　 　 　 　

附則別表第三　税務職俸給表の適用を受ける職員で旧俸給月額が９，３００円以下のものの切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月

６，２００ ６，７００ 　

６，４００ ７，２００ ６

６，６００ ７，２００ 　

６，９００ ７，７００ ６

７，２００ ７，７００ 　
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７，５００ ８，２００ ６

７，８００ ８，２００ 　

８，１００ ８，８００ ６

８，４００ ８，８００ 　

８，７００ ９，４００ ６

９，０００ ９，４００ 　

９，３００ １０，０００ ６

９，６００ 　 　

附則別表第四　公安職俸給表（一）の適用を受ける職員で旧俸給月額が７，５００円以下のものの切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月

６，４００ ７，３００ 　

６，６００ ７，７００ ６

６，９００ ７，７００ 　

７，２００ ８，１００ ６

７，５００ ８，１００ 　

附則別表第五　海事職俸給表（一）の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月 円 円 月

６，９００ ７，４００ 　 １１，６００ １２，８００ ６ １９，８００ ２１，６００ ９ ３２，８００ ３４，２００ 　

７，２００ ８，０００ ６ １２，１００ １２，８００ 　 ２０，５００ ２１，６００ ３ ３３，９００ ３５，８００ 　

７，５００ ８，０００ 　 １２，６００ １３，８００ ６ ２１，２００ ２２，８００ ９ ３５，３００ ３７，４００ ３

７，８００ ８，６００ ６ １３，１００ １３，８００ 　 ２２，０００ ２２，８００ 　 ３６，７００ ３９，０００ ６

８，１００ ８，６００ 　 １３，６００ １４，８００ ６ ２２，８００ ２４，２００ ６ ３８，１００ ４０，６００ ６

８，４００ ９，２００ ６ １４，１００ １４，８００ 　 ２３，６００ ２５，６００ ９ ３９，６００ ４２，２００ ６

８，７００ ９，２００ 　 １４，６００ １５，８００ ６ ２４，４００ ２５，６００ 　 ４１，１００ ４３，８００ ６

９，０００ １０，０００ ６ １５，１００ １５，８００ 　 ２５，３００ ２７，０００ ３ ４２，７００ ４５，４００ ６

９，３００ １０，０００ ３ １５，６００ １６，８００ ３ ２６，２００ ２８，４００ ６ ４４，３００ ４７，０００ ６

９，６００ １０，８００ ９ １６，３００ １８，０００ ９ ２７，３００ ２９，８００ ９ ４５，９００ ４８，６００ ６

１０，０００ １０，８００ ３ １７，０００ １８，０００ 　 ２８，４００ ２９，８００ 　 ４７，５００ ５０，２００ ６

１０，４００ １１，８００ ９ １７，７００ １９，２００ ６ ２９，５００ ３１，２００ ３ ４９，１００ ５１，８００ ６

１０，８００ １１，８００ ６ １８，４００ ２０，４００ ９ ３０，６００ ３２，６００ ６ ５０，７００ ５３，４００ ６

１１，２００ １１，８００ 　 １９，１００ ２０，４００ ３ ３１，７００ ３４，２００ ９ ５２，３００ 　 　

附則別表第六　海事職俸給表（二）の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月 円 円 月

５，４００ ５，９００ 　 ８，１００ ８，８００ ６ １３，６００ １４，８００ ６ ２２，８００ ２３，８００ 　

５，５００ ６，１００ ６ ８，４００ ８，８００ 　 １４，１００ １４，８００ 　 ２３，６００ ２４，８００ 　

５，６００ ６，１００ 　 ８，７００ ９，４００ ６ １４，６００ １５，８００ ６ ２４，４００ ２５，８００ ３

５，７００ ６，４００ ６ ９，０００ ９，４００ 　 １５，１００ １５，８００ 　 ２５，３００ ２６，８００ ３

５，８００ ６，４００ ３ ９，３００ １０，２００ ６ １５，６００ １６，８００ ３ ２６，２００ ２７，８００ ３

５，９００ ６，４００ 　 ９，６００ １０，２００ 　 １６，３００ １７，８００ ６ ２７，３００ ２８，８００ ３

６，０５０ ６，８００ ６ １０，０００ １１，０００ ６ １７，０００ １８，８００ ９ ２８，４００ ２９，８００ 　

６，２００ ６，８００ 　 １０，４００ １１，０００ 　 １７，７００ １８，８００ 　 ２９，５００ ３０，８００ 　

６，４００ ７，２００ ６ １０，８００ １１，８００ ６ １８，４００ １９，８００ ３ ３０，６００ ３１，８００ 　

６，６００ ７，２００ 　 １１，２００ １１，８００ 　 １９，１００ ２０，８００ ９ ３１，７００ ３３，８００ ６

６，９００ ７，６００ ６ １１，６００ １２，８００ ６ １９，８００ ２０，８００ ３ ３２，８００ ３４，８００ ３

７，２００ ７，６００ 　 １２，１００ １２，８００ 　 ２０，５００ ２１，８００ ６ 　 　 　

７，５００ ８，２００ ６ １２，６００ １３，８００ ６ ２１，２００ ２２，８００ ９ 　 　 　

７，８００ ８，２００ 　 １３，１００ １３，８００ 　 ２２，０００ ２３，８００ ９ 　 　 　

附則別表第七　教育職俸給表（一）及び医療職俸給表（一）の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月 円 円 月

６，９００ ７，４００ 　 １２，６００ １３，８００ ６ ２２，８００ ２３，６００ 　 ４１，１００ ４２，８００ 　

７，２００ ８，０００ ６ １３，１００ １３，８００ 　 ２３，６００ ２５，２００ ６ ４２，７００ ４４，４００ 　

７，５００ ８，０００ 　 １３，６００ １４，８００ ６ ２４，４００ ２６，８００ ９ ４４，３００ ４６，０００ 　

７，８００ ８，６００ ６ １４，１００ １４，８００ 　 ２５，３００ ２６，８００ ３ ４５，９００ ４７，６００ 　

８，１００ ８，６００ 　 １４，６００ １５，８００ ６ ２６，２００ ２８，４００ ６ ４７，５００ ４９，６００ ３

８，４００ ９，２００ ６ １５，１００ １５，８００ 　 ２７，３００ ３０，０００ ９ ４９，１００ ５１，６００ ６

８，７００ ９，２００ 　 １５，６００ １７，０００ ６ ２８，４００ ３０，０００ ３ ５０，７００ ５３，６００ ６

９，０００ ９，８００ ６ １６，３００ １７，０００ 　 ２９，５００ ３１，６００ ６ ５２，３００ ５５，６００ 　

９，３００ ９，８００ 　 １７，０００ １８，２００ ３ ３０，６００ ３３，２００ ９ ５３，９００ ５５，６００ 　

９，６００ １０，８００ ９ １７，７００ １９，４００ ９ ３１，７００ ３３，２００ 　 ５５，５００ ５７，６００ 　

１０，０００ １０，８００ ３ １８，４００ １９，４００ ３ ３２，８００ ３４，８００ ３ ５７，３００ ６０，０００ 　

１０，４００ １１，８００ ９ １９，１００ ２０，８００ ９ ３３，９００ ３６，４００ ６ ５９，１００ ６２，４００ 　

24



１０，８００ １１，８００ ６ １９，８００ ２０，８００ ３ ３５，３００ ３８，０００ ９ ６０，９００ ６２，４００ 　

１１，２００ １１，８００ 　 ２０，５００ ２２，２００ ９ ３６，７００ ３９，６００ ９ 　 　 　

１１，６００ １２，８００ ６ ２１，２００ ２２，２００ 　 ３８，１００ ３９，６００ 　 　 　 　

１２，１００ １２，８００ 　 ２２，０００ ２３，６００ ６ ３９，６００ ４１，２００ 　 　 　 　

附則別表第八　教育職俸給表（二）の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月 円 円 月

６，０５０ ６，６００ 　 １０，４００ １１，８００ ９ １８，４００ １９，８００ ３ ３１，７００ ３３，３００ 　

６，２００ ７，０００ ６ １０，８００ １１，８００ ６ １９，１００ ２０，８００ ９ ３２，８００ ３４，８００ ３

６，４００ ７，０００ 　 １１，２００ １１，８００ 　 １９，８００ ２０，８００ ３ ３３，９００ ３６，３００ ６

６，６００ ７，４００ ６ １１，６００ １２，８００ ６ ２０，５００ ２１，８００ ６ ３５，３００ ３７，８００ ６

６，９００ ７，４００ 　 １２，１００ １２，８００ 　 ２１，２００ ２２，８００ ９ ３６，７００ ３９，３００ ９

７，２００ ８，０００ ６ １２，６００ １３，８００ ６ ２２，０００ ２３，８００ ９ ３８，１００ ４０，８００ ９

７，５００ ８，０００ 　 １３，１００ １３，８００ 　 ２２，８００ ２３，８００ 　 ３９，６００ ４２，３００ ６

７，８００ ８，６００ ６ １３，６００ １４，８００ ６ ２３，６００ ２４，８００ 　 ４１，１００ ４３，８００ ６

８，１００ ８，６００ 　 １４，１００ １４，８００ 　 ２４，４００ ２５，８００ ３ ４２，７００ ４５，３００ ６

８，４００ ９，２００ ６ １４，６００ １５，８００ ６ ２５，３００ ２７，０００ ３ ４４，３００ ４６，８００ ３

８，７００ ９，２００ 　 １５，１００ １５，８００ 　 ２６，２００ ２８，２００ ６ ４５，９００ ４８，３００ ３

９，０００ ９，８００ ６ １５，６００ １６，８００ ３ ２７，３００ ２９，４００ ６ ４７，５００ ４９，８００ ３

９，３００ ９，８００ 　 １６，３００ １７，８００ ６ ２８，４００ ３０，６００ ９ ４９，１００ ５１，３００ ３

９，６００ １０，８００ ９ １７，０００ １８，８００ ９ ２９，５００ ３１，８００ ９ ５０，７００ ５２，８００ ３

１０，０００ １０，８００ ３ １７，７００ １８，８００ 　 ３０，６００ ３１，８００ 　 　 　 　

附則別表第九　教育職俸給表（三）の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月 円 円 月

６，０５０ ６，６００ 　 １０，０００ １０，６００ 　 １７，０００ １８，３００ ３ ２８，４００ ３０，０００ ３

６，２００ ７，０００ ６ １０，４００ １１，４００ ６ １７，７００ １９，３００ ６ ２９，５００ ３１，２００ ３

６，４００ ７，０００ 　 １０，８００ １１，４００ 　 １８，４００ ２０，３００ ９ ３０，６００ ３２，４００ ３

６，６００ ７，４００ ６ １１，２００ １２，３００ ６ １９，１００ ２０，３００ ３ ３１，７００ ３３，６００ ３

６，９００ ７，４００ 　 １１，６００ １２，３００ 　 １９，８００ ２１，３００ ９ ３２，８００ ３４，８００ ３

７，２００ ８，０００ ６ １２，１００ １３，３００ ６ ２０，５００ ２１，３００ 　 ３３，９００ ３６，０００ ３

７，５００ ８，０００ 　 １２，６００ １３，３００ 　 ２１，２００ ２２，３００ 　 ３５，３００ ３７，２００ ３

７，８００ ８，６００ ６ １３，１００ １４，３００ ６ ２２，０００ ２３，３００ ３ ３６，７００ ３８，７００ ３

８，１００ ８，６００ 　 １３，６００ １４，３００ 　 ２２，８００ ２４，３００ ６ ３８，１００ ４０，２００ ３

８，４００ ９，２００ ６ １４，１００ １５，３００ ６ ２３，６００ ２５，３００ ９ ３９，６００ ４１，７００ ３

８，７００ ９，２００ 　 １４，６００ １５，３００ 　 ２４，４００ ２６，４００ ９ ４１，１００ ４３，２００ ３

９，０００ ９，８００ ６ １５，１００ １６，３００ ６ ２５，３００ ２６，４００ 　 ４２，７００ ４４，７００ ３

９，３００ ９，８００ 　 １５，６００ １７，３００ ９ ２６，２００ ２７，６００ 　 ４４，３００ ４６，２００ 　

９，６００ １０，６００ ６ １６，３００ １７，３００ 　 ２７，３００ ２８，８００ ３ ４５，９００ ４７，７００ 　

附則別表第十　医療職俸給表（三）の適用を受ける職員の切替表

旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間 旧俸給月額 新俸給月額 期間

円 円 月 円 円 月 円 円 月

６，６００ ７，３００ ３ １１，６００ １２，６００ ３ ２０，５００ ２１，５００ 　

６，９００ ７，８００ ６ １２，１００ １３，５００ ９ ２１，２００ ２２，５００ ３

７，２００ ７，８００ 　 １２，６００ １３，５００ ３ ２２，０００ ２３，５００ ６

７，５００ ８，３００ ６ １３，１００ １４，５００ ９ ２２，８００ ２４，５００ ９

７，８００ ８，３００ 　 １３，６００ １４，５００ ３ ２３，６００ ２４，５００ 　

８，１００ ８，９００ ６ １４，１００ １５，５００ ９ ２４，４００ ２５，５００ 　

８，４００ ８，９００ 　 １４，６００ １５，５００ ３ ２５，３００ ２６，７００ ３

８，７００ ９，５００ ６ １５，１００ １６，５００ ９ ２６，２００ ２７，９００ ３

９，０００ ９，５００ 　 １５，６００ １６，５００ 　 ２７，３００ ２９，１００ ６

９，３００ １０，２００ ６ １６，３００ １７，５００ ３ ２８，４００ ３０，３００ ６

９，６００ １０，２００ 　 １７，０００ １８，５００ ６ ２９，５００ ３１，５００ ６

１０，０００ １１，０００ ６ １７，７００ １９，５００ ９ ３０，６００ ３２，７００ ６

１０，４００ １１，０００ 　 １８，４００ １９，５００ 　 ３１，７００ ３３，９００ ６

１０，８００ １１，８００ ６ １９，１００ ２０，５００ ６ ３２，８００ ３５，１００ ６

１１，２００ １１，８００ 　 １９，８００ ２１，５００ ９ ３３，９００ 　 　

附　則　（昭和三二年一一月一八日法律第一八二号）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）本則第三

号及び防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務

公務員の給与に関する法律（昭和二十七年法律第九十三号）第二条第三項（南方連絡事務局設置法（昭和二十七年法律第二百十八号）第

七条第三項において準用する場合を含む。）の規定により基く場合を含む。）の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百

分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定

める割合」とする。

附　則　（昭和三三年四月二五日法律第八七号）　抄
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（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

附　則　（昭和三三年一二月一五日法律第一七六号）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項（裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）本則第三

号及び防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務

公務員の給与に関する法律（昭和二十七年法律第九十三号）第二条第三項（総理府設置法（昭和二十四年法律第百二十七号）第十四条の

二第三項において準用する場合を含む。）の規定により基く場合を含む。）の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分

の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定め

る割合」とする。

３　昭和三十三年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により

算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することが

できる。

附　則　（昭和三三年一二月二三日法律第一七九号）　抄

１　この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

附　則　（昭和三四年四月一三日法律第一一九号）

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から施行す

る。

（昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額）

２　一般職の職員の給与に関する法律（以下「法」という。）別表第一から別表第七までに掲げる俸給表（以下「俸給表」という。）の昭和

三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、俸給表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表第一か

ら附則別表第十三までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

（俸給表の改正に伴う措置）

３　昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等

級の 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによ

る。

４　前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における 初の法第

八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間

を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

（給与の内払）

５　この法律（附則第一項ただし書に係る部分を除く。）の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月

一日から同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（暫定手当の特例）

６　一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百五十四号）附則第十九項の規定の昭和三十四年四月一

日から同年九月三十日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額

の月額の範囲内で人事院の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第一　行政職俸給表（一）、税務職俸給表、公安職俸給表（一）、公安職俸給表（二）、研究職俸給表及び医療職俸給表（二）の俸

給月額欄に掲げる額（附則別表第三から附則別表第五まで及び附則別表第十一に掲げるものを除く。）の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

６，８３０ ６，５００ １９，２１０ １８，３００４４，２３０ ４２，２００

７，０４０ ６，７００ ２０，２６０ １９，３００４６，５４０ ４４，４００

７，３６０ ７，０００ ２１，３００ ２０，３００４８，８４０ ４６，６００

７，７８０ ７，４００ ２２，４６０ ２１，４００５１，１５０ ４８，８００

８，２００ ７，８００ ２３，７１０ ２２，６００５３，４５０ ５１，０００

９，０２０ ８，６００ ２４，９７０ ２３，８００５５，７５０ ５３，２００

９，８５０ ９，４００ ２６，２２０ ２５，０００５８，０６０ ５５，４００

１０，６８０ １０，２００２７，４８０ ２６，２００６０，３６０ ５７，６００

１１，２１０ １０，７００２８，８４０ ２７，５００６２，８７０ ６０，０００

１１，９５０ １１，４００３０，３１０ ２８，９００６５，３９０ ６２，４００

１２，６８０ １２，１００３１，７７０ ３０，３００６７，９００ ６４，８００

１３，５３０ １２，９００３３，５５０ ３２，０００７０，４１０ ６７，２００

１４，４７０ １３，８００３５，３３０ ３３，７００７２，９２０ ６９，６００

１５，４２０ １４，７００３７，１１０ ３５，４００７５，４４０ ７２，０００

１６，３７０ １５，６００３８，８９０ ３７，１００７８，５８０ ７５，０００

１７，３１０ １６，５００４０，６７０ ３８，８００８１，７２０ ７８，０００

１８，２６０ １７，４００４２，４５０ ４０，５００　 　

附則別表第二　行政職俸給表（二）の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

５，６００ ５，３００ １１，２３０ １０，７００２２，１４０ ２１，１００

５，７００ ５，４００ １１，８６０ １１，３００２２，７７０ ２１，７００

５，８１０ ５，５００ １２，４９０ １１，９００２３，４００ ２２，３００

５，９１０ ５，６００ １３，１２０ １２，５００２４，０３０ ２２，９００

６，１２０ ５，８００ １３，７５０ １３，１００２４，６５０ ２３，５００
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６，３２０ ６，０００ １４，３７０ １３，７００２５，２８０ ２４，１００

６，５３０ ６，２００ １５，０００ １４，３００２５，９１０ ２４，７００

６，７３０ ６，４００ １５，６３０ １４，９００２６，５４０ ２５，３００

６，９４０ ６，６００ １６，２６０ １５，５００２７，１７０ ２５，９００

７，２５０ ６，９００ １６，８９０ １６，１００２７，８００ ２６，５００

７，５７０ ７，２００ １７，５１０ １６，７００２８，４２０ ２７，１００

７，８８０ ７，５００ １８，０４０ １７，２００２９，０５０ ２７，７００

８，２００ ７，８００ １８，５７０ １７，７００２９，６８０ ２８，３００

８，６１０ ８，２００ １９，１００ １８，２００３０，３１０ ２８，９００

９，０３０ ８，６００ １９，６３０ １８，７００３０，９４０ ２９，５００

９，５６０ ９，１００ ２０，２６０ １９，３００３１，５６０ ３０，１００

１０，０８０ ９，６００ ２０，８８０ １９，９００３２，１９０ ３０，７００

１０，６００ １０，１００２１，５１０ ２０，５００３２，８２０ ３１，３００

附則別表第三　税務職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち１２，１５０円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円

７，４６０ ７，１００

７，９９０ ７，６００

８，５１０ ８，１００

９，０３０ ８，６００

９，７６０ ９，３００

１０，４９０ １０，０００

１１，３２０ １０，８００

１２，１５０ １１，６００

附則別表第四　公安職俸給表（一）の俸給月額欄に掲げる額のうち１２，１５０円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円

８，０９０ ７，７００

８，５１０ ８，１００

８，９３０ ８，５００

９，４５０ ９，０００

１０，２８０ ９，８００

１１，２１０ １０，７００

１２，１５０ １１，６００

附則別表第五　公安職俸給表（二）の俸給月額欄に掲げる額のうち１２，１５０円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円

６，２３０ ５，９００

６，５３０ ６，２００

６，９４０ ６，６００

７，３６０ ７，０００

７，７８０ ７，４００

８，２００ ７，８００

８，８２０ ８，４００

９，４５０ ９，０００

１０，２８０ ９，８００

１１，２１０ １０，７００

１２，１５０ １１，６００

附則別表第六　海事職俸給表（一）の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

８，２００ ７，８００ ２０，１５０ １９，２００３９，２１０ ３７，４００

８，８２０ ８，４００ ２１，４１０ ２０，４００４０，８８０ ３９，０００

９，４５０ ９，０００ ２２，６６０ ２１，６００４２，５６０ ４０，６００

１０，０８０ ９，６００ ２３，９２０ ２２，８００４４，２３０ ４２，２００

１１，１２０ １０，６００２５，３９０ ２４，２００４５，９１０ ４３，８００

１２，２６０ １１，７００２６，８５０ ２５，６００４７，５８０ ４５，４００

１３，４００ １２，８００２８，３２０ ２７，０００４９，２６０ ４７，０００

１４，１５０ １３，５００２９，７８０ ２８，４００５０，９４０ ４８，６００

１５，０００ １４，３００３１，２５０ ２９，８００５２，６１０ ５０，２００

１５，８４０ １５，１００３２，７２０ ３１，２００５４，２９０ ５１，８００

１６，７９０ １６，０００３４，１８０ ３２，６００５５，９６０ ５３，４００

１７，７４０ １６，９００３５，８６０ ３４，２００　 　

１８，８９０ １８，０００３７，５３０ ３５，８００　 　
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附則別表第七　海事職俸給表（二）の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

６，３３０ ６，０００ １３，８５０ １３，２００２６，０２０ ２４，８００

６，７３０ ６，４００ １４，９００ １４，２００２７，０６０ ２５，８００

７，１５０ ６，８００ １５，９４０ １５，２００２８，１１０ ２６，８００

７，５７０ ７，２００ １６，８９０ １６，１００２９，１６０ ２７，８００

７，９９０ ７，６００ １７，８４０ １７，０００３０，２００ ２８，８００

８，４１０ ８，０００ １８，７９０ １７，９００３１，２５０ ２９，８００

９，０３０ ８，６００ １９，７３０ １８，８００３２，３００ ３０，８００

９，６６０ ９，２００ ２０，７８０ １９，８００３３，３４０ ３１，８００

１０，２９０ ９，８００ ２１，８３０ ２０，８００３４，３９０ ３２，８００

１１，１３０ １０，６００２２，８７０ ２１，８００３５，４４０ ３３，８００

１１，９７０ １１，４００２３，９２０ ２２，８００３６，４９０ ３４，８００

１２，８００ １２，２００２４，９７０ ２３，８００　 　

附則別表第八　教育職俸給表（一）及び医療職俸給表（一）の俸給月額欄に掲げる額（附則別表第十二に掲げるものを除く。）の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

８，２００ ７，８００ ２３，２９０ ２２，２００４８，２１０ ４６，０００

８，８２０ ８，４００ ２４，７６０ ２３，６００４９，８９０ ４７，６００

９，６５０ ９，２００ ２６，４３０ ２５，２００５１，９８０ ４９，６００

１０，４８０ １０，０００２８，１１０ ２６，８００５４，０８０ ５１，６００

１１，３１０ １０，８００２９，７８０ ２８，４００５６，１７０ ５３，６００

１２，０６０ １１，５００３１，４６０ ３０，０００５８，２７０ ５５，６００

１３，０００ １２，４００３３，１４０ ３１，６００６０，３６０ ５７，６００

１３，９５０ １３，３００３４，８１０ ３３，２００６２，８７０ ６０，０００

１４，９００ １４，２００３６，４９０ ３４，８００６５，３９０ ６２，４００

１５，８４０ １５，１００３８，１６０ ３６，４００６７，９００ ６４，８００

１６，７９０ １６，０００３９，８４０ ３８，０００７０，４１０ ６７，２００

１７，９５０ １７，１００４１，５１０ ３９，６００７２，９２０ ６９，６００

１９，１００ １８，２００４３，１９０ ４１，２００７５，４４０ ７２，０００

２０，３６０ １９，４００４４，８６０ ４２，８００７８，５８０ ７５，０００

２１，８３０ ２０，８００４６，５４０ ４４，４００８１，７２０ ７８，０００

附則別表第九　教育職俸給表（二）の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

７，３６０ ７，０００ １８，６９０ １７，８００３４，９２０ ３３，３００

７，７８０ ７，４００ １９，７３０ １８，８００３６，４９０ ３４，８００

８，２００ ７，８００ ２０，７８０ １９，８００３８，０６０ ３６，３００

８，８２０ ８，４００ ２１，８３０ ２０，８００３９，６３０ ３７，８００

９，６５０ ９，２００ ２２，８７０ ２１，８００４１，２００ ３９，３００

１０，４８０ １０，０００２３，９２０ ２２，８００４２，７７０ ４０，８００

１１，３１０ １０，８００２４，９７０ ２３，８００４４，３４０ ４２，３００

１２，０６０ １１，５００２６，０２０ ２４，８００４５，９１０ ４３，８００

１３，０００ １２，４００２７，０６０ ２５，８００４７，４８０ ４５，３００

１３，９５０ １３，３００２８，３２０ ２７，０００４９，０５０ ４６，８００

１４，９００ １４，２００２９，５８０ ２８，２００５０，６２０ ４８，３００

１５，８４０ １５，１００３０，８３０ ２９，４００５２，１９０ ４９，８００

１６，７９０ １６，０００３２，０９０ ３０，６００５３，７６０ ５１，３００

１７，７４０ １６，９００３３，３４０ ３１，８００５５，３３０ ５２，８００

附則別表第十　教育職俸給表（三）の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

７，３６０ ７，０００ １８，２６０ １７，４００３３，９７０ ３２，４００

７，７８０ ７，４００ １９，２１０ １８，３００３５，２３０ ３３，６００

８，２００ ７，８００ ２０，２６０ １９，３００３６，４９０ ３４，８００

８，８２０ ８，４００ ２１，３００ ２０，３００３７，７４０ ３６，０００

９，６５０ ９，２００ ２２，３５０ ２１，３００３９，０００ ３７，２００

１０，４８０ １０，０００２３，４００ ２２，３００４０，５７０ ３８，７００

１１，３１０ １０，８００２４，４４０ ２３，３００４２，１４０ ４０，２００

１１，９５０ １１，４００２５，４９０ ２４，３００４３，７１０ ４１，７００

１２，６８０ １２，１００２６，５４０ ２５，３００４５，２８０ ４３，２００

１３，５３０ １２，９００２７，６９０ ２６，４００４６，８５０ ４４，７００

１４，４７０ １３，８００２８，９５０ ２７，６００４８，４２０ ４６，２００

１５，４２０ １４，７００３０，２００ ２８，８００４９，９９０ ４７，７００
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１６，３７０ １５，６００３１，４６０ ３０，０００　 　

１７，３１０ １６，５００３２，７２０ ３１，２００　 　

附則別表第十一　研究職俸給表の俸給月額欄に掲げる額のうち１３，６３０円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円

６，８３０ ６，５００

７，０４０ ６，７００

７，３６０ ７，０００

７，７８０ ７，４００

８，２００ ７，８００

９，０２０ ８，６００

９，９５０ ９，５００

１０，８８０ １０，４００

１１，４１０ １０，９００

１２，１５０ １１，６００

１２，７８０ １２，２００

１３，６３０ １３，０００

附則別表第十二　医療職俸給表（一）の俸給月額欄に掲げる額のうち１９，２００円以下の額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円

１２，５６０ １２，０００

１３，６００ １３，０００

１４，４５０ １３，８００

１５，３００ １４，６００

１６，１４０ １５，４００

１６，９９０ １６，２００

１８，０５０ １７，２００

１９，２００ １８，３００

附則別表第十三　医療職俸給表（三）の俸給月額欄に掲げる額の読替表

俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額 読み替える額

円 円 円 円 円 円

７，４７０ ７，１００ １５，６３０ １４，９００２６，７５０ ２５，５００

８，０９０ ７，７００ １６，５８０ １５，８００２８，０００ ２６，７００

８，７１０ ８，３００ １７，５２０ １６，７００２９，２６０ ２７，９００

９，３４０ ８，９００ １８，４７０ １７，６００３０，５２０ ２９，１００

１０，０７０ ９，６００ １９，４２０ １８，５００３１，７７０ ３０，３００

１０，５９０ １０，１００２０，４７０ １９，５００３３，０３０ ３１，５００

１１，２３０ １０，７００２１，５１０ ２０，５００３４，２９０ ３２，７００

１１，９７０ １１，４００２２，５６０ ２１，５００３５，５４０ ３３，９００

１２，８００ １２，２００２３，６１０ ２２，５００３６，８００ ３５，１００

１３，６４０ １３，０００２４，６５０ ２３，５００　 　

１４，５８０ １３，９００２５，７００ ２４，５００　 　

附　則　（昭和三五年六月九日法律第九三号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年

四月一日から適用する。

（俸給表の改正に伴う措置）

２　昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律（以下「法」という。）第六条の二後段又は第八条第五項若しく

は第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事

院規則の定めるところによる。

３　前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における 初の法第八条第八項ただし書の規定

による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日に

おける俸給月額を受ける期間に通算する。

（給与の内払）

４　この法律の施行前に改正前の法の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日ま

での期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附　則　（昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律（以下

「法」という。）第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附

則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

（俸給の切替え及び切替えに伴う措置）

２　昭和三十五年十月一日（以下「切替日」という。）の前日において改正前の法の規定により職務の等級の 高の号俸以外の号俸を受け

る職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数（人事院の定める職員については、当該月数に人

事院の定める月数を増減した月数）に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄
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に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数（以下「切替月数」という。）を十二月で除して得た数（一に満たない端数は、切り捨てる。）

に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。

３　切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日におけ

る号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

４　切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわ

らず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。

５　切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表（一）の備考（三）の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸

までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考（四）の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教

育職俸給表（二）の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数

に三月を加えるものとする。

６　改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつて

は、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決

定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定され

る切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。

７　切替日以後この法律（附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。）の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間にお

いて、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職

員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間

の算定については、人事院の定めるところによる。

８　昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び

附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡

上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

９　附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこ

れに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

１０　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定め

る。

（給与の内払）

１１　改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみ

なす。

附　則　（昭和三六年六月一五日法律第一三二号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

（給与の内払）

２　一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）及び改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法

律附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、一般職の職員の給与

に関する法律及び改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則の規定による給与の内払とみなす。

附　則　（昭和三六年一一月一日法律第一七六号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十条の三の改正規定は、昭和三十七年四月一日か

ら施行する。

（俸給の切替え及び切替えに伴う措置）

２　昭和三十六年十月一日（以下「切替日」という。）の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「法」という。）の

規定により行政職俸給表（二）の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定

めるもの（以下「タイピスト等」という。）については、切替日以降行政職俸給表（一）を適用するものとし、その者の切替日における

職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級と

し、その者（切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除

く。）の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸が附則別表第二に掲げ

られている場合においてはその号俸に対応する同表に掲げる号俸とし、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号

俸が同表に掲げられていない場合においては人事院規則で定める号俸又は俸給月額とする。

３　切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日におい

て改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者（切替日の前日において

改正前の法の規定により職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。）の切替日における号俸は、切替

日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。

４　切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日におけ

る号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。

５　前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における 初の法第

八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額

を受ける期間に通算する。

６　教育職俸給表（二）の適用を受ける職員で、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十五年法律第百五十

号）附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事院が定めるものに対するこの法律（附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同

じ。）の施行の日（以下「施行日」という。）以降における 初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、同条第六項中「十

二月」とあるのは「十五月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十七月」と、「十八月」とあるのは「二十一月」と

する。

７　昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百五十四号）による

改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引

き続き施行日まで教育職俸給表（二）又は教育職俸給表（三）の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの

間に学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者（以下この項におい

て「学士等」という。）となつたものに対する施行日以降における 初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、
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予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて十二月をこえない範囲内で同条第六項又は第八項に規定する期間（以下この項に

おいて「昇給期間」という。）を短縮することができる。ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和二十八

年法律第二百三十七号）附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号

俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮

の全部又は一部を行なわない。

８　切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表（二）の適用を受けるタイピスト等となつた

者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表（一）を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの

間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表（二）の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若

しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でそ

の属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級

の 高の号俸若しくは 高の号俸をこえる俸給月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の 高の号俸若しくは 高の号

俸をこえる俸給月額について異動のあつたものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸

給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

９　切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職

務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級

又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度に

おいて、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

１０　昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及

び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間（附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。）については、切替日に

おいて職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な

調整を行なうことができる。

１１　附則第二項の規定により行政職俸給表（一）の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改

正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額（以下この項において「基準額」という。）に達しないものに対し

ては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間（次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けるこ

ととなるまでの間）、支給する。

１２　切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表（二）の適用を受けるタイピスト等とな

つた者及び行政職俸給表（二）の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動

のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた

俸給月額に千円を加えた額（以下この項において「新職員等の基準額」という。）に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定め

るところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。

１３　前二項の規定により差額の支給を受ける職員に対する法の規定の適用については、同法に規定する俸給には当該差額を含むものと

し、同法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和三十六年法律第百

七十六号）附則第十一項又は附則第十二項の規定による差額との合計額」とする。

１４　附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号

俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

１５　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定め

る。

（給与の内払）

１６　改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみ

なす。

附則別表第一　附則第二項の規定により行政職俸給表（一）の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職俸給表（二）の職務の等級 切替日における行政職俸給表（一）の職務の等級

１等級 ６等級

２等級 ６等級

３等級 ７等級

４等級 ８等級

５等級 ８等級

附則別表第二　附則第二項の規定により行政職俸給表（一）の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

イ　切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表（二）の１等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 ６号俸

２号俸 ７号俸

３号俸 ８号俸

４号俸 ９号俸

５号俸 １０号俸

６号俸 １１号俸

７号俸 １２号俸

８号俸 １３号俸

９号俸 １４号俸

１０号俸 １５号俸

１１号俸 １６号俸

１２号俸 １７号俸

１３号俸 １９号俸

ロ　切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表（二）の２等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸
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１号俸 １号俸

２号俸 ２号俸

３号俸 ３号俸

４号俸 ４号俸

５号俸 ５号俸

６号俸 ５号俸

７号俸 ６号俸

８号俸 ７号俸

９号俸 ８号俸

１０号俸 ９号俸

１１号俸 １０号俸

１２号俸 １０号俸

１３号俸 １１号俸

１４号俸 １２号俸

１５号俸 １２号俸

１６号俸 １３号俸

１７号俸 １４号俸

１８号俸 １４号俸

１９号俸 １５号俸

２０号俸 １５号俸

２１号俸 １６号俸

２２号俸 １７号俸

２３号俸 １７号俸

２４号俸 １８号俸

２５号俸 １９号俸

２６号俸 １９号俸

ハ　切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表（二）の３等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 １号俸

２号俸 ２号俸

３号俸 ３号俸

４号俸 ４号俸

５号俸 ５号俸

６号俸 ６号俸

７号俸 ７号俸

８号俸 ７号俸

９号俸 ８号俸

１０号俸 ９号俸

１１号俸 ９号俸

１２号俸 １０号俸

１３号俸 １０号俸

１４号俸 １１号俸

１５号俸 １２号俸

１６号俸 １２号俸

１７号俸 １３号俸

１８号俸 １３号俸

１９号俸 １４号俸

２０号俸 １４号俸

２１号俸 １５号俸

２２号俸 １６号俸

２３号俸 １６号俸

２４号俸 １７号俸

２５号俸 １８号俸

２６号俸 １８号俸

ニ　切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表（二）の４等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 １号俸

２号俸 ２号俸

３号俸 ３号俸

４号俸 ４号俸

５号俸 ６号俸

６号俸 ７号俸

７号俸 ８号俸

８号俸 ９号俸

９号俸 １０号俸

１０号俸 １１号俸
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１１号俸 １２号俸

１２号俸 １２号俸

１３号俸 １３号俸

１４号俸 １４号俸

１５号俸 １５号俸

１６号俸 １５号俸

１７号俸 １６号俸

１８号俸 １７号俸

１９号俸 １８号俸

ホ　切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職俸給表（二）の５等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

５号俸 １号俸

６号俸 ２号俸

７号俸 ３号俸

８号俸 ４号俸

９号俸 ５号俸

１０号俸 ６号俸

１１号俸 ７号俸

１２号俸 ８号俸

１３号俸 ９号俸

１４号俸 １０号俸

１５号俸 １０号俸

１６号俸 １１号俸

１７号俸 １１号俸

１８号俸 １２号俸

１９号俸 １２号俸

２０号俸 １３号俸

２１号俸 １４号俸

２２号俸 １５号俸

２３号俸 １５号俸

２４号俸 １６号俸

２５号俸 １７号俸

２６号俸 １８号俸

附則別表第三　研究職俸給表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級 切替日における職務の等級

１等級 １等級

２等級 ２等級

３等級 ２等級

４等級 ３等級

５等級 ４等級

６等級 ５等級

７等級 ６等級

附則別表第四　研究職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表

イ　切替日の前日においてその属する職務の等級が１等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 １号俸

２号俸 ２号俸

３号俸 ３号俸

４号俸 ４号俸

５号俸 ５号俸

６号俸 ６号俸

７号俸 ７号俸

８号俸 ８号俸

ロ　切替日の前日においてその属する職務の等級が２等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 ８号俸

２号俸 ９号俸

３号俸 １０号俸

４号俸 １１号俸

５号俸 １２号俸

６号俸 １３号俸

７号俸 １４号俸

８号俸 １５号俸

９号俸 １６号俸

１０号俸 １７号俸
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１１号俸 １８号俸

１２号俸 １９号俸

１３号俸 ２０号俸

１４号俸 ２１号俸

ハ　切替日の前日においてその属する職務の等級が３等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 １号俸

２号俸 ２号俸

３号俸 ３号俸

４号俸 ４号俸

５号俸 ５号俸

６号俸 ６号俸

７号俸 ７号俸

８号俸 ８号俸

９号俸 ９号俸

１０号俸 １０号俸

１１号俸 １１号俸

１２号俸 １１号俸

１３号俸 １２号俸

１４号俸 １３号俸

１５号俸 １３号俸

１６号俸 １４号俸

ニ　切替日の前日においてその属する職務の等級が４等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 ４号俸

２号俸 ５号俸

３号俸 ６号俸

４号俸 ７号俸

５号俸 ８号俸

６号俸 ９号俸

７号俸 １０号俸

８号俸 １１号俸

９号俸 １２号俸

１０号俸 １３号俸

１１号俸 １４号俸

１２号俸 １５号俸

１３号俸 １６号俸

１４号俸 １７号俸

１５号俸 １８号俸

１６号俸 １９号俸

１７号俸 ２０号俸

１８号俸 ２１号俸

１９号俸 ２２号俸

２０号俸 ２３号俸

２１号俸 ２４号俸

２２号俸 ２５号俸

２３号俸 ２６号俸

ホ　切替日の前日においてその属する職務の等級が５等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 ３号俸

２号俸 ４号俸

３号俸 ５号俸

４号俸 ６号俸

５号俸 ７号俸

６号俸 ８号俸

７号俸 ９号俸

８号俸 １０号俸

９号俸 １１号俸

１０号俸 １２号俸

１１号俸 １３号俸

１２号俸 １４号俸

１３号俸 １５号俸

１４号俸 １６号俸

１５号俸 １７号俸

１６号俸 １８号俸
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１７号俸 １９号俸

１８号俸 ２０号俸

１９号俸 ２１号俸

２０号俸 ２２号俸

２１号俸 ２３号俸

２２号俸 ２４号俸

２３号俸 ２５号俸

２４号俸 ２６号俸

２５号俸 ２７号俸

２６号俸 ２８号俸

２７号俸 ２９号俸

ヘ　切替日の前日においてその属する職務の等級が６等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 ４号俸

２号俸 ５号俸

３号俸 ６号俸

４号俸 ７号俸

５号俸 ８号俸

６号俸 ９号俸

７号俸 １０号俸

８号俸 １１号俸

９号俸 １２号俸

１０号俸 １３号俸

１１号俸 １４号俸

１２号俸 １５号俸

１３号俸 １６号俸

１４号俸 １７号俸

１５号俸 １８号俸

１６号俸 １９号俸

１７号俸 ２０号俸

１８号俸 ２１号俸

１９号俸 ２２号俸

２０号俸 ２３号俸

２１号俸 ２４号俸

２２号俸 ２５号俸

２３号俸 ２６号俸

２４号俸 ２７号俸

２５号俸 ２８号俸

ト　切替日の前日においてその属する職務の等級が７等級である者

切替日の前日において受ける号俸 切替日における号俸

１号俸 １号俸

２号俸 ２号俸

３号俸 ３号俸

４号俸 ４号俸

５号俸 ５号俸

６号俸 ６号俸

７号俸 ７号俸

８号俸 ８号俸

９号俸 ９号俸

１０号俸 １０号俸

１１号俸 １１号俸

１２号俸 １２号俸

１３号俸 １３号俸

１４号俸 １４号俸

１５号俸 １５号俸

１６号俸 １６号俸

１７号俸 １７号俸

附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄

１　この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。

２　この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行

前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定

によつて生じた効力を妨げない。

３　この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法

律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの

法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

４　前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同

法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
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５　第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法に

よる不服申立てをすることができない。

６　この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提

起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起

算する。

８　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

９　前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（昭和三八年二月二八日法律第六号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

（号俸職員の切替え）

２　昭和三十七年十月一日（以下「切替日」という。）の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「法」という。）の

規定により職務の等級の 高の号俸以外の号俸を受ける職員（附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」とい

う。）のうち、その者の切替日の前日における号俸（以下「旧号俸」という。）が附則別表第一から附則別表第七までの切替表（以下「切

替表」という。）に掲げられている職員（次項に規定する職員を除く。）の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定め

る号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

３　号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間（切替日前

一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減

した期間。以下この項及び次項において同じ。）がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月

一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に

相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日（以下この項において「切替日とみなす日」という。）に、その者の旧号俸に対応

する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸

に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。

（旧号俸を受けていた期間の通算）

４　附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員（法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。）に対

する切替日以降における 初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間（その者の旧号俸が切替表に

期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間）を切替日に

おける号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等）

５　切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員（次項に規定す

る職員を除く。）の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

６　切替日の前日において教育職俸給表（一）又は教育職俸給表（二）の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表（四）の

適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員

が切替日において教育職俸給表（一）又は教育職俸給表（二）の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定め

る。

７　前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当

該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

（旧号俸を受けていた期間の特例）

８　附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用について

は、その受ける旧号俸が教育職俸給表（二）の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員（以下この項において「教育職

員」という。）以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた

期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期

間」とする。

（施行日までの異動者の号俸の決定等）

９　切替日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を

受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当

該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給

月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給

月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。

（切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整）

１０　昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員

の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第

五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた

日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限

度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例）

１１　切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与

に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第六号）附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六

項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。

１２　附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しく

は第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額

又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用に

ついては、人事院規則で定める。

（旧暫定手当月額の保障）

１３　切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に

関する法律の一部を改正する法律（昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。）附則第十八項から附則第二

十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附
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則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部

を改正する法律（昭和三十六年法律第百七十六号）附則第十五項の規定による暫定手当の月額（以下「旧暫定手当月額」という。）に達

しないこととなる期間がある職員（昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。）については、その達しない

こととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定

による暫定手当の月額とみなす。

（昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置）

１４　切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年

改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規

定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域

に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異に

して異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。

（勤勉手当の額の特例）

１５　昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法

の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に

支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

（旧号俸等の基礎）

１６　附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及び

これに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

（人事院規則への委任）

１７　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（給与の内払）

１８　改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみ

なす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手

当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第一　行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ　行政職俸給表（一）の適用を受ける者

　　職務の等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

　区分 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ３ ３０，０００ １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ ２ ６ ３１，６００ ２ ３ ２４，１００ ２ ３ １８，８００ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ３ ９ ３３，２００ ３ ６ ２５，５００ ３ ６ １９，９００ ３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ 　 　 ４ ９ ２６，９００ ４ ９ ２１，１００ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ 　 　 ４ 　 　 ４ 　 　 ５ ３ １８，７００ ５ 　 　

６ ５ 　 　 ５ ３ ２９，８００ ５ ３ ２３，６００ ６ ６ １９，８００ ６ 　 　

７ ６ 　 　 ６ ６ ３１，２００ ６ ６ ２４，８００ ７ ９ ２０，９００ ７ 　 　

８ ７ 　 　 ７ ９ ３２，６００ ７ ９ ２６，０００ ７ 　 　 ８ 　 　

９ ８ 　 　 ７ 　 　 ７ 　 　 ８ ３ ２３，２００ ９ 　 　

１０ ９ 　 　 ８ 　 　 ８ ３ ２８，７００ ９ ６ ２４，３００ １０　 　

１１ １０　 　 ９ 　 　 ９ ６ ２９，９００ １０９ ２５，４００ １１　 　

１２ １１　 　 １０　 　 １０９ ３１，２００ １０　 　 １２３ １８，３００

１３ １２　 　 １１　 　 １０　 　 １１３ ２７，５００ １３６ １９，２００

１４ １３　 　 １２　 　 １１　 　 １２６ ２８，４００ １４９ １９，８００

１５ １４　 　 １３　 　 １２　 　 １３９ ２９，１００ １４　 　

１６ １５　 　 １４　 　 １３　 　 １３　 　 １５　 　

１７ １６　 　 １５　 　 １４　 　 １４　 　 １６　 　

１８ １７　 　 １６　 　 １５　 　 　 　 　 　 　 　

ロ　行政職俸給表（二）の適用を受ける者

　　職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級

　区分 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ ２ ３ ２５，１００ ２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　

３ ３ ６ ２６，２００ ３ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　

４ ４ ９ ２７，３００ ４ ３ ２０，９００ ４ 　 　 ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ 　 　 ５ ６ ２１，９００ ５ 　 　 ５ 　 　 ５ 　 　

６ ５ ３ ２９，８００ ６ ９ ２２，９００ ６ 　 　 ６ 　 　 ６ 　 　

７ ６ ６ ３０，９００ ６ 　 　 ７ ３ ２０，５００ ７ 　 　 ７ 　 　

８ ７ ９ ３２，０００ ７ ３ ２４，９００ ８ ６ ２１，３００ ８ 　 　 ８ 　 　

９ ７ 　 　 ８ ６ ２５，８００ ９ ９ ２２，１００ ９ 　 　 ９ 　 　

１０ ８ ３ ３４，３００ ９ ９ ２６，７００ ９ 　 　 １０　 　 １０　 　

１１ ９ ６ ３５，３００ ９ 　 　 １０３ ２３，６００ １１　 　 １１　 　

１２ １０９ ３６，２００ １０３ ２８，８００ １１６ ２４，３００ １２　 　 １２　 　
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１３ １０　 　 １１６ ２９，７００ １２９ ２４，９００ １３　 　 １３　 　

１４ １１　 　 １２９ ３０，５００ １２　 　 １４３ １９，８００ １４　 　

１５ １２　 　 １２　 　 １３３ ２６，１００ １５６ ２０，３００ １５　 　

１６ １３　 　 １３３ ３２，０００ １４６ ２６，７００ １６９ ２０，８００ １６　 　

１７ １４　 　 １４６ ３２，６００ １５９ ２７，２００ １６　 　 １７　 　

１８ １５　 　 １５９ ３３，２００ １５　 　 １７３ ２１，８００ １８　 　

１９ １６　 　 １５　 　 １６３ ２８，２００ １８６ ２２，３００ １９　 　

２０ １７　 　 １６　 　 １７６ ２８，７００ １９９ ２２，８００ ２０　 　

２１ １８　 　 １７　 　 １８９ ２９，２００ １９　 　 ２１３ １９，６００

２２ １９　 　 １８　 　 １８　 　 ２０３ ２３，８００ ２２６ ２０，１００

２３ ２０　 　 １９　 　 １９　 　 ２１６ ２４，３００ ２３９ ２０，６００

２４ ２１　 　 ２０　 　 ２０　 　 ２２９ ２４，８００ ２３　 　

２５ ２２　 　 ２１　 　 ２１　 　 ２２　 　 ２４３ ２１，６００

２６ ２３　 　 ２２　 　 ２２　 　 ２３３ ２５，６００ ２５６ ２２，１００

２７ ２４　 　 ２３　 　 ２３　 　 ２４６ ２６，０００ ２６９ ２２，６００

２８ ２５　 　 ２４　 　 ２４　 　 ２５９ ２６，４００ ２６　 　

２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５　 　 ２７３ ２３，５００

３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２８６ ２３，９００

３１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９９ ２４，３００

３２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２９　 　

附則別表第二　税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表

　　職務の等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級

　区分 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ９ ３３，２００ １ ６ ２５，５００ １ ６ １９，９００ １ 　 　 １ 　 　

２ １ 　 　 ２ ９ ２６，９００ ２ ９ ２１，１００ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　 ３ ３ １８，７００ ３ 　 　

４ ３ 　 　 ３ ３ ２９，８００ ３ ３ ２３，６００ ４ ６ １９，８００ ４ 　 　

５ ４ 　 　 ４ ６ ３１，２００ ４ ６ ２４，８００ ５ ９ ２０，９００ ５ 　 　

６ ５ 　 　 ５ ９ ３２，６００ ５ ９ ２６，０００ ５ 　 　 ６ 　 　

７ ６ 　 　 ５ 　 　 ５ 　 　 ６ ３ ２３，２００ ７ 　 　

８ ７ 　 　 ６ 　 　 ６ ３ ２８，７００ ７ ６ ２４，３００ ８ 　 　

９ ８ 　 　 ７ 　 　 ７ ６ ２９，９００ ８ ９ ２５，４００ ９ 　 　

１０ ９ 　 　 ８ 　 　 ８ ９ ３１，２００ ８ 　 　 １０３ １８，３００

１１ １０　 　 ９ 　 　 ８ 　 　 ９ ３ ２７，６００ １１６ １９，２００

１２ １１　 　 １０　 　 ９ 　 　 １０６ ２８，７００ １２９ ２０，１００

１３ １２　 　 １１　 　 １０　 　 １１９ ２９，７００ １２　 　

１４ １３　 　 １２　 　 １１　 　 １１　 　 １３　 　

１５ １４　 　 １３　 　 １２　 　 １２　 　 １４　 　

１６ １５　 　 １４　 　 １３　 　 １３　 　 　 　 　

１７ 　 　 　 　 　 　 １４　 　 １４　 　 　 　 　

附則別表第三　公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ　公安職俸給表（一）の適用を受ける者

　　職務の等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級

　区分 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額 号俸期間暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ９ ３３，２００ １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ １ 　 　 ２ ３ ２４，１００ ２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　

３ ２ 　 　 ３ ６ ２５，５００ ３ ３ １８，９００ ３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ 　 　 ４ ９ ２６，９００ ４ ６ ２０，０００ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ 　 　 ４ 　 　 ５ ９ ２１，２００ ５ 　 　 ５ 　 　

６ ５ 　 　 ５ ３ ２９，８００ ５ 　 　 ６ ３ １８，９００ ６ 　 　

７ ６ 　 　 ６ ６ ３１，２００ ６ ３ ２３，７００ ７ ６ ２０，０００ ７ 　 　

８ ７ 　 　 ７ ９ ３２，６００ ７ ６ ２４，９００ ８ ９ ２１，１００ ８ 　 　

９ ８ 　 　 ７ 　 　 ８ ９ ２６，１００ ８ 　 　 ９ ３ １８，９００

１０ ９ 　 　 ８ 　 　 ８ 　 　 ９ ３ ２３，４００ １０６ ２０，０００

１１ １０　 　 ９ 　 　 ９ ３ ２８，８００ １０６ ２４，５００ １１９ ２１，１００

１２ １１　 　 １０　 　 １０６ ３０，０００ １１９ ２５，６００ １１　 　

１３ １２　 　 １１　 　 １１９ ３１，３００ １１　 　 １２３ ２３，４００

１４ １３　 　 １２　 　 １１　 　 １２３ ２８，３００ １３６ ２４，５００

１５ １４　 　 １３　 　 １２　 　 １３６ ２９，５００ １４９ ２５，６００

１６ １５　 　 １４　 　 １３　 　 １４９ ３０，７００ １４　 　

１７ 　 　 　 １５　 　 １４　 　 １４　 　 １５３ ２８，３００
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１８ 　 　 　 １６　 　 １５　 　 １５　 　 １６６ ２９，４００

１９ 　 　 　 １７　 　 １６　 　 １６　 　 １７９ ３０，５００

２０ 　 　 　 １８　 　 １７　 　 １７　 　 １７　 　

２１ 　 　 　 　 　 　 １８　 　 １８　 　 １８　 　

２２ 　 　 　 　 　 　 １９　 　 １９　 　 １９　 　

２３ 　 　 　 　 　 　 ２０　 　 ２０　 　 ２０　 　

２４ 　 　 　 　 　 　 ２１　 　 ２１　 　 ２１　 　

２５ 　 　 　 　 　 　 ２２　 　 ２２　 　 ２２　 　

２６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２３　 　 ２３　 　

２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４　 　 ２４　 　

２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２５　 　

２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２６　 　

ロ　公安職俸給表（二）の適用を受ける者

　　職 務 の

等級

３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

　区分 号俸期間暫 定 俸

給月額

号俸期間暫 定 俸 給

月額

号俸期間暫定俸給月

額

号俸期間暫定俸給月

額

号俸期間暫定俸給月

額

号俸期間暫定俸給月

額旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ９ ３ ３ ，

２００

１ ６ ２ ５ ， ５

００

１ ６ １９，９０

０

１ 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ １ 　 　 ２ ９ ２ ６ ， ９

００

２ ９ ２１，１０

０

２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　

３ ２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　 ３ ３ １８，７０

０

３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ 　 　 ３ ３ ２ ９ ， ８

００

３ ３ ２３，６０

０

４ ６ １９，８０

０

４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ 　 　 ４ ６ ３ １ ， ２

００

４ ６ ２４，８０

０

５ ９ ２０，９０

０

５ 　 　 ５ 　 　

６ ５ 　 　 ５ ９ ３ ２ ， ６

００

５ ９ ２６，００

０

５ 　 　 ６ 　 　 ６ 　 　

７ ６ 　 　 ５ 　 　 ５ 　 　 ６ ３ ２３，２０

０

７ 　 　 ７ 　 　

８ ７ 　 　 ６ 　 　 ６ ３ ２８，７０

０

７ ６ ２４，３０

０

８ 　 　 ８ 　 　

９ ８ 　 　 ７ 　 　 ７ ６ ２９，９０

０

８ ９ ２５，４０

０

９ ３ １８，５０

０

９ 　 　

１０ ９ 　 　 ８ 　 　 ８ ９ ３１，２０

０

８ 　 　 １０６ １９，５０

０

１０　 　

１１ １０　 　 ９ 　 　 ８ 　 　 ９ ３ ２７，６０

０

１１９ ２０，５０

０

１１　 　

１２ １１　 　 １０　 　 ９ 　 　 １０６ ２８，７０

０

１１　 　 １２　 　

１３ １２　 　 １１　 　 １０　 　 １１９ ２９，７０

０

１２３ ２２，５０

０

１３３ １８，３０

０

１４ １３　 　 １２　 　 １１　 　 １１　 　 １３６ ２３，５０

０

１４６ １９，３０

０

１５ １４　 　 １３　 　 １２　 　 １２　 　 １４９ ２４，５０

０

１５９ ２０，１０

０

１６ １５　 　 １４　 　 １３　 　 １３　 　 １４　 　 １５　 　

１７ 　 　 　 　 　 　 １４　 　 １４　 　 １５３ ２６，２０

０

１６３ ２１，５０

０

１８ 　 　 　 　 　 　 １５　 　 １５　 　 １６６ ２６，９０

０

１７６ ２２，２０

０

１９ 　 　 　 　 　 　 １６　 　 １６　 　 １７９ ２７，６０

０

１８９ ２２，９０

０

２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １７　 　 １７　 　 １８　 　

２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １８　 　 １８　 　 １９３ ２４，２０

０

２２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １９　 　 ２０６ ２４，８０

０

２３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０　 　 ２１９ ２５，４０

０

２４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２１　 　 ２１　 　

附則別表第四　海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ　海事職俸給表（一）の適用を受ける者
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　 　 職務の等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ９ ３３，１００ １ ６ ２４，７００ １ 　 　 １ 　 　

２ １ 　 　 ２ ９ ２６，２００ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ２ ３ ３７，４００ ２ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ ６ ３９，３００ ３ ３ ２９，９００ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ ９ ４１，２００ ４ ６ ３１，５００ ５ ３ ２３，４００ ５ 　 　

６ ４ 　 　 ５ ９ ３３，１００ ６ ６ ２４，７００ ６ 　 　

７ ５ 　 　 ５ 　 　 ７ ９ ２６，０００ ７ 　 　

８ ６ 　 　 ６ ３ ３６，７００ ７ 　 　 ８ 　 　

９ ７ 　 　 ７ ６ ３８，３００ ８ ３ ２８，８００ ９ 　 　

１０ ８ 　 　 ８ ９ ３９，９００ ９ ６ ３０，１００ １０ 　 　

１１ ９ 　 　 ８ 　 　 １０ ９ ３１，４００ １１ ３ ２２，６００

１２ １０ 　 　 ９ 　 　 １０ 　 　 １２ ６ ２３，７００

１３ １１ 　 　 １０ 　 　 １１ ３ ３４，０００ １３ ９ ２４，６００

１４ １２ 　 　 １１ 　 　 １２ ６ ３５，１００ １３ 　 　

１５ １３ 　 　 １２ 　 　 １３ ９ ３６，０００ １４ ３ ２６，５００

１６ １４ 　 　 １３ 　 　 １３ 　 　 １５ ６ ２７，４００

１７ 　 　 　 １４ 　 　 １４ 　 　 １６ ９ ２８，３００

１８ 　 　 　 　 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　

１９ 　 　 　 　 　 　 １６ 　 　 １７ ３ ２９，９００

２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １８ ６ ３０，６００

２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １９ ９ ３１，３００

２２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １９ 　 　

２３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２０ 　 　

ロ　海事職俸給表（二）の適用を受ける者

　 　 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ６ ２４，７００ １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ ２ ９ ２６，０００ ２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　

３ ２ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ ３ ２８，９００ ４ 　 　 ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ ６ ３０，２００ ５ ３ ２３，５００ ５ 　 　 ５ 　 　

６ ５ ９ ３１，５００ ６ ６ ２４，７００ ６ 　 　 ６ 　 　

７ ５ 　 　 ７ ９ ２５，９００ ７ 　 　 ７ 　 　

８ ６ ３ ３４，５００ ７ 　 　 ８ 　 　 ８ 　 　

９ ７ ６ ３５，８００ ８ ３ ２８，６００ ９ 　 　 ９ 　 　

１０ ８ ９ ３７，０００ ９ ６ ２９，８００ １０ ３ ２３，２００ １０ 　 　

１１ ８ 　 　 １０ ９ ３１，０００ １１ ６ ２４，３００ １１ 　 　

１２ ９ 　 　 １０ 　 　 １２ ９ ２５，４００ １２ 　 　

１３ １０ 　 　 １１ ３ ３３，３００ １２ 　 　 １３ 　 　

１４ １１ 　 　 １２ ６ ３４，３００ １３ ３ ２７，０００ １４ 　 　

１５ １２ 　 　 １３ ９ ３５，２００ １４ ６ ２７，８００ １５ 　 　

１６ １３ 　 　 １３ 　 　 １５ ９ ２８，６００ １６ ３ ２２，２００

１７ １４ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　 １７ ６ ２２，９００

１８ １５ 　 　 １５ 　 　 １６ ３ ３０，２００ １８ ９ ２３，５００

１９ １６ 　 　 １６ 　 　 １７ ６ ３０，９００ １８ 　 　

２０ １７ 　 　 １７ 　 　 １８ ９ ３１，６００ １９ ３ ２４，７００

２１ １８ 　 　 １８ 　 　 １８ 　 　 ２０ ６ ２５，３００

２２ １９ 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　 ２１ ９ ２５，９００

２３ ２０ 　 　 ２０ 　 　 ２０ 　 　 ２１ 　 　

２４ ２１ 　 　 ２１ 　 　 ２１ 　 　 ２２ ３ ２７，１００

２５ ２２ 　 　 　 　 　 ２２ 　 　 ２３ ６ ２７，７００

附則別表第五　教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ　教育職俸給表（一）の適用を受ける者

　 　 職務の等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ６ ２９，６００ １ ９ ２４，３００ １ 　 　 １ 　 　

２ ２ ９ ３１，５００ １ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　
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３ ２ 　 　 ２ ３ ２７，５００ ３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ ３ ３５，７００ ３ ６ ２９，１００ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ ６ ３７，６００ ４ ９ ３０，７００ ５ ３ ２１，４００ ５ 　 　

６ ５ ９ ３９，５００ ４ 　 　 ６ ６ ２２，７００ ６ 　 　

７ ５ 　 　 ５ ３ ３４，３００ ７ ９ ２４，０００ ７ 　 　

８ ６ 　 　 ６ ６ ３５，９００ ７ 　 　 ８ ３ １９，４００

９ ７ 　 　 ７ ９ ３７，５００ ８ ３ ２６，６００ ９ ６ ２０，６００

１０ ８ 　 　 ７ 　 　 ９ ６ ２７，９００ １０ ９ ２１，８００

１１ ９ 　 　 ８ 　 　 １０ ９ ２９，３００ １０ 　 　

１２ １０ 　 　 ９ 　 　 １０ 　 　 １１ ３ ２４，６００

１３ １１ 　 　 １０ 　 　 １１ ３ ３２，４００ １２ ６ ２５，９００

１４ １２ 　 　 １１ 　 　 １２ ６ ３３，８００ １３ ９ ２７，２００

１５ １３ 　 　 １２ 　 　 １３ ９ ３５，０００ １３ 　 　

１６ １４ 　 　 １３ 　 　 １３ 　 　 １４ ３ ２９，８００

１７ １５ 　 　 １４ 　 　 １４ 　 　 １５ ６ ３０，９００

１８ １６ 　 　 １５ 　 　 １５ 　 　 １６ ９ ３２，０００

１９ １７ 　 　 １６ 　 　 １６ 　 　 １６ 　 　

２０ １８ 　 　 １７ 　 　 １７ 　 　 １７ 　 　

２１ １９ 　 　 １８ 　 　 １８ 　 　 １８ 　 　

２２ ２０ 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　

２３ ２１ 　 　 ２０ 　 　 ２０ 　 　 ２０ 　 　

２４ 　 　 　 ２１ 　 　 ２１ 　 　 ２１ 　 　

２５ 　 　 　 ２２ 　 　 ２２ 　 　 ２２ 　 　

２６ 　 　 　 ２３ 　 　 ２３ 　 　 ２３ 　 　

２７ 　 　 　 ２４ 　 　 ２４ 　 　 　 　 　

ロ　教育職俸給表（二）の適用を受ける者

　 　 職務の等級 ２等級 ３等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円

１ １ 　 　 １ 　 　

２ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ３ 　 　 ３ 　 　

４ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ５ ３ ２０，５００ ５ 　 　

６ ６ ６ ２１，６００ ６ 　 　

７ ７ ９ ２２，９００ ７ 　 　

８ ７ 　 　 ８ 　 　

９ ８ ３ ２５，６００ ９ 　 　

１０ ９ ６ ２６，９００ １０ 　 　

１１ １０ ９ ２８，２００ １１ ３ ２０，０００

１２ １０ 　 　 １２ ６ ２１，２００

１３ １１ ３ ３１，２００ １３ ９ ２２，４００

１４ １２ ６ ３２，５００ １３ 　 　

１５ １３ ９ ３３，８００ １４ ３ ２５，０００

１６ １３ 　 　 １５ ６ ２６，２００

１７ １４ 　 　 １６ ９ ２７，３００

１８ １５ 　 　 １６ 　 　

１９ １６ 　 　 １７ ３ ２９，７００

２０ １７ 　 　 １８ ６ ３０，８００

２１ １８ 　 　 １９ ９ ３１，９００

２２ １９ 　 　 １９ 　 　

２３ ２０ 　 　 ２０ 　 　

２４ ２１ 　 　 ２１ 　 　

２５ ２２ 　 　 ２２ 　 　

２６ ２３ 　 　 ２３ 　 　

２７ ２４ 　 　 ２４ 　 　

２８ ２５ 　 　 ２５ 　 　

２９ ２６ 　 　 ２６ 　 　

３０ ２７ 　 　 ２７ 　 　

３１ ２８ 　 　 　 　 　

３２ ２９ 　 　 　 　 　

３３ ３０ 　 　 　 　 　

３４ ３１ 　 　 　 　 　

３５ ３２ 　 　 　 　 　

ハ　教育職俸給表（三）の適用を受ける者
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　 　 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ ２ ３ ３０，６００ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ３ ６ ３１，９００ ３ 　 　 ３ 　 　

４ ４ ９ ３３，３００ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ 　 　 ５ 　 　 ５ 　 　

６ ５ 　 　 ６ 　 　 ６ 　 　

７ ６ 　 　 ７ 　 　 ７ 　 　

８ ７ 　 　 ８ ３ ２０，１００ ８ 　 　

９ ８ 　 　 ９ ６ ２１，１００ ９ 　 　

１０ ９ 　 　 １０ ９ ２２，３００ １０ 　 　

１１ １０ 　 　 １０ 　 　 １１ ３ １９，５００

１２ １１ 　 　 １１ ３ ２４，９００ １２ ６ ２０，５００

１３ １２ 　 　 １２ ６ ２６，２００ １３ ９ ２１，５００

１４ １３ 　 　 １３ ９ ２７，５００ １３ 　 　

１５ １４ 　 　 １３ 　 　 １４ ３ ２３，９００

１６ １５ 　 　 １４ ３ ３０，５００ １５ ６ ２５，０００

１７ １６ 　 　 １５ ６ ３１，８００ １６ ９ ２６，１００

１８ １７ 　 　 １６ ９ ３３，１００ １６ 　 　

１９ １８ 　 　 １６ 　 　 １７ ３ ２７，９００

２０ １９ 　 　 １７ 　 　 １８ ６ ２８，７００

２１ ２０ 　 　 １８ 　 　 １９ ９ ２９，５００

２２ ２１ 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　

２３ ２２ 　 　 ２０ 　 　 ２０ 　 　

２４ ２３ 　 　 ２１ 　 　 ２１ 　 　

２５ ２４ 　 　 ２２ 　 　 　 　 　

２６ ２５ 　 　 ２３ 　 　 　 　 　

２７ 　 　 　 ２４ 　 　 　 　 　

２８ 　 　 　 ２５ 　 　 　 　 　

２９ 　 　 　 ２６ 　 　 　 　 　

３０ 　 　 　 ２７ 　 　 　 　 　

３１ 　 　 　 ２８ 　 　 　 　 　

３２ 　 　 　 ２９ 　 　 　 　 　

３３ 　 　 　 ３０ 　 　 　 　 　

３４ 　 　 　 ３１ 　 　 　 　 　

３５ 　 　 　 ３２ 　 　 　 　 　

３６ 　 　 　 ３３ 　 　 　 　 　

３７ 　 　 　 ３４ 　 　 　 　 　

附則別表第六　研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表

　 　 職務の等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ ２ ３ ２６，３００ ２ 　 　 ２ 　 　 ２ 　 　

３ ３ ６ ２７，８００ ３ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　

４ ４ ９ ２９，３００ ４ 　 　 ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ 　 　 ５ ３ ２０，０００ ５ 　 　 ５ 　 　

６ ５ ３ ３２，５００ ６ ６ ２１，３００ ６ 　 　 ６ 　 　

７ ６ ６ ３４，０００ ７ ９ ２２，６００ ７ 　 　 ７ 　 　

８ ７ ９ ３５，５００ ７ 　 　 ８ ３ １９，６００ ８ 　 　

９ ７ 　 　 ８ ３ ２５，４００ ９ ６ ２０，８００ ９ 　 　

１０ ８ 　 　 ９ ６ ２６，７００ １０ ９ ２２，０００ １０ 　 　

１１ ９ 　 　 １０ ９ ２８，１００ １０ 　 　 １１ 　 　

１２ １０ 　 　 １０ 　 　 １１ ３ ２４，６００ １２ ３ １９，０００

１３ １１ 　 　 １１ ３ ３１，１００ １２ ６ ２５，８００ １３ ６ １９，９００

１４ １２ 　 　 １２ ６ ３２，５００ １３ ９ ２７，１００ １４ ９ ２０，７００

１５ １３ 　 　 １３ ９ ３３，９００ １３ 　 　 １４ 　 　

１６ １４ 　 　 １３ 　 　 １４ ３ ３０，０００ １５ 　 　

１７ １５ 　 　 １４ 　 　 １５ ６ ３１，３００ １６ 　 　

１８ １６ 　 　 １５ 　 　 １６ ９ ３２，６００ 　 　 　

１９ １７ 　 　 １６ 　 　 １６ 　 　 　 　 　
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２０ １８ 　 　 １７ 　 　 １７ 　 　 　 　 　

２１ １９ 　 　 １８ 　 　 １８ 　 　 　 　 　

２２ ２０ 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　 　 　 　

２３ ２１ 　 　 ２０ 　 　 ２０ 　 　 　 　 　

２４ ２２ 　 　 ２１ 　 　 ２１ 　 　 　 　 　

２５ ２３ 　 　 ２２ 　 　 ２２ 　 　 　 　 　

２６ ２４ 　 　 ２３ 　 　 ２３ 　 　 　 　 　

２７ 　 　 　 ２４ 　 　 ２４ 　 　 　 　 　

２８ 　 　 　 ２５ 　 　 ２５ 　 　 　 　 　

２９ 　 　 　 ２６ 　 　 　 　 　 　 　 　

附則別表第七　医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表

イ　医療職俸給表（一）の適用を受ける者

　 　 職務の等級 ４等級 ５等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円

１ １ ６ ２９，６００ １ 　 　

２ ２ ９ ３１，５００ ２ 　 　

３ ２ 　 　 ３ ３ ２１，４００

４ ３ ３ ３５，７００ ４ ６ ２２，７００

５ ４ ６ ３７，６００ ５ ９ ２４，３００

６ ５ ９ ３９，５００ ５ 　 　

７ ５ 　 　 ６ ３ ２７，５００

８ ６ 　 　 ７ ６ ２９，１００

９ ７ 　 　 ８ ９ ３０，７００

１０ ８ 　 　 ８ 　 　

１１ ９ 　 　 ９ ３ ３４，３００

１２ １０ 　 　 １０ ６ ３５，９００

１３ １１ 　 　 １１ ９ ３７，５００

１４ １２ 　 　 １１ 　 　

１５ １３ 　 　 １２ 　 　

１６ １４ 　 　 １３ 　 　

１７ １５ 　 　 １４ 　 　

１８ １６ 　 　 １５ 　 　

１９ １７ 　 　 １６ 　 　

２０ １８ 　 　 １７ 　 　

２１ １９ 　 　 １８ 　 　

２２ ２０ 　 　 １９ 　 　

２３ 　 　 　 ２０ 　 　

２４ 　 　 　 ２１ 　 　

２５ 　 　 　 ２２ 　 　

ロ　医療職俸給表（二）の適用を受ける者

　 　 職務の等級 ３等級 ４等級 ５等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ６ １９，６００ １ 　 　 １ 　 　

２ ２ ９ ２１，０００ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ２ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ ３ ２４，２００ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ ６ ２５，６００ ５ ３ １８，６００ ５ 　 　

６ ５ ９ ２７，０００ ６ ６ １９，６００ ６ 　 　

７ ５ 　 　 ７ ９ ２０，８００ ７ 　 　

８ ６ ３ ２９，９００ ７ 　 　 ８ ３ １８，６００

９ ７ ６ ３１，３００ ８ ３ ２３，３００ ９ ６ １９，６００

１０ ８ ９ ３２，７００ ９ ６ ２４，５００ １０ ９ ２０，６００

１１ ８ 　 　 １０ ９ ２５，７００ １０ 　 　

１２ ９ 　 　 １０ 　 　 １１ ３ ２２，８００

１３ １０ 　 　 １１ ３ ２８，５００ １２ ６ ２３，９００

１４ １１ 　 　 １２ ６ ２９，７００ １３ ９ ２５，０００

１５ １２ 　 　 １３ ９ ３０，９００ １３ 　 　

１６ １３ 　 　 １３ 　 　 １４ ３ ２７，１００

１７ １４ 　 　 １４ 　 　 １５ ６ ２８，０００

１８ １５ 　 　 １５ 　 　 １６ ９ ２８，９００

１９ １６ 　 　 １６ 　 　 １６ 　 　
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２０ １７ 　 　 １７ 　 　 １７ 　 　

２１ 　 　 　 １８ 　 　 １８ 　 　

２２ 　 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　

２３ 　 　 　 ２０ 　 　 　 　 　

２４ 　 　 　 ２１ 　 　 　 　 　

ハ　医療職俸給表（三）の適用を受ける者

　 　 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級

　 区分 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額 号俸 期間 暫定俸給月額

旧号俸

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ ９ ２６，１００ １ ６ １９，７００ １ 　 　 １ 　 　

２ １ 　 　 ２ ９ ２０，９００ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ２ ３ ２９，３００ ２ 　 　 ３ 　 　 ３ 　 　

４ ３ ６ ３０，７００ ３ ３ ２３，５００ ４ 　 　 ４ 　 　

５ ４ ９ ３２，１００ ４ ６ ２４，８００ ５ 　 　 ５ 　 　

６ ４ 　 　 ５ ９ ２６，１００ ６ ３ １８，７００ ６ 　 　

７ ５ 　 　 ５ 　 　 ７ ６ １９，７００ ７ 　 　

８ ６ 　 　 ６ ３ ２９，１００ ８ ９ ２０，７００ ８ 　 　

９ ７ 　 　 ７ ６ ３０，４００ ８ 　 　 ９ 　 　

１０ ８ 　 　 ８ ９ ３１，７００ ９ ３ ２２，７００ １０ ３ １８，４００

１１ ９ 　 　 ８ 　 　 １０ ６ ２３，７００ １１ ６ １９，３００

１２ １０ 　 　 ９ 　 　 １１ ９ ２４，７００ １２ ９ ２０，０００

１３ １１ 　 　 １０ 　 　 １１ 　 　 １２ 　 　

１４ １２ 　 　 １１ 　 　 １２ ３ ２６，５００ １３ ３ ２１，４００

１５ １３ 　 　 １２ 　 　 １３ ６ ２７，３００ １４ ６ ２２，０００

１６ １４ 　 　 １３ 　 　 １４ ９ ２８，０００ １５ ９ ２２，５００

１７ １５ 　 　 １４ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　

１８ １６ 　 　 １５ 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　

１９ １７ 　 　 １６ 　 　 １６ 　 　 　 　 　

２０ １８ 　 　 １７ 　 　 １７ 　 　 　 　 　

２１ １９ 　 　 １８ 　 　 　 　 　 　 　 　

２２ ２０ 　 　 １９ 　 　 　 　 　 　 　 　

２３ ２１ 　 　 ２０ 　 　 　 　 　 　 　 　

附則別表第八

俸給表 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

　

行政職俸給表（一） 　 １―１２ １―１３ １―１８ １―１８ ５―１８ ８―１７ １５―１７

行政職俸給表（二） １―２８ ７―２８ １０―２８ １７―２９ ２４―３２ 　 　 　

税務職俸給表 １―９ １―１２ １―１６ １―１６ ３―１７ ６―１７ １３―１５ 　

公安職俸給表（一） １―９ １―１２ １―１６ １―２０ ６―２５ ９―２７ １２―２９ 　

公安職俸給表（二） １―９ １―１２ １―１６ １―１６ ３―１９ ６―２１ １２―２４ １６―２４

海事職俸給表（一） １―１６ １―１６ ３―１７ ８―１９ １４―２３ 　 　 　

海事職俸給表（二） ３―２５ ８―２４ １３―２５ １９―２５ 　 　 　 　

教育職俸給表（一） 　 １―２２ １―２３ ２―２７ ８―２７ １１―２６ 　 　

教育職俸給表（二） １―２２ ８―３５ １４―３０ 　 　 　 　 　

教育職俸給表（三） １―２６ １１―３７ １４―２４ 　 　 　 　 　

研究職俸給表 　 １―２１ １―２６ ８―２９ １１―２８ １５―１７ 　 　

医療職俸給表（一） 　 １―１５ １―１８ １―２２ ６―２５ 　 　 　

医療職俸給表（二） １―１２ １―１５ ３―２０ ８―２４ １１―２２ 　 　 　

医療職俸給表（三） １―２３ ３―２３ ９―２０ １３―１８ 　 　 　 　

備考　本表中「１―１２」等とあるのは、「１号俸から１２号俸までの号俸」等を示す。

附　則　（昭和三八年一二月二〇日法律第一七四号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

（高等学校等の教諭等の号俸の切替え等）

２　昭和三十八年十月一日（以下「切替日」という。）の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表（二）の二等級である職員

（次項に規定する職員を除く。）の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「法」という。）の規定により受ける号俸（以下この項において「旧号俸」という。）の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者

に対する切替日以降における 初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員に

あつては、人事院の定める期間を増減した期間）を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等を受ける職員の切替え等）

３　切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日におけ

る号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（昇給期間の短縮）

４　昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第六号）による改正前

の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の 高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそ
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れぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日（同日において改正前の法第八条第六項又は第八項

ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日（以下「施行日」という。））以降における 初の法第八条第六項又

は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除

き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とある

のは「十五月」とする。

（切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整）

５　切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職

務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸

給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところによ

り、必要な調整を行なうことができる。

（切替日前の異動者等の号俸等の調整）

６　昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の

切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

７　附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこ

れに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

（人事院規則への委任）

８　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（給与の内払）

９　改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみ

なす。

附則別表

俸給表 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

　

行政職俸給表（一） 　 １―１３ １―１４ １―１９ ５―１９ ９―１９ １２―１８ 　

行政職俸給表（二） ５―２９ １１―２９ １４―２９ ２１―３０ ２８―３３ 　 　 　

税務職俸給表 １―１０ １―１３ １―１７ ３―１７ ７―１８ １０―１８ 　 　

公安職俸給表（一） １―１０ １―１３ １―１７ ５―２１ １０―２６ １３―２８ １６―３０ 　

公安職俸給表（二） １―１０ １―１３ １―１７ ３―１７ ７―２０ １０―２２ １６―２５ ２０―２５

海事職俸給表（一） １―１７ ２―１７ ７―１８ １２―２０ １８―２４ 　 　 　

海事職俸給表（二） ７―２６ １２―２５ １７―２６ ２３―２６ 　 　 　 　

教育職俸給表（一） 　 １―２３ ３―２４ ６―２８ １２―２８ １５―２７ 　 　

教育職俸給表（二） １―２３ １２―２１ １８―３１ 　 　 　 　 　

教育職俸給表（三） １―２７ １５―３８ １８―２５ 　 　 　 　 　

研究職俸給表 　 １―２２ ５―２７ １２―３０ １５―２９ 　 　 　

医療職俸給表（一） 　 １―１６ １―１９ ３―２３ １０―２６ 　 　 　

医療職俸給表（二） １―１３ １―１６ ７―２１ １２―２５ １５―２３ 　 　 　

医療職俸給表（三） ２―２４ ７―２４ １３―２１ １７―１９ 　 　 　 　

備考　本表中「１―１３」等とあるのは、「１号俸から１３号俸までの号俸」等を示す。

附　則　（昭和三九年一二月一七日法律第一七四号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び第五条並びに附則第十六項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（第二条第六号を除く。）の規定は、昭和三十九年九月一日から適用す

る。

（指定職俸給表の適用）

３　昭和三十九年九月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者の属する職務の等級（以下「旧等級」という。）が行政職俸給

表（一）の一等級、教育職俸給表（一）の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表（一）の一等級である職員は、切替日におい

て指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。

（職務の等級の切替え）

４　旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級

が行政職俸給表（一）の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とす

る。

（号俸の切替え）

５　附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員（附則第九項に規定す

る職員を除く。）及び前項に規定する職員（次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。）の切替日における号俸は、切替日

の前日においてその者の受ける号俸（以下「旧号俸」という。）と同じ号数の号俸とする。

６　旧等級が行政職俸給表（一）の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表（一）の二等級又は公安職俸給表（二）の二等級である

職員（附則第九項に規定する職員を除く。）の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸（旧号俸が一号俸である

職員にあつては、一号俸）とする。

７　附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表（一）の三等級となる職員（附則第九項に規定する職員を除く。）

の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。

（旧号俸を受けていた期間の通算）

８　前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の一般職の職員の給与に関する法律第八条

第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間）を切

替日における号俸を受ける期間に通算する。

45



（ 高号俸等の切替え等）

９　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及び

それらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（昇給期間の短縮）

１０　昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級

の 高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替

日（昭和三十九年十月一日において昇給規定（一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同

じ。）により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日）以降における 初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に

職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月（昭和三十七年九月三十日におい

て同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の 高の号俸をこえる俸給月額を受けていた

職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員（以下「六月短縮職員」という。）にあつては、六月）を

減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

１１　前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けて

いた期間（附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。）が前項の規定により短縮

された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における 初の昇給規定の適用について

は、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

（切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等）

１２　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定によ

り、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員

のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職

務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

１３　昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員

の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動

等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

１４　附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員

が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければな

らない。

（給与の内払）

１５　第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に

職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１６　この附則に定めるもののほか、この法律（次項及び附則第十八項を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一　職務の等級の切替表

俸給表 旧等級 切替日における職務の等級

行政職俸給表（一） ２等級 １等級

３等級 ２等級

教育職俸給表（一） ２等級 １等級

３等級 ２等級

４等級 ３等級

５等級 ４等級

６等級 ５等級

研究職俸給表 ２等級 １等級

３等級 ２等級

４等級 ３等級

５等級 ４等級

６等級 ５等級

医療職俸給表（一） ２等級 １等級

３等級 ２等級

４等級 ３等級

５等級 ４等級

附則別表第二　行政職俸給表（一）の三等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸

１号俸から５号俸までの号俸 １号俸

６号俸 ２号俸

７号俸 ３号俸

８号俸 ４号俸

９号俸 ５号俸

１０号俸 ６号俸

１１号俸 ７号俸

１２号俸 ８号俸

１３号俸 ９号俸

１４号俸 １０号俸

１５号俸 １１号俸
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１６号俸 １２号俸

１７号俸 １３号俸

附則別表第三　昇給期間の短縮される号俸の表

イ　３月短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

　

行政職俸給表（一） 　 １～１３ １～１４ ４～１９ ９～１９ １３～１９ １６～１８ 　

行政職俸給表（二） ９～１２ １５～１８ １８～２１ ２５～２８ ３２・３３ 　 　 　

税務職俸給表 １～１０ １～１３ ２～１７ ７～１７ １１～１８ １４～１８ 　 　

公安職俸給表（一） １～１０ １～１３ ２～１７ ９～２１ １４～２６ １７～２８ ２０～３０ 　

公安職俸給表（二） １～１０ １～１３ ２～１７ ７～１７ １１～２０ １４～２２ ２０～２５ ２４・２５

海事職俸給表（一） １～１７ ６～１７ １１～１８ １６～２０ ２２～２４ 　 　 　

海事職俸給表（二） １１～２６ １６～２５ ２１～２６ 　 　 　 　 　

教育職俸給表（一） 　 １～２３ ７～２４ １０～２８ １６～２８ １９～２７ 　 　

教育職俸給表（二） １～２３ １６～３６ ２２～３１ 　 　 　 　 　

教育職俸給表（三） ５～２７ １９～３８ ２２～２５ 　 　 　 　 　

研究職俸給表 　 １～２２ ９～２７ １６～３０ １９～２９ 　 　 　

医療職俸給表（一） 　 １～１６ １～１９ ７～２３ １４～２６ 　 　 　

医療職俸給表（二） １～１３ １～１６ １１～２１ １６～２５ １９～２３ 　 　 　

医療職俸給表（三） ６～２４ １１～２４ １７～２１ 　 　 　 　 　

ロ　６月短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級

　

行政職俸給表（二） １３～２９ １９～２９ ２２～２９ ２９・３０

備考　これらの表中「１～１３」等とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第六号）

による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による１号俸から１３号俸までの号俸」等を示す。

附　則　（昭和四〇年一二月二七日法律第一四七号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定は、昭和四十一

年一月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　昭和四十年九月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職

員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（昇給期間の短縮）

４　昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準

ずる職員に対する切替日（昭和四十年十月一日において昇給規定（一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の

規定をいう。以下この項において同じ。）により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日）以降における 初の昇給規定の適用に

ついては、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三

月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

（切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等）

５　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定によ

り、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員

のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号

俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

６　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

７　附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により

職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなけれ

ばならない。

（給与の内払）

８　第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職

員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

（扶養手当の経過規定）

９　昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二第一

項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じ

た日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定

については、なお従前の例による。

（期末手当及び勤勉手当の経過規定）

１０　第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四の規定の昭和四十一年三月一日における適用について

は、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

１１　第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三及び第十九条の四の規定の昭和四十一年六月一日におけ

る適用については、同法第十九条の三第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第
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二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十九条の四第

一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

（人事院規則への委任）

１２　この附則に定めるもののほか、この法律（次項を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表　昇給期間の短縮される号俸の表

俸給表 職務の等級 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 ５等級 ６等級 ７等級 ８等級

　

行政職俸給表（一） 　 　 　 １～３ ２～８ ６～１２ ９～１５ 　

行政職俸給表（二） ２～１２ ８～１８ １１～２１ １８～２８ ２５～３１ 　 　 　

税務職俸給表 　 　 １ １～６ ４～１０ ７～１３ 　 　

公安職俸給表（一） 　 　 １ ２～８ ７～１３ １０～１６ １３～１９ 　

公安職俸給表（二） 　 　 １ １～６ ４～１０ ７～１３ １３～１９ １７～２３

海事職俸給表（一） 　 １～５ ４～１０ ９～１５ １５～２１ 　 　 　

海事職俸給表（二） ４～１０ ９～１５ １４～２０ ２０～２６ 　 　 　 　

教育職俸給表（一） 　 　 １～６ ３～９ ９～１５ １２～１８ 　 　

教育職俸給表（二） 　 ９～１５ １５～２１ 　 　 　 　 　

教育職俸給表（三） １～４ １２～１８ １５～２１ 　 　 　 　 　

研究職俸給表 　 　 ２～８ ９～１５ １２～１８ 　 　 　

医療職俸給表（一） 　 　 　 １～６ ７～１３ 　 　 　

医療職俸給表（二） 　 　 ４～１０ ９～１５ １２～１８ 　 　 　

医療職俸給表（三） １～５ ４～１０ １０～１６ １４～１６ 　 　 　 　

備考

（一）　この表中「１」とあるのは「１号俸」を示し、「１～３」等とあるのは「１号俸から３号俸までの号俸」等を示す。

（二）　この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（昭和三十八年法律第六号）によ

る改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定による職務の等級及び号俸を示す。

附　則　（昭和四一年一二月二一日法律第一四〇号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定は、昭和四十一

年九月一日から適用する。

（指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え）

２　昭和四十一年九月一日（以下「切替日」という。）の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日におけ

る俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により切替日の前日においてその者の

受ける給与額を基準として、人事院が定める。

（特定の号俸の切替え等）

３　切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、

これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（ 高号俸等の切替え等）

４　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及び

これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等）

５　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及び

その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当

該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

６　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

７　附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けてい

た号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

８　改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与

の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

９　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表

俸給表 職務の等級

行政職俸給表（一） ３等級　　４等級　　５等級

税務職俸給表 ３等級　　４等級

公安職俸給表（一） ３等級　　４等級

公安職俸給表（二） ３等級　　４等級

教育職俸給表（一） １等級　　２等級

教育職俸給表（二） １等級

教育職俸給表（三） １等級

教育職俸給表（四） ２等級

48



研究職俸給表 １等級　　２等級

医療職俸給表（一） ３等級

附　則　（昭和四二年一二月二二日法律第一四一号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（同法第二条、第十九条の三（同条第一項に規定する基準日が十二月一

日である期末手当に関する部分を除く。）及び第十九条の四（同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を

除く。）を除く。以下「改正後の法」という。）の規定、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する

法律（以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。）附則第十六項、第二十三項、第二十四項、第二十八項及び第四十項の規定並びに

附則第七項から第十三項まで及び第十六項の規定、附則第十八項の規定による改正後の国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九

十一号）の規定、附則第十九項の規定による改正後の国家公務員等退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）の規定並びに附則第二

十項の規定による改正後の地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　昭和四十二年八月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける

職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正

前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しく

は俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額

及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けてい

た号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの

法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の

内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当（同法第六条の

二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第二十三項の規定により俸給とみなさ

れる額以外の額に係るものに限る。）は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（調整手当についての人事院の措置）

９　人事院は、この法律の施行の日から起算して三年以内に改正後の法第十一条の三に規定する調整手当に関して必要と認められる措置を

国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、同法第二条第六号に規定する調査研究の一環として調整手当に関する調査研究を行な

うものとする。

附　則　（昭和四三年一二月二一日法律第一〇五号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の

日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条

の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）第十二条の規定は昭和四十三年五月一

日から、改正後の法第十条の三第一項、第二十二条第一項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第二条から第四条までに規定する

各法律のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から適用する。

（特定の職務の等級の切替え）

３　昭和四十三年七月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の

切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又

は乙欄に定める職務の等級とする。

（特定の号俸の切替え等）

４　前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員（附則第八項に規定する職員を除

く。）の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則別表第二から附則

別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員（附

則第八項に規定する職員を除く。）の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

５　切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表（三）の三等級である職員（附則第八項に規定する職員を除く。）の

切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。

６　前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の一般職の職員の給与に関する法律第八条

第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間）を切

替日における号俸を受ける期間に通算する。

７　旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表（一）又は公安職俸給表（二）の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸と

し、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（ 高号俸等の切替え等）

８　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及び

これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等）
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９　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正

前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しく

は俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号

俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

１０　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれら

を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認め

られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

１１　附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けて

いた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

１２　改正前の法の規定に基づいて切替日（通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日）からこの法律の施行の日の前日までの間に職員

に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１３　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一　職務の等級の切替表

俸給表 切替日の前日において職員の属する職務の等級 切替日における職務の等級

甲 乙

税務職俸給表

公安職俸給表（一）

公安職俸給表（二）

３等級 特３等級 ３等級

海事職俸給表（一）

医療職俸給表（三）

１等級 特１等級 １等級

附則別表第二　税務職俸給表、公安職俸給表（一）又は公安職俸給表（二）の特３等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸

２号俸から６号俸までの号俸 ２号俸

７号俸 ３号俸

８号俸 ４号俸

９号俸 ５号俸

１０号俸 ６号俸

１１号俸 ７号俸

１２号俸 ８号俸

１３号俸 ９号俸

１４号俸 １０号俸

１５号俸 １１号俸

１６号俸 １２号俸

１７号俸 １３号俸

１８号俸 １４号俸

１９号俸 １４号俸

２０号俸 １５号俸

附則別表第三　海事職俸給表（一）の特１等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸

１号俸から６号俸までの号俸 １号俸

７号俸 ２号俸

８号俸 ３号俸

９号俸 ４号俸

１０号俸 ５号俸

１１号俸 ６号俸

１２号俸 ７号俸

１３号俸 ８号俸

１４号俸 ９号俸

１５号俸 １０号俸

１６号俸 １１号俸

１７号俸 １１号俸

１８号俸 １２号俸

附則別表第四　医療職俸給表（三）の特１等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 切替日における号俸

１号俸から８号俸までの号俸 １号俸

９号俸 ２号俸

１０号俸 ３号俸

１１号俸 ４号俸

１２号俸 ５号俸

１３号俸 ６号俸

１４号俸 ７号俸
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１５号俸 ８号俸

１６号俸 ９号俸

１７号俸 ９号俸

１８号俸 １０号俸

１９号俸 １０号俸

２０号俸 １１号俸

２１号俸 １１号俸

２２号俸 １２号俸

２３号俸 １２号俸

２４号俸 １３号俸

２５号俸 １３号俸

附　則　（昭和四四年一二月二日法律第七二号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定（同法第十一条の二の規定を除

く。）及び第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から

適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　昭和四十四年六月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける

職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、第一条の規定によ

る改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた

職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規

定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けてい

た号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（扶養手当に関する経過措置）

７　次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければな

らない。

一　切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされ

たもの（切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日

以内に同項の規定による届出がされたものを含む。）があり、かつ、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下同じ。）のなかつた者

二　切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職

員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日（その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたもの

であるときは、その届出がされた日）に配偶者のなかつたもの（前号に該当する者を除く。）

三　切替期間において配偶者のない職員となつた者（改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があ

つた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。）であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子

で同項の規定による届出がされたもの（その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を

具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。）があつたもの

四　配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員とな

つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの（その日前に扶養親族たる要

件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされ

たものを含む。）があつたもの

８　前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正

後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日（これらの届出がされた日が月の初日である

ときは、その日の前日）までの間同項中「六百円（職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円）」とあるのは「六百円」とする。

９　切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又

は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの（これら

の日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同

項の規定による届出がされたものを含む。）を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者

のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行

なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を

経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する

月）から行なうものとする。

（期末手当及び勤勉手当に関する経過措置）

１０　切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十

九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律（昭和四十四年法律第七十二号）第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の

法」という。）の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定

により受けるべきであつた」とする。
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（給与の内払）

１１　改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１２　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和四五年一二月一七日法律第一一九号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は

昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等

に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）の施行の日の前日から施行する。

２　第一条の規定（前項ただし書に係る改正規定を除く。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、附則第十三項の規定

による改正後の国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）の規定、附則第十五項の規定による改正後の大学の運営に関す

る臨時措置法（昭和四十四年法律第七十号）の規定、附則第十六項の規定による改正後の地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。第

二百四条第二項中調整手当に係る部分、附則第六条の二及び附則第六条の四を除く。）の規定、附則第十七項の規定による改正後の地方

公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号。第二条第三項中調整手当に係る部分を除く。）の規定、附則第十九項の規定による

改正後の市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号。第一条中調整手当に係る部分を除く。）の規定及び附則第二十

項の規定による改正後の
ヽ

へ
ヽ

き地教育振興法（昭和二十九年法律第百四十三号）の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

（指定職俸給表の乙欄の俸給月額の切替え）

３　昭和四十五年五月一日（以下「切替日」という。）の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日におけ

る俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により切替日の前

日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。

（特定の号俸の切替え等）

４　切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表（一）の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員

のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸（以下「旧号俸」という。）が附則別表に掲げられている職

員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で

定める。

（ 高号俸等の切替え等）

５　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及び

これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

６　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適

用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定め

る職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定による当該適用又は異動

の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

７　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

８　附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けてい

た号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（調整手当に関する経過措置）

９　改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動

又は移転については、適用しない。

（特地勤務手当に関する経過措置）

１０　切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人

事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

（給与の内払）

１１　改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合におい

て、隔遠地手当は、改正後の法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１２　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和四六年一二月一五日法律第一二一号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第九項、附則第十六項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員

の給与等に関する特別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）に係る部分及び附則第十七項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行す

る。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定は、昭和四十六年五月一日から

適用する。ただし、改正後の法第十三条の四の規定は、同年十月一日から適用する。

（特定の号俸の切替え等）

３　昭和四十六年五月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者の受ける号俸（以下「旧号俸」という。）が附則別表の旧号俸

欄に掲げられている号俸である職員（以下「特定号俸職員」という。）のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職

員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人

事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。）が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表

の新号俸欄に定める号俸とする。

４　特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄

に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄

に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の
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新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表

の暫定俸給月額欄に定める額とする。

５　附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の改正後の法第八条第六項の規定の適

用については、旧号俸を受けていた期間（旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けてい

た期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間）を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等の切替え等）

６　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及び

これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

７　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の

給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の

等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の

日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が

附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院が定める。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

８　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認られ

る限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（切替え等の規定の準用）

９　附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表（四）の適用を受ける職員の同日における号俸及び

俸給月額の切替え等について準用する。

（旧号俸等の基礎）

１０　附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けて

いた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（改正後の法第八条の適用の経過措置）

１１　改正後の法第八条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第三項中「号俸」とある

のは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十六年法律第百二十一号）附則別表の暫定俸給月額欄に

定める俸給月額（次項において「暫定俸給月額」という。）」と、同条第四項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」とする。

１２　附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月

三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

（給与の内払）

１３　改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１４　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表

俸給表 職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

行政職俸給表（一） ８等級 　 　 月 円

１ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ 　 　

５ ６ ３ ３５，６００

６ ７ ６ ３６，８００

７ ８ ９ ３８，１００

税務職俸給表 ７等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ ３ ３８，１００

５ ６ ６ ３９，４００

６ ７ ９ ４０，７００

公安職俸給表（一） ６等級 １ ２ ３ ４０，２００

２ ３ ６ ４１，６００

３ ４ ９ ４３，０００

７等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ ３ ４０，２００

５ ６ ６ ４１，６００

６ ７ ９ ４３，０００

公安職俸給表（二） ７等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ ３ ３８，５００

５ ６ ６ ３９，９００

６ ７ ９ ４１，４００
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海事職俸給表（一） ５等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ ３ ４２，３００

５ ６ ６ ４４，３００

６ ７ ９ ４６，３００

教育職俸給表（一） ５等級 １ ２ ３ ３５，６００

２ ３ ６ ３７，０００

３ ４ ９ ３８，５００

教育職俸給表（二） ２等級 １ ２ ９ ４１，０００

３等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ ３ ３６，８００

５ ６ ６ ３８，３００

６ ７ ９ ３９，９００

教育職俸給表（三） ２等級 １ ２ ３ ３６，８００

２ ３ ６ ３８，９００

３ ４ ９ ４１，０００

３等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ ３ ３６，８００

５ ６ ６ ３８，３００

６ ７ ９ ３９，９００

教育職俸給表（四） ５等級 １ ２ ３ ３６，８００

２ ３ ６ ３８，９００

３ ４ ９ ４１，０００

研究職俸給表 ４等級 １ ２ ３ ３５，６００

２ ３ ６ ３６，９００

３ ４ ９ ３８，３００

５等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ 　 　

５ ６ ３ ３５，６００

６ ７ ６ ３６，９００

７ ８ ９ ３８，３００

医療職俸給表（二） ５等級 １ ２ ３ ３５，６００

２ ３ ６ ３７，０００

３ ４ ９ ３８，４００

６等級 １ ２ 　 　

２ ３ 　 　

３ ４ 　 　

４ ５ ３ ３５，６００

５ ６ ６ ３６，８００

６ ７ ９ ３８，１００

附　則　（昭和四七年一一月一三日法律第一一八号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定

は、昭和四十七年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

２　昭和四十七年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける

職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

３　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与

に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級

又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日に

おける号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

４　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

５　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
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（給与の内払）

６　改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

７　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和四八年四月一二日法律第一〇号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行する。

附　則　（昭和四八年九月二六日法律第九五号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定及び附則第十七項の規定による改正

後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第百十号）の規定は、昭和四十八年四月一日から適

用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から適用する。

（特定の職務の等級の切替え）

３　昭和四十八年四月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表（二）、税務職俸給表、公

安職俸給表（一）、公安職俸給表（二）、海事職俸給表（二）又は医療職俸給表（二）の一等級である職員の切替日における職務の等級

は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。

（特定の号俸の切替え等）

４　前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員（附則第八項に規定する職員を除く。）の

切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則別表第一の新号俸欄に定

める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の一等級となる職員（次項、附則第六項及び附則第

八項に規定する職員を除く。）の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

５　旧号俸が附則別表第二のイからヨまでの表（以下「切替表」という。）の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員（附則第三項の規

定により切替日における職務の等級が同項に規定する俸給表の特一等級となる職員を除く。以下「特定号俸職員」という。）のうち、旧

号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸

を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。）

が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

６　特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の

左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日

以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものと

し、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定

俸給月額欄に定める額とする。

７　附則第四項又は附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の改正後の法第八条第

六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算す

る。

一　附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員の

うち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員　旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人事院

の定める期間を増減した期間）

二　附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員　

旧号俸を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に

定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応す

る切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

（ 高号俸等の切替え等）

８　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及び

これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

９　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与

に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級

又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日

における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合におい

て、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事

院が定める。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

１０　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれら

を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認め

られる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

（旧号俸等の基礎）

１１　附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けて

いた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（改正後の法第八条の規定の適用の経過措置）

１２　改正後の法第八条第三項及び第四項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同条第三項中

「号俸」とあるのは「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第九十五号）附則別表第二の

イからヨまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額（次項において「暫定俸給月額」という。）」と、同条第四項中「号俸」とあるのは

「号俸又は暫定俸給月額」とする。

１３　切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十

日までの間における適用については、人事院規則で定める。

（住居手当に関する経過措置）

55



１４　切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定

による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額

に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、

改正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律

の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を

支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととな

る職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日（同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で

定める日）までの間の住居手当についても、同様とする。

（給与の内払）

１５　職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法（住居手当については、改正後の法

第十一条の六又は前項）の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１６　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一　附則第三項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する俸給表の特１等級となる職員の号俸の切替表

俸給表 旧号俸 新号俸 俸給表 旧号俸 新号俸

行政職俸給表（二） １から６まで １ 海事職俸給表（二） １から７まで １

７ ２ ８ ２

８ ３ ９ ３

９ ４ １０ ４

１０ ５ １１ ５

１１ ６ １２ ６

１２ ７ １３ ７

１３ ８ １４ ８

１４ ９ １５ ９

１５ ９ １６ ９

１６ １０ １７ １０

１７ １１ １８ １１

１８ １２ １９ １２

１９ １２ ２０ １２

２０ １３ ２１ １２

２１ １３ ２２ １３

２２ １４ 医療職俸給表（二） １から６まで １

２３ １４ ７ ２

２４ １４ ８ ３

２５ １５ ９ ４

税務職俸給表

公安職俸給表（一）

公安職俸給表（二）

１から６まで １ １０ ５

７ ２ １１ ６

８ ３ １２ ７

９ ４ １３ ７

１０ ５ １４ ８

１１ ６ １５ ９

１２ ７ １６ ９

１３ ８

１４ ９

１５ ９

１６ １０

附則別表第二　特定号俸職員の号俸の切替表

イ　行政職俸給表（一）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

２等級 　 　 月 月 円

１２ １２ ３ ６ １７７，２００

１３ １３ ６ ９ １８０，５００

１４ １３ 　 　 　

１５ １４ ３ ６ １８６，４００

３等級 １４ １４ ３ ６ １５６，９００

１５ １５ ６ ９ １５９，２００

１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １６４，１００

４等級 １５ １５ ３ ６ １４０，４００

１６ １６ ６ ９ １４３，１００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ １４７，８００

１９ １８ ６ ９ １４９，８００

５等級 １６ １６ ３ ６ １２１，４００

１７ １７ ６ ９ １２３，１００
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１８ １７ 　 　 　

１９ １８ ３ ６ １２６，８００

２０ １９ ６ ９ １２８，１００

２１ １９ 　 　 　

６等級 １６ １６ ３ ６ １０２，９００

１７ １７ ６ ９ １０４，２００

１８ １７ 　 　 　

１９ １８ ３ ６ １０７，２００

２０ １９ ６ ９ １０８，４００

７等級 １５ １５ ３ ６ ８４，１００

１６ １６ ６ ９ ８５，１００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ ８７，３００

８等級 １４ １４ ３ ６ ６１，５００

１５ １５ ６ ９ ６２，５００

１６ １５ 　 　 　

ロ　行政職俸給表（二）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１９ １９ ３ ６ １１９，１００

２０ ２０ ６ ９ １２０，７００

２１ ２０ 　 　 　

２２ ２１ ３ ６ １２３，５００

２３ ２２ ６ ９ １２４，９００

２４ ２２ 　 　 　

２５ ２３ ３ ６ １２８，２００

２等級 １８ １８ ３ ６ ９９，８００

１９ １９ ６ ９ １０１，１００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １０３，７００

２２ ２１ ６ ９ １０４，８００

２３ ２１ 　 　 　

２４ ２２ ３ ６ １０７，２００

３等級 １７ １７ ３ ６ ８６，９００

１８ １８ ６ ９ ８８，２００

１９ １８ 　 　 　

２０ １９ ３ ６ ９０，２００

２１ ２０ ６ ９ ９１，１００

２２ ２０ 　 　 　

２３ ２１ ３ ６ ９３，３００

２４ ２２ ６ ９ ９４，１００

４等級 １８ １８ ３ ６ ７２，８００

１９ １９ ６ ９ ７３，８００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ ７５，６００

２２ ２１ ６ ９ ７６，４００

２３ ２１ 　 　 　

２４ ２２ ３ ６ ７８，３００

２５ ２３ ６ ９ ７９，１００

５等級 ２１ ２１ ３ ６ ６７，１００

２２ ２２ ６ ９ ６８，０００

２３ ２２ 　 　 　

２４ ２３ ３ ６ ６９，７００

２５ ２４ ６ ９ ７０，５００

２６ ２４ 　 　 　

２７ ２５ ３ ６ ７２，２００

２８ ２６ ６ ９ ７３，０００

２９ ２６ 　 　 　

ハ　税務職俸給表の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１５ １５ ３ ６ ２０５，５００

１６ １６ ６ ９ ２０８，４００

２等級 １４ １４ ３ ６ １７９，５００

１５ １５ ６ ９ １８２，５００
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１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １８７，８００

特３等級 １４ １４ ３ ６ １６８，４００

１５ １５ ６ ９ １７０，７００

１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １７５，６００

３等級 １５ １５ ３ ６ １５３，７００

１６ １６ ６ ９ １５６，５００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ １６１，８００

１９ １８ ６ ９ １６３，８００

２０ １８ 　 　 　

４等級 １６ １６ ３ ６ １３２，６００

１７ １７ ６ ９ １３４，０００

１８ １７ 　 　 　

１９ １８ ３ ６ １３７，１００

５等級 １５ １５ ３ ６ １０８，８００

１６ １６ ６ ９ １１０，０００

６等級 １３ １３ ３ ６ ８６，１００

１４ １４ ６ ９ ８７，３００

７等級 １３ １３ ３ ６ ６５，７００

１４ １４ ６ ９ ６６，６００

ニ　公安職俸給表（一）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１５ １５ ３ ６ ２０５，５００

１６ １６ ６ ９ ２０８，４００

２等級 １４ １４ ３ ６ １７９，５００

１５ １５ ６ ９ １８２，５００

１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １８７，８００

特３等級 １４ １４ ３ ６ １６８，４００

１５ １５ ６ ９ １７０，７００

１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １７５，６００

３等級 １５ １５ ３ ６ １５３，７００

１６ １６ ６ ９ １５６，５００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ １６１，８００

１９ １８ ６ ９ １６３，８００

２０ １８ 　 　 　

４等級 １８ １８ ３ ６ １３５，２００

１９ １９ ６ ９ １３７，７００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １４１，３００

２２ ２１ ６ ９ １４２，９００

２３ ２１ 　 　 　

５等級 ２２ ２２ ３ ６ １２８，７００

２３ ２３ ６ ９ １３０，５００

２４ ２３ 　 　 　

２５ ２４ ３ ６ １３４，４００

２６ ２５ ６ ９ １３５，９００

６等級 ２５ ２５ ３ ６ １２５，０００

２６ ２６ ６ ９ １２６，７００

２７ ２６ 　 　 　

２８ ２７ ３ ６ １３０，４００

７等級 ２８ ２８ ３ ６ １２１，４００

２９ ２９ ６ ９ １２３，１００

３０ ２９ 　 　 　

ホ　公安職俸給表（二）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１５ １５ ３ ６ ２０５，５００

１６ １６ ６ ９ ２０８，４００

２等級 １４ １４ ３ ６ １７９，５００
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１５ １５ ６ ９ １８２，５００

１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １８７，８００

特３等級 １４ １４ ３ ６ １６８，４００

１５ １５ ６ ９ １７０，７００

１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １７５，６００

３等級 １５ １５ ３ ６ １５３，７００

１６ １６ ６ ９ １５６，５００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ １６１，８００

１９ １８ ６ ９ １６３，８００

２０ １８ 　 　 　

４等級 １６ １６ ３ ６ １３２，６００

１７ １７ ６ ９ １３４，０００

１８ １７ 　 　 　

１９ １８ ３ ６ １３７，１００

５等級 １６ １６ ３ ６ １１２，９００

１７ １７ ６ ９ １１４，２００

１８ １７ 　 　 　

１９ １８ ３ ６ １１６，９００

６等級 １５ １５ ３ ６ ９４，６００

１６ １６ ６ ９ ９６，３００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ ９８，９００

７等級 ２０ ２０ ３ ６ ８２，９００

２１ ２１ ６ ９ ８４，０００

ヘ　海事職俸給表（一）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

特１等級 　 　 月 月 円

１３ １３ ３ ６ ２２０，２００

１４ １４ ６ ９ ２２３，２００

１５ １４ 　 　 　

１６ １５ 　 　 　

１等級 １６ １６ ３ ６ ２０２，３００

１７ １７ ６ ９ ２０５，１００

１８ １７ 　 　 　

２等級 １５ １５ ３ ６ １５８，８００

１６ １６ ６ ９ １６０，８００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ １６５，２００

３等級 １５ １５ ３ ６ １３６，０００

１６ １６ ６ ９ １３８，２００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ １４２，３００

４等級 １４ １４ ３ ６ １０５，２００

１５ １５ ６ ９ １０７，１００

１６ １５ 　 　 　

１７ １６ ３ ６ １１０，５００

５等級 １６ １６ ３ ６ ８５，０００

１７ １７ ６ ９ ８６，４００

１８ １７ 　 　 　

１９ １８ ３ ６ ８８，８００

２０ １９ ６ ９ ９０，０００

ト　海事職俸給表（二）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１８ １８ ３ ６ １２８，６００

１９ １９ ６ ９ １３０，６００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １３３，４００

２２ ２１ ６ ９ １３５，０００

２等級 １７ １７ ３ ６ １１０，３００

１８ １８ ６ ９ １１２，１００

１９ １８ 　 　 　
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２０ １９ ３ ６ １１４，６００

２１ ２０ ６ ９ １１５，８００

２２ ２０ 　 　 　

２３ ２１ ３ ６ １１８，２００

２４ ２２ ６ ９ １１９，３００

３等級 １８ １８ ３ ６ ９６，０００

１９ １９ ６ ９ ９７，３００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １００，１００

２２ ２１ ６ ９ １０１，２００

２３ ２１ 　 　 　

２４ ２２ ３ ６ １０３，７００

２５ ２３ ６ ９ １０４，８００

４等級 １９ １９ ３ ６ ８０，５００

２０ ２０ ６ ９ ８１，９００

２１ ２０ 　 　 　

２２ ２１ ３ ６ ８４，９００

２３ ２２ ６ ９ ８５，９００

チ　教育職俸給表（一）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

２等級 　 　 月 月 円

２０ ２０ ３ ６ １６９，７００

２１ ２１ ６ ９ １７２，２００

２２ ２１ 　 　 　

２３ ２２ ３ ６ １７６，９００

２４ ２３ ６ ９ １７９，２００

２５ ２３ 　 　 　

２６ ２４ ３ ６ １８３，９００

２７ ２５ ６ ９ １８６，０００

３等級 ２１ ２１ ３ ６ １５２，８００

２２ ２２ ６ ９ １５５，３００

２３ ２２ 　 　 　

２４ ２３ ３ ６ １５９，８００

２５ ２４ ６ ９ １６１，９００

２６ ２４ 　 　 　

４等級 ２１ ２１ ３ ６ １２０，７００

２２ ２２ ６ ９ １２２，６００

２３ ２２ 　 　 　

２４ ２３ ３ ６ １２６，０００

２５ ２４ ６ ９ １２７，８００

２６ ２４ 　 　 　

２７ ２５ ３ ６ １３１，４００

５等級 ２１ ２１ ３ ６ １０４，１００

２２ ２２ ６ ９ １０６，０００

２３ ２２ 　 　 　

２４ ２３ ３ ６ １０９，４００

２５ ２４ ６ ９ １１０，８００

２６ ２４ 　 　 　

２７ ２５ ３ ６ １１４，１００

リ　教育職俸給表（二）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１９ １９ ３ ６ １７６，６００

２０ ２０ ６ ９ １８０，１００

２１ ２０ 　 　 　

２２ ２１ ３ ６ １８６，３００

２３ ２２ ６ ９ １８９，５００

２４ ２２ 　 　 　

２５ ２３ ３ ６ １９５，９００

２等級 ２８ ２８ ３ ６ １４７，２００

２９ ２９ ６ ９ １４９，８００

３０ ２９ 　 　 　

３１ ３０ ３ ６ １５４，０００

３２ ３１ ６ ９ １５６，２００

３３ ３１ 　 　 　
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３４ ３２ ３ ６ １６１，０００

３５ ３３ ６ ９ １６２，７００

３６ ３３ 　 　 　

３７ ３４ ３ ６ １６６，７００

３８ ３５ ６ ９ １６８，４００

３等級 ２５ ２５ ３ ６ １０５，２００

２６ ２６ ６ ９ １０７，１００

２７ ２６ 　 　 　

２８ ２７ ３ ６ １１０，１００

２９ ２８ ６ ９ １１１，７００

３０ ２８ 　 　 　

３１ ２９ ３ ６ １１５，１００

３２ ３０ ６ ９ １１６，５００

３３ ３０ 　 　 　

３４ ３１ ３ ６ １１９，６００

３５ ３２ ６ ９ １２０，９００

３６ ３２ 　 　 　

ヌ　教育職俸給表（三）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１８ １８ ３ ６ １４６，２００

１９ １９ ６ ９ １４８，８００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １５３，３００

２２ ２１ ６ ９ １５５，５００

２３ ２１ 　 　 　

２４ ２２ ３ ６ １６０，４００

２５ ２３ ６ ９ １６２，１００

２６ ２３ 　 　 　

２７ ２４ ３ ６ １６６，１００

２８ ２５ ６ ９ １６７，８００

２等級 ２８ ２８ ３ ６ １３０，６００

２９ ２９ ６ ９ １３２，５００

３０ ２９ 　 　 　

３１ ３０ ３ ６ １３５，７００

３２ ３１ ６ ９ １３７，３００

３３ ３１ 　 　 　

３４ ３２ ３ ６ １４０，７００

３５ ３３ ６ ９ １４２，２００

３６ ３３ 　 　 　

３７ ３４ ３ ６ １４５，６００

３８ ３５ ６ ９ １４７，０００

３等級 ２０ ２０ ３ ６ ８７，６００

２１ ２１ ６ ９ ８８，９００

２２ ２１ 　 　 　

２３ ２２ ３ ６ ９１，８００

２４ ２３ ６ ９ ９２，９００

２５ ２３ 　 　 　

２６ ２４ ３ ６ ９５，５００

ル　教育職俸給表（四）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

３等級 　 　 月 月 円

２３ ２３ ３ ６ １６９，７００

２４ ２４ ６ ９ １７１，７００

２５ ２４ 　 　 　

２６ ２５ ３ ６ １７５，８００

２７ ２６ ６ ９ １７７，８００

２８ ２６ 　 　 　

４等級 ２６ ２６ ３ ６ １５３，２００

２７ ２７ ６ ９ １５５，８００

２８ ２７ 　 　 　

２９ ２８ ３ ６ １６０，２００

３０ ２９ ６ ９ １６２，５００

３１ ２９ 　 　 　

３２ ３０ ３ ６ １６７，４００
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３３ ３１ ６ ９ １６９，２００

５等級 ２２ ２２ ３ ６ １１１，０００

２３ ２３ ６ ９ １１３，０００

２４ ２３ 　 　 　

２５ ２４ ３ ６ １１６，１００

２６ ２５ ６ ９ １１７，６００

２７ ２５ 　 　 　

ヲ　研究職俸給表の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

２等級 　 　 月 月 円

２１ ２１ ３ ６ １５１，６００

２２ ２２ ６ ９ １５３，７００

２３ ２２ 　 　 　

２４ ２３ ３ ６ １５７，８００

２５ ２４ ６ ９ １５９，９００

２６ ２４ 　 　 　

２７ ２５ ３ ６ １６３，８００

３等級 ２２ ２２ ３ ６ １２４，２００

２３ ２３ ６ ９ １２６，２００

２４ ２３ 　 　 　

２５ ２４ ３ ６ １３０，４００

２６ ２５ ６ ９ １３２，２００

４等級 ２１ ２１ ３ ６ １０２，９００

２２ ２２ ６ ９ １０４，７００

２３ ２２ 　 　 　

２４ ２３ ３ ６ １０７，９００

２５ ２４ ６ ９ １０９，２００

５等級 １４ １４ ３ ６ ６２，５００

１５ １５ ６ ９ ６３，７００

１６ １５ 　 　 　

ワ　医療職俸給表（一）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

２等級 　 　 月 月 円

１８ １８ ３ ６ ２０６，２００

１９ １９ ６ ９ ２０９，２００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ ２１４，５００

２２ ２１ ６ ９ ２１７，０００

３等級 １８ １８ ３ ６ １７９，８００

１９ １９ ６ ９ １８２，５００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １８７，１００

２２ ２１ ６ ９ １８９，２００

２３ ２１ 　 　 　

４等級 １８ １８ ３ ６ １４４，５００

１９ １９ ６ ９ １４６，８００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １５０，９００

２２ ２１ ６ ９ １５２，６００

カ　医療職俸給表（二）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

１等級 　 　 月 月 円

１１ １１ ３ ６ １７７，４００

１２ １２ ６ ９ １８１，０００

１３ １２ 　 　 　

１４ １３ ３ ６ １８６，４００

１５ １４ ６ ９ １８９，０００

１６ １４ 　 　 　

２等級 １３ １３ ３ ６ １４１，６００

１４ １４ ６ ９ １４４，４００

１５ １４ 　 　 　

１６ １５ ３ ６ １４９，０００

１７ １６ ６ ９ １５１，１００

１８ １６ 　 　 　

１９ １７ ３ ６ １５５，８００
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３等級 １７ １７ ３ ６ １２１，７００

１８ １８ ６ ９ １２３，６００

１９ １８ 　 　 　

２０ １９ ３ ６ １２７，５００

２１ ２０ ６ ９ １２８，９００

２２ ２０ 　 　 　

４等級 １９ １９ ３ ６ １０３，１００

２０ ２０ ６ ９ １０４，４００

２１ ２０ 　 　 　

５等級 １８ １８ ３ ６ ８４，３００

１９ １９ ６ ９ ８５，３００

６等級 １１ １１ ３ ６ ５８，６００

１２ １２ ６ ９ ５９，５００

ヨ　医療職俸給表（三）の適用を受ける者

職務の等級 旧号俸 新号俸 期間 暫定俸給月額

特１等級 　 　 月 月 円

１５ １５ ３ ６ １５８，０００

１６ １６ ６ ９ １６０，３００

１７ １６ 　 　 　

１８ １７ ３ ６ １６４，５００

１等級 １８ １８ ３ ６ １３４，６００

１９ １９ ６ ９ １３６，４００

２０ １９ 　 　 　

２１ ２０ ３ ６ １４０，２００

２２ ２１ ６ ９ １４１，８００

２３ ２１ 　 　 　

２４ ２２ ３ ６ １４５，１００

２５ ２３ ６ ９ １４６，４００

２等級 １６ １６ ３ ６ １１２，１００

１７ １７ ６ ９ １１３，９００

１８ １７ 　 　 　

１９ １８ ３ ６ １１７，４００

２０ １９ ６ ９ １１８，７００

２１ １９ 　 　 　

２２ ２０ ３ ６ １２２，３００

２３ ２１ ６ ９ １２３，６００

３等級 １７ １７ ３ ６ ８８，７００

１８ １８ ６ ９ ９０，２００

１９ １８ 　 　 　

２０ １９ ３ ６ ９３，３００

２１ ２０ ６ ９ ９４，６００

２２ ２０ 　 　 　

２３ ２１ ３ ６ ９７，４００

２４ ２２ ６ ９ ９８，４００

２５ ２２ 　 　 　

４等級 １７ １７ ３ ６ ７８，５００

１８ １８ ６ ９ ７９，８００

１９ １８ 　 　 　

２０ １９ ３ ６ ８２，２００

２１ ２０ ６ ９ ８３，２００

２２ ２０ 　 　 　

附　則　（昭和四九年三月二七日法律第七号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）別表第

五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

２　昭和四十九年一月一日（以下「切替日」という。）の前日において教育職俸給表の職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸

給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間

は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

３　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与

に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級

又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法

の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

４　切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準

ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異に
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する異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。

（旧号俸等の基礎）

５　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

６　切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改

正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

７　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等）

８　防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第四条第二項の規定により改正後の法別表第五（ハを除く。附則第十項におい

て同じ。）の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるそ

の者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

９　前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における 初の防衛庁職員給与法第五条第三項におい

て準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定

める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

１０　切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれ

を受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附

則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。

附　則　（昭和四九年四月二七日法律第三二号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）別表第

七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

２　昭和四十九年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において医療職俸給表（三）の職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超

える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定

める。

（切替期間における異動者の号俸等）

３　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与

に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級

又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表（三）の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正

後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによ

る。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

４　切替日において医療職俸給表（三）の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこ

れに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級

を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うこ

とができる。

（旧号俸等の基礎）

５　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

６　切替期間において医療職俸給表（三）の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与

は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

７　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（医療職俸給表（三）の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等）

８　防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員

（切替日の前日において別表第七ハの職務の等級の 高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた者を除く。）の切替

日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同

一の当該職務の等級における号俸による額とする。

９　前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における 初の防衛庁職員給与法第五条第三項におい

て準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間（総理府令で定

める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

１０　切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第七ハの適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこ

れを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、

附則第二項から第四項まで又は第六項に規定する職員の例による。

附　則　（昭和四九年六月一日法律第七〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

附　則　（昭和四九年六月四日法律第七四号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法

及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法（附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」とい

う。）の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

（ 高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等）
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２　昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の 高の号俸を超える俸給月額

を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることと

なる期間は、人事院規則で定める。

３　昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新

たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のう

ち、職務の等級の 高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動

の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

４　前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与

に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級（自衛官にあつては、階級）」と、附則第二

項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。

（給与の内払）

５　一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適

用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防

衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支

給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。

（命令への委任）

６　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則（防衛庁職員給与法の適用を受ける職

員に関する事項にあつては、政令）で定める。

附　則　（昭和四九年一二月二三日法律第一〇五号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定（第十一条の二の規定を除く。）は、昭和四十九年四

月一日から適用する。ただし、改正後の法第十九条の二第一項及び第二項並びに第十九条の三第二項の規定は、同年九月一日から適用す

る。

（ 高号俸等の切替え等）

３　昭和四十九年四月一日（以下「切替日」という。）において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という

。）の規定により、職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の法の規定による切替日における号

俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適

用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定め

る職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定め

るところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の改正後の法の規定による切替日における号俸又

は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動

等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（扶養手当に関する経過措置）

７　次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければなら

ない。

一　切替日において、その前日から引き続き、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族（満十八歳未満の子を除く。

以下「扶養親族たる父母等」という。）で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの（切替日前に扶養親族たる要

件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がさ

れたものを含む。）があり、かつ、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）及び扶養親族た

る満十八歳未満の子のなかつた者

二　切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた

者（その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。）であつてその届出に係る事実が生じた日（その届出が

これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日）に配偶者及び扶養親族たる満十

八歳未満の子のなかつたもの（前号に該当する者を除く。）

三　切替期間において配偶者のない職員となつた者（改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があ

つた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。）であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の

子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの（その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親

族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。）があつた

もの

四　配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員とな

つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がさ

れたもの（その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十

五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。）があつたもの

８　前項第一号又は第二号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実

に関する改正後の法第十一条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日（これらの届出がされた日が月

の初日であるときは、その日の前日）までの間、同項中「千五百円（職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千

五百円）」とあるのは、「千五百円」とする。

９　切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又

は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の法第十一条の二第一項の
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規定による届出がされたもの（これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を

具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。）を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係

る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日である

ときは、その日の属する月）から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における改正後の法第十一条の二第一項第二

号の規定又は附則第七項第三号の規定による届出がこの法律の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた

日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）から改定する。

（給与の内払）

１０　職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１１　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和五〇年三月三一日法律第九号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）、市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）、国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）及び

地方公務員災害補償法（昭和四十二年法律第百二十一号）の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。

（特定の職務の等級の切替え）

２　昭和五十年一月一日（以下「切替日」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前

の法」という。）の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改

正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切

替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

（特定の号俸の切替え等）

３　前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員（附則第五項に規定する職員を除

く。）の切替日における改正後の法の規定による号俸（以下この項及び次項において「新号俸」という。）は、切替日において改正前の法

の規定によりその者が受けていた号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号

俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員（附則第五項に規定する職員

を除く。）の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

４　前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における 初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸

を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間）を新号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等の切替え等）

５　切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で

人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期

間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

６　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給

表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつ

た職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び

これらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

７　切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員

及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間に

ついては、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

８　附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けてい

た号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

９　切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与

は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１０　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律（次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。）の施行に関

し必要な事項は、人事院規則で定める。

（教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等）

１１　防衛庁職員給与法（昭和二十七年法律第二百六十六号）第四条第二項の規定により改正後の法別表第五（ハを除く。附則第十三項に

おいて同じ。）の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその

者が受けていた俸給月額（次項において「旧俸給月額」という。）に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

１２　前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における 初の防衛庁職員給与法第五条第三項におい

て準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間（総理府令で

定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間）を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

１３　切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれ

を受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附

則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。

附則別表第一　職務の等級の切替表

俸給表 切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の

等級

切替日における改正後の法の規定による職務の等級

甲 乙

教育職俸給表（二）

教育職俸給表（三）

１等級 特１等級 １等級

２等級 １等級 ２等級
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附則別表第二　教育職俸給表（二）の特１等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸

２から１１まで １

１２ ２

１３ ３

１４ ４

１５ ５

１６ ６

１７ ７

１８ ８

１９ ９

２０ １０

２１ １１

２２ １２

２３ １３

２４ １４

附則別表第三　教育職俸給表（二）の１等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸

１から１６まで ２

１７ ３

１８ ４

１９ ５

２０ ６

２１ ７

２２ ８

２３ ９

２４ １０

２５ １１

２６ １２

２７ １３

２８ １４

２９ １５

３０ １６

３１ １７

３２ １７

３３ １８

３４ １９

３５ １９

３６ ２０

附則別表第四　教育職俸給表（三）の特１等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸

２から１５まで １

１６ ２

１７ ３

１８ ４

１９ ５

２０ ６

２１ ７

２２ ８

２３ ９

２４ １０

２５ １１

２６ １１

２７ １２

２８ １２

附則別表第五　教育職俸給表（三）の１等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸

１から１４まで ２

１５ ３

１６ ４

１７ ５

１８ ６

１９ ７
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２０ ８

２１ ９

２２ １０

２３ １１

２４ １２

２５ １３

２６ １４

２７ １５

２８ １６

２９ １７

３０ １８

３１ １９

３２ １９

３３ ２０

３４ ２１

３５ ２２

３６ ２２

３７ ２３

３８ ２４

附　則　（昭和五〇年一一月七日法律第七一号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定は、昭和五十年

四月一日から適用する。

（特定の職務の等級の切替え）

２　昭和五十年四月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表（二）の二等級であつ

た職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。

（特定の号俸の切替え等）

３　前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表（二）の特二等級となる職員（附則第五項に規定する職員を除く。）の切

替日における号俸（以下この項及び次項において「新号俸」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸（以下「旧号

俸」という。）に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表（二）の

二等級となる職員（附則第五項に規定する職員を除く。）の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

４　前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号

俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間）を新号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等の切替え等）

５　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額

及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

６　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号

俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等

級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

７　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

８　附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けてい

た号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（住居手当に関する経過措置）

９　切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定に

よる住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に

達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改

正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の

施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支

給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる

職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日（同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定

める日）までの間の住居手当についても、同様とする。

（給与の内払）

１０　職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法（住居手当については、改正後の法

第十一条の六又は前項）の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１１　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表　医療職俸給表（二）の特２等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸

１から５まで １
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６ ２

７ ３

８ ４

９ ５

１０ ６

１１ ７

１２ ８

１３ ９

１４ １０

１５ １１

１６ １２

１７ １３

１８ １４

附　則　（昭和五一年一一月五日法律第七七号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定は、昭和五十一

年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

２　昭和五十一年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

３　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）

の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動の

あつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける

こととなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

４　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

５　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（勤勉手当の額の特例）

６　昭和五十一年六月に改正前の法第十九条の四の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の法第十九条の四の規定に基

づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項

の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

（給与の内払）

７　職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法（勤勉手当については、改正後の法第

十九条の四又は前項）の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和五二年一二月二一日法律第八八号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定（第十九条の二

の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。）は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定

並びに改正後の地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）及び市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）の規定

は昭和五十一年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

２　昭和五十二年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

３　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号

俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は

俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

４　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

５　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（住居手当に関する経過措置）

６　切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定に

よる住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に

達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改
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正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の

施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支

給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる

職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日（同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定

める日）までの間の住居手当についても、同様とする。

（給与の内払）

７　職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法（住居手当については、改正後の法第

十一条の六又は前項）の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律（次項及び附則第十項の規定を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事院規

則で定める。

附　則　（昭和五三年一〇月二一日法律第九〇号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の三第一項の改正規定（同項第一号及び第二号を改める部分を除く。）並びに附

則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に係る改正規定（以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。）を除く。）による改正後の一般職の職員

の給与に関する法律（以下「法」という。）の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

（ 高号俸を超える俸給月額の切替え等）

３　昭和五十三年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替

日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及

びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定によ

る当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（初任給調整手当に関する経過措置）

７　初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給するこ

ととされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正

後の法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事院規則で定めるところ

により、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

８　初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の法第十条の三第一項第三号に該当していた官職（改正後の法第十条の三第一項第

三号に該当する官職を除く。）に新たに採用された職員及び人事院規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事院規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千

五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

（給与の内払）

９　職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１０　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和五四年一二月一二日法律第五七号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の改正規定及び附則第七項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。

２　この法律（第八条の改正規定を除く。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定（第二十二条第一項及び別表第八の規

定を除く。）は昭和五十四年四月一日から、同法第二十二条第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。

（ 高号俸を超える俸給月額の切替え等）

３　昭和五十四年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替

日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号

俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」

という。）の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところ

による。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月

額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（昇給に関する経過措置）

７　昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律（昭和二十五年法律第九

十五号）第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員（同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条
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第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸

若しくは俸給月額（以下この項において「二号俸上位号俸等」という。）である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。）に

ついては、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年

齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、人事院規則の定めるところによ

り、昇給させることができる。同年四月一日後に一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超える職

員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

（住居手当に関する経過措置）

８　切替期間において、改正前の法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の六の規定に

よる住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に

達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改

正後の法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の六の規定によりこの法律の

施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の六の規定による住居手当を支

給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる

職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日（同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定

める日）までの間の住居手当についても、同様とする。

（給与の内払）

９　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

１０　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和五五年一一月二九日法律第九四号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定（同条に一項を加える部分に限る。）は昭和五十六年一月一日

から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定（国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

（昭和四十六年法律第七十七号）第四条第二号の改正規定を除く。）は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。

２　この法律（第十一条の五の改正規定（同条に一項を加える部分に限る。）及び附則に四項を加える改正規定を除く。）による改正後の一

般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定（第二十二条第一項及び別表第八の規定を除く。）及び国立及び公

立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第四条第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第二十二条

第一項及び別表第八の規定は同年十月一日から適用する。

（ 高号俸を超える俸給月額の切替え等）

３　昭和五十五年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替

日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号

俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は

俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の

一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第七項の規定により昇給した職員のう

ち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十

四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和五六年一二月二四日法律第九六号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の三第二項第一号、第十一条の四及び第十一条の五の改正規定、第十三条の四

第三項の改正規定、第二十二条第一項の改正規定並びに別表第一から別表第八までの改正規定（別表第八に係る部分に限る。）は、昭和

五十七年四月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の

法」という。）の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

３　昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間（以下「調整期間」という。）において、職員が俸給月額の百分の二十

以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員（以下「管理職員」という。）である期間（当該俸給の特別調整額を

支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。）に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当（これらの給与の月額が他

の手当（期末手当及び勤勉手当を除く。）の算定の基礎となる場合における当該他の手当を含む。）並びに初任給調整手当の額は、改正後

の法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額（当該俸給につき附則第五項から第七項までの規定の適用を受ける場合その

他人事院が定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号俸又は俸給月額につきこの法律による改正前の一般職の職員の

給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものと

して人事院が定める額）とする。
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４　調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、改正後の法

の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）以後の管理

職員である期間のある職員（この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当（以下

「経過的住居手当」という。）を支給することとされていた管理職員である職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による場合は住居

手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達し

ないこととなる職員（以下この項において「旧法有利職員」という。）を除く。）に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受け

ていた経過的住居手当につき人事院規則で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期

間のうち、当該職員の住居手当が改正後の法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額

が同条の規定による場合は改正前の法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、

この限りでない。

（ 高号俸等の切替え等）

５　昭和五十六年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

６　切替日から施行日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けるこ

ととなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正

後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによ

る。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改

正法」という。）附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号

俸又は俸給月額についても、同様とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

７　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

８　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十

四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

（住居手当に関する経過措置）

９　切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間（管理職員である期間を除く。）のうちに、

改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条

の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととな

る期間の住居手当については、改正後の法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際

改正前の法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住

居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しない

こととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日（同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定め

る日）までの間（管理職員である期間を除く。）の住居手当についても、同様とする。

（期末手当及び勤勉手当に関する特例措置）

１０　昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当（改正後の法別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員に対して支給

するものに限る。次項において同じ。）及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項の規定の適用につ

いては、改正後の法第十九条の三第二項中「において職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は

俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十六年法律第九十六号）の規定（同法附則第一項ただし

書に規定する改正規定を除く。）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）別表第一から別表第七

までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額（以下「旧俸給月額」という。）による俸給の月額

及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧

俸給月額」と、第十九条の四第二項中「において受けるべき俸給の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の月額」と、「俸

給月額」とあるのは「旧俸給月額」と、「において受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧俸給月額による俸給の

月額及び基準日現在において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。

１１　昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受

けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正

する法律（昭和五十六年法律第九十六号）の規定（同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正前の一般職の職員

の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるもの

として人事院が定める額（以下「旧俸給月額」という。）による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場

合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「俸給月額」とあるのは「旧俸給月額」とする。

（管理職員の給与の特例等）

１２　調整期間において、管理職員である期間のうちに第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、

その満たないこととなる期間、同号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。

一　当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給

の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額

二　当該職員が改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月

額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして改正後の法の規定により

受けることとなる俸給の特別調整額、調整手当及び筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額

１３　調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養

手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして改正後の法の規定の適用を受けるとした場合に受け

ることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につ

き、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任

給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。

１４　前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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１５　附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第七十九条の規定により休職にさ

れた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第二条第一項の規定に

より派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

１６　国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、附則第十二項から前項までの規定は、同条第四項に規定する給与準則とみな

す。

１７　附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当を支給された職員に対する国家公務員災害補償法（昭和二十六年法律第百九十一号）

の規定の適用については、これらの手当は、同法第四条第一項の給与に含まれるものとする。

（国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置）

１８　昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和二十四年法律第二百号）第一条に規定する基準日から当該基準日に係る

同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大

臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十九号）附則第二項の

規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

（給与の内払）

１９　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払

とみなす。

（人事院規則への委任）

２０　附則第五項から第十七項まで及び前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六六号）

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附　則　（昭和五八年一一月二九日法律第六九号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の三第一項及び第十九条の四第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から

施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正後の法」という。）の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　昭和五十八年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与

に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級

又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日

における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給

与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第七項の規定により

昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十

四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和五八年一二月二日法律第八〇号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、総務庁設置法（昭和五十八年法律第七十九号）の施行の日から施行する。

附　則　（昭和五八年一二月三日法律第八二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附　則　（昭和五九年一二月二二日法律第七九号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定は、昭和五十九

年四月一日から適用する。

（ 高号俸を超える俸給月額の切替え等）

２　昭和五十九年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の等級の 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替

日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

３　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号

俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は

俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の

一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第七項の規定により昇給した職員のう

ち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
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（切替日前の異動者の号俸等の調整）

４　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

５　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十

四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

６　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

７　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和六〇年三月三〇日法律第四号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一二月二一日法律第九七号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条

の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一

項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項ま

で及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下附則第十一項までにお

いて「改正後の法」という。）、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和二十四年法律第二百号）、国家公務員の寒冷地手当に関する

法律の一部を改正する法律（昭和五十五年法律第九十九号）及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法（昭和四十六年法律第七十七号）の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

（職務の級への切替え）

３　昭和六十年七月一日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等

級（以下「旧等級」という。）が附則別表第一に掲げられているもの（次項に規定する職員を除く。）の切替日における職務の級は、旧等

級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定

めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

４　切替日の前日において行政職俸給表（一）の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとな

る職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合においては、前項

後段の規定を準用する。

（号俸の切替え等）

５　前二項の規定により切替日における職務の級を定められる職員（附則第七項に規定する職員を除く。）の切替日における号俸（以下「新

号俸」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則別表第三又は附則別表第

四の新号俸欄に定める号俸とする。

６　前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における 初の改正後の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適

用については、旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間。以下この項において同じ。）を新号俸

を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の 高の号俸であつて新

号俸が職務の級の 高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

（ 高号俸を超える俸給月額の切替え等）

７　切替日の前日において職務の等級の 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の職務の級及び号俸等）

８　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律（附則第一項ただし書に規定する改

正規定を除く。）による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表（指定職

俸給表を除く。）の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動（指定職俸給

表の適用を受けていた職員が他の俸給表の適用を受けることとなる異動を含むものとし、指定職俸給表以外の俸給表の適用を受けていた

職員が指定職俸給表の適用を受けることとなる異動及び指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の異動を除く。）のあつた職員の改正後

の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は俸給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事院の定め

るところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭

和五十四年改正法」という。）附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸

又は俸給月額についても、同様とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

９　切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを

受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められ

る限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

１０　附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正

前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

１１　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払

とみなす。

（休暇に関する経過措置等）
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１２　職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律（次項及び附則第十四項において「新

法」という。）第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数

のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。

１３　昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定す

る年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規

定に基づく手続を要しないものとする。

１４　新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用について

は、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は

当該措置に相当する休暇又は措置」とする。

（人事院規則への委任）

１５　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一　専門行政職俸給表以外の俸給表の適用を受ける職員の職務の級への切替表（附則第三項関係）

俸給表 旧等級 職務の級

行政職俸給表（一） ８等級 １級

７等級 ２級

６等級 ３級

５等級 ４級

５級

４等級 ６級

７級

３等級 ８級

２等級 ９級

１０級

１等級 １１級

行政職俸給表（二） ５等級 １級

４等級

３等級 ２級

２等級 ３級

４級

１等級 ５級

特１等級 ６級

税務職俸給表

公安職俸給表（一）

公安職俸給表（二）

７等級 １級

６等級 ２級

５等級 ３級

４等級 ４級

５級

３等級 ６級

７級

特３等級 ８級

２等級 ９級

１等級 １０級

特１等級 １１級

海事職俸給表（一） ５等級 １級

４等級 ２級

３等級 ３級

２等級 ４級

５級

１等級 ６級

特１等級 ７級

海事職俸給表（二） ４等級 １級

３等級 ２級

２等級 ３級

４級

１等級 ５級

特１等級 ６級

教育職俸給表（一） ５等級 １級

４等級 ２級

３等級 ３級

２等級 ４級

１等級 ５級

教育職俸給表（二）

教育職俸給表（三）

３等級 １級

２等級 ２級

１等級 ３級
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特１等級 ４級

教育職俸給表（四） ５等級 １級

４等級 ２級

３等級 ３級

２等級 ４級

１等級 ５級

研究職俸給表 ５等級 １級

４等級

３等級 ２級

２等級 ３級

４級

１等級 ５級

医療職俸給表（一） ４等級 １級

３等級 ２級

２等級 ３級

１等級 ４級

医療職俸給表（二） ６等級 １級

５等級

４等級 ２級

３等級 ３級

４級

２等級 ５級

特２等級 ６級

１等級 ７級

特１等級 ８級

医療職俸給表（三） ４等級 １級

３等級 ２級

２等級 ３級

４級

１等級 ５級

特１等級 ６級

附則別表第二　専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表（附則第四項関係）

旧等級 職務の級

８等級 １級

７等級

６等級

５等級 ２級

４等級 ３級

３等級 ４級

２等級 ５級

６級

１等級 ７級

附則別表第三　行政職俸給表（二）、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表（二）の１級となる職員以外の職員の号俸の切替

表（附則第五項関係）

イ　行政職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １１級

１ 　 １ １ 　 　 　 　 　 １ １ １

２ １ ２ ２ １ １ １ １ １ ２ １ ２

３ ２ ３ ３ ２ １ ２ １ ２ ３ １ ３

４ ３ ４ ４ ３ １ ３ １ ３ ４ １ ４

５ ４ ５ ５ ４ ２ ４ ２ ４ ５ ２ ５

６ ５ ６ ６ ５ ３ ５ ３ ５ ６ ３ ６

７ ６ ７ ７ ６ ４ ６ ４ ６ ７ ４ ７

８ ７ ８ ８ ７ ５ ７ ５ ７ ８ ５ ８

９ ８ ９ ９ ８ ６ ８ ６ ８ ９ ６ ９

１０ ９ １０ １０ ９ ７ ９ ７ ９ １０ ７ １０

１１ １０ １１ １１ １０ ８ １０ ８ １０ １１ ８ １１

１２ １１ １２ １２ １１ ９ １１ ９ １１ １２ ９ １２

１３ １２ １３ １３ １２ １０ １２ １０ １２ １３ １０ １３

１４ １３ １４ １４ １３ １１ １３ １１ １３ １４ １１ １４

１５ １４ １５ １５ １４ １２ １４ １２ １４ １５ １２ １５

１６ １５ １６ １６ １５ １３ １５ １３ １５ １６ １２ 　
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１７ １６ １７ １７ １６ １４ １６ １４ １６ 　 　 　

１８ 　 １８ １８ １７ １５ １７ １５ １７ 　 　 　

１９ 　 １９ １９ １８ １６ １８ １６ １８ 　 　 　

２０ 　 　 ２０ １９ １６ １９ １７ １９ 　 　 　

２１ 　 　 ２１ ２０ １７ ２０ １８ 　 　 　 　

２２ 　 　 ２２ ２１ １７ ２１ １８ 　 　 　 　

２３ 　 　 ２３ ２２ １８ ２２ １９ 　 　 　 　

２４ 　 　 ２４ ２３ １９ 　 　 　 　 　 　

２５ 　 　 　 ２４ １９ 　 　 　 　 　 　

２６ 　 　 　 ２５ ２０ 　 　 　 　 　 　

ロ　行政職俸給表（二）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ １ １ １ １ １

２ ２ ２ １ １ １

３ ３ ３ １ １ ２

４ ４ ４ １ ２ ３

５ ５ ５ ２ ３ ４

６ ６ ６ ３ ４ ５

７ ７ ７ ４ ５ ６

８ ８ ８ ５ ６ ７

９ ９ ９ ６ ７ ８

１０ １０ １０ ７ ８ ９

１１ １１ １１ ８ ９ １０

１２ １２ １２ ９ １０ １１

１３ １３ １３ １０ １１ １２

１４ １４ １４ １１ １２ １３

１５ １５ １５ １２ １３ １４

１６ １６ １６ １３ １４ １５

１７ １７ １７ １４ １５ １６

１８ １８ １８ １５ １６ １７

１９ １９ １９ １６ １７ １８

２０ ２０ ２０ １７ １８ １９

２１ ２１ ２１ １８ １９ ２０

２２ ２２ ２２ １９ ２０ ２１

２３ ２３ ２３ ２０ ２１ ２２

２４ ２４ ２４ ２０ ２２ ２３

２５ ２５ ２５ ２１ ２３ 　

２６ 　 ２６ ２２ 　 　

２７ 　 ２７ ２２ 　 　

２８ 　 ２８ ２３ 　 　

ハ　専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ 　 　 　 １ １ １

２ １ １ １ ２ １ ２

３ ２ ２ ２ ３ １ ３

４ ３ ３ ３ ４ １ ４

５ ４ ４ ４ ５ ２ ５

６ ５ ５ ５ ６ ３ ６

７ ６ ６ ６ ７ ４ ７

８ ７ ７ ７ ８ ５ ８

９ ８ ８ ８ ９ ６ ９

１０ ９ ９ ９ １０ ７ １０

１１ １０ １０ １０ １１ ８ １１

１２ １１ １１ １１ １２ ９ １２

１３ １２ １２ １２ １３ １０ １３

１４ １３ １３ １３ １４ １１ １４

１５ １４ １４ １４ １５ １２ １５

１６ １５ １５ １５ １６ １２ 　

１７ １６ １６ １６ 　 　 　

１８ １７ １７ １７ 　 　 　

１９ １８ １８ １８ 　 　 　
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２０ １９ １９ １９ 　 　 　

２１ １９ ２０ 　 　 　 　

２２ ２０ ２１ 　 　 　 　

２３ ２１ ２２ 　 　 　 　

２４ ２２ 　 　 　 　 　

２５ ２３ 　 　 　 　 　

２６ ２４ 　 　 　 　 　

ニ　税務職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １１級

１ 　 １ １ 　 　 　 　 　 　 １ １

２ １ ２ ２ １ １ １ １ １ １ １ ２

３ ２ ３ ３ ２ １ ２ １ ２ １ １ ３

４ ３ ４ ４ ３ １ ３ １ ３ ２ ２ ４

５ ４ ５ ５ ４ ２ ４ ２ ４ ３ ３ ５

６ ５ ６ ６ ５ ３ ５ ３ ５ ４ ４ ６

７ ６ ７ ７ ６ ４ ６ ４ ６ ５ ５ ７

８ ７ ８ ８ ７ ５ ７ ５ ７ ６ ６ ８

９ ８ ９ ９ ８ ６ ８ ６ ８ ７ ７ ９

１０ ９ １０ １０ ９ ７ ９ ７ ９ ８ ８ １０

１１ １０ １１ １１ １０ ８ １０ ８ １０ ９ ９ １１

１２ １１ １２ １２ １１ ９ １１ ９ １１ １０ １０ １２

１３ １２ １３ １３ １２ １０ １２ １０ １２ １１ １１ １３

１４ １３ １４ １４ １３ １１ １３ １１ １３ １２ １２ １４

１５ １４ １５ １５ １４ １２ １４ １２ １４ １３ １３ １５

１６ 　 　 １６ １５ １３ １５ １３ １５ １４ １４ 　

１７ 　 　 １７ １６ １４ １６ １４ １６ １５ １５ 　

１８ 　 　 　 １７ １４ １７ １５ １７ １６ 　 　

１９ 　 　 　 １８ １５ １８ １６ １８ １７ 　 　

２０ 　 　 　 １９ １５ １９ １７ １９ 　 　 　

２１ 　 　 　 ２０ １６ ２０ １８ 　 　 　 　

２２ 　 　 　 　 　 ２１ １９ 　 　 　 　

ホ　公安職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １１級

１ 　 １ １ 　 　 　 　 　 　 １ １

２ １ ２ ２ １ １ １ １ １ １ １ ２

３ ２ ３ ３ ２ １ ２ １ ２ １ １ ３

４ ３ ４ ４ ３ １ ３ １ ３ ２ ２ ４

５ ４ ５ ５ ４ １ ４ ２ ４ ３ ３ ５

６ ５ ６ ６ ５ １ ５ ３ ５ ４ ４ ６

７ ６ ７ ７ ６ ２ ６ ４ ６ ５ ５ ７

８ ７ ８ ８ ７ ３ ７ ５ ７ ６ ６ ８

９ ８ ９ ９ ８ ４ ８ ６ ８ ７ ７ ９

１０ ９ １０ １０ ９ ５ ９ ７ ９ ８ ８ １０

１１ １０ １１ １１ １０ ６ １０ ８ １０ ９ ９ １１

１２ １１ １２ １２ １１ ７ １１ ９ １１ １０ １０ １２

１３ １２ １３ １３ １２ ８ １２ １０ １２ １１ １１ １３

１４ １３ １４ １４ １３ ９ １３ １１ １３ １２ １２ １４

１５ １４ １５ １５ １４ １０ １４ １２ １４ １３ １３ １５

１６ １５ １６ １６ １５ １１ １５ １３ １５ １４ １４ 　

１７ １６ １７ １７ １６ １２ １６ １４ １６ １５ １５ 　

１８ １７ １８ １８ １７ １３ １７ １５ １７ １６ 　 　

１９ １８ １９ １９ １８ １４ １８ １６ １８ １７ 　 　

２０ １９ ２０ ２０ １９ １５ １９ １７ １９ 　 　 　

２１ ２０ ２１ ２１ ２０ １６ ２０ １８ 　 　 　 　

２２ ２１ ２２ ２２ ２１ １７ ２１ １９ 　 　 　 　

２３ ２２ ２３ ２３ ２２ １８ ２２ ２０ 　 　 　 　

２４ ２３ ２４ ２４ ２３ １９ 　 　 　 　 　 　

２５ ２４ ２５ ２５ ２４ ２０ 　 　 　 　 　 　

２６ ２５ ２６ ２６ ２５ ２０ 　 　 　 　 　 　

２７ ２６ ２７ ２７ ２６ ２１ 　 　 　 　 　 　

２８ ２７ ２８ ２８ ２７ ２２ 　 　 　 　 　 　
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２９ ２８ ２９ ２９ ２８ ２３ 　 　 　 　 　 　

３０ ２９ ３０ ３０ 　 　 　 　 　 　 　 　

３１ ３０ ３１ ３１ 　 　 　 　 　 　 　 　

３２ ３１ ３２ ３２ 　 　 　 　 　 　 　 　

３３ ３２ ３３ ３３ 　 　 　 　 　 　 　 　

３４ ３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ヘ　公安職俸給表（二）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １１級

１ 　 １ １ 　 　 　 　 　 　 １ １

２ １ ２ ２ １ １ １ １ １ １ １ ２

３ ２ ３ ３ ２ １ ２ １ ２ １ １ ３

４ ３ ４ ４ ３ １ ３ １ ３ ２ ２ ４

５ ４ ５ ５ ４ ２ ４ ２ ４ ３ ３ ５

６ ５ ６ ６ ５ ３ ５ ３ ５ ４ ４ ６

７ ６ ７ ７ ６ ４ ６ ４ ６ ５ ５ ７

８ ７ ８ ８ ７ ５ ７ ５ ７ ６ ６ ８

９ ８ ９ ９ ８ ６ ８ ６ ８ ７ ７ ９

１０ ９ １０ １０ ９ ７ ９ ７ ９ ８ ８ １０

１１ １０ １１ １１ １０ ８ １０ ８ １０ ９ ９ １１

１２ １１ １２ １２ １１ ９ １１ ９ １１ １０ １０ １２

１３ １２ １３ １３ １２ １０ １２ １０ １２ １１ １１ １３

１４ １３ １４ １４ １３ １１ １３ １１ １３ １２ １２ １４

１５ １４ １５ １５ １４ １２ １４ １２ １４ １３ １３ １５

１６ １５ １６ １６ １５ １３ １５ １３ １５ １４ １４ 　

１７ １６ １７ １７ １６ １４ １６ １４ １６ １５ １５ 　

１８ １７ １８ １８ １７ １５ １７ １５ １７ １６ 　 　

１９ １８ １９ １９ １８ １５ １８ １６ １８ １７ 　 　

２０ １９ 　 ２０ １９ １６ １９ １７ １９ 　 　 　

２１ ２０ 　 ２１ ２０ １６ ２０ １８ 　 　 　 　

２２ ２１ 　 ２２ ２１ １７ ２１ １９ 　 　 　 　

２３ 　 　 ２３ 　 　 　 　 　 　 　 　

ト　海事職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１ 　 １ １ １ １ １ １

２ １ ２ ２ ２ １ １ １

３ ２ ３ ３ ３ １ ２ １

４ ３ ４ ４ ４ １ ３ ２

５ ４ ５ ５ ５ ２ ４ ３

６ ５ ６ ６ ６ ３ ５ ４

７ ６ ７ ７ ７ ４ ６ ５

８ ７ ８ ８ ８ ５ ７ ６

９ ８ ９ ９ ９ ６ ８ ７

１０ ９ １０ １０ １０ ７ ９ ８

１１ １０ １１ １１ １１ ８ １０ ９

１２ １１ １２ １２ １２ ９ １１ １０

１３ １２ １３ １３ １３ １０ １２ １１

１４ １３ １４ １４ １４ １１ １３ １２

１５ １４ １５ １５ １５ １２ １４ １３

１６ １５ １６ １６ １６ １３ １５ １４

１７ １６ １７ １７ １７ １４ １６ １５

１８ １７ １８ １８ １８ １５ １７ 　

１９ １８ 　 １９ １９ １５ １８ 　

２０ １９ 　 ２０ ２０ １６ 　 　

２１ 　 　 　 ２１ １６ 　 　

２２ 　 　 　 ２２ １７ 　 　

チ　海事職俸給表（二）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ １ １ １ １ １ １

２ ２ ２ ２ １ １ １

３ ３ ３ ３ １ １ ２
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４ ４ ４ ４ １ １ ３

５ ５ ５ ５ １ ２ ４

６ ６ ６ ６ ２ ３ ５

７ ７ ７ ７ ３ ４ ６

８ ８ ８ ８ ４ ５ ７

９ ９ ９ ９ ５ ６ ８

１０ １０ １０ １０ ６ ７ ９

１１ １１ １１ １１ ７ ８ １０

１２ １２ １２ １２ ８ ９ １１

１３ １３ １３ １３ ９ １０ １２

１４ １４ １４ １４ １０ １１ １３

１５ １５ １５ １５ １１ １２ １４

１６ １６ １６ １６ １２ １３ １５

１７ １７ １７ １７ １３ １４ １６

１８ １８ １８ １８ １４ １５ １７

１９ １９ １９ １９ １５ １６ １８

２０ ２０ ２０ ２０ １６ １７ １９

２１ ２１ ２１ ２１ １７ １８ ２０

２２ ２２ ２２ ２２ １８ １９ ２１

２３ ２３ ２３ ２３ １９ ２０ ２２

２４ 　 ２４ ２４ ２０ ２１ ２３

２５ 　 ２５ ２５ ２０ ２２ 　

２６ 　 　 ２６ ２１ 　 　

２７ 　 　 ２７ ２２ 　 　

リ　教育職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ 　 　

２ ２ ２ ２ １ 　

３ ３ ３ ３ ２ １

４ ４ ４ ４ ３ ２

５ ５ ５ ５ ４ ３

６ ６ ６ ６ ５ ４

７ ７ ７ ７ ６ ５

８ ８ ８ ８ ７ ６

９ ９ ９ ９ ８ ７

１０ １０ １０ １０ ９ ８

１１ １１ １１ １１ １０ ９

１２ １２ １２ １２ １１ １０

１３ １３ １３ １３ １２ １１

１４ １４ １４ １４ １３ １２

１５ １５ １５ １５ １４ １３

１６ １６ １６ １６ １５ １４

１７ １７ １７ １７ １６ １５

１８ １８ １８ １８ １７ １６

１９ １９ １９ １９ １８ １７

２０ ２０ ２０ ２０ １９ １８

２１ ２１ ２１ ２１ ２０ １９

２２ ２２ ２２ ２２ ２１ ２０

２３ ２３ ２３ ２３ ２２ ２１

２４ ２４ ２４ ２４ ２３ ２２

２５ ２５ ２５ ２５ ２４ ２３

２６ ２６ ２６ ２６ ２５ ２４

２７ ２７ ２７ 　 ２６ 　

２８ ２８ ２８ 　 　 　

２９ ２９ ２９ 　 　 　

３０ ３０ 　 　 　 　

ヌ　教育職俸給表（二）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級

１ 　 １ 　 １

２ １ １ １ ２

３ ２ ２ ２ ３
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４ ３ ３ ３ ４

５ ４ ４ ４ ５

６ ５ ５ ５ ６

７ ６ ６ ６ ７

８ ７ ７ ７ ８

９ ８ ８ ８ ９

１０ ９ ９ ９ １０

１１ １０ １０ １０ １１

１２ １１ １１ １１ １２

１３ １２ １２ １２ １３

１４ １３ １３ １３ １４

１５ １４ １４ １４ １５

１６ １５ １５ １５ 　

１７ １６ １６ １６ 　

１８ １７ １７ １７ 　

１９ １８ １８ １８ 　

２０ １９ １９ １９ 　

２１ ２０ ２０ ２０ 　

２２ ２１ ２１ ２１ 　

２３ ２２ ２２ ２２ 　

２４ ２３ ２３ ２３ 　

２５ ２４ ２４ ２４ 　

２６ ２５ ２５ 　 　

２７ ２６ ２６ 　 　

２８ ２７ ２７ 　 　

２９ ２８ ２８ 　 　

３０ ２９ ２９ 　 　

３１ ３０ ３０ 　 　

３２ ３１ ３１ 　 　

３３ ３２ ３２ 　 　

３４ ３３ ３３ 　 　

３５ ３４ ３４ 　 　

３６ 　 ３５ 　 　

３７ 　 ３６ 　 　

ル　教育職俸給表（三）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級

１ 　 １ 　 １

２ １ ２ １ ２

３ ２ ３ ２ ３

４ ３ ４ ３ ４

５ ４ ５ ４ ５

６ ５ ６ ５ ６

７ ６ ７ ６ ７

８ ７ ８ ７ ８

９ ８ ９ ８ ９

１０ ９ １０ ９ １０

１１ １０ １１ １０ １１

１２ １１ １２ １１ １２

１３ １２ １３ １２ １３

１４ １３ １４ １３ １４

１５ １４ １５ １４ １５

１６ １５ １６ １５ 　

１７ １６ １７ １６ 　

１８ １７ １８ １７ 　

１９ １８ １９ １８ 　

２０ １９ ２０ １９ 　

２１ ２０ ２１ ２０ 　

２２ ２１ ２２ ２１ 　

２３ ２２ ２３ ２２ 　

２４ ２３ ２４ ２３ 　

２５ ２４ ２５ ２４ 　

２６ ２５ ２６ ２５ 　
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２７ ２６ ２７ ２６ 　

２８ ２７ ２８ ２７ 　

２９ ２８ ２９ ２８ 　

３０ ２９ ３０ 　 　

３１ ３０ ３１ 　 　

３２ 　 ３２ 　 　

３３ 　 ３３ 　 　

３４ 　 ３４ 　 　

３５ 　 ３５ 　 　

３６ 　 ３６ 　 　

３７ 　 ３７ 　 　

３８ 　 ３８ 　 　

３９ 　 ３９ 　 　

ヲ　教育職俸給表（四）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

１ １ １ １ 　 １

２ ２ ２ ２ １ ２

３ ３ ３ ３ ２ ３

４ ４ ４ ４ ３ ４

５ ５ ５ ５ ４ ５

６ ６ ６ ６ ５ ６

７ ７ ７ ７ ６ ７

８ ８ ８ ８ ７ ８

９ ９ ９ ９ ８ ９

１０ １０ １０ １０ ９ １０

１１ １１ １１ １１ １０ １１

１２ １２ １２ １２ １１ １２

１３ １３ １３ １３ １２ １３

１４ １４ １４ １４ １３ １４

１５ １５ １５ １５ １４ １５

１６ １６ １６ １６ １５ １６

１７ １７ １７ １７ １６ 　

１８ １８ １８ １８ １７ 　

１９ １９ １９ １９ １８ 　

２０ ２０ ２０ ２０ １９ 　

２１ ２１ ２１ ２１ ２０ 　

２２ ２２ ２２ ２２ ２１ 　

２３ ２３ ２３ ２３ ２２ 　

２４ ２４ ２４ ２４ ２３ 　

２５ ２５ ２５ ２５ ２４ 　

２６ ２６ ２６ ２６ ２５ 　

２７ ２７ ２７ ２７ ２６ 　

２８ ２８ ２８ ２８ ２７ 　

２９ 　 ２９ 　 　 　

３０ 　 ３０ 　 　 　

３１ 　 ３１ 　 　 　

３２ 　 ３２ 　 　 　

３３ 　 ３３ 　 　 　

ワ　研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

２級 ３級 ４級 ５級

１ １ 　 　 　

２ ２ 　 　 　

３ ３ 　 　 　

４ ４ １ １ １

５ ５ ２ １ ２

６ ６ ３ １ ３

７ ７ ４ １ ４

８ ８ ５ １ ５

９ ９ ６ ２ ６

１０ １０ ７ ３ ７

１１ １１ ８ ４ ８
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１２ １２ ９ ５ ９

１３ １３ １０ ６ １０

１４ １４ １１ ７ １１

１５ １５ １２ ８ １２

１６ １６ １３ ９ １３

１７ １７ １４ １０ １４

１８ １８ １５ １１ １５

１９ １９ １６ １２ １６

２０ ２０ １７ １３ １７

２１ ２１ １８ １３ １８

２２ ２２ １９ １４ １９

２３ ２３ ２０ １５ ２０

２４ ２４ ２１ １５ ２１

２５ ２５ ２２ １６ ２２

２６ ２６ ２３ １７ ２３

２７ ２７ ２４ １７ 　

２８ ２８ 　 　 　

カ　医療職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級

１ １ 　 １ １

２ １ １ ２ ２

３ ２ ２ ３ ３

４ ３ ３ ４ ４

５ ４ ４ ５ ５

６ ５ ５ ６ ６

７ ６ ６ ７ ７

８ ７ ７ ８ ８

９ ８ ８ ９ ９

１０ ９ ９ １０ １０

１１ １０ １０ １１ １１

１２ １１ １１ １２ １２

１３ １２ １２ １３ １３

１４ １３ １３ １４ １４

１５ １４ １４ １５ １５

１６ １５ １５ １６ １６

１７ １６ １６ １７ １７

１８ １７ １７ １８ １８

１９ １８ １８ １９ １９

２０ １９ １９ ２０ ２０

２１ ２０ ２０ ２１ 　

２２ ２１ ２１ ２２ 　

２３ 　 ２２ ２３ 　

２４ 　 ２３ 　 　

ヨ　医療職俸給表（二）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１ １ １ １ １ １ １ １

２ ２ ２ １ ２ ２ ２ ２

３ ３ ３ １ ３ ３ ３ ３

４ ４ ４ １ ４ ４ ４ ４

５ ５ ５ ２ ５ ５ ５ ５

６ ６ ６ ３ ６ ６ ６ ６

７ ７ ７ ４ ７ ７ ７ ７

８ ８ ８ ５ ８ ８ ８ ８

９ ９ ９ ６ ９ ９ ９ ９

１０ １０ １０ ７ １０ １０ １０ １０

１１ １１ １１ ８ １１ １１ １１ １１

１２ １２ １２ ９ １２ １２ １２ １２

１３ １３ １３ １０ １３ １３ １３ １３

１４ １４ １４ １１ １４ １４ １４ １４

１５ １５ １５ １２ １５ １５ １５ １５

１６ １６ １６ １３ １６ １６ １６ １６
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１７ １７ １７ １４ １７ １７ 　 　

１８ １８ １８ １５ １８ 　 　 　

１９ １９ １９ １６ １９ 　 　 　

２０ ２０ ２０ １７ ２０ 　 　 　

２１ ２１ ２１ １８ 　 　 　 　

２２ ２２ ２２ １８ 　 　 　 　

２３ ２３ ２３ １９ 　 　 　 　

２４ ２４ ２４ １９ 　 　 　 　

タ　医療職俸給表（三）の適用を受ける職員

旧号俸 新号俸

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１ １ １ １ １ １ １

２ ２ ２ ２ １ １ ２

３ ３ ３ ３ １ １ ３

４ ４ ４ ４ １ １ ４

５ ５ ５ ５ ２ ２ ５

６ ６ ６ ６ ３ ３ ６

７ ７ ７ ７ ４ ４ ７

８ ８ ８ ８ ５ ５ ８

９ ９ ９ ９ ６ ６ ９

１０ １０ １０ １０ ７ ７ １０

１１ １１ １１ １１ ８ ８ １１

１２ １２ １２ １２ ９ ９ １２

１３ １３ １３ １３ １０ １０ １３

１４ １４ １４ １４ １１ １１ １４

１５ １５ １５ １５ １２ １２ １５

１６ １６ １６ １６ １３ １３ １６

１７ １７ １７ １７ １４ １４ １７

１８ １８ １８ １８ １５ １５ １８

１９ １９ １９ １９ １６ １６ １９

２０ ２０ ２０ ２０ １７ １７ ２０

２１ ２１ ２１ ２１ １８ １８ ２１

２２ ２２ ２２ ２２ １９ １９ ２２

２３ ２３ ２３ ２３ ２０ ２０ 　

２４ ２４ ２４ ２４ ２１ ２１ 　

２５ ２５ ２５ ２５ ２２ ２２ 　

２６ ２６ ２６ ２６ ２３ ２３ 　

２７ ２７ ２７ ２７ ２３ ２４ 　

２８ ２８ ２８ ２８ ２４ 　 　

２９ ２９ ２９ 　 　 　 　

３０ 　 ３０ 　 　 　 　

備考　これらの表の新号俸欄中「１級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第四　行政職俸給表（二）、専門行政職俸給表、研究職俸給表又は医療職俸給表（二）の１級となる職員の号俸の切替表（附則第

五項関係）

イ　行政職俸給表（二）の１級となる職員

旧号俸 新号俸

５等級 ４等級

１ 　 １

２ 　 ２

３ 　 ３

４ 　 ４

５ １ ５

６ ２ ６

７ ３ ７

８ ４ ８

９ ５ ９

１０ ６ １０

１１ ７ １１

１２ ８ １２

１３ ９ １３

１４ １０ １４

１５ １１ １５

１６ １２ １６
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１７ １３ １７

１８ １４ １８

１９

２０ １５ １９

２１

２２ １６ ２０

２３ １７ ２１

２４

２５ １８ ２２

２６ １９ ２３

２７

２８ ２０ ２４

２９ ２１ ２５

　 ２２ ２６

　 ２３ ２７

　 ２４ ２８

　 ２５ ２９

ロ　専門行政職俸給表の１級となる職員

旧号俸 新号俸

８等級 ７等級 ６等級

２から６まで 　 　 １

７ 　 　 ２

８ １ 　 ３

９ ２ 　 ４

１０ ３ 　 ５

１１ ４ １ ６

１２ ５ ２ ７

１３

１４

１５ ６ ３ ８

１６

１７

　 ７ ４ ９

　 ８ ５ １０

　 ９ ６ １１

　 １０ ７ １２

　 １１

　 １２ ８ １３

　 １３ ９ １４

　 １４

　 １５

　 １６ １０ １５

　 １７

　 １８ １１ １６

　 １９

　 　 １２ １７

　 　 １３ １８

　 　 １４ １９

　 　 １５ ２０

　 　 １６ ２１

　 　 １７ ２２

　 　 １８ ２３

　 　 １９ ２４

　 　 ２０ ２５

ハ　研究職俸給表の１級となる職員

旧号俸 新号俸

５等級 ４等級

２ 　 １

３ 　 ２

４ 　 ３

５ １ ４

６ ２ ５

７ ３ ６
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８ ４ ７

９ ５ ８

１０ ６ ９

１１ ７ １０

１２ ８ １１

１３

１４

１５ ９ １２

１６

１７

　 １０ １３

　 １１ １４

　 １２ １５

　 １３ １６

　 １４ １７

　 １５ １８

　 １６ １９

　 １７ ２０

　 １８ ２１

　 １９ ２２

　 ２０ ２３

　 ２１ ２４

　 ２２ ２５

　 ２３ ２６

　 ２４ ２７

　 ２５ ２８

　 ２６ ２９

ニ　医療職俸給表（二）の１級となる職員

旧号俸 新号俸

６等級 ５等級

２ 　 １

３ 　 ２

４ １ ３

５ ２ ４

６ ３ ５

７ ４ ６

８ ５ ７

９ ６ ８

１０ ７ ９

１１

１２ ８ １０

１３

　 ９ １１

　 １０ １２

　 １１ １３

　 １２ １４

　 １３ １５

　 １４ １６

　 １５ １７

　 １６ １８

　 １７ １９

　 １８ ２０

　 １９ ２１

　 ２０ ２２

備考　これらの表の旧号俸欄中「５等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附　則　（昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附　則　（昭和六一年一二月四日法律第九三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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（一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第四条　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において日本国有鉄道に使用されていた者であつて引き続き施行日に第四

十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となつたものに対する調整手当の

支給については、日本国有鉄道を同法第十一条の六第二項に規定する人事院規則で定める法人とみなして、同項の規定を適用する。

２　昭和六十一年一月一日から施行日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて昭和六十二年中に第四

十七条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十四条の三の規定の適用を受ける職員となつたものに係る同年におけ

る同条の規定の適用については、その職員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第二項第三号の給与特例法適用職員等であつた

ものとみなす。

（罰則の適用に関する経過措置）

第四十一条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（昭和六一年一二月二二日法律第一〇一号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律

（以下「改正後の法」という。）の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

（ 高号俸を超える俸給月額の切替え等）

３　昭和六十一年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級の 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日

における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与

等に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級

又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日

における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給

与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。）附則第七項の規定により

昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四

年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和六二年一二月一五日法律第一〇九号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十

七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項

の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に

一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第七項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与等に

関する法律（以下附則第八項までにおいて「改正後の法」という。）の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　昭和六十二年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けてい

た職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改正前の一般職の職員の給与

等に関する法律（以下附則第八項までにおいて「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員

及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定によ

る当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。切替期間にお

いて、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。）

附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額に

ついても、同様とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四

年改正法附則第七項及びこれらに基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

（住居手当に関する経過措置）

７　切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定に

よる住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に
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達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改

正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定によりこの法律の

施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支

給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる

職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日（同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事院規則で定

める日）までの間の住居手当についても、同様とする。

（給与の内払）

８　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（勤務を要しない時間に関する経過措置等）

９　附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律（附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この

項において同じ。）による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律（以下この項において「旧法」という。）附則第十二項の規定によ

り勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの（旧法附則第十

一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。）

及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の

勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、当該政令で定める日から人事院規則で定める日までの間は、この法律に

よる改正後の一般職の職員の給与等に関する法律（以下附則第十一項までにおいて「新法」という。）附則第十一項から第十三項までの

規定にかかわらず、各庁の長は、新法附則第十一項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して

人事院規則で定める時間数の勤務時間を、人事院規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

１０　前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新

法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律

の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第百九号）附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中

「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。

１１　附則第九項の規定による指定については、その指定は新法附則第十一項から第十三項までの規定による指定とみなして、新法附則第

十四項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与

等に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十二年法律第百九号）附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項

に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。

（人事院規則への委任）

１２　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和六三年一二月一三日法律第九二号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（人事院規則への委任）

２　この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（昭和六三年一二月二四日法律第一〇〇号）

（施行期日等）

１　この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一　第一条の規定（一般職の職員の給与等に関する法律（以下「給与法」という。）第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定を除く。

次項及び附則第四項において同じ。）及び次項から附則第八項までの規定　公布の日

二　第一条中給与法第十一条第二項第二号及び第四号の改正規定並びに第三条の規定　昭和六十四年四月一日

三　第二条の規定　公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

２　第一条の規定による改正後の給与法（以下「改正後の給与法」という。）の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　昭和六十三年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けてい

た職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日から第一条の規定の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法（以下「改正前の給与法」という。）

の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあ

つた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受け

ることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに

基づく人事院規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による

給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律（第三条の規定を除く。）の施行に関し必要な事項は人事院規則で定める。

附　則　（平成元年一二月一三日法律第七三号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十二条の次に一条を加える改正規定及び第十九条の六第一

項の改正規定並びに附則第九項から第十二項までの規定は、平成二年四月一日から施行する。
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２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律

（以下「改正後の法」という。）の規定は、平成元年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　平成元年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職

員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律（以下「改正前

の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸

給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及び

これらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づ

く人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成二年一二月二六日法律第七九号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第一項及び附則第十一項の改正規定並びに附則第九項の規定は、平成三年一

月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一

日から適用する。

（特定の号俸の切替え等）

３　平成二年四月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の一号俸である職員の

切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（ 高号俸等の切替え等）

４　切替日の前日において職務の級の 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及

びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

５　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与等に関する法律（以下「改正前の法」という。）

の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあ

った職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定による当

該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

６　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（旧号俸等の基礎）

７　附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の

法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（給与の内払）

８　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（休職者の給与に関する経過措置）

９　改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員

法（昭和二十二年法律第百二十号）第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休

職期間に係る給与についても適用する。

（人事院規則への委任）

１０　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表

俸給表 職務の級

行政職俸給表（一） １級　２級

行政職俸給表（二） １級

専門行政職俸給表 １級

税務職俸給表 １級　２級

公安職俸給表（一） １級　２級　３級

公安職俸給表（二） １級　２級

海事職俸給表（一） １級　２級

海事職俸給表（二） １級　２級

教育職俸給表（一） １級　２級
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教育職俸給表（二） １級　２級

教育職俸給表（三） １級　２級

教育職俸給表（四） １級

研究職俸給表 １級　２級

医療職俸給表（一） １級

医療職俸給表（二） １級　２級

医療職俸給表（三） １級　２級

附　則　（平成三年一二月二四日法律第一〇二号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定、第十一条第四項を削る改正規定、第十三条の四第六項並びに

第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、第十九条の七を第十九条の八とする改正規定、第十九条の六の改正規定、同条を第十九条の

七とし、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とし、第十九条の三を第十九条の四とする改正規定、第十九条

の二の次に一条を加える改正規定並びに第二十三条第七項の改正規定並びに附則第十二項から第二十項までの規定は、平成四年一月一日

から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律

（以下「改正後の法」という。）の規定は、平成三年四月一日から適用する。

（特定の職務の級の切替え）

３　平成三年四月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表（三）の六級であった職員

の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。

（特定の号俸の切替え等）

４　前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表（三）の七級となる職員（附則第六項に規定する職員を除く。）の切替日に

おける号俸（以下「新号俸」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則別

表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表（三）の六級となる職員（附則第六項に規定

する職員を除く。）の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

５　前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号

俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間）を新号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等の切替え等）

６　切替日の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給

月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

７　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律（以下「改正前

の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸

給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号

俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

８　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

９　附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の

法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（給与の内払）

１０　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払

とみなす。

（人事院規則への委任）

１１　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表　医療職俸給表（三）の７級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸

１から４まで １

５ ２

６ ３

７ ４

８ ５

９ ６

１０ ７

１１ ８

１２ ９

１３ １０

１４ １１

１５ １２

１６ １２

１７ １３

１８ １４

１９ １５

２０ １５

２１ １６

附　則　（平成三年一二月二四日法律第一〇九号）　抄
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（施行期日）

第一条　この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附　則　（平成四年四月二日法律第二八号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（平成四年一二月一六日法律第九二号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十一条の三第二

項第一号及び第十一条の六の改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与等

に関する法律（以下「改正後の法」という。）の規定は、平成四年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　平成四年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間（以下「切替期間」という。）において、この法律による改

正前の一般職の職員の給与等に関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職

員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定

による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づ

く人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（扶養手当に関する経過措置）

７　次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨（第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する

者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者（届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）がなく、かつ、改正前の法第十一条第二項第二号から第五号ま

での扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。）を改正後の法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者に届け

出なければならない。

一　切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の

法第十一条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの（以下「新規扶養親族たる子等」という。）を有していたもの

二　切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

三　切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

四　切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

五　新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者（改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除

く。）があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の法第十

一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

六　新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、

かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

８　前項の規定による届出を行った者に対する改正後の法第十一条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の

規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律（平成四年法律第九十二号。以下

「改正法」という。）附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じ

た日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたと

き、又は改正法附則第七項の規定による届出が改正法の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第

三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正法附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「（扶

養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「（扶養親族たる子、父母等で同項又は改正法附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母

等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正法附則第七項」とする。

９　職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の法第十一条の二第二項ただし書（同条第三項において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「一般職の職員の給与

等に関する法律の一部を改正する法律（平成四年法律第九十二号）の施行の日から三十日」とする。

一　施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

二　施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

三　施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改

正前の法第十一条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

（調整手当に関する暫定措置）

１０　平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この法律による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律第十

一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

（住居手当に関する経過措置）

１１　切替期間において、改正前の法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の法第十一条の七の規定

による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額

に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、

改正後の法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際改正前の法第十一条の七の規定により施行日を

含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の法第十一条の七の規定による住居手当を支給されない

こととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行
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日から平成五年三月三十一日（同日前に人事院規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事院規則で定める日）までの間の住居手当

についても、同様とする。

（切替日から平成四年四月三十日までの間の非常勤職員の給与）

１２　改正後の法第二十二条第一項の規定の切替日から平成四年四月三十日までの間における適用については、同項中「三万六千八百円」

とあるのは、「三万三千六百円」とする。

（給与の内払）

１３　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払

とみなす。

（人事院規則への委任）

１４　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成五年一一月一二日法律第八二号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十六条、第十七条及び第十八条の二の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律

（以下「改正後の法」という。）及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律（昭和二十四年法律第二百号）の規定は、平成五年四月一日か

ら適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　平成五年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律（以下「改正前

の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸

給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月

額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づ

く人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律（次項の規定を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成六年六月一五日法律第三三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（平成六年一一月七日法律第八九号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初

日であるときは、その日）から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正

規定中別表第六ロの備考（二）及びハの備考（二）に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正後の法」という。）の規定は、平成六年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　平成六年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正前の

法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給

月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額

及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づ

く人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（給与の内払）

７　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成七年三月三一日法律第五一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附　則　（平成七年一〇月二五日法律第一一六号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の七（同条を第十一条の八とする部分を除く。）、第十二条並びに第十九条の二

第一項及び第二項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

２　この法律（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。）による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以

下「改正後の法」という。）の規定は、平成七年四月一日から適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

３　平成七年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に

関する法律（以下「改正前の法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は

その受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の法の規定による当該適用の日又は異動の

日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

６　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づ

く人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整）

７　施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその

受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる

期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の法の規

定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができ

る。

（調整手当に関する経過措置）

８　改正後の法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員について

は、適用しない。

（給与の内払）

９　改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払と

みなす。

（人事院規則への委任）

１０　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成八年一二月一一日法律第一一二号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第十九条の二第一項及び第二項の改正規定　平成九年一月一日

二　第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定（同項第一号及び第二号を改める部分を除く。）、給与

法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九

条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの

改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九

項までの規定　平成九年四月一日

２　第一条の規定（前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。）による改正後の給与法（以下「改正後の給与法」とい

う。）の規定は、平成八年四月一日から適用する。

（特定の号俸の切替え等）

３　平成八年四月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者の受ける号俸（以下「旧号俸」という。）が附則別表のイからチま

での表（以下「切替表」という。）の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員（附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職

員」という。）のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職

員で切替日において旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同

じ。）が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号

俸とする。

４　特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸

に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算し

てそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものと

し、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とす

る。

５　附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の改正後の給与法第八条第六項の規定

の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間（その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である

場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間）を切替日における

号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等の切替え等）

６　切替日の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給

月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
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（切替期間における異動者の号俸等）

７　切替日からこの法律の施行の日（附則第十一項において「施行日」という。）の前日までの間において、第一条の規定による改正前の

給与法（以下「改正前の給与法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又は

その受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の

日（次項において「異動日」という。）における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日におけ

る号俸は、人事院が定める。

８　前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日にお

いて受けていた俸給月額（改正前の給与法別表第六ロの備考（二）又はハの備考（二）の規定の適用を受けていた職員にあっては、これ

らの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。）に達しない職員の当該号俸を受ける間

の俸給月額（改正後の給与法別表第六ロの備考（二）又はハの備考（二）の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用が

ないものとした場合の俸給月額）は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわ

らず、旧俸給月額とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

９　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用す

る。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

１０　附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前

の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整）

１１　施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はそ

の受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期

間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の

規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。

（改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置）

１２　改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考（二）及びハの備考（二）の規定の切替日か

ら平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額と

される一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成八年法律第百十二号）附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月

額欄に定める額（以下「暫定俸給月額」という。）」と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸

又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考（二）及びハの備考（二）中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定

俸給月額」とする。

１３　切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三

十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

（給与の内払）

１４　改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定によ

る給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１５　附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表　特定号俸職員の号俸の切替表

イ　専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

２級 ３級 ４級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ 　 　 １ ９ ２５８，０００ １ ３ ２９８，３００

２ ２ ３ ２２７，９００ １ 　 　 ２ ６ ３０８，２００

３ ３ ６ ２３６，５００ ２ ３ ２７６，６００ ３ ９ ３１８，２００

４ ４ ６ ２４５，９００ ３ ６ ２８６，０００ ３ 　 　

５ ５ ９ ２５４，８００ ４ ６ ２９５，５００ ４ 　 　

６ ５ 　 　 ５ ６ ３０５，２００ ５ 　 　

７ ６ ３ ２７２，０００ ６ ９ ３１５，０００ ６ 　 　

８ ７ ６ ２８０，５００ ６ 　 　 ７ 　 　

９ ８ ６ ２８８，９００ ７ 　 　 ８ 　 　

１０ ９ ６ ２９７，４００ ８ 　 　 ９ 　 　

１１ １０ ９ ３０５，８００ ９ 　 　 １０ 　 　

１２ １０ 　 　 １０ 　 　 １１ 　 　

１３ １１ 　 　 １１ 　 　 １２ 　 　

１４ １２ 　 　 １２ 　 　 １３ 　 　

１５ １３ 　 　 １３ 　 　 １４ 　 　

１６ １４ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　

１７ １５ 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　

１８ １６ 　 　 １６ 　 　 １７ 　 　

１９ １７ 　 　 １７ 　 　 １８ 　 　
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２０ １８ 　 　 １８ 　 　 １９ 　 　

２１ １９ 　 　 １９ 　 　 　 　 　

２２ ２０ 　 　 ２０ 　 　 　 　 　

２３ ２１ 　 　 ２１ 　 　 　 　 　

ロ　海事職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

３級 ４級 ５級 ６級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ 　 　 １ ３ ２９３，９００ １ 　 　 １ 　 　

２ ２ 　 　 ２ ６ ３０５，３００ ２ 　 　 ２ 　 　

３ ３ 　 　 ３ ９ ３１６，６００ ３ 　 　 ３ 　 　

４ ４ 　 　 ３ 　 　 ４ 　 　 ４ ３ ４０６，５００

５ ５ ３ ２８９，３００ ４ 　 　 ５ 　 　 ５ ６ ４１９，６００

６ ６ ６ ２９９，６００ ５ ３ ３４９，５００ ６ 　 　 ６ ９ ４３２，４００

７ ７ ９ ３０９，２００ ６ ６ ３６０，０００ ７ ３ ３９５，９００ ６ 　 　

８ ７ 　 　 ７ ６ ３７０，０００ ８ ６ ４０６，４００ ７ 　 　

９ ８ 　 　 ８ ６ ３７９，７００ ９ ９ ４１６，６００ ８ 　 　

１０ ９ 　 　 ９ ６ ３８９，０００ ９ 　 　 ９ 　 　

１１ １０ 　 　 １０ ６ ３９７，６００ １０ 　 　 １０ 　 　

１２ １１ 　 　 １１ ９ ４０６，８００ １１ 　 　 １１ 　 　

１３ １２ 　 　 １１ 　 　 １２ 　 　 １２ 　 　

１４ １３ 　 　 １２ 　 　 １３ 　 　 １３ 　 　

１５ １４ 　 　 １３ 　 　 １４ 　 　 １４ 　 　

１６ １５ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　 １５ 　 　

１７ １６ 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　 １６ 　 　

１８ １７ 　 　 １６ 　 　 １７ 　 　 １７ 　 　

１９ １８ 　 　 １７ 　 　 １８ 　 　 １８ 　 　

２０ １９ 　 　 １８ 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　

２１ ２０ 　 　 １９ 　 　 ２０ 　 　 　 　 　

２２ ２１ 　 　 ２０ 　 　 ２１ 　 　 　 　 　

２３ ２２ 　 　 ２１ 　 　 ２２ 　 　 　 　 　

２４ ２３ 　 　 ２２ 　 　 　 　 　 　 　 　

２５ ２４ 　 　 ２３ 　 　 　 　 　 　 　 　

２６ ２５ 　 　 ２４ 　 　 　 　 　 　 　 　

２７ ２６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ハ　教育職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

２級 ３級 ４級 ５級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ ― 　 　 １ ３ ２５０，２００ １ 　 　 １ ６ ３５９，０００

２ ２ 　 　 ２ ６ ２５９，６００ ２ ３ ２９７，２００ ２ ９ ３７１，３００

３ ３ 　 　 ３ ９ ２６９，１００ ３ ６ ３０８，４００ ２ 　 　

４ ４ 　 　 ３ 　 　 ４ ９ ３１９，７００ ３ 　 　

５ ５ 　 　 ４ ３ ２８８，７００ ４ 　 　 ４ 　 　

６ ６ 　 　 ５ ６ ２９８，８００ ５ ３ ３４２，５００ ５ 　 　

７ ７ ３ ２４８，８００ ６ ９ ３０９，３００ ６ ６ ３５３，９００ ６ 　 　

８ ８ ６ ２５８，２００ ６ 　 　 ７ ９ ３６５，２００ ７ 　 　

９ ９ ９ ２６７，４００ ７ ３ ３３０，０００ ７ 　 　 ８ 　 　

１０ ９ 　 　 ８ ６ ３４０，０００ ８ 　 　 ９ 　 　

１１ １０ ３ ２８６，０００ ９ ９ ３５０，０００ ９ 　 　 １０ 　 　

１２ １１ ６ ２９５，２００ ９ 　 　 １０ 　 　 １１ 　 　

１３ １２ ９ ３０４，３００ １０ 　 　 １１ 　 　 １２ 　 　

１４ １２ 　 　 １１ 　 　 １２ 　 　 １３ 　 　

１５ １３ 　 　 １２ 　 　 １３ 　 　 １４ 　 　

１６ １４ 　 　 １３ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　

１７ １５ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　

１８ １６ 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　 １７ 　 　

１９ １７ 　 　 １６ 　 　 １７ 　 　 １８ 　 　

２０ １８ 　 　 １７ 　 　 １８ 　 　 １９ 　 　

２１ １９ 　 　 １８ 　 　 １９ 　 　 ２０ 　 　

２２ ２０ 　 　 １９ 　 　 ２０ 　 　 ２１ 　 　

２３ ２１ 　 　 ２０ 　 　 ２１ 　 　 ２２ 　 　

２４ ２２ 　 　 ２１ 　 　 ２２ 　 　 　 　 　
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２５ ２３ 　 　 ２２ 　 　 ２３ 　 　 　 　 　

２６ ２４ 　 　 ２３ 　 　 ２４ 　 　 　 　 　

２７ ２５ 　 　 ２４ 　 　 ２５ 　 　 　 　 　

２８ ２６ 　 　 ２５ 　 　 　 　 　 　 　 　

２９ ２７ 　 　 ２６ 　 　 　 　 　 　 　 　

３０ ２８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３１ ２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３２ ３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３３ ３１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３４ ３２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３５ ３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

ニ　教育職俸給表（二）の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

２級 ３級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円

１ ― 　 　 １ ３ ３０８，０００

２ ２ 　 　 ２ ６ ３１８，１００

３ ３ 　 　 ３ ９ ３２８，３００

４ ４ 　 　 ３ 　 　

５ ５ 　 　 ４ 　 　

６ ６ 　 　 ５ 　 　

７ ７ ３ ２２８，８００ ６ 　 　

８ ８ ６ ２３７，２００ ７ 　 　

９ ９ ９ ２４５，８００ ８ 　 　

１０ ９ 　 　 ９ 　 　

１１ １０ ３ ２６３，２００ １０ 　 　

１２ １１ ６ ２７３，１００ １１ 　 　

１３ １２ ９ ２８３，０００ １２ 　 　

１４ １２ 　 　 １３ 　 　

１５ １３ ３ ３０２，８００ １４ 　 　

１６ １４ ６ ３１２，７００ １５ 　 　

１７ １５ ９ ３２２，８００ １６ 　 　

１８ １５ 　 　 １７ 　 　

１９ １６ 　 　 １８ 　 　

２０ １７ 　 　 １９ 　 　

２１ １８ 　 　 ２０ 　 　

２２ １９ 　 　 ２１ 　 　

２３ ２０ 　 　 ２２ 　 　

２４ ２１ 　 　 　 　 　

２５ ２２ 　 　 　 　 　

２６ ２３ 　 　 　 　 　

２７ ２４ 　 　 　 　 　

２８ ２５ 　 　 　 　 　

２９ ２６ 　 　 　 　 　

３０ ２７ 　 　 　 　 　

３１ ２８ 　 　 　 　 　

３２ ２９ 　 　 　 　 　

３３ ３０ 　 　 　 　 　

３４ ３１ 　 　 　 　 　

３５ ３２ 　 　 　 　 　

ホ　教育職俸給表（三）の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

２級 ３級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円

１ ― 　 　 １ ３ ２６６，８００

２ ２ 　 　 ２ ６ ２７７，１００

３ ３ 　 　 ３ ９ ２８７，４００

４ ４ 　 　 ３ 　 　

５ ５ 　 　 ４ ３ ３０８，０００

６ ６ 　 　 ５ ６ ３１８，１００

７ ７ 　 　 ６ ９ ３２８，３００

８ ８ 　 　 ６ 　 　

９ ９ 　 　 ７ 　 　
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１０ １０ ３ ２２８，８００ ８ 　 　

１１ １１ ６ ２３７，２００ ９ 　 　

１２ １２ ９ ２４５，８００ １０ 　 　

１３ １２ 　 　 １１ 　 　

１４ １３ ３ ２６３，２００ １２ 　 　

１５ １４ ６ ２７３，１００ １３ 　 　

１６ １５ ９ ２８３，０００ １４ 　 　

１７ １５ 　 　 １５ 　 　

１８ １６ ３ ３０２，８００ １６ 　 　

１９ １７ ６ ３１２，７００ １７ 　 　

２０ １８ ９ ３２２，８００ １８ 　 　

２１ １８ 　 　 １９ 　 　

２２ １９ 　 　 ２０ 　 　

２３ ２０ 　 　 ２１ 　 　

２４ ２１ 　 　 ２２ 　 　

２５ ２２ 　 　 ２３ 　 　

２６ ２３ 　 　 ２４ 　 　

２７ ２４ 　 　 ２５ 　 　

２８ ２５ 　 　 　 　 　

２９ ２６ 　 　 　 　 　

３０ ２７ 　 　 　 　 　

３１ ２８ 　 　 　 　 　

３２ ２９ 　 　 　 　 　

３３ ３０ 　 　 　 　 　

３４ ３１ 　 　 　 　 　

３５ ３２ 　 　 　 　 　

３６ ３３ 　 　 　 　 　

３７ ３４ 　 　 　 　 　

３８ ３５ 　 　 　 　 　

ヘ　教育職俸給表（四）の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

２級 ３級 ４級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ １ 　 　 １ ３ ２５０，２００ １ ６ ３０８，４００

２ ２ 　 　 ２ ６ ２５９，６００ ２ ９ ３１９，７００

３ ３ 　 　 ３ ９ ２６９，１００ ２ 　 　

４ ４ 　 　 ３ 　 　 ３ ３ ３４２，５００

５ ５ 　 　 ４ ３ ２８８，７００ ４ ６ ３５３，９００

６ ６ ３ ２４８，８００ ５ ６ ２９８，８００ ５ ９ ３６５，２００

７ ７ ６ ２５８，２００ ６ ９ ３０９，７００ ５ 　 　

８ ８ ９ ２６７，４００ ６ 　 　 ６ 　 　

９ ８ 　 　 ７ ３ ３３２，１００ ７ 　 　

１０ ９ ３ ２８６，０００ ８ ６ ３４３，４００ ８ 　 　

１１ １０ ６ ２９５，４００ ９ ９ ３５４，７００ ９ 　 　

１２ １１ ９ ３０５，３００ ９ 　 　 １０ 　 　

１３ １１ 　 　 １０ 　 　 １１ 　 　

１４ １２ ３ ３２５，３００ １１ 　 　 １２ 　 　

１５ １３ ６ ３３５，０００ １２ 　 　 １３ 　 　

１６ １４ ９ ３４４，５００ １３ 　 　 １４ 　 　

１７ １４ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　

１８ １５ 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　

１９ １６ 　 　 １６ 　 　 １７ 　 　

２０ １７ 　 　 １７ 　 　 １８ 　 　

２１ １８ 　 　 １８ 　 　 １９ 　 　

２２ １９ 　 　 １９ 　 　 ２０ 　 　

２３ ２０ 　 　 ２０ 　 　 ２１ 　 　

２４ ２１ 　 　 ２１ 　 　 ２２ 　 　

２５ ２２ 　 　 ２２ 　 　 ２３ 　 　

２６ ２３ 　 　 ２３ 　 　 ２４ 　 　

２７ ２４ 　 　 ２４ 　 　 　 　 　

２８ ２５ 　 　 ２５ 　 　 　 　 　

２９ ２６ 　 　 ２６ 　 　 　 　 　

３０ ２７ 　 　 　 　 　 　 　 　

３１ ２８ 　 　 　 　 　 　 　 　

３２ ２９ 　 　 　 　 　 　 　 　
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３３ ３０ 　 　 　 　 　 　 　 　

３４ ３１ 　 　 　 　 　 　 　 　

ト　研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

２級 ３級 ４級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ ― 　 　 １ 　 　 １ 　 　

２ ２ 　 　 ２ ３ ２６５，３００ ２ ３ ３０７，２００

３ ３ 　 　 ３ ６ ２７５，３００ ３ ６ ３１７，６００

４ ４ 　 　 ４ ９ ２８５，３００ ４ ９ ３２８，１００

５ ５ 　 　 ４ 　 　 ４ 　 　

６ ６ 　 　 ５ ３ ３０５，３００ ５ 　 　

７ ７ ３ ２２９，４００ ６ ６ ３１５，５００ ６ 　 　

８ ８ ６ ２３８，１００ ７ ９ ３２５，８００ ７ 　 　

９ ９ ９ ２４６，８００ ７ 　 　 ８ 　 　

１０ ９ 　 　 ８ 　 　 ９ 　 　

１１ １０ ３ ２６３，３００ ９ 　 　 １０ 　 　

１２ １１ ６ ２７０，９００ １０ 　 　 １１ 　 　

１３ １２ ９ ２７８，４００ １１ 　 　 １２ 　 　

１４ １２ 　 　 １２ 　 　 １３ 　 　

１５ １３ 　 　 １３ 　 　 １４ 　 　

１６ １４ 　 　 １４ 　 　 １５ 　 　

１７ １５ 　 　 １５ 　 　 １６ 　 　

１８ １６ 　 　 １６ 　 　 １７ 　 　

１９ １７ 　 　 １７ 　 　 １８ 　 　

２０ １８ 　 　 １８ 　 　 １９ 　 　

２１ １９ 　 　 １９ 　 　 ２０ 　 　

２２ ２０ 　 　 ２０ 　 　 ２１ 　 　

２３ ２１ 　 　 ２１ 　 　 ２２ 　 　

２４ ２２ 　 　 ２２ 　 　 　 　 　

２５ ２３ 　 　 ２３ 　 　 　 　 　

２６ ２４ 　 　 ２４ 　 　 　 　 　

２７ ２５ 　 　 　 　 　 　 　 　

２８ ２６ 　 　 　 　 　 　 　 　

２９ ２７ 　 　 　 　 　 　 　 　

３０ ２８ 　 　 　 　 　 　 　 　

チ　医療職俸給表（一）の適用を受ける職員

旧号俸 職務の級

１級 ２級 ３級

新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額 新号俸 期間 暫定俸給月額

　 　 月 円 　 月 円 　 月 円

１ ― 　 　 １ 　 　 １ ９ ３３４，９００

２ ２ 　 　 ２ ３ ３０８，３００ １ 　 　

３ ３ 　 　 ３ ６ ３２０，４００ ２ ３ ３６０，０００

４ ４ ３ ２５７，０００ ４ ９ ３３２，７００ ３ ６ ３７２，６００

５ ５ ６ ２６８，５００ ４ 　 　 ４ ９ ３８５，２００

６ ６ ９ ２８０，５００ ５ ３ ３５７，５００ ４ 　 　

７ ６ 　 　 ６ ６ ３６９，９００ ５ 　 　

８ ７ ３ ３０４，６００ ７ ９ ３８２，４００ ６ 　 　

９ ８ ６ ３１６，６００ ７ 　 　 ７ 　 　

１０ ９ ９ ３２８，３００ ８ 　 　 ８ 　 　

１１ ９ 　 　 ９ 　 　 ９ 　 　

１２ １０ ３ ３４８，０００ １０ 　 　 １０ 　 　

１３ １１ ６ ３５７，６００ １１ 　 　 １１ 　 　

１４ １２ ９ ３６７，１００ １２ 　 　 １２ 　 　

１５ １２ 　 　 １３ 　 　 １３ 　 　

１６ １３ 　 　 １４ 　 　 １４ 　 　

１７ １４ 　 　 １５ 　 　 １５ 　 　

１８ １５ 　 　 １６ 　 　 １６ 　 　

１９ １６ 　 　 １７ 　 　 １７ 　 　

２０ １７ 　 　 １８ 　 　 １８ 　 　

２１ 　 　 　 １９ 　 　 １９ 　 　

２２ 　 　 　 ２０ 　 　 ２０ 　 　

２３ 　 　 　 ２１ 　 　 ２１ 　 　
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２４ 　 　 　 ２２ 　 　 ２２ 　 　

２５ 　 　 　 ２３ 　 　 ２３ 　 　

附　則　（平成九年六月四日法律第六六号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一〇日法律第一一二号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第五条第一項の改正規定（「同じ。）」の下に「、ハワイ観測所

勤務手当」を加える部分を除く。）、給与法第十九条の二第一項及び第二項の改正規定、給与法第十九条の四第二項の改正規定（「百分

の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。）、給与法第十九条の七第二項及び第十九条の十の改正規定、同条を給与法第十九条

の十一とする改正規定、給与法第十九条の九第一項の改正規定、同条を給与法第十九条の十とし、給与法第十九条の八を給与法第十九

条の九とし、給与法第十九条の七の次に一条を加える改正規定並びに給与法第二十三条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の

改正規定並びに附則第三項、第十項、第十三項、第十四項及び第十六項から第二十項までの規定　平成十年一月一日

二　第一条中給与法第十三条の三第一項及び第二項並びに第二十二条第一項の改正規定並びに給与法別表第一から別表第九までの改正規

定（別表第九に係る部分に限る。）　平成十年四月一日

２　第一条の規定（前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。）による改正後の給与法（次項を除き、以下「改正後の

給与法」という。）の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、

給与及び勤務時間の特例に関する法律（附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定は同年六月四日から適用す

る。

３　第一条の規定（附則第一項第一号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の給与法（附則第十項において「新給与法」という。）第十

九条の八第二項（「当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じ各庁の長又は

その委任を受けた者が人事院規則の定める基準に従つて定める額を減じて得た額）」に係る部分に限る。）及び第三項の規定は、同条第一

項に規定する基準日が平成十年六月一日以後である期末特別手当について適用する。

（ 高号俸等の切替え等）

４　平成九年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けて

いた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

５　切替日からこの法律の施行の日（附則第八項及び第九項において「施行日」という。）の前日までの間において、第一条の規定による

改正前の給与法（以下「改正前の給与法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務

の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又

は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

６　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

７　前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに

基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整）

８　施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及

びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及び

これらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異

動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところによ

り、必要な調整を行うことができる。

（ハワイ観測所勤務手当を支給される職員の超過勤務手当等の額の特例）

９　改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用

の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正

後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤

手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定に

より支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。

（期末特別手当に関する特例措置）

１０　平成十年三月に支給する期末特別手当に関する新給与法第十九条の八第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあ

るのは、「百分の五十」とする。

（給与の内払）

１１　改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一

般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改

正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定によりハ

ワイ観測所勤務手当を支給されることとなる職員に支給された調整手当、通勤手当又は単身赴任手当（それぞれハワイ観測所勤務手当が

支給されることとなる期間に係るものに限る。）は、同条第一項又は第三項の規定によるハワイ観測所勤務手当の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１２　附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成一〇年一〇月一六日法律第一二〇号）

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第十九条の二第

一項及び第二項の改正規定は平成十一年一月一日から、第一条中給与法第八条第六項、第八項及び第九項並びに第十九条の九第一項及び

第三項の改正規定並びに附則第十一項から第十三項までの規定は同年四月一日から施行する。
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２　第一条の規定（前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。）による改正後の給与法（以下「改正後の給与法」

という。）の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（附則第十一項

において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定は、平成十年四月一日から適用する。

（特定の職務の級の切替え）

３　平成十年四月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者が属していた職務の級が公安職俸給表（一）の二級であった職員

の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の特二級又は二級とする。

（特定の号俸の切替え等）

４　前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表（一）の特二級となる職員（附則第六項に規定する職員を除く。）の切替日

における号俸（以下「新号俸」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸（以下「旧号俸」という。）に対応する附則

別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が公安職俸給表（一）の二級となる職員（附則第六項に規

定する職員を除く。）の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

５　前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における 初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、

旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間）を新号俸を受ける期間に通算する。

（ 高号俸等の切替え等）

６　切替日の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給

月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

７　切替日からこの法律の施行の日（附則第十項において「施行日」という。）の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給

与法（以下「改正前の給与法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はそ

の受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日

における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

８　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

９　附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の

給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整）

１０　施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職

員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額

及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又

は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところに

より、必要な調整を行うことができる。

（給与の内払）

１１　改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一

般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改

正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１２　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表　公安職俸給表（一）の特２級となる職員の号俸の切替表

旧号俸 新号俸

２及び３ ２

４ ３

５ ４

６ ５

７ ６

８ ７

９ ８

１０ ９

１１ １０

１２ １１

１３ １２

１４ １３

１５ １４

１６ １５

１７ １６

１８ １７

１９ １８

２０ １９

２１ ２０

２２ ２１

２３ ２２

２４ ２３

２５ ２４

２６ ２５
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２７ ２６

２８ ２７

２９ ２８

３０ ２９

３１ ３０

３２ ３０

３３ ３１

３４ ３１

３５ ３２

附　則　（平成一一年七月七日法律第八三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

（旧法再任用職員に関する経過措置）

第三条　

２　旧法再任用職員に対する第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条及び第二条の二の規定、第三条の規

定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第八条第十一項、第十九条の四第三項、第十九条の七第二項、第十九条の八第三項、

第十九条の九第二項、第十九条の十第四項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第四条の規定による改正後の一般職の職員の給与

に関する法律等の一部を改正する法律附則第十五項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第八十一条の四第一項の

規定により採用された職員でないものとみなす。

附　則　（平成一一年七月一六日法律第一〇四号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

（政令への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附　則　（平成一一年一一月二五日法律第一四一号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第六条第一項並びに第十九条の二第一項及び第二項の改正規

定並びに給与法別表第九を別表第十とし、別表第八の次に一表を加える改正規定、第三条の規定、第五条中国家公務員法等の一部を改

正する法律第三条の改正規定（給与法別表第一から別表第八までに係る部分に限る。）並びに附則第七項から第十一項まで及び第十五

項から第二十項までの規定　平成十二年一月一日

二　第二条の規定及び第五条中国家公務員法等の一部を改正する法律第三条の改正規定（給与法別表第一から別表第八までに係る部分を

除く。）　平成十二年四月一日

２　第一条の規定（前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。）による改正後の給与法（附則第九項を除き、以下「改

正後の給与法」という。）の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律

（附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

（ 高号俸を超える俸給月額の切替え等）

３　平成十一年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において職務の級における 高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切

替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（切替期間における異動者の号俸等）

４　切替日からこの法律の施行の日（以下この項及び附則第六項において「施行日」という。）の前日までの間において、第一条の規定に

よる改正前の給与法（附則第十二項を除き、以下「改正前の給与法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなっ

た職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与

法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。

切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特

例に関する法律の一部を改正する法律（平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。）附則

第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日におけ

る号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

（切替日前の異動者の号俸等の調整）

５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整）

６　施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員

及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及

びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は

異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところによ

り、必要な調整を行うことができる。

（福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え）

７　平成十二年一月一日（以下「特定切替日」という。）の前日において行政職俸給表（一）又は行政職俸給表（二）の適用を受けていた

職員のうち、特定切替日において福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の特定切替日における職務の級（以下「新級」という。）

は、特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の

級とする。

（福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替え等）

８　前項の規定により新級を決定される職員（附則第十項に規定する職員を除く。）の特定切替日における号俸（以下「新号俸」という。）

は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号俸（以下「旧号俸」という。）に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
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９　前項の規定により新号俸を決定される職員に対する特定切替日以降における 初の第一条の規定による改正後の給与法第八条第六項又

は平成十年改正法附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあっては、

人事院の定める期間）を新号俸を受ける期間に通算する。

（福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の 高号俸等の切替え等）

１０　附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日の前日において職務の級における 高の号俸又は 高の号俸を超

える俸給月額を受けていた職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院

規則で定める。

（福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員のうち特定切替日前の異動者の号俸等の調整）

１１　附則第七項の規定により新級を決定される職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに

準ずる職員の特定切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の

級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行う

ことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

１２　附則第三項から第五項まで及び第七項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号

俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法又は平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規

則の規定に従って定められたものでなければならない。

（給与の内払）

１３　改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一

般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改

正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

１４　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一　福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級

行政職俸給表（一） １級 １級

　 ２級 　

　 ３級 ２級

　 ４級 　

　 ５級 ３級

　 ６級 ４級

　 ７級 　

　 ８級 ５級

　 ９級 ６級

行政職俸給表（二） １級 １級

　 ２級 　

　 ３級 ２級

附則別表第二　福祉職俸給表の適用を受けることとなる職員の号俸の切替表

イ　特定切替日の前日において行政職俸給表（一）の適用を受ける職員の新号俸

　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級

旧号俸 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１ 　 　 　 １ ５ １ １ ３ １ １

２ 　 １ ６ ２ ６ ２ ２ ４ ２ ２

３ 　 １ ７ ３ ７ ３ ３ ５ ３ ３

４ 　 ２ ８ ４ ８ ４ ４ ６ ４ ４

５ 　 ３ ９ ５ ９ ５ ５ ７ ５ ５

６ 　 ４ １０ ６ １０ ６ ６ ８ ６ ６

７ 　 ５ １１ ７ １１ ７ ７ ９ ７ ７

８ 　 ６ １２ ８ １２ ８ ８ １０ ８ ８

９ 　 ７ １３ ９ １３ ９ ９ １１ ９ ９

１０ 　 ８ １４ １０ １４ １０ １０ １２ １０ １０

１１ 　 ９ １５ １１ １５ １１ １１ １３ １１ １１

１２ 　 ９ １６ １１ １６ １２ １２ １４ １２ １２

１３ 　 ９ １７ １２ １７ １３ １３ １５ １３ １３

１４ 　 １０ １８ １３ １８ １４ １４ １６ １４ １４

１５ 　 １０ １９ １３ １９ １５ １５ １７ １５ １５

１６ 　 　 ２０ １４ ２０ １６ １６ １８ １６ １６

１７ 　 　 ２１ １４ ２１ １７ １７ １９ １７ １７

１８ 　 　 ２２ １５ ２２ １８ １８ ２０ １８ 　

１９ 　 　 　 １５ ２３ １９ １８ ２１ １９ 　

２０ 　 　 　 １５ ２４ ２０ １９ ２２ ２０ 　

２１ 　 　 　 １６ ２５ ２１ ２０ ２３ 　 　

２２ 　 　 　 １６ ２６ ２２ ２１ 　 　 　

２３ 　 　 　 １６ ２７ ２３ ２２ 　 　 　

２４ 　 　 　 １６ ２８ ２４ 　 　 　 　
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２５ 　 　 　 １７ ２９ ２５ 　 　 　 　

２６ 　 　 　 １７ ３０ 　 　 　 　 　

２７ 　 　 　 １７ ３１ 　 　 　 　 　

２８ 　 　 　 １８ 　 　 　 　 　 　

２９ 　 　 　 １８ 　 　 　 　 　 　

３０ 　 　 　 １８ 　 　 　 　 　 　

３１ 　 　 　 １８ 　 　 　 　 　 　

ロ　特定切替日の前日において行政職俸給表（二）の適用を受ける職員の新号俸

　 旧級 １級 ２級 ３級

旧号俸 　 　 　 　

１ 　 　 ５ １

２ 　 １ ６ ２

３ 　 １ ７ ３

４ 　 １ ８ ４

５ 　 １ ９ ５

６ 　 １ １０ ５

７ 　 ２ １１ ６

８ 　 ３ １２ ７

９ 　 ４ １３ ８

１０ 　 ５ １４ ８

１１ 　 ６ １５ ９

１２ 　 ７ １６ １０

１３ 　 ８ １７ １１

１４ 　 ９ １８ １１

１５ 　 １０ １９ １２

１６ 　 １１ ２０ １３

１７ 　 １２ ２１ １３

１８ 　 １３ ２２ １４

１９ 　 １３ ２３ １４

２０ 　 １４ ２４ １５

２１ 　 １５ ２５ １５

２２ 　 １５ ２６ １５

２３ 　 １６ ２７ １６

２４ 　 １６ ２８ １６

２５ 　 １７ ２９ １６

２６ 　 １７ ３０ １７

２７ 　 １７ ３１ １７

２８ 　 １８ ３２ １７

２９ 　 １８ ３３ １８

３０ 　 １９ ３４ １８

３１ 　 １９ ３５ 　

３２ 　 　 ３６ 　

附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）

、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定　公布の日

附　則　（平成一二年一一月二二日法律第一二二号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（次項において「改正後の法」という。）の規定は、平成十二年四月一

日から適用する。

（給与の内払）

３　改正後の法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給さ

れた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

附　則　（平成一三年一一月二八日法律第一二六号）　抄

（施行期日等）

１　この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法（昭和二

十二年法律第六十七号）の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）の

規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附　則　（平成一三年一二月一二日法律第一五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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（罰則に関する経過措置）

第四十三条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（経過措置の政令への委任）

第四十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成一四年七月三一日法律第九八号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条

の規定　公布の日

（罰則に関する経過措置）

第三十八条　施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効

力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第三十九条　この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政

令で定める。

附　則　（平成一四年一一月二二日法律第一〇六号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第四

条、第六条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

（職務の級における 高の号俸を超える俸給月額等の切替え等）

２　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月

額（第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間）は、人事院規

則で定める。

一　一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における 高の

号俸を超える俸給月額

（施行日前の異動者の号俸等の調整）

３　施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

４　前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前

の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改

正する法律（平成十年法律第百二十号）附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定

による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（平成十四年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置）

５　平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当（以下この項において「期末手当等」という。）の額は、第一条の規定による

改正後の給与法（以下この項において「改正後の給与法」という。）第十九条の四第二項（同条第三項、第三条の規定による改正後の任

期付研究員法（第二号において「改正後の任期付研究員法」という。）第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法（同

号において「改正後の任期付職員法」という。）第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項から第六項ま

で、第十九条の八第二項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第

一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律

第百十七号）第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額（以下この項において「基準額」とい

う。）から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額（同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える

場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額）とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じ

た額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

一　平成十四年十二月一日（期末手当等について改正後の給与法第十九条の四第一項後段、第十九条の八第一項後段又は第二十三条第七

項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」とい

う。）まで引き続いて在職した期間で同年四月一日から施行日の前日までのもの（当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で

同月一日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事院規則で定めるもの

を含む。次号において「継続在職期間」という。）について支給される給与のうち俸給、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの

額の改定により額が変動することとなる給与（次号において「俸給等」という。）の額の合計額

二　継続在職期間について改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による俸給月額（継続在職期間に

おいて附則第二項各号に掲げる俸給月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事院規則で定める俸給月額）並

びに改正後の給与法の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の俸給等の額の合計額

６　平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の適用を受

ける者その他の人事院規則で定める者（以下この項において「防衛庁職員等」という。）であった者から引き続き新たに職員となった者

で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院

規則で定める額を加えるものとする。

（平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置）

７　平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第二条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項及び第十九条の

八第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同法第十九条の四第二項第一号及び第

十九条の八第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同法第十九条の四第二項第二号及び第十九条の八第二項第二号中「五箇

月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同法第十九条の四第二項第三号及び第十九条の八第二項第三号中

「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同法第十九条の四第二項第四号及び第十九条の八第二

項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

（人事院規則への委任）
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８　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成一五年一〇月一六日法律第一四一号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第四条

及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

（職務の級における 高の号俸を超える俸給月額等の切替え等）

２　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額（第

一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間）は、人事院規則で定

める。

一　一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における 高の

号俸を超える俸給月額

（施行日前の異動者の号俸等の調整）

３　施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受

けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

４　前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前

の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改

正する法律（平成十年法律第百二十号）附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定

による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置）

５　平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当（以下この項において「期末手当等」という。）の額は、第一条の規定による

改正後の給与法第十九条の四第二項（同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改

正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項（同

条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項

若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第五条第一項の

規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計

額（人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

一　平成十五年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者（同年四月一日に在職していた職員で任用の事

情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。）にあっては、新たに職員となった日（当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事

院規則で定める日））において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、

住居手当、通勤手当、単身赴任手当（給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。）及び特地勤務手当（給与

法第十三条の三の規定による手当を含む。）、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成八年法律第百十二号）附

則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法（昭和四十六年法律第七十七号）第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額

に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数（同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給

を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定め

る月数を減じた月数）を乗じて得た額

二　平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額

６　平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の

適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定め

るものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法

律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」

と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

（調整手当に関する経過措置）

７　第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調

整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合（これらの職員が

当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要が

あると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。）」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支

給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経

過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中

「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過

する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合（これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤し

ていた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定め

る場合に限る。）」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のい

ずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過

する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般

職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十五年法律第百四十一号）附則第七項の規定により読み替えて適用される前

二項」とする。

（人事院規則への委任）

８　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成一六年一〇月二八日法律第一三六号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から施行する。

（教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替え）

２　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律（以下

「改正前の給与法」という。）の教育職俸給表（一）の適用を受けていた職員で施行日において同条の規定による改正後の一般職の職員の
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給与に関する法律（以下この項及び附則第四項において「改正後の給与法」という。）の教育職俸給表（一）の適用を受けることとなる

もの及び施行日の前日において改正前の給与法の教育職俸給表（四）の適用を受けていた職員で施行日において改正後の給与法の教育職

俸給表（二）の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級（以下「新級」という。）は、施行日の前日においてこれらの者

が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

（教育職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替え等）

３　前項の規定により新級を決定される職員（附則第五項に規定する職員を除く。）の施行日における号俸（次項において「新号俸」とい

う。）は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸（次項において「旧号俸」という。）と同じ号数の号俸とする。

４　前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における 初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又

は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律（平

成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。）附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた

期間（人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間）を新号俸を受ける期間に通算する。

（教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級における 高の号俸を超える俸給月額の切替え等）

５　附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級における 高の号俸を超える俸給月額を受けていた

職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

７　附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の

給与法若しくは平成十年改正法附則第十一項若しくは第十二項、改正前の任期付研究員法又は改正前の任期付職員法及びこれらに基づく

人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（人事院規則への委任）

８　附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律（第二条の規定を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表　教育職俸給表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

俸給表 旧級 新級

教育職俸給表（一） ２級 １級

　 ３級 ２級

　 ４級 ３級

　 ５級 ４級

教育職俸給表（四） １級 １級

　 ２級 ２級

　 ３級 ３級

附　則　（平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

（一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第八十条　施行日の前日において旧公社の職員であった者であって引き続き施行日に第三十五条の規定による改正後の一般職の職員の給与

に関する法律（以下この条において「新法」という。）に規定する俸給表の適用を受ける職員となったものに対する新法第十一条の七第

三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部

を改正する法律（平成十六年法律第百三十六号）附則第十五項の規定の適用については、その者は、新法第十一条の七第三項に規定する

給与特例法適用職員等であった者とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第百十七条　この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした

行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八（第二号及び第

三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものと

される旧郵便振替法第七十条（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第

一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条（第二号に係る部分に限る。）の規定の失効前

にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条（第二号に係る

部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧

公社法第七十一条及び第七十二条（第十五号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用があ

る場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

附　則　（平成一七年一一月七日法律第一一三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第

三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行す

る。

（職務の級における 高の号俸を超える俸給月額等の切替え等）

第二条　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額

（第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間）は、人事院規則

で定める。

一　一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における 高の

号俸を超える俸給月額

（施行日前の異動者の号俸等の調整）

第三条　施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれら

を受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認めら

れる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

第四条　前二条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額

は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間
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の特例に関する法律の一部を改正する法律（平成十年法律第百二十号。附則第十条において「平成十年改正法」という。）附則第十一項

から第十三項まで、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事

院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

（平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置）

第五条　平成十七年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当（以下この項において「期末手当等」という。）の額は、第一条の規定に

よる改正後の給与法第十九条の四第二項（同条第三項、第四条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定によ

る改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項

（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五

項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第五条第一項又

は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）第十三条第二項の規定

にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（人

事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この

場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。

一　平成十七年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者（同年四月一日に在職していた職員で任用の事

情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。）にあっては、その新たに職員となった日（当該日が二以上あるときは、当該日のうち

人事院規則で定める日））において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手

当、住居手当、単身赴任手当（給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。）及び特地勤務手当（給与法第十

四条の規定による手当を含む。）並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成八年法律第百十二号）附則第

十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行

日の属する月の前月までの月数（同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期

間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数）

を乗じて得た額

二　平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の〇・三六を乗じて得た額

２　平成十七年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の

適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定め

るものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法

律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」

と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。

（特定の職務の級の切替え）

第六条　平成十八年四月一日（以下「切替日」という。）の前日においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）が附則別表

第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級（以下「新級」という。）は、旧級に対応する同表の新級欄に定

める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事院の定めるところにより、そのいずれかの

職務の級とする。

（号俸の切替え）

第七条　切替日の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸（以下「新号俸」

という。）は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸（以下「旧号俸」という。）及

びその者が旧号俸を受けていた期間（人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。以下「経過期間」という。）に応じて附則

別表第二に定める号俸とする。

２　前条後段の規定により新級を決定される職員（次条に規定する職員を除く。）の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別

表第三に定める号俸とする。

３　切替日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員の新号俸は、旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸とす

る。

（職務の級における 高の号俸を超える俸給月額等の切替え）

第八条　切替日の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則で定める。

一　給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における 高の号俸を超える俸給月額

（切替日前の異動者の号俸の調整）

第九条　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において

職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整

を行うことができる。

（職員が受けていた号俸等の基礎）

第十条　附則第六条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号

俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の給与法、第五条の規定による改正前の任期付研究員法、第七条の規定による改正前の任

期付職員法又は附則第十七条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十一項から第十三項まで及びこれらに基づく人事院規則の規定

に従って定められたものでなければならない。

（俸給の切替えに伴う経過措置）

第十一条　切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額

（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十一年法律第八十六号。第一号において「平成二十一年改正法」と

いう。）の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、そ

の額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）に達しないこととなるもの（人事院規則で定める職員を除く。）に

は、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額（給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の

適用を受ける職員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用さ

れた職員を除く。）のうち、その職務の級が給与法附則第八項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者（以下この項において「特

定職員」という。）にあっては、五十五歳に達した日後における 初の四月一日（特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における

初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額）を俸給と

して支給する。

一　平成二十一年改正法附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員（次号に掲げる職員を除く。）　百分の九十九・一

二　指定職俸給表の適用を受ける職員　百分の九十八・九四
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三　前二号に掲げる職員以外の職員（医療職俸給表（一）又は任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除

く。）　百分の九十九・三四

２　切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除く。）について、同項の規定による俸給を支給される

職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給す

る。

３　切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される

職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給

する。

第十二条　前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条第二項及び第十九条の四第五項（給与法第十九条の七第四項にお

いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、給与法第十条第二項中「調整前における俸給月額」と

あるのは「調整前における俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号。以下「平

成十七年改正法」という。）附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは

「俸給月額と平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の額との合計額」とする。

（平成二十二年三月三十一日までの間における給与法の適用に関する特例）

第十三条　平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八条第六項 四号俸 三号俸

　 三号俸 二号俸

第八条第七項 四号俸 三号俸

　 三号俸 二号俸

　 二号俸 一号俸

第十一条の三第二項第一号 百分の十八 百分の十八を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第二号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第三号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第四号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第五号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第六号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の五 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

（地域手当に関する経過措置）

第十四条　第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に

係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項 第十一条の三第一項の人事院規則 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号。以

下「平成十七年改正法」という。）第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の人事

院規則

　 「地域手当支給官署 「調整手当支給官署

　 同条第二項各号に定める割合をいう。）第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。）

　 地域手当の支給割合（同条第二項各号

に定める割合をいう。以下

調整手当の支給割合（平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各

号に定める割合をいう。以下

　 同条第一項 第十一条の三第一項

第 一 項

第一号

地域手当支給官署 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する官署又は同項の人事院規則で定め

る官署

第三項 地域手当支給官署 調整手当支給官署

　 地域手当の支給割合（同条第二項各号 調整手当の支給割合（平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項

各号

　 同条第一項 第十一条の三第一項

２　第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異

動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適

用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合にお

ける当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第 一

項

第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官

署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域

に在勤する

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法

律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。）第二条の規定による改

正前の第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に在勤

する

　 その在勤する地域、官署若しくは空港の区域 その在勤する地域若しくは官署

　 在勤していた地域、官署又は空港の区域 在勤していた地域又は官署

　 在勤していた地域、官署若しくは空港の区域 在勤していた地域若しくは官署

　 地域手当の支給割合（第十一条の三第二項各号に定める割

合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいい

調整手当の支給割合（平成十七年改正法第二条の規定による改正前の第十

一条の三第二項各号に定める割合をいい

第 二

項

前条第一項 平成十七年改正法第二条の規定による改正前の前条第一項

　 移転職員等 同項に規定する移転職員等
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（非常勤職員の給与に関する経過措置）

第十五条　第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき

三万五千三百円を超え三万七千八百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するま

での間は、同項中「三万五千三百円」とあるのは、「三万七千八百円」とする。

（人事院規則への委任）

第十六条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附則別表第一　職務の級の切替表（附則第六条関係）

俸給表 旧級 新級

行政職俸給表（一）

税務職俸給表

公安職俸給表（二）

１級 １級

２級

３級 ２級

　 ４級 ３級

　 ５級

　 ６級 ４級

　 ７級 ５級

　 ８級 ６級

　 ９級 ７級

　 １０級 ８級

　 １１級 ９級

　 １０級

行政職俸給表（二） ３級 ３級

　 ４級

　 ５級 ４級

　 ６級 ５級

専門行政職俸給表 ７級 ７級

　 ８級

公安職俸給表（一） ２級 ２級

　 特２級

　 ４級 ４級

　 ５級

　 ６級 ５級

　 ７級 ６級

　 ８級 ７級

　 ９級 ８級

　 １０級 ９級

　 １１級 １０級

　 １１級

教育職俸給表（一）

医療職俸給表（一）

４級 ４級

５級

研究職俸給表 ５級 ５級

　 ６級

附則別表第二　旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替

表（附則第七条関係）

イ　行政職俸給表（一）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １ ５ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 ２ １ ６ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 　 　 ３ １ ７ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 　 ４ １ ８ １ １ １ １ １

１２月以上 　 　 ５ １ ９ １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ ２５ ５ １ ９ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２６ ６ ２ １０ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ２７ ７ ３ １１ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ２８ ８ ４ １２ １ １ １ １ １

１２月以上 ５ ２９ ９ ５ １３ １ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ２９ ９ ５ １３ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ３０ １０ ６ １４ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ３１ １１ ７ １５ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ３２ １２ ８ １６ ４ １ １ １ １

１２月以上 ９ ３３ １３ ９ １７ ５ １ １ １ １

４ ３月未満 ９ ３３ １３ ９ １７ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 １０ ３４ １４ １０ １８ ６ ２ １ １ １
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６月以上９月未満 １１ ３５ １５ １１ １９ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 １２ ３６ １６ １２ ２０ ８ ４ １ １ １

１２月以上 １３ ３７ １７ １３ ２１ ９ ５ １ １ １

５ ３月未満 １３ ３７ １７ １３ ２１ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １４ ３８ １８ １４ ２２ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １５ ３９ １９ １５ ２３ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １６ ４０ ２０ １６ ２４ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １７ ４１ ２１ １７ ２５ １３ ９ ５ １ １

６ ３月未満 １７ ４１ ２１ １７ ２５ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １８ ４２ ２２ １８ ２６ １４ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １９ ４３ ２３ １９ ２７ １５ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ ４４ ２４ ２０ ２８ １６ １２ ８ ４ １

１２月以上 ２１ ４５ ２５ ２１ ２９ １７ １３ ９ ５ １

７ ３月未満 ２１ ４５ ２５ ２１ ２９ １７ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 ２２ ４６ ２６ ２２ ３０ １８ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 ２３ ４７ ２７ ２３ ３１ １９ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２４ ４８ ２８ ２４ ３２ ２０ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２５ ４９ ２９ ２５ ３３ ２１ １７ １３ ９ ５

８ ３月未満 ２５ ４９ ２９ ２５ ３３ ２１ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２６ ５０ ３０ ２６ ３４ ２２ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２７ ５１ ３１ ２７ ３５ ２３ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２８ ５２ ３２ ２８ ３６ ２４ ２０ １６ １２ ８

１２月以上 ２９ ５３ ３３ ２９ ３７ ２５ ２１ １７ １３ ９

９ ３月未満 ２９ ５３ ３３ ２９ ３７ ２５ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ２９ ５４ ３４ ３０ ３８ ２６ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ３０ ５５ ３５ ３１ ３９ ２７ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ３０ ５６ ３６ ３２ ４０ ２８ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ３１ ５７ ３７ ３３ ４１ ２９ ２５ ２１ １７ １３

１０ ３月未満 ３１ ５７ ３７ ３３ ４１ ２９ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ３１ ５８ ３８ ３４ ４２ ３０ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ３２ ５９ ３９ ３５ ４３ ３１ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ３２ ６０ ４０ ３６ ４４ ３２ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ３３ ６１ ４１ ３７ ４５ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

１１ ３月未満 ３３ ６１ ４１ ３７ ４５ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ３３ ６２ ４２ ３８ ４６ ３４ ３０ ２６ ２２ １８

６月以上９月未満 ３３ ６３ ４３ ３９ ４７ ３５ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ３４ ６４ ４４ ４０ ４８ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ３４ ６５ ４５ ４１ ４９ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

１２ ３月未満 ３４ ６５ ４５ ４１ ４９ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ３４ ６６ ４６ ４２ ５０ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ３５ ６７ ４７ ４３ ５１ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ３５ ６８ ４８ ４４ ５２ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ３５ ６９ ４９ ４５ ５３ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

１３ ３月未満 ３５ ６９ ４９ ４５ ５３ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

３月以上６月未満 ３６ ７０ ５０ ４６ ５４ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６

６月以上９月未満 ３６ ７１ ５１ ４７ ５５ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ３６ ７２ ５２ ４８ ５６ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ３７ ７３ ５３ ４９ ５７ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

１４ ３月未満 ３７ ７３ ５３ ４９ ５７ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

３月以上６月未満 ３７ ７４ ５４ ４９ ５８ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ３７ ７５ ５５ ５０ ５９ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ３７ ７６ ５６ ５０ ６０ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ３８ ７７ ５７ ５１ ６１ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

１５ ３月未満 ３８ ７７ ５７ ５１ ６１ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 ３８ ７８ ５８ ５１ ６２ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 ３８ ７９ ５９ ５２ ６３ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ３８ ８０ ６０ ５２ ６４ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 ３９ ８１ ６１ ５３ ６５ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

１６ ３月未満 ３９ ８１ ６１ ５３ ６５ ５３ ４９ ４５ ４１ 　

３月以上６月未満 ３９ ８２ ６２ ５４ ６６ ５４ ５０ ４６ ４２ 　

６月以上９月未満 ３９ ８３ ６３ ５５ ６７ ５５ ５１ ４７ ４３ 　

９月以上１２月未満 ３９ ８４ ６４ ５６ ６８ ５６ ５２ ４８ ４４ 　

１２月以上 ４０ ８５ ６５ ５７ ６９ ５７ ５３ ４９ ４５ 　
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１７ ３月未満 　 ８５ ６５ ５７ ６９ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

３月以上６月未満 　 ８６ ６６ ５７ ７０ ５８ ５４ ５０ ４６ 　

６月以上９月未満 　 ８７ ６７ ５８ ７１ ５９ ５５ ５１ ４７ 　

９月以上１２月未満 　 ８８ ６８ ５８ ７２ ６０ ５６ ５２ ４８ 　

１２月以上 　 ８９ ６９ ５９ ７３ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

１８ ３月未満 　 ８９ ６９ ５９ ７３ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

３月以上６月未満 　 ９０ ７０ ５９ ７４ ６２ ５８ ５４ ５０ 　

６月以上９月未満 　 ９１ ７１ ６０ ７５ ６３ ５９ ５５ ５１ 　

９月以上１２月未満 　 ９２ ７２ ６０ ７６ ６４ ６０ ５６ ５２ 　

１２月以上 　 ９３ ７３ ６１ ７７ ６５ ６１ ５７ ５３ 　

１９ ３月未満 　 ９３ ７３ ６１ ７７ ６５ ６１ ５７ 　 　

３月以上６月未満 　 ９３ ７４ ６１ ７８ ６６ ６２ ５８ 　 　

６月以上９月未満 　 ９３ ７５ ６１ ７９ ６７ ６３ ５９ 　 　

９月以上１２月未満 　 ９３ ７６ ６２ ８０ ６８ ６４ ６０ 　 　

１２月以上 　 ９３ ７７ ６２ ８１ ６９ ６５ ６１ 　 　

２０ ３月未満 　 　 ７７ ６２ ８１ ６９ ６５ ６１ 　 　

３月以上６月未満 　 　 ７８ ６２ ８２ ７０ ６６ ６２ 　 　

６月以上９月未満 　 　 ７９ ６３ ８３ ７１ ６７ ６３ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ８０ ６３ ８４ ７２ ６８ ６４ 　 　

１２月以上 　 　 ８１ ６３ ８５ ７３ ６９ ６５ 　 　

２１ ３月未満 　 　 ８１ ６３ ８５ ７３ ６９ ６５ 　 　

３月以上６月未満 　 　 ８２ ６４ ８６ ７４ ７０ ６６ 　 　

６月以上９月未満 　 　 ８３ ６４ ８７ ７５ ７１ ６７ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ８４ ６４ ８８ ７６ ７２ ６８ 　 　

１２月以上 　 　 ８５ ６５ ８９ ７７ ７３ ６９ 　 　

２２ ３月未満 　 　 ８５ ６５ ８９ ７７ ７３ 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ８６ ６５ ９０ ７８ ７４ 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ８７ ６６ ９１ ７９ ７５ 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ８８ ６６ ９２ ８０ ７６ 　 　 　

１２月以上 　 　 ８９ ６７ ９３ ８１ ７７ 　 　 　

２３ ３月未満 　 　 ８９ ６７ ９３ ８１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９０ ６７ ９４ ８２ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９１ ６８ ９５ ８３ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ９２ ６８ ９６ ８４ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 ９３ ６９ ９７ ８５ 　 　 　 　

２４ ３月未満 　 　 ９３ ６９ ９７ ８５ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９４ ７０ ９８ ８６ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９５ ７１ ９９ ８７ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ９６ ７２ １００ ８８ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 ９７ ７３ １０１ ８９ 　 　 　 　

２５ ３月未満 　 　 ９７ ７３ １０１ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９８ ７３ １０２ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９９ ７４ １０３ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １００ ７４ １０４ 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １０１ ７５ １０５ 　 　 　 　 　

２６ ３月未満 　 　 １０１ ７５ １０５ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １０２ ７５ １０６ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １０３ ７６ １０７ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １０４ ７６ １０８ 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １０５ ７７ １０９ 　 　 　 　 　

２７ ３月未満 　 　 １０５ ７７ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １０６ ７８ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １０７ ７９ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １０８ ８０ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １０９ ８１ 　 　 　 　 　 　

２８ ３月未満 　 　 １０９ ８１ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １１０ ８２ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １１１ ８３ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １１２ ８４ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １１３ ８５ 　 　 　 　 　 　

２９ ３月未満 　 　 １１３ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １１４ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １１５ 　 　 　 　 　 　 　
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９月以上１２月未満 　 　 １１６ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １１７ 　 　 　 　 　 　 　

３０ ３月未満 　 　 １１７ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １１８ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １１９ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １２０ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １２１ 　 　 　 　 　 　 　

３１ ３月未満 　 　 １２１ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １２２ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １２３ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １２４ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １２５ 　 　 　 　 　 　 　

３２ ３月未満 　 　 １２５ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １２５ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １２５ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １２５ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １２５ 　 　 　 　 　 　 　

ロ　行政職俸給表（二）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

経過期間 　

１ ３月未満 　 １ １ ５ １ １

３月以上６月未満 　 １ １ ６ １ １

６月以上９月未満 　 １ １ ７ １ １

９月以上１２月未満 　 １ １ ８ １ １

１２月以上 　 １ １ ９ １ １

２ ３月未満 １ １ １ ９ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ １ １０ １ １

６月以上９月未満 ３ ３ １ １１ １ １

９月以上１２月未満 ４ ４ １ １２ １ １

１２月以上 ５ ５ １ １３ １ １

３ ３月未満 ５ ５ １ １３ １ １

３月以上６月未満 ６ ６ ２ １４ １ １

６月以上９月未満 ７ ７ ３ １５ １ １

９月以上１２月未満 ８ ８ ４ １６ １ １

１２月以上 ９ ９ ５ １７ １ １

４ ３月未満 ９ ９ ５ １７ １ １

３月以上６月未満 １０ １０ ６ １８ １ １

６月以上９月未満 １１ １１ ７ １９ １ １

９月以上１２月未満 １２ １２ ８ ２０ １ １

１２月以上 １３ １３ ９ ２１ １ １

５ ３月未満 １３ １３ ９ ２１ １ １

３月以上６月未満 １４ １４ １０ ２２ ２ １

６月以上９月未満 １５ １５ １１ ２３ ３ １

９月以上１２月未満 １６ １６ １２ ２４ ４ １

１２月以上 １７ １７ １３ ２５ ５ １

６ ３月未満 １７ １７ １３ ２５ ５ １

３月以上６月未満 １８ １８ １４ ２６ ６ ２

６月以上９月未満 １９ １９ １５ ２７ ７ ３

９月以上１２月未満 ２０ ２０ １６ ２８ ８ ４

１２月以上 ２１ ２１ １７ ２９ ９ ５

７ ３月未満 ２１ ２１ １７ ２９ ９ ５

３月以上６月未満 ２２ ２２ １８ ３０ １０ ６

６月以上９月未満 ２３ ２３ １９ ３１ １１ ７

９月以上１２月未満 ２４ ２４ ２０ ３２ １２ ８

１２月以上 ２５ ２５ ２１ ３３ １３ ９

８ ３月未満 ２５ ２５ ２１ ３３ １３ ９

３月以上６月未満 ２６ ２６ ２２ ３４ １４ １０

６月以上９月未満 ２７ ２７ ２３ ３５ １５ １１

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ２４ ３６ １６ １２

１２月以上 ２９ ２９ ２５ ３７ １７ １３

９ ３月未満 ２９ ２９ ２５ ３７ １７ １３

３月以上６月未満 ３０ ３０ ２６ ３８ １８ １４

６月以上９月未満 ３１ ３１ ２７ ３９ １９ １５
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９月以上１２月未満 ３２ ３２ ２８ ４０ ２０ １６

１２月以上 ３３ ３３ ２９ ４１ ２１ １７

１０ ３月未満 ３３ ３３ ２９ ４１ ２１ １７

３月以上６月未満 ３４ ３４ ３０ ４２ ２２ １８

６月以上９月未満 ３５ ３５ ３１ ４３ ２３ １９

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ３２ ４４ ２４ ２０

１２月以上 ３７ ３７ ３３ ４５ ２５ ２１

１１ ３月未満 ３７ ３７ ３３ ４５ ２５ ２１

３月以上６月未満 ３８ ３８ ３４ ４６ ２６ ２２

６月以上９月未満 ３９ ３９ ３５ ４７ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ３６ ４８ ２８ ２４

１２月以上 ４１ ４１ ３７ ４９ ２９ ２５

１２ ３月未満 ４１ ４１ ３７ ４９ ２９ ２５

３月以上６月未満 ４２ ４２ ３８ ５０ ３０ ２６

６月以上９月未満 ４３ ４３ ３９ ５１ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ４０ ５２ ３２ ２８

１２月以上 ４５ ４５ ４１ ５３ ３３ ２９

１３ ３月未満 ４５ ４５ ４１ ５３ ３３ ２９

３月以上６月未満 ４６ ４６ ４２ ５４ ３４ ３０

６月以上９月未満 ４７ ４７ ４３ ５５ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ４４ ５６ ３６ ３２

１２月以上 ４９ ４９ ４５ ５７ ３７ ３３

１４ ３月未満 ４９ ４９ ４５ ５７ ３７ ３３

３月以上６月未満 ５０ ５０ ４６ ５８ ３８ ３４

６月以上９月未満 ５１ ５１ ４７ ５９ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ４８ ６０ ４０ ３６

１２月以上 ５３ ５３ ４９ ６１ ４１ ３７

１５ ３月未満 ５３ ５３ ４９ ６１ ４１ ３７

３月以上６月未満 ５４ ５４ ５０ ６２ ４２ ３８

６月以上９月未満 ５５ ５５ ５１ ６３ ４３ ３９

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ５２ ６４ ４４ ４０

１２月以上 ５７ ５７ ５３ ６５ ４５ ４１

１６ ３月未満 ５７ ５７ ５３ ６５ ４５ ４１

３月以上６月未満 ５８ ５８ ５４ ６６ ４６ ４２

６月以上９月未満 ５９ ５９ ５５ ６７ ４７ ４３

９月以上１２月未満 ６０ ６０ ５６ ６８ ４８ ４４

１２月以上 ６１ ６１ ５７ ６９ ４９ ４５

１７ ３月未満 ６１ ６１ ５７ ６９ ４９ ４５

３月以上６月未満 ６２ ６２ ５８ ７０ ５０ ４６

６月以上９月未満 ６３ ６３ ５９ ７１ ５１ ４７

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ６０ ７２ ５２ ４８

１２月以上 ６５ ６５ ６１ ７３ ５３ ４９

１８ ３月未満 ６５ ６５ ６１ ７３ ５３ ４９

３月以上６月未満 ６６ ６６ ６２ ７４ ５４ ５０

６月以上９月未満 ６７ ６７ ６３ ７５ ５５ ５１

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ６４ ７６ ５６ ５２

１２月以上 ６９ ６９ ６５ ７７ ５７ ５３

１９ ３月未満 ６９ ６９ ６５ ７７ ５７ ５３

３月以上６月未満 ７０ ７０ ６５ ７８ ５８ ５４

６月以上９月未満 ７１ ７１ ６６ ７９ ５９ ５５

９月以上１２月未満 ７２ ７２ ６６ ８０ ６０ ５６

１２月以上 ７３ ７３ ６７ ８１ ６１ ５７

２０ ３月未満 ７３ ７３ ６７ ８１ ６１ ５７

３月以上６月未満 ７４ ７４ ６７ ８２ ６２ ５８

６月以上９月未満 ７５ ７５ ６８ ８３ ６３ ５９

９月以上１２月未満 ７６ ７６ ６８ ８４ ６４ ６０

１２月以上 ７７ ７７ ６９ ８５ ６５ ６１

２１ ３月未満 ７７ ７７ ６９ ８５ ６５ ６１

３月以上６月未満 ７８ ７８ ７０ ８６ ６６ ６２

６月以上９月未満 ７９ ７９ ７１ ８７ ６７ ６３

９月以上１２月未満 ８０ ８０ ７２ ８８ ６８ ６４

１２月以上 ８１ ８１ ７３ ８９ ６９ ６５

２２ ３月未満 ８１ ８１ ７３ ８９ ６９ ６５
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３月以上６月未満 ８２ ８２ ７３ ９０ ７０ ６６

６月以上９月未満 ８３ ８３ ７４ ９１ ７１ ６７

９月以上１２月未満 ８４ ８４ ７４ ９２ ７２ ６８

１２月以上 ８５ ８５ ７５ ９３ ７３ ６９

２３ ３月未満 ８５ ８５ ７５ ９３ ７３ ６９

３月以上６月未満 ８６ ８６ ７５ ９４ ７４ ６９

６月以上９月未満 ８７ ８７ ７６ ９５ ７５ ６９

９月以上１２月未満 ８８ ８８ ７６ ９６ ７６ ６９

１２月以上 ８９ ８９ ７７ ９７ ７７ ６９

２４ ３月未満 ８９ ８９ ７７ ９７ ７７ 　

３月以上６月未満 ９０ ９０ ７７ ９８ ７８ 　

６月以上９月未満 ９１ ９１ ７８ ９９ ７９ 　

９月以上１２月未満 ９２ ９２ ７８ １００ ８０ 　

１２月以上 ９３ ９３ ７９ １０１ ８１ 　

２５ ３月未満 ９３ ９３ ７９ １０１ ８１ 　

３月以上６月未満 ９４ ９４ ７９ １０２ ８２ 　

６月以上９月未満 ９５ ９５ ８０ １０３ ８３ 　

９月以上１２月未満 ９６ ９６ ８０ １０４ ８４ 　

１２月以上 ９７ ９７ ８１ １０５ ８５ 　

２６ ３月未満 ９７ ９７ ８１ １０５ ８５ 　

３月以上６月未満 ９８ ９８ ８２ １０６ ８６ 　

６月以上９月未満 ９９ ９９ ８３ １０７ ８７ 　

９月以上１２月未満 １００ １００ ８４ １０８ ８８ 　

１２月以上 １０１ １０１ ８５ １０９ ８９ 　

２７ ３月未満 １０１ １０１ ８５ １０９ ８９ 　

３月以上６月未満 １０２ １０２ ８５ １１０ ９０ 　

６月以上９月未満 １０３ １０３ ８６ １１１ ９１ 　

９月以上１２月未満 １０４ １０４ ８６ １１２ ９２ 　

１２月以上 １０５ １０５ ８７ １１３ ９３ 　

２８ ３月未満 １０５ １０５ ８７ １１３ 　 　

３月以上６月未満 １０６ １０６ ８７ １１４ 　 　

６月以上９月未満 １０７ １０７ ８８ １１５ 　 　

９月以上１２月未満 １０８ １０８ ８８ １１６ 　 　

１２月以上 １０９ １０９ ８９ １１７ 　 　

２９ ３月未満 １０９ １０９ ８９ １１７ 　 　

３月以上６月未満 １１０ １１０ ９０ １１８ 　 　

６月以上９月未満 １１１ １１１ ９１ １１９ 　 　

９月以上１２月未満 １１２ １１２ ９２ １２０ 　 　

１２月以上 １１３ １１３ ９３ １２１ 　 　

３０ ３月未満 １１３ １１３ ９３ １２１ 　 　

３月以上６月未満 １１４ １１４ ９３ １２２ 　 　

６月以上９月未満 １１５ １１５ ９４ １２３ 　 　

９月以上１２月未満 １１６ １１６ ９４ １２４ 　 　

１２月以上 １１７ １１７ ９５ １２５ 　 　

３１ ３月未満 １１７ １１７ ９５ １２５ 　 　

３月以上６月未満 １１８ １１８ ９５ １２６ 　 　

６月以上９月未満 １１９ １１９ ９６ １２７ 　 　

９月以上１２月未満 １２０ １２０ ９６ １２８ 　 　

１２月以上 １２１ １２１ ９７ １２９ 　 　

３２ ３月未満 １２１ １２１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １２１ １２２ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １２１ １２３ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２１ １２４ 　 　 　 　

１２月以上 １２１ １２５ 　 　 　 　

３３ ３月未満 　 １２５ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 １２６ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 １２７ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 １２８ 　 　 　 　

１２月以上 　 １２９ 　 　 　 　

ハ　専門行政職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

経過期間 　

１ ３月未満 　 １ １ １ １ １
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３月以上６月未満 　 １ １ １ １ １

６月以上９月未満 　 １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 １ １ １ １ １

１２月以上 　 １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ４ １ １ １ １

１２月以上 ５ ５ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ８ ４ １ １ １

１２月以上 ９ ９ ５ １ １ １

４ ３月未満 ９ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １０ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １１ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １２ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １３ １３ ９ ５ １ １

５ ３月未満 １３ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １４ １４ １０ ６ １ １

６月以上９月未満 １５ １５ １１ ７ １ １

９月以上１２月未満 １６ １６ １２ ８ １ １

１２月以上 １７ １７ １３ ９ １ １

６ ３月未満 １７ １７ １３ ９ １ １

３月以上６月未満 １８ １８ １４ １０ ２ １

６月以上９月未満 １９ １９ １５ １１ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ ２０ １６ １２ ４ １

１２月以上 ２１ ２１ １７ １３ ５ １

７ ３月未満 ２１ ２１ １７ １３ ５ １

３月以上６月未満 ２２ ２２ １８ １４ ６ ２

６月以上９月未満 ２３ ２３ １９ １５ ７ ３

９月以上１２月未満 ２４ ２４ ２０ １６ ８ ４

１２月以上 ２５ ２５ ２１ １７ ９ ５

８ ３月未満 ２５ ２５ ２１ １７ ９ ５

３月以上６月未満 ２６ ２６ ２２ １８ １０ ６

６月以上９月未満 ２７ ２７ ２３ １９ １１ ７

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ２４ ２０ １２ ８

１２月以上 ２９ ２９ ２５ ２１ １３ ９

９ ３月未満 ２９ ２９ ２５ ２１ １３ ９

３月以上６月未満 ３０ ３０ ２６ ２２ １４ １０

６月以上９月未満 ３１ ３１ ２７ ２３ １５ １１

９月以上１２月未満 ３２ ３２ ２８ ２４ １６ １２

１２月以上 ３３ ３３ ２９ ２５ １７ １３

１０ ３月未満 ３３ ３３ ２９ ２５ １７ １３

３月以上６月未満 ３４ ３４ ３０ ２６ １８ １４

６月以上９月未満 ３５ ３５ ３１ ２７ １９ １５

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ３２ ２８ ２０ １６

１２月以上 ３７ ３７ ３３ ２９ ２１ １７

１１ ３月未満 ３７ ３７ ３３ ２９ ２１ １７

３月以上６月未満 ３８ ３８ ３４ ３０ ２２ １８

６月以上９月未満 ３９ ３９ ３５ ３１ ２３ １９

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ３６ ３２ ２４ ２０

１２月以上 ４１ ４１ ３７ ３３ ２５ ２１

１２ ３月未満 ４１ ４１ ３７ ３３ ２５ ２１

３月以上６月未満 ４２ ４２ ３８ ３４ ２６ ２２

６月以上９月未満 ４３ ４３ ３９ ３５ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ４０ ３６ ２８ ２４

１２月以上 ４５ ４５ ４１ ３７ ２９ ２５

１３ ３月未満 ４５ ４５ ４１ ３７ ２９ ２５

３月以上６月未満 ４６ ４６ ４２ ３８ ３０ ２６

６月以上９月未満 ４７ ４７ ４３ ３９ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ４４ ４０ ３２ ２８
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１２月以上 ４９ ４９ ４５ ４１ ３３ ２９

１４ ３月未満 ４９ ４９ ４５ ４１ ３３ ２９

３月以上６月未満 ５０ ５０ ４６ ４２ ３４ ３０

６月以上９月未満 ５１ ５１ ４７ ４３ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ４８ ４４ ３６ ３２

１２月以上 ５３ ５３ ４９ ４５ ３７ ３３

１５ ３月未満 ５３ ５３ ４９ ４５ ３７ ３３

３月以上６月未満 ５４ ５４ ５０ ４６ ３８ ３４

６月以上９月未満 ５５ ５５ ５１ ４７ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ５２ ４８ ４０ ３６

１２月以上 ５７ ５７ ５３ ４９ ４１ ３７

１６ ３月未満 ５７ ５７ ５３ ４９ ４１ 　

３月以上６月未満 ５８ ５８ ５４ ５０ ４２ 　

６月以上９月未満 ５９ ５９ ５５ ５１ ４３ 　

９月以上１２月未満 ６０ ６０ ５６ ５２ ４４ 　

１２月以上 ６１ ６１ ５７ ５３ ４５ 　

１７ ３月未満 ６１ ６１ ５７ ５３ ４５ 　

３月以上６月未満 ６２ ６２ ５８ ５４ ４６ 　

６月以上９月未満 ６３ ６３ ５９ ５５ ４７ 　

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ６０ ５６ ４８ 　

１２月以上 ６５ ６５ ６１ ５７ ４９ 　

１８ ３月未満 ６５ ６５ ６１ ５７ ４９ 　

３月以上６月未満 ６６ ６６ ６２ ５８ ５０ 　

６月以上９月未満 ６７ ６７ ６３ ５９ ５１ 　

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ６４ ６０ ５２ 　

１２月以上 ６９ ６９ ６５ ６１ ５３ 　

１９ ３月未満 ６９ ６９ ６５ ６１ 　 　

３月以上６月未満 ７０ ７０ ６６ ６２ 　 　

６月以上９月未満 ７１ ７１ ６７ ６３ 　 　

９月以上１２月未満 ７２ ７２ ６８ ６４ 　 　

１２月以上 ７３ ７３ ６９ ６５ 　 　

２０ ３月未満 ７３ ７３ ６９ ６５ 　 　

３月以上６月未満 ７４ ７４ ７０ ６６ 　 　

６月以上９月未満 ７５ ７５ ７１ ６７ 　 　

９月以上１２月未満 ７６ ７６ ７２ ６８ 　 　

１２月以上 ７７ ７７ ７３ ６９ 　 　

２１ ３月未満 ７７ ７７ ７３ 　 　 　

３月以上６月未満 ７８ ７８ ７４ 　 　 　

６月以上９月未満 ７９ ７９ ７５ 　 　 　

９月以上１２月未満 ８０ ８０ ７６ 　 　 　

１２月以上 ８１ ８１ ７７ 　 　 　

２２ ３月未満 ８１ ８１ ７７ 　 　 　

３月以上６月未満 ８２ ８１ ７８ 　 　 　

６月以上９月未満 ８３ ８１ ７９ 　 　 　

９月以上１２月未満 ８４ ８１ ８０ 　 　 　

１２月以上 ８５ ８１ ８１ 　 　 　

２３ ３月未満 ８５ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 ８６ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 ８７ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 ８８ 　 　 　 　 　

１２月以上 ８９ 　 　 　 　 　

２４ ３月未満 ８９ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 ９０ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 ９１ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 ９２ 　 　 　 　 　

１２月以上 ９３ 　 　 　 　 　

２５ ３月未満 ９３ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 ９３ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 ９３ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 ９３ 　 　 　 　 　

１２月以上 ９３ 　 　 　 　 　

ニ　税務職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級
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経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １ ５ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 ２ １ ６ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 　 　 ３ １ ７ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 　 ４ １ ８ １ １ １ １ １

１２月以上 　 　 ５ １ ９ １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ ２１ ５ １ ９ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２２ ６ ２ １０ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ２３ ７ ３ １１ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ２４ ８ ４ １２ １ １ １ １ １

１２月以上 ５ ２５ ９ ５ １３ １ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ２５ ９ ５ １３ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ２６ １０ ６ １４ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ２７ １１ ７ １５ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ２８ １２ ８ １６ ４ １ １ １ １

１２月以上 ９ ２９ １３ ９ １７ ５ １ １ １ １

４ ３月未満 ９ ２９ １３ ９ １７ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 １０ ３０ １４ １０ １８ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 １１ ３１ １５ １１ １９ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 １２ ３２ １６ １２ ２０ ８ ４ １ １ １

１２月以上 １３ ３３ １７ １３ ２１ ９ ５ １ １ １

５ ３月未満 １３ ３３ １７ １３ ２１ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １４ ３４ １８ １４ ２２ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １５ ３５ １９ １５ ２３ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １６ ３６ ２０ １６ ２４ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １７ ３７ ２１ １７ ２５ １３ ９ ５ １ １

６ ３月未満 １７ ３７ ２１ １７ ２５ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １８ ３８ ２２ １８ ２６ １４ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １９ ３９ ２３ １９ ２７ １５ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ ４０ ２４ ２０ ２８ １６ １２ ８ ４ １

１２月以上 ２１ ４１ ２５ ２１ ２９ １７ １３ ９ ５ １

７ ３月未満 ２１ ４１ ２５ ２１ ２９ １７ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 ２２ ４２ ２６ ２２ ３０ １８ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 ２３ ４３ ２７ ２３ ３１ １９ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２４ ４４ ２８ ２４ ３２ ２０ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２５ ４５ ２９ ２５ ３３ ２１ １７ １３ ９ ５

８ ３月未満 ２５ ４５ ２９ ２５ ３３ ２１ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２５ ４６ ３０ ２６ ３４ ２２ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２５ ４７ ３１ ２７ ３５ ２３ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２６ ４８ ３２ ２８ ３６ ２４ ２０ １６ １２ ８

１２月以上 ２６ ４９ ３３ ２９ ３７ ２５ ２１ １７ １３ ９

９ ３月未満 ２６ ４９ ３３ ２９ ３７ ２５ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ２６ ５０ ３４ ３０ ３８ ２６ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ２７ ５１ ３５ ３１ ３９ ２７ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ２７ ５２ ３６ ３２ ４０ ２８ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ２７ ５３ ３７ ３３ ４１ ２９ ２５ ２１ １７ １３

１０ ３月未満 ２７ ５３ ３７ ３３ ４１ ２９ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ２８ ５４ ３８ ３４ ４２ ３０ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ２８ ５５ ３９ ３５ ４３ ３１ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ２８ ５６ ４０ ３６ ４４ ３２ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ２９ ５７ ４１ ３７ ４５ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

１１ ３月未満 ２９ ５７ ４１ ３７ ４５ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ２９ ５８ ４２ ３８ ４６ ３４ ３０ ２６ ２２ １８

６月以上９月未満 ２９ ５９ ４３ ３９ ４７ ３５ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ２９ ６０ ４４ ４０ ４８ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ２９ ６１ ４５ ４１ ４９ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

１２ ３月未満 ２９ ６１ ４５ ４１ ４９ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ３０ ６２ ４６ ４１ ５０ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ３０ ６３ ４７ ４２ ５１ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ３０ ６４ ４８ ４２ ５２ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ３０ ６５ ４９ ４３ ５３ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

１３ ３月未満 ３０ ６５ ４９ ４３ ５３ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

３月以上６月未満 ３０ ６６ ５０ ４３ ５４ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６
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６月以上９月未満 ３１ ６７ ５１ ４４ ５５ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ３１ ６８ ５２ ４４ ５６ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ３１ ６９ ５３ ４５ ５７ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

１４ ３月未満 ３１ ６９ ５３ ４５ ５７ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

３月以上６月未満 ３１ ７０ ５４ ４６ ５８ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ３１ ７１ ５５ ４７ ５９ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ３２ ７２ ５６ ４８ ６０ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ３２ ７３ ５７ ４９ ６１ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

１５ ３月未満 　 ７３ ５７ ４９ ６１ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 　 ７３ ５８ ４９ ６２ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 　 ７３ ５９ ５０ ６３ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 　 ７３ ６０ ５０ ６４ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 　 ７３ ６１ ５１ ６５ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

１６ ３月未満 　 　 ６１ ５１ ６５ ５３ ４９ ４５ ４１ 　

３月以上６月未満 　 　 ６２ ５１ ６６ ５４ ５０ ４６ ４２ 　

６月以上９月未満 　 　 ６３ ５２ ６７ ５５ ５１ ４７ ４３ 　

９月以上１２月未満 　 　 ６４ ５２ ６８ ５６ ５２ ４８ ４４ 　

１２月以上 　 　 ６５ ５３ ６９ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

１７ ３月未満 　 　 ６５ ５３ ６９ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

３月以上６月未満 　 　 ６５ ５３ ７０ ５８ ５４ ５０ ４６ 　

６月以上９月未満 　 　 ６５ ５３ ７１ ５９ ５５ ５１ ４７ 　

９月以上１２月未満 　 　 ６５ ５４ ７２ ６０ ５６ ５２ ４８ 　

１２月以上 　 　 ６５ ５４ ７３ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

１８ ３月未満 　 　 　 ５４ ７３ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

３月以上６月未満 　 　 　 ５４ ７４ ６２ ５８ ５４ ５０ 　

６月以上９月未満 　 　 　 ５５ ７５ ６３ ５９ ５５ ５１ 　

９月以上１２月未満 　 　 　 ５５ ７６ ６４ ６０ ５６ ５２ 　

１２月以上 　 　 　 ５５ ７７ ６５ ６１ ５７ ５３ 　

１９ ３月未満 　 　 　 ５５ ７７ ６５ ６１ ５７ 　 　

３月以上６月未満 　 　 　 ５６ ７８ ６６ ６２ ５８ 　 　

６月以上９月未満 　 　 　 ５６ ７９ ６７ ６３ ５９ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 　 ５６ ８０ ６８ ６４ ６０ 　 　

１２月以上 　 　 　 ５７ ８１ ６９ ６５ ６１ 　 　

２０ ３月未満 　 　 　 ５７ ８１ ６９ ６５ ６１ 　 　

３月以上６月未満 　 　 　 ５７ ８２ ７０ ６６ ６２ 　 　

６月以上９月未満 　 　 　 ５８ ８３ ７１ ６７ ６３ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 　 ５８ ８４ ７２ ６８ ６４ 　 　

１２月以上 　 　 　 ５９ ８５ ７３ ６９ ６５ 　 　

２１ ３月未満 　 　 　 ５９ ８５ ７３ ６９ ６５ 　 　

３月以上６月未満 　 　 　 ５９ ８５ ７４ ７０ ６６ 　 　

６月以上９月未満 　 　 　 ６０ ８５ ７５ ７１ ６７ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 　 ６０ ８５ ７６ ７２ ６８ 　 　

１２月以上 　 　 　 ６１ ８５ ７７ ７３ ６９ 　 　

２２ ３月未満 　 　 　 ６１ 　 ７７ ７３ 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 　 ６１ 　 ７８ ７４ 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 　 ６１ 　 ７９ ７５ 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 　 ６２ 　 ８０ ７６ 　 　 　

１２月以上 　 　 　 ６２ 　 ８１ ７７ 　 　 　

２３ ３月未満 　 　 　 ６２ 　 ８１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 　 ６２ 　 ８２ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 　 ６３ 　 ８３ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 　 ６３ 　 ８４ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 　 ６３ 　 ８５ 　 　 　 　

２４ ３月未満 　 　 　 　 　 ８５ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 　 　 　 ８６ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 　 　 　 ８７ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 　 　 　 ８８ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 　 　 　 ８９ 　 　 　 　

ホ　公安職俸給表（一）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 特２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 　 　 １ １３ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 　 　 １ １４ １ １ １ １ １
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６月以上９月未満 　 　 　 　 １ １５ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 　 　 　 １ １６ １ １ １ １ １

１２月以上 　 　 　 　 １ １７ １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ １ ５ １ １ １７ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ ６ ２ ２ １８ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ３ ７ ３ ３ １９ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ４ ８ ４ ４ ２０ １ １ １ １ １

１２月以上 ５ ５ ９ ５ ５ ２１ １ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ５ ９ ５ ５ ２１ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ６ １０ ６ ６ ２２ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ７ １１ ７ ７ ２３ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ８ １２ ８ ８ ２４ ４ １ １ １ １

１２月以上 ９ ９ １３ ９ ９ ２５ ５ １ １ １ １

４ ３月未満 ９ ９ １３ ９ ９ ２５ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 １０ １０ １４ １０ １０ ２６ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 １１ １１ １５ １１ １１ ２７ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 １２ １２ １６ １２ １２ ２８ ８ ４ １ １ １

１２月以上 １３ １３ １７ １３ １３ ２９ ９ ５ １ １ １

５ ３月未満 １３ １３ １７ １３ １３ ２９ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １４ １４ １８ １４ １４ ３０ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １５ １５ １９ １５ １５ ３１ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １６ １６ ２０ １６ １６ ３２ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １７ １７ ２１ １７ １７ ３３ １３ ９ ５ １ １

６ ３月未満 １７ １７ ２１ １７ １７ ３３ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １８ １８ ２２ １８ １８ ３４ １４ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １９ １９ ２３ １９ １９ ３５ １５ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ ２０ ２４ ２０ ２０ ３６ １６ １２ ８ ４ １

１２月以上 ２１ ２１ ２５ ２１ ２１ ３７ １７ １３ ９ ５ １

７ ３月未満 ２１ ２１ ２５ ２１ ２１ ３７ １７ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 ２２ ２２ ２６ ２２ ２２ ３８ １８ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 ２３ ２３ ２７ ２３ ２３ ３９ １９ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２４ ２４ ２８ ２４ ２４ ４０ ２０ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２５ ２５ ２９ ２５ ２５ ４１ ２１ １７ １３ ９ ５

８ ３月未満 ２５ ２５ ２９ ２５ ２５ ４１ ２１ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２６ ２６ ３０ ２６ ２６ ４２ ２２ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２７ ２７ ３１ ２７ ２７ ４３ ２３ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ３２ ２８ ２８ ４４ ２４ ２０ １６ １２ ８

１２月以上 ２９ ２９ ３３ ２９ ２９ ４５ ２５ ２１ １７ １３ ９

９ ３月未満 ２９ ２９ ３３ ２９ ２９ ４５ ２５ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ３０ ３０ ３４ ３０ ３０ ４６ ２６ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ３１ ３１ ３５ ３１ ３１ ４７ ２７ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ３２ ３２ ３６ ３２ ３２ ４８ ２８ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ３３ ３３ ３７ ３３ ３３ ４９ ２９ ２５ ２１ １７ １３

１０ ３月未満 ３３ ３３ ３７ ３３ ３３ ４９ ２９ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ３４ ３４ ３８ ３４ ３４ ５０ ３０ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ３５ ３５ ３９ ３５ ３５ ５１ ３１ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ４０ ３６ ３６ ５２ ３２ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ３７ ３７ ４１ ３７ ３７ ５３ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

１１ ３月未満 ３７ ３７ ４１ ３７ ３７ ５３ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ３８ ３８ ４２ ３８ ３８ ５４ ３４ ３０ ２６ ２２ １８

６月以上９月未満 ３９ ３９ ４３ ３９ ３９ ５５ ３５ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ４４ ４０ ４０ ５６ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ４１ ４１ ４５ ４１ ４１ ５７ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

１２ ３月未満 ４１ ４１ ４５ ４１ ４１ ５７ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ４２ ４２ ４６ ４２ ４２ ５８ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ４３ ４３ ４７ ４３ ４３ ５９ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ４８ ４４ ４４ ６０ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ４５ ４５ ４９ ４５ ４５ ６１ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

１３ ３月未満 ４５ ４５ ４９ ４５ ４５ ６１ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

３月以上６月未満 ４６ ４６ ５０ ４６ ４６ ６２ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６

６月以上９月未満 ４７ ４７ ５１ ４７ ４７ ６３ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ５２ ４８ ４８ ６４ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ４９ ４９ ５３ ４９ ４９ ６５ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９
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１４ ３月未満 ４９ ４９ ５３ ４９ ４９ ６５ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

３月以上６月未満 ５０ ５０ ５４ ５０ ５０ ６６ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ５１ ５１ ５５ ５１ ５１ ６７ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ５６ ５２ ５２ ６８ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ５３ ５３ ５７ ５３ ５３ ６９ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

１５ ３月未満 ５３ ５３ ５７ ５３ ５３ ６９ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 ５４ ５４ ５８ ５４ ５４ ７０ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 ５５ ５５ ５９ ５５ ５５ ７１ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ６０ ５６ ５６ ７２ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 ５７ ５７ ６１ ５７ ５７ ７３ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

１６ ３月未満 ５７ ５７ ６１ ５７ ５７ ７３ ５３ ４９ ４５ ４１ 　

３月以上６月未満 ５８ ５８ ６２ ５８ ５８ ７４ ５４ ５０ ４６ ４２ 　

６月以上９月未満 ５９ ５９ ６３ ５９ ５９ ７５ ５５ ５１ ４７ ４３ 　

９月以上１２月未満 ６０ ６０ ６４ ６０ ６０ ７６ ５６ ５２ ４８ ４４ 　

１２月以上 ６１ ６１ ６５ ６１ ６１ ７７ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

１７ ３月未満 ６１ ６１ ６５ ６１ ６１ ７７ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

３月以上６月未満 ６２ ６２ ６６ ６２ ６２ ７８ ５８ ５４ ５０ ４６ 　

６月以上９月未満 ６３ ６３ ６７ ６３ ６３ ７９ ５９ ５５ ５１ ４７ 　

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ６８ ６４ ６４ ８０ ６０ ５６ ５２ ４８ 　

１２月以上 ６５ ６５ ６９ ６５ ６５ ８１ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

１８ ３月未満 ６５ ６５ ６９ ６５ ６５ ８１ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

３月以上６月未満 ６６ ６６ ７０ ６６ ６６ ８２ ６２ ５８ ５４ ５０ 　

６月以上９月未満 ６７ ６７ ７１ ６７ ６７ ８３ ６３ ５９ ５５ ５１ 　

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ７２ ６８ ６８ ８４ ６４ ６０ ５６ ５２ 　

１２月以上 ６９ ６９ ７３ ６９ ６９ ８５ ６５ ６１ ５７ ５３ 　

１９ ３月未満 ６９ ６９ ７３ ６９ ６９ ８５ ６５ ６１ ５７ 　 　

３月以上６月未満 ７０ ７０ ７４ ７０ ７０ ８６ ６６ ６２ ５８ 　 　

６月以上９月未満 ７１ ７１ ７５ ７１ ７１ ８７ ６７ ６３ ５９ 　 　

９月以上１２月未満 ７２ ７２ ７６ ７２ ７２ ８８ ６８ ６４ ６０ 　 　

１２月以上 ７３ ７３ ７７ ７３ ７３ ８９ ６９ ６５ ６１ 　 　

２０ ３月未満 ７３ ７３ ７７ ７３ ７３ ８９ ６９ ６５ ６１ 　 　

３月以上６月未満 ７４ ７４ ７８ ７４ ７４ ９０ ７０ ６６ ６２ 　 　

６月以上９月未満 ７５ ７５ ７９ ７５ ７５ ９１ ７１ ６７ ６３ 　 　

９月以上１２月未満 ７６ ７６ ８０ ７６ ７６ ９２ ７２ ６８ ６４ 　 　

１２月以上 ７７ ７７ ８１ ７７ ７７ ９３ ７３ ６９ ６５ 　 　

２１ ３月未満 ７７ ７７ ８１ ７７ ７７ ９３ ７３ ６９ ６５ 　 　

３月以上６月未満 ７８ ７８ ８２ ７８ ７７ ９４ ７４ ７０ ６６ 　 　

６月以上９月未満 ７９ ７９ ８３ ７９ ７８ ９５ ７５ ７１ ６７ 　 　

９月以上１２月未満 ８０ ８０ ８４ ８０ ７８ ９６ ７６ ７２ ６８ 　 　

１２月以上 ８１ ８１ ８５ ８１ ７９ ９７ ７７ ７３ ６９ 　 　

２２ ３月未満 ８１ ８１ ８５ ８１ ７９ ９７ ７７ ７３ 　 　 　

３月以上６月未満 ８２ ８２ ８６ ８２ ７９ ９８ ７８ ７４ 　 　 　

６月以上９月未満 ８３ ８３ ８７ ８３ ８０ ９９ ７９ ７５ 　 　 　

９月以上１２月未満 ８４ ８４ ８８ ８４ ８０ １００ ８０ ７６ 　 　 　

１２月以上 ８５ ８５ ８９ ８５ ８１ １０１ ８１ ７７ 　 　 　

２３ ３月未満 ８５ ８５ ８９ ８５ ８１ １０１ ８１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 ８６ ８６ ９０ ８６ ８２ １０２ ８２ 　 　 　 　

６月以上９月未満 ８７ ８７ ９１ ８７ ８３ １０３ ８３ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 ８８ ８８ ９２ ８８ ８４ １０４ ８４ 　 　 　 　

１２月以上 ８９ ８９ ９３ ８９ ８５ １０５ ８５ 　 　 　 　

２４ ３月未満 ８９ ８９ ９３ ８９ ８５ １０５ ８５ 　 　 　 　

３月以上６月未満 ９０ ９０ ９４ ９０ ８６ １０６ ８６ 　 　 　 　

６月以上９月未満 ９１ ９１ ９５ ９１ ８７ １０７ ８７ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 ９２ ９２ ９６ ９２ ８８ １０８ ８８ 　 　 　 　

１２月以上 ９３ ９３ ９７ ９３ ８９ １０９ ８９ 　 　 　 　

２５ ３月未満 ９３ ９３ ９７ ９３ ８９ １０９ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 ９４ ９４ ９８ ９４ ９０ １１０ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 ９５ ９５ ９９ ９５ ９１ １１１ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 ９６ ９６ １００ ９６ ９２ １１２ 　 　 　 　 　

１２月以上 ９７ ９７ １０１ ９７ ９３ １１３ 　 　 　 　 　

２６ ３月未満 ９７ ９７ １０１ ９７ ９３ １１３ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 ９８ ９８ １０２ ９８ ９４ １１４ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 ９９ ９９ １０３ ９９ ９５ １１５ 　 　 　 　 　
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９月以上１２月未満 １００ １００ １０４ １００ ９６ １１６ 　 　 　 　 　

１２月以上 １０１ １０１ １０５ １０１ ９７ １１７ 　 　 　 　 　

２７ ３月未満 １０１ １０１ １０５ １０１ ９７ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １０２ １０１ １０６ １０２ ９８ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １０３ １０２ １０７ １０３ ９９ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １０４ １０２ １０８ １０４ １００ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １０５ １０３ １０９ １０５ １０１ 　 　 　 　 　 　

２８ ３月未満 １０５ １０３ １０９ １０５ １０１ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １０６ １０３ １１０ １０６ １０２ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １０７ １０４ １１１ １０７ １０３ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １０８ １０４ １１２ １０８ １０４ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １０９ １０５ １１３ １０９ １０５ 　 　 　 　 　 　

２９ ３月未満 １０９ １０５ １１３ １０９ １０５ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１０ １０６ １１４ １１０ １０５ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１１ １０７ １１５ １１１ １０６ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １１２ １０８ １１６ １１２ １０６ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １１３ １０９ １１７ １１３ １０７ 　 　 　 　 　 　

３０ ３月未満 １１３ １０９ １１７ １１３ １０７ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１４ １１０ １１８ １１４ １０７ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１５ １１１ １１９ １１５ １０８ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １１６ １１２ １２０ １１６ １０８ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １１７ １１３ １２１ １１７ １０９ 　 　 　 　 　 　

３１ ３月未満 １１７ １１３ １２１ １１７ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１８ １１３ １２２ １１８ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１９ １１４ １２３ １１９ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２０ １１４ １２４ １２０ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １２１ １１５ １２５ １２１ 　 　 　 　 　 　 　

３２ ３月未満 １２１ １１５ １２５ １２１ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １２２ １１５ １２６ １２２ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １２３ １１６ １２７ １２３ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２４ １１６ １２８ １２４ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １２５ １１７ １２９ １２５ 　 　 　 　 　 　 　

３３ ３月未満 １２５ １１７ １２９ １２５ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １２５ １１７ １３０ １２６ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １２５ １１８ １３１ １２７ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２５ １１８ １３２ １２８ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １２５ １１９ １３３ １２９ 　 　 　 　 　 　 　

３４ ３月未満 　 １１９ １３３ １２９ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 １１９ １３４ １３０ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 １２０ １３５ １３１ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 １２０ １３６ １３２ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 １２１ １３７ １３３ 　 　 　 　 　 　 　

３５ ３月未満 　 １２１ １３７ １３３ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 １２２ １３８ １３４ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 １２３ １３９ １３５ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 １２４ １４０ １３６ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 １２５ １４１ １３７ 　 　 　 　 　 　 　

３６ ３月未満 　 １２５ １４１ 　 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 １２６ １４２ 　 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 １２７ １４３ 　 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 １２８ １４４ 　 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 １２９ １４５ 　 　 　 　 　 　 　 　

３７ ３月未満 　 　 １４５ 　 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １４５ 　 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １４５ 　 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １４５ 　 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １４５ 　 　 　 　 　 　 　 　

ヘ　公安職俸給表（二）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １ ５ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 ２ １ ６ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 　 　 ３ １ ７ １ １ １ １ １
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９月以上１２月未満 　 　 ４ １ ８ １ １ １ １ １

１２月以上 　 　 ５ １ ９ １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ ２１ ５ １ ９ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２２ ６ ２ １０ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ２３ ７ ３ １１ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ２４ ８ ４ １２ １ １ １ １ １

１２月以上 ５ ２５ ９ ５ １３ １ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ２５ ９ ５ １３ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ２６ １０ ６ １４ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ２７ １１ ７ １５ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ２８ １２ ８ １６ ４ １ １ １ １

１２月以上 ９ ２９ １３ ９ １７ ５ １ １ １ １

４ ３月未満 ９ ２９ １３ ９ １７ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 １０ ３０ １４ １０ １８ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 １１ ３１ １５ １１ １９ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 １２ ３２ １６ １２ ２０ ８ ４ １ １ １

１２月以上 １３ ３３ １７ １３ ２１ ９ ５ １ １ １

５ ３月未満 １３ ３３ １７ １３ ２１ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １４ ３４ １８ １４ ２２ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １５ ３５ １９ １５ ２３ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １６ ３６ ２０ １６ ２４ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １７ ３７ ２１ １７ ２５ １３ ９ ５ １ １

６ ３月未満 １７ ３７ ２１ １７ ２５ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １８ ３８ ２２ １８ ２６ １４ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １９ ３９ ２３ １９ ２７ １５ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ ４０ ２４ ２０ ２８ １６ １２ ８ ４ １

１２月以上 ２１ ４１ ２５ ２１ ２９ １７ １３ ９ ５ １

７ ３月未満 ２１ ４１ ２５ ２１ ２９ １７ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 ２２ ４２ ２６ ２２ ３０ １８ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 ２３ ４３ ２７ ２３ ３１ １９ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２４ ４４ ２８ ２４ ３２ ２０ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２５ ４５ ２９ ２５ ３３ ２１ １７ １３ ９ ５

８ ３月未満 ２５ ４５ ２９ ２５ ３３ ２１ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２５ ４６ ３０ ２６ ３４ ２２ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２６ ４７ ３１ ２７ ３５ ２３ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２６ ４８ ３２ ２８ ３６ ２４ ２０ １６ １２ ８

１２月以上 ２７ ４９ ３３ ２９ ３７ ２５ ２１ １７ １３ ９

９ ３月未満 ２７ ４９ ３３ ２９ ３７ ２５ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ２７ ５０ ３４ ３０ ３８ ２６ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ２８ ５１ ３５ ３１ ３９ ２７ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ２８ ５２ ３６ ３２ ４０ ２８ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ２９ ５３ ３７ ３３ ４１ ２９ ２５ ２１ １７ １３

１０ ３月未満 ２９ ５３ ３７ ３３ ４１ ２９ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ２９ ５４ ３８ ３４ ４２ ３０ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ３０ ５５ ３９ ３５ ４３ ３１ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ３０ ５６ ４０ ３６ ４４ ３２ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ３１ ５７ ４１ ３７ ４５ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

１１ ３月未満 ３１ ５７ ４１ ３７ ４５ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ３１ ５８ ４２ ３８ ４６ ３４ ３０ ２６ ２２ １８

６月以上９月未満 ３２ ５９ ４３ ３９ ４７ ３５ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ３２ ６０ ４４ ４０ ４８ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ３３ ６１ ４５ ４１ ４９ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

１２ ３月未満 ３３ ６１ ４５ ４１ ４９ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ３３ ６２ ４６ ４２ ５０ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ３４ ６３ ４７ ４３ ５１ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ３４ ６４ ４８ ４４ ５２ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ３５ ６５ ４９ ４５ ５３ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

１３ ３月未満 ３５ ６５ ４９ ４５ ５３ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

３月以上６月未満 ３５ ６６ ５０ ４５ ５４ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６

６月以上９月未満 ３６ ６７ ５１ ４６ ５５ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ３６ ６８ ５２ ４６ ５６ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ３７ ６９ ５３ ４７ ５７ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

１４ ３月未満 ３７ ６９ ５３ ４７ ５７ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９
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３月以上６月未満 ３８ ７０ ５４ ４７ ５８ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ３９ ７１ ５５ ４８ ５９ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ４０ ７２ ５６ ４８ ６０ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ４１ ７３ ５７ ４９ ６１ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

１５ ３月未満 ４１ ７３ ５７ ４９ ６１ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 ４１ ７４ ５８ ４９ ６２ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 ４２ ７５ ５９ ５０ ６３ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ４２ ７６ ６０ ５０ ６４ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 ４３ ７７ ６１ ５１ ６５ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

１６ ３月未満 ４３ ７７ ６１ ５１ ６５ ５３ ４９ ４５ ４１ 　

３月以上６月未満 ４３ ７８ ６２ ５１ ６６ ５４ ５０ ４６ ４２ 　

６月以上９月未満 ４４ ７９ ６３ ５２ ６７ ５５ ５１ ４７ ４３ 　

９月以上１２月未満 ４４ ８０ ６４ ５２ ６８ ５６ ５２ ４８ ４４ 　

１２月以上 ４５ ８１ ６５ ５３ ６９ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

１７ ３月未満 ４５ ８１ ６５ ５３ ６９ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

３月以上６月未満 ４６ ８２ ６６ ５３ ７０ ５８ ５４ ５０ ４６ 　

６月以上９月未満 ４７ ８３ ６７ ５４ ７１ ５９ ５５ ５１ ４７ 　

９月以上１２月未満 ４８ ８４ ６８ ５４ ７２ ６０ ５６ ５２ ４８ 　

１２月以上 ４９ ８５ ６９ ５５ ７３ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

１８ ３月未満 ４９ ８５ ６９ ５５ ７３ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

３月以上６月未満 ４９ ８６ ７０ ５５ ７４ ６２ ５８ ５４ ５０ 　

６月以上９月未満 ４９ ８７ ７１ ５６ ７５ ６３ ５９ ５５ ５１ 　

９月以上１２月未満 ５０ ８８ ７２ ５６ ７６ ６４ ６０ ５６ ５２ 　

１２月以上 ５０ ８９ ７３ ５７ ７７ ６５ ６１ ５７ ５３ 　

１９ ３月未満 ５０ ８９ ７３ ５７ ７７ ６５ ６１ ５７ 　 　

３月以上６月未満 ５０ ８９ ７４ ５７ ７８ ６６ ６２ ５８ 　 　

６月以上９月未満 ５１ ８９ ７５ ５７ ７９ ６７ ６３ ５９ 　 　

９月以上１２月未満 ５１ ８９ ７６ ５８ ８０ ６８ ６４ ６０ 　 　

１２月以上 ５１ ８９ ７７ ５８ ８１ ６９ ６５ ６１ 　 　

２０ ３月未満 ５１ 　 ７７ ５８ ８１ ６９ ６５ ６１ 　 　

３月以上６月未満 ５２ 　 ７８ ５８ ８２ ７０ ６６ ６２ 　 　

６月以上９月未満 ５２ 　 ７９ ５９ ８３ ７１ ６７ ６３ 　 　

９月以上１２月未満 ５２ 　 ８０ ５９ ８４ ７２ ６８ ６４ 　 　

１２月以上 ５３ 　 ８１ ５９ ８５ ７３ ６９ ６５ 　 　

２１ ３月未満 ５３ 　 ８１ ５９ ８５ ７３ ６９ ６５ 　 　

３月以上６月未満 ５３ 　 ８２ ６０ ８６ ７４ ７０ ６６ 　 　

６月以上９月未満 ５４ 　 ８３ ６０ ８７ ７５ ７１ ６７ 　 　

９月以上１２月未満 ５４ 　 ８４ ６０ ８８ ７６ ７２ ６８ 　 　

１２月以上 ５５ 　 ８５ ６１ ８９ ７７ ７３ ６９ 　 　

２２ ３月未満 　 　 ８５ ６１ ８９ ７７ ７３ 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ８６ ６１ ９０ ７８ ７４ 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ８７ ６１ ９１ ７９ ７５ 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ８８ ６２ ９２ ８０ ７６ 　 　 　

１２月以上 　 　 ８９ ６２ ９３ ８１ ７７ 　 　 　

２３ ３月未満 　 　 ８９ ６２ 　 ８１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９０ ６２ 　 ８２ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９１ ６３ 　 ８３ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ９２ ６３ 　 ８４ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 ９３ ６３ 　 ８５ 　 　 　 　

２４ ３月未満 　 　 ９３ ６３ 　 ８５ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９４ ６４ 　 ８６ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９５ ６４ 　 ８７ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ９６ ６４ 　 ８８ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 ９７ ６５ 　 ８９ 　 　 　 　

２５ ３月未満 　 　 ９７ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９８ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９９ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １００ 　 　 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １０１ 　 　 　 　 　 　 　

２６ ３月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　 　 　 　
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１２月以上 　 　 １０１ 　 　 　 　 　 　 　

ト　海事職俸給表（一）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 １ １ １ １ １

６月以上９月未満 　 　 １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 　 １ １ １ １ １

１２月以上 　 　 １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ １ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ３ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ４ ４ １ １ １ １

１２月以上 ５ ５ ５ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ５ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ６ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ７ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ８ ８ ４ １ １ １

１２月以上 ９ ９ ９ ５ １ １ １

４ ３月未満 ９ ９ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １０ １０ １０ ６ １ １ １

６月以上９月未満 １１ １１ １１ ７ １ １ １

９月以上１２月未満 １２ １２ １２ ８ １ １ １

１２月以上 １３ １３ １３ ９ １ １ １

５ ３月未満 １３ １３ １３ ９ １ １ １

３月以上６月未満 １４ １４ １４ １０ ２ １ １

６月以上９月未満 １５ １５ １５ １１ ３ １ １

９月以上１２月未満 １６ １６ １６ １２ ４ １ １

１２月以上 １７ １７ １７ １３ ５ １ １

６ ３月未満 １７ １７ １７ １３ ５ １ １

３月以上６月未満 １８ １８ １８ １４ ６ ２ １

６月以上９月未満 １９ １９ １９ １５ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ ２０ ２０ １６ ８ ４ １

１２月以上 ２１ ２１ ２１ １７ ９ ５ １

７ ３月未満 ２１ ２１ ２１ １７ ９ ５ １

３月以上６月未満 ２２ ２２ ２２ １８ １０ ６ １

６月以上９月未満 ２３ ２３ ２３ １９ １１ ７ １

９月以上１２月未満 ２４ ２４ ２４ ２０ １２ ８ １

１２月以上 ２５ ２５ ２５ ２１ １３ ９ １

８ ３月未満 ２５ ２５ ２５ ２１ １３ ９ １

３月以上６月未満 ２６ ２６ ２６ ２２ １４ １０ ２

６月以上９月未満 ２７ ２７ ２７ ２３ １５ １１ ３

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ２８ ２４ １６ １２ ４

１２月以上 ２９ ２９ ２９ ２５ １７ １３ ５

９ ３月未満 ２９ ２９ ２９ ２５ １７ １３ ５

３月以上６月未満 ３０ ３０ ３０ ２６ １８ １４ ６

６月以上９月未満 ３１ ３１ ３１ ２７ １９ １５ ７

９月以上１２月未満 ３２ ３２ ３２ ２８ ２０ １６ ８

１２月以上 ３３ ３３ ３３ ２９ ２１ １７ ９

１０ ３月未満 ３３ ３３ ３３ ２９ ２１ １７ ９

３月以上６月未満 ３４ ３４ ３４ ３０ ２２ １８ １０

６月以上９月未満 ３５ ３５ ３５ ３１ ２３ １９ １１

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ３６ ３２ ２４ ２０ １２

１２月以上 ３７ ３７ ３７ ３３ ２５ ２１ １３

１１ ３月未満 ３７ ３７ ３７ ３３ ２５ ２１ １３

３月以上６月未満 ３８ ３８ ３８ ３４ ２６ ２２ １４

６月以上９月未満 ３９ ３９ ３９ ３５ ２７ ２３ １５

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ４０ ３６ ２８ ２４ １６

１２月以上 ４１ ４１ ４１ ３７ ２９ ２５ １７

１２ ３月未満 ４１ ４１ ４１ ３７ ２９ ２５ １７

３月以上６月未満 ４２ ４２ ４２ ３８ ３０ ２６ １８

６月以上９月未満 ４３ ４３ ４３ ３９ ３１ ２７ １９

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ４４ ４０ ３２ ２８ ２０
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１２月以上 ４５ ４５ ４５ ４１ ３３ ２９ ２１

１３ ３月未満 ４５ ４５ ４５ ４１ ３３ ２９ ２１

３月以上６月未満 ４６ ４６ ４６ ４２ ３４ ３０ ２２

６月以上９月未満 ４７ ４７ ４７ ４３ ３５ ３１ ２３

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ４８ ４４ ３６ ３２ ２４

１２月以上 ４９ ４９ ４９ ４５ ３７ ３３ ２５

１４ ３月未満 ４９ ４９ ４９ ４５ ３７ ３３ ２５

３月以上６月未満 ５０ ５０ ５０ ４６ ３８ ３４ ２６

６月以上９月未満 ５１ ５１ ５１ ４７ ３９ ３５ ２７

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ５２ ４８ ４０ ３６ ２８

１２月以上 ５３ ５３ ５３ ４９ ４１ ３７ ２９

１５ ３月未満 ５３ ５３ ５３ ４９ ４１ ３７ ２９

３月以上６月未満 ５４ ５４ ５４ ５０ ４２ ３８ ２９

６月以上９月未満 ５５ ５５ ５５ ５１ ４３ ３９ ２９

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ５６ ５２ ４４ ４０ ２９

１２月以上 ５７ ５７ ５７ ５３ ４５ ４１ ２９

１６ ３月未満 ５７ ５７ ５７ ５３ ４５ ４１ 　

３月以上６月未満 ５８ ５８ ５８ ５４ ４６ ４２ 　

６月以上９月未満 ５９ ５９ ５９ ５５ ４７ ４３ 　

９月以上１２月未満 ６０ ６０ ６０ ５６ ４８ ４４ 　

１２月以上 ６１ ６１ ６１ ５７ ４９ ４５ 　

１７ ３月未満 ６１ ６１ ６１ ５７ ４９ ４５ 　

３月以上６月未満 ６２ ６２ ６２ ５８ ５０ ４６ 　

６月以上９月未満 ６３ ６３ ６３ ５９ ５１ ４７ 　

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ６４ ６０ ５２ ４８ 　

１２月以上 ６５ ６５ ６５ ６１ ５３ ４９ 　

１８ ３月未満 ６５ ６５ ６５ ６１ ５３ ４９ 　

３月以上６月未満 ６６ ６６ ６６ ６２ ５４ ５０ 　

６月以上９月未満 ６７ ６７ ６７ ６３ ５５ ５１ 　

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ６８ ６４ ５６ ５２ 　

１２月以上 ６９ ６９ ６９ ６５ ５７ ５３ 　

１９ ３月未満 ６９ ６９ ６９ ６５ ５７ ５３ 　

３月以上６月未満 ６９ ６９ ７０ ６６ ５８ ５４ 　

６月以上９月未満 ６９ ６９ ７１ ６７ ５９ ５５ 　

９月以上１２月未満 ６９ ６９ ７２ ６８ ６０ ５６ 　

１２月以上 ６９ ６９ ７３ ６９ ６１ ５７ 　

２０ ３月未満 　 　 ７３ ６９ ６１ ５７ 　

３月以上６月未満 　 　 ７４ ７０ ６２ ５７ 　

６月以上９月未満 　 　 ７５ ７１ ６３ ５７ 　

９月以上１２月未満 　 　 ７６ ７２ ６４ ５７ 　

１２月以上 　 　 ７７ ７３ ６５ ５７ 　

２１ ３月未満 　 　 ７７ ７３ ６５ 　 　

３月以上６月未満 　 　 ７８ ７４ ６６ 　 　

６月以上９月未満 　 　 ７９ ７５ ６７ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ８０ ７６ ６８ 　 　

１２月以上 　 　 ８１ ７７ ６９ 　 　

２２ ３月未満 　 　 ８１ ７７ ６９ 　 　

３月以上６月未満 　 　 ８２ ７８ ７０ 　 　

６月以上９月未満 　 　 ８３ ７９ ７１ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ８４ ８０ ７２ 　 　

１２月以上 　 　 ８５ ８１ ７３ 　 　

２３ ３月未満 　 　 ８５ ８１ ７３ 　 　

３月以上６月未満 　 　 ８６ ８２ ７３ 　 　

６月以上９月未満 　 　 ８７ ８３ ７３ 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ８８ ８４ ７３ 　 　

１２月以上 　 　 ８９ ８５ ７３ 　 　

２４ ３月未満 　 　 ８９ ８５ 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９０ ８６ 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９１ ８７ 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ９２ ８８ 　 　 　

１２月以上 　 　 ９３ ８９ 　 　 　

２５ ３月未満 　 　 ９３ ８９ 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９４ ８９ 　 　 　
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６月以上９月未満 　 　 ９５ ８９ 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 ９６ ８９ 　 　 　

１２月以上 　 　 ９７ ８９ 　 　 　

２６ ３月未満 　 　 ９７ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 ９８ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 ９９ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １００ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １０１ 　 　 　 　

２７ ３月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １０１ 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １０１ 　 　 　 　

チ　海事職俸給表（二）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 １ １ １ １

６月以上９月未満 　 　 １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 　 １ １ １ １

１２月以上 　 　 １ １ １ １

２ ３月未満 １ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ １ １ １ １ １

１２月以上 ５ １ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ２ ２ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ３ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ４ ４ １ １ １

１２月以上 ９ ５ ５ １ １ １

４ ３月未満 ９ ５ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １０ ６ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １１ ７ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １２ ８ ８ ４ １ １

１２月以上 １３ ９ ９ ５ １ １

５ ３月未満 １３ ９ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １４ １０ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １５ １１ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 １６ １２ １２ ８ ４ １

１２月以上 １７ １３ １３ ９ ５ １

６ ３月未満 １７ １３ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 １８ １４ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 １９ １５ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２０ １６ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２１ １７ １７ １３ ９ ５

７ ３月未満 ２１ １７ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２２ １８ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２３ １９ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２４ ２０ ２０ １６ １２ ８

１２月以上 ２５ ２１ ２１ １７ １３ ９

８ ３月未満 ２５ ２１ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ２６ ２２ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ２７ ２３ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ２８ ２４ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ２９ ２５ ２５ ２１ １７ １３

９ ３月未満 ２９ ２５ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ３０ ２６ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ３１ ２７ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ １７

１０ ３月未満 ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ １８
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６月以上９月未満 ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１

１１ ３月未満 ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５

１２ ３月未満 ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５

３月以上６月未満 ４２ ３８ ３８ ３４ ３０ ２６

６月以上９月未満 ４３ ３９ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ４４ ４０ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ４５ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９

１３ ３月未満 ４５ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９

３月以上６月未満 ４６ ４２ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ４７ ４３ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ４８ ４４ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ４９ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３

１４ ３月未満 ４９ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 ５０ ４６ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 ５１ ４７ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ５２ ４８ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 ５３ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７

１５ ３月未満 ５３ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７

３月以上６月未満 ５４ ５０ ５０ ４６ ４２ ３８

６月以上９月未満 ５５ ５１ ５１ ４７ ４３ ３９

９月以上１２月未満 ５６ ５２ ５２ ４８ ４４ ４０

１２月以上 ５７ ５３ ５３ ４９ ４５ ４１

１６ ３月未満 ５７ ５３ ５３ ４９ ４５ ４１

３月以上６月未満 ５８ ５４ ５４ ５０ ４６ ４２

６月以上９月未満 ５９ ５５ ５５ ５１ ４７ ４３

９月以上１２月未満 ６０ ５６ ５６ ５２ ４８ ４４

１２月以上 ６１ ５７ ５７ ５３ ４９ ４５

１７ ３月未満 ６１ ５７ ５７ ５３ ４９ ４５

３月以上６月未満 ６２ ５８ ５８ ５４ ５０ ４６

６月以上９月未満 ６３ ５９ ５９ ５５ ５１ ４７

９月以上１２月未満 ６４ ６０ ６０ ５６ ５２ ４８

１２月以上 ６５ ６１ ６１ ５７ ５３ ４９

１８ ３月未満 ６５ ６１ ６１ ５７ ５３ ４９

３月以上６月未満 ６６ ６２ ６２ ５８ ５４ ５０

６月以上９月未満 ６７ ６３ ６３ ５９ ５５ ５１

９月以上１２月未満 ６８ ６４ ６４ ６０ ５６ ５２

１２月以上 ６９ ６５ ６５ ６１ ５７ ５３

１９ ３月未満 ６９ ６５ ６５ ６１ ５７ ５３

３月以上６月未満 ７０ ６６ ６６ ６２ ５８ ５４

６月以上９月未満 ７１ ６７ ６７ ６３ ５９ ５５

９月以上１２月未満 ７２ ６８ ６８ ６４ ６０ ５６

１２月以上 ７３ ６９ ６９ ６５ ６１ ５７

２０ ３月未満 ７３ ６９ ６９ ６５ ６１ ５７

３月以上６月未満 ７４ ７０ ７０ ６６ ６２ ５８

６月以上９月未満 ７５ ７１ ７１ ６７ ６３ ５９

９月以上１２月未満 ７６ ７２ ７２ ６８ ６４ ６０

１２月以上 ７７ ７３ ７３ ６９ ６５ ６１

２１ ３月未満 ７７ ７３ ７３ ６９ ６５ ６１

３月以上６月未満 ７８ ７４ ７４ ７０ ６６ ６２

６月以上９月未満 ７９ ７５ ７５ ７１ ６７ ６３

９月以上１２月未満 ８０ ７６ ７６ ７２ ６８ ６４

１２月以上 ８１ ７７ ７７ ７３ ６９ ６５

２２ ３月未満 ８１ ７７ ７７ ７３ ６９ ６５

３月以上６月未満 ８２ ７８ ７８ ７４ ７０ ６６

６月以上９月未満 ８３ ７９ ７９ ７５ ７１ ６７

９月以上１２月未満 ８４ ８０ ８０ ７６ ７２ ６８

１２月以上 ８５ ８１ ８１ ７７ ７３ ６９
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２３ ３月未満 ８５ ８１ ８１ ７７ ７３ ６９

３月以上６月未満 ８５ ８２ ８２ ７８ ７４ ６９

６月以上９月未満 ８５ ８３ ８３ ７９ ７５ ６９

９月以上１２月未満 ８５ ８４ ８４ ８０ ７６ ６９

１２月以上 ８５ ８５ ８５ ８１ ７７ ６９

２４ ３月未満 　 ８５ ８５ ８１ ７７ 　

３月以上６月未満 　 ８６ ８６ ８２ ７８ 　

６月以上９月未満 　 ８７ ８７ ８３ ７９ 　

９月以上１２月未満 　 ８８ ８８ ８４ ８０ 　

１２月以上 　 ８９ ８９ ８５ ８１ 　

２５ ３月未満 　 ８９ ８９ ８５ ８１ 　

３月以上６月未満 　 ９０ ９０ ８６ ８２ 　

６月以上９月未満 　 ９１ ９１ ８７ ８３ 　

９月以上１２月未満 　 ９２ ９２ ８８ ８４ 　

１２月以上 　 ９３ ９３ ８９ ８５ 　

２６ ３月未満 　 ９３ ９３ ８９ ８５ 　

３月以上６月未満 　 ９４ ９４ ９０ ８６ 　

６月以上９月未満 　 ９５ ９５ ９１ ８７ 　

９月以上１２月未満 　 ９６ ９６ ９２ ８８ 　

１２月以上 　 ９７ ９７ ９３ ８９ 　

２７ ３月未満 　 ９７ ９７ ９３ ８９ 　

３月以上６月未満 　 ９８ ９８ ９４ ８９ 　

６月以上９月未満 　 ９９ ９９ ９５ ８９ 　

９月以上１２月未満 　 １００ １００ ９６ ８９ 　

１２月以上 　 １０１ １０１ ９７ ８９ 　

２８ ３月未満 　 １０１ １０１ ９７ 　 　

３月以上６月未満 　 １０２ １０２ ９８ 　 　

６月以上９月未満 　 １０３ １０３ ９９ 　 　

９月以上１２月未満 　 １０４ １０４ １００ 　 　

１２月以上 　 １０５ １０５ １０１ 　 　

２９ ３月未満 　 １０５ １０５ １０１ 　 　

３月以上６月未満 　 １０５ １０６ １０２ 　 　

６月以上９月未満 　 １０５ １０７ １０３ 　 　

９月以上１２月未満 　 １０５ １０８ １０４ 　 　

１２月以上 　 １０５ １０９ １０５ 　 　

３０ ３月未満 　 　 １０９ 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １１０ 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １１１ 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １１２ 　 　 　

１２月以上 　 　 １１３ 　 　 　

３１ ３月未満 　 　 １１３ 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １１３ 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １１３ 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １１３ 　 　 　

１２月以上 　 　 １１３ 　 　 　

リ　教育職俸給表（一）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級

経過期間 　

１ ３月未満 　 １ １

３月以上６月未満 　 １ １

６月以上９月未満 　 １ １

９月以上１２月未満 　 １ １

１２月以上 　 １ １

２ ３月未満 １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ １

６月以上９月未満 ３ ３ １

９月以上１２月未満 ４ ４ １

１２月以上 ５ ５ １

３ ３月未満 ５ ５ １

３月以上６月未満 ６ ６ １

６月以上９月未満 ７ ７ １

９月以上１２月未満 ８ ８ １

１２月以上 ９ ９ １
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４ ３月未満 ９ ９ １

３月以上６月未満 １０ １０ ２

６月以上９月未満 １１ １１ ３

９月以上１２月未満 １２ １２ ４

１２月以上 １３ １３ ５

５ ３月未満 １３ １３ ５

３月以上６月未満 １４ １４ ６

６月以上９月未満 １５ １５ ７

９月以上１２月未満 １６ １６ ８

１２月以上 １７ １７ ９

６ ３月未満 １７ １７ ９

３月以上６月未満 １８ １８ １０

６月以上９月未満 １９ １９ １１

９月以上１２月未満 ２０ ２０ １２

１２月以上 ２１ ２１ １３

７ ３月未満 ２１ ２１ １３

３月以上６月未満 ２２ ２２ １４

６月以上９月未満 ２３ ２３ １５

９月以上１２月未満 ２４ ２４ １６

１２月以上 ２５ ２５ １７

８ ３月未満 ２５ ２５ １７

３月以上６月未満 ２６ ２６ １８

６月以上９月未満 ２７ ２７ １９

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ２０

１２月以上 ２９ ２９ ２１

９ ３月未満 ２９ ２９ ２１

３月以上６月未満 ３０ ３０ ２２

６月以上９月未満 ３１ ３１ ２３

９月以上１２月未満 ３２ ３２ ２４

１２月以上 ３３ ３３ ２５

１０ ３月未満 ３３ ３３ ２５

３月以上６月未満 ３４ ３４ ２６

６月以上９月未満 ３５ ３５ ２７

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ２８

１２月以上 ３７ ３７ ２９

１１ ３月未満 ３７ ３７ ２９

３月以上６月未満 ３８ ３８ ３０

６月以上９月未満 ３９ ３９ ３１

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ３２

１２月以上 ４１ ４１ ３３

１２ ３月未満 ４１ ４１ ３３

３月以上６月未満 ４２ ４２ ３４

６月以上９月未満 ４３ ４３ ３５

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ３６

１２月以上 ４５ ４５ ３７

１３ ３月未満 ４５ ４５ ３７

３月以上６月未満 ４６ ４６ ３８

６月以上９月未満 ４７ ４７ ３９

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ４０

１２月以上 ４９ ４９ ４１

１４ ３月未満 ４９ ４９ ４１

３月以上６月未満 ５０ ５０ ４２

６月以上９月未満 ５１ ５１ ４３

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ４４

１２月以上 ５３ ５３ ４５

１５ ３月未満 ５３ ５３ ４５

３月以上６月未満 ５４ ５４ ４６

６月以上９月未満 ５５ ５５ ４７

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ４８

１２月以上 ５７ ５７ ４９

１６ ３月未満 ５７ ５７ ４９

３月以上６月未満 ５８ ５８ ５０

６月以上９月未満 ５９ ５９ ５１
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９月以上１２月未満 ６０ ６０ ５２

１２月以上 ６１ ６１ ５３

１７ ３月未満 ６１ ６１ ５３

３月以上６月未満 ６２ ６２ ５４

６月以上９月未満 ６３ ６３ ５５

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ５６

１２月以上 ６５ ６５ ５７

１８ ３月未満 ６５ ６５ ５７

３月以上６月未満 ６６ ６６ ５８

６月以上９月未満 ６７ ６７ ５９

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ６０

１２月以上 ６９ ６９ ６１

１９ ３月未満 ６９ ６９ ６１

３月以上６月未満 ７０ ７０ ６２

６月以上９月未満 ７１ ７１ ６３

９月以上１２月未満 ７２ ７２ ６４

１２月以上 ７３ ７３ ６５

２０ ３月未満 ７３ ７３ ６５

３月以上６月未満 ７４ ７４ ６６

６月以上９月未満 ７５ ７５ ６７

９月以上１２月未満 ７６ ７６ ６８

１２月以上 ７７ ７７ ６９

２１ ３月未満 ７７ ７７ ６９

３月以上６月未満 ７８ ７８ ７０

６月以上９月未満 ７９ ７９ ７１

９月以上１２月未満 ８０ ８０ ７２

１２月以上 ８１ ８１ ７３

２２ ３月未満 ８１ ８１ ７３

３月以上６月未満 ８２ ８２ ７４

６月以上９月未満 ８３ ８３ ７５

９月以上１２月未満 ８４ ８４ ７６

１２月以上 ８５ ８５ ７７

２３ ３月未満 ８５ ８５ ７７

３月以上６月未満 ８６ ８６ ７８

６月以上９月未満 ８７ ８７ ７９

９月以上１２月未満 ８８ ８８ ８０

１２月以上 ８９ ８９ ８１

２４ ３月未満 ８９ ８９ ８１

３月以上６月未満 ９０ ９０ ８２

６月以上９月未満 ９１ ９１ ８３

９月以上１２月未満 ９２ ９２ ８４

１２月以上 ９３ ９３ ８５

２５ ３月未満 ９３ ９３ ８５

３月以上６月未満 ９４ ９４ ８６

６月以上９月未満 ９５ ９５ ８７

９月以上１２月未満 ９６ ９６ ８８

１２月以上 ９７ ９７ ８９

２６ ３月未満 ９７ ９７ ８９

３月以上６月未満 ９８ ９８ ８９

６月以上９月未満 ９９ ９９ ８９

９月以上１２月未満 １００ １００ ８９

１２月以上 １０１ １０１ ８９

２７ ３月未満 １０１ １０１ 　

３月以上６月未満 １０２ １０２ 　

６月以上９月未満 １０３ １０３ 　

９月以上１２月未満 １０４ １０４ 　

１２月以上 １０５ １０５ 　

２８ ３月未満 １０５ １０５ 　

３月以上６月未満 １０６ １０５ 　

６月以上９月未満 １０７ １０５ 　

９月以上１２月未満 １０８ １０５ 　

１２月以上 １０９ １０５ 　

２９ ３月未満 １０９ 　 　
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３月以上６月未満 １１０ 　 　

６月以上９月未満 １１１ 　 　

９月以上１２月未満 １１２ 　 　

１２月以上 １１３ 　 　

３０ ３月未満 １１３ 　 　

３月以上６月未満 １１４ 　 　

６月以上９月未満 １１５ 　 　

９月以上１２月未満 １１６ 　 　

１２月以上 １１７ 　 　

３１ ３月未満 １１７ 　 　

３月以上６月未満 １１８ 　 　

６月以上９月未満 １１９ 　 　

９月以上１２月未満 １２０ 　 　

１２月以上 １２１ 　 　

３２ ３月未満 １２１ 　 　

３月以上６月未満 １２２ 　 　

６月以上９月未満 １２３ 　 　

９月以上１２月未満 １２４ 　 　

１２月以上 １２５ 　 　

３３ ３月未満 １２５ 　 　

３月以上６月未満 １２６ 　 　

６月以上９月未満 １２７ 　 　

９月以上１２月未満 １２８ 　 　

１２月以上 １２９ 　 　

３４ ３月未満 １２９ 　 　

３月以上６月未満 １２９ 　 　

６月以上９月未満 １２９ 　 　

９月以上１２月未満 １２９ 　 　

１２月以上 １２９ 　 　

ヌ　教育職俸給表（二）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級

経過期間 　

１ ３月未満 　 １ １

３月以上６月未満 　 ２ １

６月以上９月未満 　 ３ １

９月以上１２月未満 　 ４ １

１２月以上 　 ５ １

２ ３月未満 １ ５ １

３月以上６月未満 ２ ６ ２

６月以上９月未満 ３ ７ ３

９月以上１２月未満 ４ ８ ４

１２月以上 ５ ９ ５

３ ３月未満 ５ ９ ５

３月以上６月未満 ６ １０ ６

６月以上９月未満 ７ １１ ７

９月以上１２月未満 ８ １２ ８

１２月以上 ９ １３ ９

４ ３月未満 ９ １３ ９

３月以上６月未満 １０ １４ １０

６月以上９月未満 １１ １５ １１

９月以上１２月未満 １２ １６ １２

１２月以上 １３ １７ １３

５ ３月未満 １３ １７ １３

３月以上６月未満 １４ １８ １４

６月以上９月未満 １５ １９ １５

９月以上１２月未満 １６ ２０ １６

１２月以上 １７ ２１ １７

６ ３月未満 １７ ２１ １７

３月以上６月未満 １８ ２２ １８

６月以上９月未満 １９ ２３ １９

９月以上１２月未満 ２０ ２４ ２０

１２月以上 ２１ ２５ ２１

７ ３月未満 ２１ ２５ ２１
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３月以上６月未満 ２２ ２６ ２２

６月以上９月未満 ２３ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ２４ ２８ ２４

１２月以上 ２５ ２９ ２５

８ ３月未満 ２５ ２９ ２５

３月以上６月未満 ２６ ３０ ２６

６月以上９月未満 ２７ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ２８ ３２ ２８

１２月以上 ２９ ３３ ２９

９ ３月未満 ２９ ３３ ２９

３月以上６月未満 ３０ ３４ ３０

６月以上９月未満 ３１ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ３２ ３６ ３２

１２月以上 ３３ ３７ ３３

１０ ３月未満 ３３ ３７ ３３

３月以上６月未満 ３４ ３８ ３４

６月以上９月未満 ３５ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ３６ ４０ ３６

１２月以上 ３７ ４１ ３７

１１ ３月未満 ３７ ４１ ３７

３月以上６月未満 ３８ ４２ ３８

６月以上９月未満 ３９ ４３ ３９

９月以上１２月未満 ４０ ４４ ４０

１２月以上 ４１ ４５ ４１

１２ ３月未満 ４１ ４５ ４１

３月以上６月未満 ４２ ４６ ４２

６月以上９月未満 ４３ ４７ ４３

９月以上１２月未満 ４４ ４８ ４４

１２月以上 ４５ ４９ ４５

１３ ３月未満 ４５ ４９ ４５

３月以上６月未満 ４６ ５０ ４６

６月以上９月未満 ４７ ５１ ４７

９月以上１２月未満 ４８ ５２ ４８

１２月以上 ４９ ５３ ４９

１４ ３月未満 ４９ ５３ ４９

３月以上６月未満 ５０ ５４ ５０

６月以上９月未満 ５１ ５５ ５１

９月以上１２月未満 ５２ ５６ ５２

１２月以上 ５３ ５７ ５３

１５ ３月未満 ５３ ５７ ５３

３月以上６月未満 ５４ ５８ ５４

６月以上９月未満 ５５ ５９ ５５

９月以上１２月未満 ５６ ６０ ５６

１２月以上 ５７ ６１ ５７

１６ ３月未満 ５７ ６１ ５７

３月以上６月未満 ５８ ６２ ５８

６月以上９月未満 ５９ ６３ ５９

９月以上１２月未満 ６０ ６４ ６０

１２月以上 ６１ ６５ ６１

１７ ３月未満 ６１ ６５ ６１

３月以上６月未満 ６２ ６６ ６２

６月以上９月未満 ６３ ６７ ６３

９月以上１２月未満 ６４ ６８ ６４

１２月以上 ６５ ６９ ６５

１８ ３月未満 ６５ ６９ ６５

３月以上６月未満 ６６ ７０ ６６

６月以上９月未満 ６７ ７１ ６７

９月以上１２月未満 ６８ ７２ ６８

１２月以上 ６９ ７３ ６９

１９ ３月未満 ６９ ７３ ６９

３月以上６月未満 ７０ ７４ ７０

６月以上９月未満 ７１ ７５ ７１

９月以上１２月未満 ７２ ７６ ７２

132



１２月以上 ７３ ７７ ７３

２０ ３月未満 ７３ ７７ ７３

３月以上６月未満 ７４ ７８ ７４

６月以上９月未満 ７５ ７９ ７５

９月以上１２月未満 ７６ ８０ ７６

１２月以上 ７７ ８１ ７７

２１ ３月未満 ７７ ８１ ７７

３月以上６月未満 ７８ ８２ ７８

６月以上９月未満 ７９ ８３ ７９

９月以上１２月未満 ８０ ８４ ８０

１２月以上 ８１ ８５ ８１

２２ ３月未満 ８１ ８５ ８１

３月以上６月未満 ８２ ８６ ８２

６月以上９月未満 ８３ ８７ ８３

９月以上１２月未満 ８４ ８８ ８４

１２月以上 ８５ ８９ ８５

２３ ３月未満 ８５ ８９ ８５

３月以上６月未満 ８６ ９０ ８６

６月以上９月未満 ８７ ９１ ８７

９月以上１２月未満 ８８ ９２ ８８

１２月以上 ８９ ９３ ８９

２４ ３月未満 ８９ ９３ ８９

３月以上６月未満 ９０ ９４ ９０

６月以上９月未満 ９１ ９５ ９１

９月以上１２月未満 ９２ ９６ ９２

１２月以上 ９３ ９７ ９３

２５ ３月未満 ９３ ９７ ９３

３月以上６月未満 ９４ ９８ ９４

６月以上９月未満 ９５ ９９ ９５

９月以上１２月未満 ９６ １００ ９６

１２月以上 ９７ １０１ ９７

２６ ３月未満 ９７ １０１ ９７

３月以上６月未満 ９８ １０２ ９８

６月以上９月未満 ９９ １０３ ９９

９月以上１２月未満 １００ １０４ １００

１２月以上 １０１ １０５ １０１

２７ ３月未満 １０１ １０５ １０１

３月以上６月未満 １０２ １０６ １０１

６月以上９月未満 １０３ １０７ １０１

９月以上１２月未満 １０４ １０８ １０１

１２月以上 １０５ １０９ １０１

２８ ３月未満 １０５ １０９ 　

３月以上６月未満 １０６ １１０ 　

６月以上９月未満 １０７ １１１ 　

９月以上１２月未満 １０８ １１２ 　

１２月以上 １０９ １１３ 　

２９ ３月未満 １０９ １１３ 　

３月以上６月未満 １１０ １１４ 　

６月以上９月未満 １１１ １１５ 　

９月以上１２月未満 １１２ １１６ 　

１２月以上 １１３ １１７ 　

３０ ３月未満 １１３ １１７ 　

３月以上６月未満 １１４ １１８ 　

６月以上９月未満 １１５ １１９ 　

９月以上１２月未満 １１６ １２０ 　

１２月以上 １１７ １２１ 　

３１ ３月未満 １１７ １２１ 　

３月以上６月未満 １１８ １２２ 　

６月以上９月未満 １１９ １２３ 　

９月以上１２月未満 １２０ １２４ 　

１２月以上 １２１ １２５ 　

３２ ３月未満 １２１ １２５ 　

３月以上６月未満 １２２ １２５ 　
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６月以上９月未満 １２３ １２５ 　

９月以上１２月未満 １２４ １２５ 　

１２月以上 １２５ １２５ 　

３３ ３月未満 １２５ 　 　

３月以上６月未満 １２６ 　 　

６月以上９月未満 １２７ 　 　

９月以上１２月未満 １２８ 　 　

１２月以上 １２９ 　 　

３４ ３月未満 １２９ 　 　

３月以上６月未満 １３０ 　 　

６月以上９月未満 １３１ 　 　

９月以上１２月未満 １３２ 　 　

１２月以上 １３３ 　 　

３５ ３月未満 １３３ 　 　

３月以上６月未満 １３４ 　 　

６月以上９月未満 １３５ 　 　

９月以上１２月未満 １３６ 　 　

１２月以上 １３７ 　 　

３６ ３月未満 １３７ 　 　

３月以上６月未満 １３８ 　 　

６月以上９月未満 １３９ 　 　

９月以上１２月未満 １４０ 　 　

１２月以上 １４１ 　 　

３７ ３月未満 １４１ 　 　

３月以上６月未満 １４１ 　 　

６月以上９月未満 １４１ 　 　

９月以上１２月未満 １４１ 　 　

１２月以上 １４１ 　 　

ル　研究職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １

３月以上６月未満 　 　 １ １

６月以上９月未満 　 　 １ １

９月以上１２月未満 　 　 １ １

１２月以上 　 　 １ １

２ ３月未満 １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ １ １

６月以上９月未満 ３ ３ １ １

９月以上１２月未満 ４ ４ １ １

１２月以上 ５ ５ １ １

３ ３月未満 ５ ５ １ １

３月以上６月未満 ６ ６ ２ １

６月以上９月未満 ７ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ８ ８ ４ １

１２月以上 ９ ９ ５ １

４ ３月未満 ９ ９ ５ １

３月以上６月未満 １０ １０ ６ １

６月以上９月未満 １１ １１ ７ １

９月以上１２月未満 １２ １２ ８ １

１２月以上 １３ １３ ９ １

５ ３月未満 １３ １３ ９ １

３月以上６月未満 １４ １４ １０ ２

６月以上９月未満 １５ １５ １１ ３

９月以上１２月未満 １６ １６ １２ ４

１２月以上 １７ １７ １３ ５

６ ３月未満 １７ １７ １３ ５

３月以上６月未満 １８ １８ １４ ６

６月以上９月未満 １９ １９ １５ ７

９月以上１２月未満 ２０ ２０ １６ ８

１２月以上 ２１ ２１ １７ ９

７ ３月未満 ２１ ２１ １７ ９

３月以上６月未満 ２２ ２２ １８ １０
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６月以上９月未満 ２３ ２３ １９ １１

９月以上１２月未満 ２４ ２４ ２０ １２

１２月以上 ２５ ２５ ２１ １３

８ ３月未満 ２５ ２５ ２１ １３

３月以上６月未満 ２６ ２６ ２２ １４

６月以上９月未満 ２７ ２７ ２３ １５

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ２４ １６

１２月以上 ２９ ２９ ２５ １７

９ ３月未満 ２９ ２９ ２５ １７

３月以上６月未満 ３０ ３０ ２６ １８

６月以上９月未満 ３１ ３１ ２７ １９

９月以上１２月未満 ３２ ３２ ２８ ２０

１２月以上 ３３ ３３ ２９ ２１

１０ ３月未満 ３３ ３３ ２９ ２１

３月以上６月未満 ３４ ３４ ３０ ２２

６月以上９月未満 ３５ ３５ ３１ ２３

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ３２ ２４

１２月以上 ３７ ３７ ３３ ２５

１１ ３月未満 ３７ ３７ ３３ ２５

３月以上６月未満 ３８ ３８ ３４ ２６

６月以上９月未満 ３９ ３９ ３５ ２７

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ３６ ２８

１２月以上 ４１ ４１ ３７ ２９

１２ ３月未満 ４１ ４１ ３７ ２９

３月以上６月未満 ４２ ４２ ３８ ３０

６月以上９月未満 ４３ ４３ ３９ ３１

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ４０ ３２

１２月以上 ４５ ４５ ４１ ３３

１３ ３月未満 ４５ ４５ ４１ ３３

３月以上６月未満 ４６ ４６ ４２ ３４

６月以上９月未満 ４７ ４７ ４３ ３５

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ４４ ３６

１２月以上 ４９ ４９ ４５ ３７

１４ ３月未満 ４９ ４９ ４５ ３７

３月以上６月未満 ５０ ５０ ４６ ３８

６月以上９月未満 ５１ ５１ ４７ ３９

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ４８ ４０

１２月以上 ５３ ５３ ４９ ４１

１５ ３月未満 ５３ ５３ ４９ ４１

３月以上６月未満 ５４ ５４ ５０ ４２

６月以上９月未満 ５５ ５５ ５１ ４３

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ５２ ４４

１２月以上 ５７ ５７ ５３ ４５

１６ ３月未満 ５７ ５７ ５３ ４５

３月以上６月未満 ５８ ５８ ５４ ４６

６月以上９月未満 ５９ ５９ ５５ ４７

９月以上１２月未満 ６０ ６０ ５６ ４８

１２月以上 ６１ ６１ ５７ ４９

１７ ３月未満 ６１ ６１ ５７ ４９

３月以上６月未満 ６２ ６２ ５８ ５０

６月以上９月未満 ６３ ６３ ５９ ５１

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ６０ ５２

１２月以上 ６５ ６５ ６１ ５３

１８ ３月未満 ６５ ６５ ６１ ５３

３月以上６月未満 ６６ ６６ ６２ ５４

６月以上９月未満 ６７ ６７ ６３ ５５

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ６４ ５６

１２月以上 ６９ ６９ ６５ ５７

１９ ３月未満 ６９ ６９ ６５ ５７

３月以上６月未満 ７０ ７０ ６６ ５８

６月以上９月未満 ７１ ７１ ６７ ５９

９月以上１２月未満 ７２ ７２ ６８ ６０

１２月以上 ７３ ７３ ６９ ６１
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２０ ３月未満 ７３ ７３ ６９ ６１

３月以上６月未満 ７４ ７４ ７０ ６２

６月以上９月未満 ７５ ７５ ７１ ６３

９月以上１２月未満 ７６ ７６ ７２ ６４

１２月以上 ７７ ７７ ７３ ６５

２１ ３月未満 ７７ ７７ ７３ ６５

３月以上６月未満 ７８ ７８ ７４ ６６

６月以上９月未満 ７９ ７９ ７５ ６７

９月以上１２月未満 ８０ ８０ ７６ ６８

１２月以上 ８１ ８１ ７７ ６９

２２ ３月未満 ８１ ８１ ７７ ６９

３月以上６月未満 ８２ ８２ ７８ ７０

６月以上９月未満 ８３ ８３ ７９ ７１

９月以上１２月未満 ８４ ８４ ８０ ７２

１２月以上 ８５ ８５ ８１ ７３

２３ ３月未満 ８５ ８５ ８１ ７３

３月以上６月未満 ８６ ８６ ８２ ７３

６月以上９月未満 ８７ ８７ ８３ ７３

９月以上１２月未満 ８８ ８８ ８４ ７３

１２月以上 ８９ ８９ ８５ ７３

２４ ３月未満 ８９ ８９ ８５ 　

３月以上６月未満 ９０ ９０ ８６ 　

６月以上９月未満 ９１ ９１ ８７ 　

９月以上１２月未満 ９２ ９２ ８８ 　

１２月以上 ９３ ９３ ８９ 　

２５ ３月未満 ９３ ９３ ８９ 　

３月以上６月未満 ９４ ９４ ８９ 　

６月以上９月未満 ９５ ９５ ８９ 　

９月以上１２月未満 ９６ ９６ ８９ 　

１２月以上 ９７ ９７ ８９ 　

２６ ３月未満 ９７ ９７ 　 　

３月以上６月未満 ９８ ９８ 　 　

６月以上９月未満 ９９ ９９ 　 　

９月以上１２月未満 １００ １００ 　 　

１２月以上 １０１ １０１ 　 　

２７ ３月未満 １０１ １０１ 　 　

３月以上６月未満 １０２ １０２ 　 　

６月以上９月未満 １０３ １０３ 　 　

９月以上１２月未満 １０４ １０４ 　 　

１２月以上 １０５ １０５ 　 　

２８ ３月未満 １０５ １０５ 　 　

３月以上６月未満 １０６ １０６ 　 　

６月以上９月未満 １０７ １０７ 　 　

９月以上１２月未満 １０８ １０８ 　 　

１２月以上 １０９ １０９ 　 　

２９ ３月未満 １０９ １０９ 　 　

３月以上６月未満 １１０ １１０ 　 　

６月以上９月未満 １１１ １１１ 　 　

９月以上１２月未満 １１２ １１２ 　 　

１２月以上 １１３ １１３ 　 　

３０ ３月未満 １１３ 　 　 　

３月以上６月未満 １１４ 　 　 　

６月以上９月未満 １１５ 　 　 　

９月以上１２月未満 １１６ 　 　 　

１２月以上 １１７ 　 　 　

３１ ３月未満 １１７ 　 　 　

３月以上６月未満 １１８ 　 　 　

６月以上９月未満 １１９ 　 　 　

９月以上１２月未満 １２０ 　 　 　

１２月以上 １２１ 　 　 　

３２ ３月未満 １２１ 　 　 　

３月以上６月未満 １２１ 　 　 　

６月以上９月未満 １２１ 　 　 　
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９月以上１２月未満 １２１ 　 　 　

１２月以上 １２１ 　 　 　

ヲ　医療職俸給表（一）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級

経過期間 　

１ ３月未満 　 １ １

３月以上６月未満 　 １ １

６月以上９月未満 　 １ １

９月以上１２月未満 　 １ １

１２月以上 　 １ １

２ ３月未満 １ １ １

３月以上６月未満 ２ １ １

６月以上９月未満 ３ １ １

９月以上１２月未満 ４ １ １

１２月以上 ５ １ １

３ ３月未満 ５ １ １

３月以上６月未満 ６ ２ １

６月以上９月未満 ７ ３ １

９月以上１２月未満 ８ ４ １

１２月以上 ９ ５ １

４ ３月未満 ９ ５ １

３月以上６月未満 １０ ６ １

６月以上９月未満 １１ ７ １

９月以上１２月未満 １２ ８ １

１２月以上 １３ ９ １

５ ３月未満 １３ ９ １

３月以上６月未満 １４ １０ ２

６月以上９月未満 １５ １１ ３

９月以上１２月未満 １６ １２ ４

１２月以上 １７ １３ ５

６ ３月未満 １７ １３ ５

３月以上６月未満 １８ １４ ６

６月以上９月未満 １９ １５ ７

９月以上１２月未満 ２０ １６ ８

１２月以上 ２１ １７ ９

７ ３月未満 ２１ １７ ９

３月以上６月未満 ２２ １８ １０

６月以上９月未満 ２３ １９ １１

９月以上１２月未満 ２４ ２０ １２

１２月以上 ２５ ２１ １３

８ ３月未満 ２５ ２１ １３

３月以上６月未満 ２６ ２２ １４

６月以上９月未満 ２７ ２３ １５

９月以上１２月未満 ２８ ２４ １６

１２月以上 ２９ ２５ １７

９ ３月未満 ２９ ２５ １７

３月以上６月未満 ３０ ２６ １８

６月以上９月未満 ３１ ２７ １９

９月以上１２月未満 ３２ ２８ ２０

１２月以上 ３３ ２９ ２１

１０ ３月未満 ３３ ２９ ２１

３月以上６月未満 ３４ ３０ ２２

６月以上９月未満 ３５ ３１ ２３

９月以上１２月未満 ３６ ３２ ２４

１２月以上 ３７ ３３ ２５

１１ ３月未満 ３７ ３３ ２５

３月以上６月未満 ３８ ３４ ２６

６月以上９月未満 ３９ ３５ ２７

９月以上１２月未満 ４０ ３６ ２８

１２月以上 ４１ ３７ ２９

１２ ３月未満 ４１ ３７ ２９

３月以上６月未満 ４２ ３８ ３０

６月以上９月未満 ４３ ３９ ３１
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９月以上１２月未満 ４４ ４０ ３２

１２月以上 ４５ ４１ ３３

１３ ３月未満 ４５ ４１ ３３

３月以上６月未満 ４６ ４２ ３４

６月以上９月未満 ４７ ４３ ３５

９月以上１２月未満 ４８ ４４ ３６

１２月以上 ４９ ４５ ３７

１４ ３月未満 ４９ ４５ ３７

３月以上６月未満 ５０ ４６ ３８

６月以上９月未満 ５１ ４７ ３９

９月以上１２月未満 ５２ ４８ ４０

１２月以上 ５３ ４９ ４１

１５ ３月未満 ５３ ４９ ４１

３月以上６月未満 ５４ ５０ ４２

６月以上９月未満 ５５ ５１ ４３

９月以上１２月未満 ５６ ５２ ４４

１２月以上 ５７ ５３ ４５

１６ ３月未満 ５７ ５３ ４５

３月以上６月未満 ５８ ５４ ４６

６月以上９月未満 ５９ ５５ ４７

９月以上１２月未満 ６０ ５６ ４８

１２月以上 ６１ ５７ ４９

１７ ３月未満 ６１ ５７ ４９

３月以上６月未満 ６２ ５８ ５０

６月以上９月未満 ６３ ５９ ５１

９月以上１２月未満 ６４ ６０ ５２

１２月以上 ６５ ６１ ５３

１８ ３月未満 ６５ ６１ ５３

３月以上６月未満 ６５ ６２ ５４

６月以上９月未満 ６５ ６３ ５５

９月以上１２月未満 ６５ ６４ ５６

１２月以上 ６５ ６５ ５７

１９ ３月未満 　 ６５ ５７

３月以上６月未満 　 ６６ ５８

６月以上９月未満 　 ６７ ５９

９月以上１２月未満 　 ６８ ６０

１２月以上 　 ６９ ６１

２０ ３月未満 　 ６９ ６１

３月以上６月未満 　 ７０ ６２

６月以上９月未満 　 ７１ ６３

９月以上１２月未満 　 ７２ ６４

１２月以上 　 ７３ ６５

２１ ３月未満 　 ７３ ６５

３月以上６月未満 　 ７４ ６６

６月以上９月未満 　 ７５ ６７

９月以上１２月未満 　 ７６ ６８

１２月以上 　 ７７ ６９

２２ ３月未満 　 ７７ ６９

３月以上６月未満 　 ７８ ７０

６月以上９月未満 　 ７９ ７１

９月以上１２月未満 　 ８０ ７２

１２月以上 　 ８１ ７３

２３ ３月未満 　 ８１ ７３

３月以上６月未満 　 ８２ ７４

６月以上９月未満 　 ８３ ７５

９月以上１２月未満 　 ８４ ７６

１２月以上 　 ８５ ７７

２４ ３月未満 　 ８５ ７７

３月以上６月未満 　 ８６ ７８

６月以上９月未満 　 ８７ ７９

９月以上１２月未満 　 ８８ ８０

１２月以上 　 ８９ ８１

ワ　医療職俸給表（二）の適用を受ける職員の新号俸
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旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 １ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 　 　 １ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 　 １ １ １ １ １ １

１２月以上 　 　 １ １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ １ １ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ ２ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ３ ３ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ４ ４ １ １ １ １ １

１２月以上 ５ ５ ５ １ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ５ ５ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ６ ６ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ７ ７ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ８ ８ ４ １ １ １ １

１２月以上 ９ ９ ９ ５ １ １ １ １

４ ３月未満 ９ ９ ９ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 １０ １０ １０ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 １１ １１ １１ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 １２ １２ １２ ８ ４ １ １ １

１２月以上 １３ １３ １３ ９ ５ １ １ １

５ ３月未満 １３ １３ １３ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １４ １４ １４ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １５ １５ １５ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １６ １６ １６ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １７ １７ １７ １３ ９ ５ １ １

６ ３月未満 １７ １７ １７ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １８ １８ １８ １４ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １９ １９ １９ １５ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ ２０ ２０ １６ １２ ８ ４ １

１２月以上 ２１ ２１ ２１ １７ １３ ９ ５ １

７ ３月未満 ２１ ２１ ２１ １７ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 ２２ ２２ ２２ １８ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 ２３ ２３ ２３ １９ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２４ ２４ ２４ ２０ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２５ ２５ ２５ ２１ １７ １３ ９ ５

８ ３月未満 ２５ ２５ ２５ ２１ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２６ ２６ ２６ ２２ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２７ ２７ ２７ ２３ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ２８ ２４ ２０ １６ １２ ８

１２月以上 ２９ ２９ ２９ ２５ ２１ １７ １３ ９

９ ３月未満 ２９ ２９ ２９ ２５ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ３０ ３０ ３０ ２６ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ３１ ３１ ３１ ２７ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ３２ ３２ ３２ ２８ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ３３ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１ １７ １３

１０ ３月未満 ３３ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ３４ ３４ ３４ ３０ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ３５ ３５ ３５ ３１ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ３７ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

１１ ３月未満 ３７ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ３８ ３８ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２ １８

６月以上９月未満 ３９ ３９ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ４１ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

１２ ３月未満 ４１ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ４２ ４２ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ４３ ４３ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ４５ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

１３ ３月未満 ４５ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５
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３月以上６月未満 ４６ ４６ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６

６月以上９月未満 ４７ ４７ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ４９ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

１４ ３月未満 ４９ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

３月以上６月未満 ５０ ５０ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ５１ ５１ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ５３ ５３ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

１５ ３月未満 ５３ ５３ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 ５４ ５４ ５４ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 ５５ ５５ ５５ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ５６ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 ５７ ５７ ５７ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

１６ ３月未満 ５７ ５７ ５７ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

３月以上６月未満 ５８ ５８ ５８ ５４ ５０ ４６ ４２ ３７

６月以上９月未満 ５９ ５９ ５９ ５５ ５１ ４７ ４３ ３７

９月以上１２月未満 ６０ ６０ ６０ ５６ ５２ ４８ ４４ ３７

１２月以上 ６１ ６１ ６１ ５７ ５３ ４９ ４５ ３７

１７ ３月未満 ６１ ６１ ６１ ５７ ５３ ４９ ４５ 　

３月以上６月未満 ６２ ６２ ６２ ５８ ５４ ５０ ４６ 　

６月以上９月未満 ６３ ６３ ６３ ５９ ５５ ５１ ４７ 　

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ６４ ６０ ５６ ５２ ４８ 　

１２月以上 ６５ ６５ ６５ ６１ ５７ ５３ ４９ 　

１８ ３月未満 ６５ ６５ ６５ ６１ ５７ ５３ 　 　

３月以上６月未満 ６６ ６６ ６６ ６２ ５８ ５４ 　 　

６月以上９月未満 ６７ ６７ ６７ ６３ ５９ ５５ 　 　

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ６８ ６４ ６０ ５６ 　 　

１２月以上 ６９ ６９ ６９ ６５ ６１ ５７ 　 　

１９ ３月未満 ６９ ６９ ６９ ６５ ６１ ５７ 　 　

３月以上６月未満 ７０ ７０ ７０ ６６ ６２ ５８ 　 　

６月以上９月未満 ７１ ７１ ７１ ６７ ６３ ５９ 　 　

９月以上１２月未満 ７２ ７２ ７２ ６８ ６４ ６０ 　 　

１２月以上 ７３ ７３ ７３ ６９ ６５ ６１ 　 　

２０ ３月未満 ７３ ７３ ７３ ６９ ６５ ６１ 　 　

３月以上６月未満 ７４ ７４ ７４ ７０ ６６ ６２ 　 　

６月以上９月未満 ７５ ７５ ７５ ７１ ６７ ６３ 　 　

９月以上１２月未満 ７６ ７６ ７６ ７２ ６８ ６４ 　 　

１２月以上 ７７ ７７ ７７ ７３ ６９ ６５ 　 　

２１ ３月未満 ７７ ７７ ７７ ７３ ６９ 　 　 　

３月以上６月未満 ７８ ７８ ７８ ７４ ７０ 　 　 　

６月以上９月未満 ７９ ７９ ７９ ７５ ７１ 　 　 　

９月以上１２月未満 ８０ ８０ ８０ ７６ ７２ 　 　 　

１２月以上 ８１ ８１ ８１ ７７ ７３ 　 　 　

２２ ３月未満 ８１ ８１ ８１ ７７ ７３ 　 　 　

３月以上６月未満 ８２ ８２ ８２ ７８ ７４ 　 　 　

６月以上９月未満 ８３ ８３ ８３ ７９ ７５ 　 　 　

９月以上１２月未満 ８４ ８４ ８４ ８０ ７６ 　 　 　

１２月以上 ８５ ８５ ８５ ８１ ７７ 　 　 　

２３ ３月未満 ８５ ８５ ８５ ８１ ７７ 　 　 　

３月以上６月未満 ８５ ８６ ８６ ８２ ７８ 　 　 　

６月以上９月未満 ８５ ８７ ８７ ８３ ７９ 　 　 　

９月以上１２月未満 ８５ ８８ ８８ ８４ ８０ 　 　 　

１２月以上 ８５ ８９ ８９ ８５ ８１ 　 　 　

２４ ３月未満 　 ８９ ８９ ８５ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 ９０ ９０ ８６ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 ９１ ９１ ８７ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 ９２ ９２ ８８ 　 　 　 　

１２月以上 　 ９３ ９３ ８９ 　 　 　 　

２５ ３月未満 　 ９３ ９３ ８９ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 ９４ ９４ ９０ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 ９５ ９５ ９１ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 ９６ ９６ ９２ 　 　 　 　

140



１２月以上 　 ９７ ９７ ９３ 　 　 　 　

２６ ３月未満 　 ９７ ９７ ９３ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 ９８ ９８ ９４ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 ９９ ９９ ９５ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 １００ １００ ９６ 　 　 　 　

１２月以上 　 １０１ １０１ ９７ 　 　 　 　

２７ ３月未満 　 １０１ １０１ ９７ 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 １０２ １０２ ９８ 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 １０３ １０３ ９９ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 １０４ １０４ １００ 　 　 　 　

１２月以上 　 １０５ １０５ １０１ 　 　 　 　

２８ ３月未満 　 １０５ １０５ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 １０５ １０６ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 １０５ １０７ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 １０５ １０８ 　 　 　 　 　

１２月以上 　 １０５ １０９ 　 　 　 　 　

２９ ３月未満 　 　 １０９ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １１０ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １１１ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １１２ 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １１３ 　 　 　 　 　

３０ ３月未満 　 　 １１３ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 　 　 １１３ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 　 　 １１３ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 　 　 １１３ 　 　 　 　 　

１２月以上 　 　 １１３ 　 　 　 　 　

カ　医療職俸給表（三）の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

経過期間 　

１ ３月未満 　 　 １ １ １ １ １

３月以上６月未満 　 　 １ １ １ １ １

６月以上９月未満 　 　 １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 　 　 １ １ １ １ １

１２月以上 　 　 １ １ １ １ １

２ ３月未満 １ １ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ ２ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ ３ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ ４ ４ １ １ １ １

１２月以上 ５ ５ ５ １ １ １ １

３ ３月未満 ５ ５ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ６ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ７ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ８ ８ ４ １ １ １

１２月以上 ９ ９ ９ ５ １ １ １

４ ３月未満 ９ ９ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １０ １０ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １１ １１ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １２ １２ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １３ １３ １３ ９ ５ １ １

５ ３月未満 １３ １３ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １４ １４ １４ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １５ １５ １５ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 １６ １６ １６ １２ ８ ４ １

１２月以上 １７ １７ １７ １３ ９ ５ １

６ ３月未満 １７ １７ １７ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 １８ １８ １８ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 １９ １９ １９ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２０ ２０ ２０ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２１ ２１ ２１ １７ １３ ９ ５

７ ３月未満 ２１ ２１ ２１ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２２ ２２ ２２ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２３ ２３ ２３ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２４ ２４ ２４ ２０ １６ １２ ８
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１２月以上 ２５ ２５ ２５ ２１ １７ １３ ９

８ ３月未満 ２５ ２５ ２５ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ２６ ２６ ２６ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ２７ ２７ ２７ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ２８ ２８ ２８ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ２９ ２９ ２９ ２５ ２１ １７ １３

９ ３月未満 ２９ ２９ ２９ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ３０ ３０ ３０ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ３１ ３１ ３１ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ３２ ３２ ３２ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ３３ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

１０ ３月未満 ３３ ３３ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ３４ ３４ ３４ ３０ ２６ ２２ １８

６月以上９月未満 ３５ ３５ ３５ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ３６ ３６ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ３７ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

１１ ３月未満 ３７ ３７ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ３８ ３８ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ３９ ３９ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ４０ ４０ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ４１ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

１２ ３月未満 ４１ ４１ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

３月以上６月未満 ４２ ４２ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６

６月以上９月未満 ４３ ４３ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ４４ ４４ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ４５ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

１３ ３月未満 ４５ ４５ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

３月以上６月未満 ４６ ４６ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ４７ ４７ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ４８ ４８ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ４９ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

１４ ３月未満 ４９ ４９ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 ５０ ５０ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 ５１ ５１ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ５２ ５２ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 ５３ ５３ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

１５ ３月未満 ５３ ５３ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

３月以上６月未満 ５４ ５４ ５４ ５０ ４６ ４２ ３８

６月以上９月未満 ５５ ５５ ５５ ５１ ４７ ４３ ３９

９月以上１２月未満 ５６ ５６ ５６ ５２ ４８ ４４ ４０

１２月以上 ５７ ５７ ５７ ５３ ４９ ４５ ４１

１６ ３月未満 ５７ ５７ ５７ ５３ ４９ ４５ ４１

３月以上６月未満 ５８ ５８ ５８ ５４ ５０ ４６ ４２

６月以上９月未満 ５９ ５９ ５９ ５５ ５１ ４７ ４３

９月以上１２月未満 ６０ ６０ ６０ ５６ ５２ ４８ ４４

１２月以上 ６１ ６１ ６１ ５７ ５３ ４９ ４５

１７ ３月未満 ６１ ６１ ６１ ５７ ５３ ４９ ４５

３月以上６月未満 ６２ ６２ ６２ ５８ ５４ ５０ ４６

６月以上９月未満 ６３ ６３ ６３ ５９ ５５ ５１ ４７

９月以上１２月未満 ６４ ６４ ６４ ６０ ５６ ５２ ４８

１２月以上 ６５ ６５ ６５ ６１ ５７ ５３ ４９

１８ ３月未満 ６５ ６５ ６５ ６１ ５７ ５３ ４９

３月以上６月未満 ６６ ６６ ６６ ６２ ５８ ５４ ５０

６月以上９月未満 ６７ ６７ ６７ ６３ ５９ ５５ ５１

９月以上１２月未満 ６８ ６８ ６８ ６４ ６０ ５６ ５２

１２月以上 ６９ ６９ ６９ ６５ ６１ ５７ ５３

１９ ３月未満 ６９ ６９ ６９ ６５ ６１ ５７ ５３

３月以上６月未満 ７０ ７０ ７０ ６６ ６２ ５８ ５４

６月以上９月未満 ７１ ７１ ７１ ６７ ６３ ５９ ５５

９月以上１２月未満 ７２ ７２ ７２ ６８ ６４ ６０ ５６

１２月以上 ７３ ７３ ７３ ６９ ６５ ６１ ５７

２０ ３月未満 ７３ ７３ ７３ ６９ ６５ ６１ 　

３月以上６月未満 ７４ ７４ ７４ ７０ ６６ ６２ 　
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６月以上９月未満 ７５ ７５ ７５ ７１ ６７ ６３ 　

９月以上１２月未満 ７６ ７６ ７６ ７２ ６８ ６４ 　

１２月以上 ７７ ７７ ７７ ７３ ６９ ６５ 　

２１ ３月未満 ７７ ７７ ７７ ７３ ６９ ６５ 　

３月以上６月未満 ７８ ７８ ７８ ７４ ７０ ６６ 　

６月以上９月未満 ７９ ７９ ７９ ７５ ７１ ６７ 　

９月以上１２月未満 ８０ ８０ ８０ ７６ ７２ ６８ 　

１２月以上 ８１ ８１ ８１ ７７ ７３ ６９ 　

２２ ３月未満 ８１ ８１ ８１ ７７ ７３ ６９ 　

３月以上６月未満 ８２ ８２ ８２ ７８ ７４ ６９ 　

６月以上９月未満 ８３ ８３ ８３ ７９ ７５ ６９ 　

９月以上１２月未満 ８４ ８４ ８４ ８０ ７６ ６９ 　

１２月以上 ８５ ８５ ８５ ８１ ７７ ６９ 　

２３ ３月未満 ８５ ８５ ８５ ８１ ７７ 　 　

３月以上６月未満 ８６ ８６ ８６ ８２ ７８ 　 　

６月以上９月未満 ８７ ８７ ８７ ８３ ７９ 　 　

９月以上１２月未満 ８８ ８８ ８８ ８４ ８０ 　 　

１２月以上 ８９ ８９ ８９ ８５ ８１ 　 　

２４ ３月未満 ８９ ８９ ８９ ８５ ８１ 　 　

３月以上６月未満 ９０ ９０ ９０ ８６ ８２ 　 　

６月以上９月未満 ９１ ９１ ９１ ８７ ８３ 　 　

９月以上１２月未満 ９２ ９２ ９２ ８８ ８４ 　 　

１２月以上 ９３ ９３ ９３ ８９ ８５ 　 　

２５ ３月未満 ９３ ９３ ９３ ８９ 　 　 　

３月以上６月未満 ９４ ９４ ９４ ９０ 　 　 　

６月以上９月未満 ９５ ９５ ９５ ９１ 　 　 　

９月以上１２月未満 ９６ ９６ ９６ ９２ 　 　 　

１２月以上 ９７ ９７ ９７ ９３ 　 　 　

２６ ３月未満 ９７ ９７ ９７ ９３ 　 　 　

３月以上６月未満 ９８ ９８ ９８ ９４ 　 　 　

６月以上９月未満 ９９ ９９ ９９ ９５ 　 　 　

９月以上１２月未満 １００ １００ １００ ９６ 　 　 　

１２月以上 １０１ １０１ １０１ ９７ 　 　 　

２７ ３月未満 １０１ １０１ １０１ ９７ 　 　 　

３月以上６月未満 １０２ １０２ １０２ ９８ 　 　 　

６月以上９月未満 １０３ １０３ １０３ ９９ 　 　 　

９月以上１２月未満 １０４ １０４ １０４ １００ 　 　 　

１２月以上 １０５ １０５ １０５ １０１ 　 　 　

２８ ３月未満 １０５ １０５ １０５ １０１ 　 　 　

３月以上６月未満 １０６ １０６ １０６ １０２ 　 　 　

６月以上９月未満 １０７ １０７ １０７ １０３ 　 　 　

９月以上１２月未満 １０８ １０８ １０８ １０４ 　 　 　

１２月以上 １０９ １０９ １０９ １０５ 　 　 　

２９ ３月未満 １０９ １０９ １０９ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１０ １１０ １１０ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１１ １１１ １１１ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １１２ １１２ １１２ 　 　 　 　

１２月以上 １１３ １１３ １１３ 　 　 　 　

３０ ３月未満 １１３ １１３ １１３ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１４ １１４ １１４ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１５ １１５ １１５ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １１６ １１６ １１６ 　 　 　 　

１２月以上 １１７ １１７ １１７ 　 　 　 　

３１ ３月未満 １１７ １１７ １１７ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１８ １１８ １１８ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１９ １１９ １１９ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２０ １２０ １２０ 　 　 　 　

１２月以上 １２１ １２１ １２１ 　 　 　 　

３２ ３月未満 １２１ １２１ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １２２ １２２ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １２３ １２３ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２４ １２４ 　 　 　 　 　

１２月以上 １２５ １２５ 　 　 　 　 　
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３３ ３月未満 １２５ １２５ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １２６ １２６ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １２７ １２７ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２８ １２８ 　 　 　 　 　

１２月以上 １２９ １２９ 　 　 　 　 　

３４ ３月未満 １２９ １２９ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １３０ １３０ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １３１ １３１ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １３２ １３２ 　 　 　 　 　

１２月以上 １３３ １３３ 　 　 　 　 　

３５ ３月未満 １３３ １３３ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １３４ １３４ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １３５ １３５ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １３６ １３６ 　 　 　 　 　

１２月以上 １３７ １３７ 　 　 　 　 　

３６ ３月未満 １３７ １３７ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １３８ １３８ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １３９ １３９ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １４０ １４０ 　 　 　 　 　

１２月以上 １４１ １４１ 　 　 　 　 　

３７ ３月未満 １４１ １４１ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １４２ １４２ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １４３ １４３ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １４４ １４４ 　 　 　 　 　

１２月以上 １４５ １４５ 　 　 　 　 　

３８ ３月未満 １４５ １４５ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １４６ １４６ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １４７ １４７ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １４８ １４８ 　 　 　 　 　

１２月以上 １４９ １４９ 　 　 　 　 　

３９ ３月未満 １４９ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １５０ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １５１ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １５２ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １５３ 　 　 　 　 　 　

４０ ３月未満 １５３ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １５４ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １５５ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １５６ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １５７ 　 　 　 　 　 　

４１ ３月未満 １５７ 　 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １５８ 　 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １５９ 　 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １６０ 　 　 　 　 　 　

１２月以上 １６１ 　 　 　 　 　 　

ヨ　福祉職俸給表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸 　 旧級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

経過期間 　

１ ３月未満 １ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ２ １ １ １ １ １

６月以上９月未満 ３ １ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ４ １ １ １ １ １

１２月以上 ５ １ １ １ １ １

２ ３月未満 ５ １ １ １ １ １

３月以上６月未満 ６ ２ １ １ １ １

６月以上９月未満 ７ ３ １ １ １ １

９月以上１２月未満 ８ ４ １ １ １ １

１２月以上 ９ ５ １ １ １ １

３ ３月未満 ９ ５ １ １ １ １

３月以上６月未満 １０ ６ ２ １ １ １

６月以上９月未満 １１ ７ ３ １ １ １

９月以上１２月未満 １２ ８ ４ １ １ １

１２月以上 １３ ９ ５ １ １ １
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４ ３月未満 １３ ９ ５ １ １ １

３月以上６月未満 １４ １０ ６ ２ １ １

６月以上９月未満 １５ １１ ７ ３ １ １

９月以上１２月未満 １６ １２ ８ ４ １ １

１２月以上 １７ １３ ９ ５ １ １

５ ３月未満 １７ １３ ９ ５ １ １

３月以上６月未満 １８ １４ １０ ６ ２ １

６月以上９月未満 １９ １５ １１ ７ ３ １

９月以上１２月未満 ２０ １６ １２ ８ ４ １

１２月以上 ２１ １７ １３ ９ ５ １

６ ３月未満 ２１ １７ １３ ９ ５ １

３月以上６月未満 ２２ １８ １４ １０ ６ ２

６月以上９月未満 ２３ １９ １５ １１ ７ ３

９月以上１２月未満 ２４ ２０ １６ １２ ８ ４

１２月以上 ２５ ２１ １７ １３ ９ ５

７ ３月未満 ２５ ２１ １７ １３ ９ ５

３月以上６月未満 ２６ ２２ １８ １４ １０ ６

６月以上９月未満 ２７ ２３ １９ １５ １１ ７

９月以上１２月未満 ２８ ２４ ２０ １６ １２ ８

１２月以上 ２９ ２５ ２１ １７ １３ ９

８ ３月未満 ２９ ２５ ２１ １７ １３ ９

３月以上６月未満 ３０ ２６ ２２ １８ １４ １０

６月以上９月未満 ３１ ２７ ２３ １９ １５ １１

９月以上１２月未満 ３２ ２８ ２４ ２０ １６ １２

１２月以上 ３３ ２９ ２５ ２１ １７ １３

９ ３月未満 ３３ ２９ ２５ ２１ １７ １３

３月以上６月未満 ３４ ３０ ２６ ２２ １８ １４

６月以上９月未満 ３５ ３１ ２７ ２３ １９ １５

９月以上１２月未満 ３６ ３２ ２８ ２４ ２０ １６

１２月以上 ３７ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

１０ ３月未満 ３７ ３３ ２９ ２５ ２１ １７

３月以上６月未満 ３８ ３４ ３０ ２６ ２２ １８

６月以上９月未満 ３９ ３５ ３１ ２７ ２３ １９

９月以上１２月未満 ４０ ３６ ３２ ２８ ２４ ２０

１２月以上 ４１ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

１１ ３月未満 ４１ ３７ ３３ ２９ ２５ ２１

３月以上６月未満 ４２ ３８ ３４ ３０ ２６ ２２

６月以上９月未満 ４３ ３９ ３５ ３１ ２７ ２３

９月以上１２月未満 ４４ ４０ ３６ ３２ ２８ ２４

１２月以上 ４５ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

１２ ３月未満 ４５ ４１ ３７ ３３ ２９ ２５

３月以上６月未満 ４６ ４２ ３８ ３４ ３０ ２６

６月以上９月未満 ４７ ４３ ３９ ３５ ３１ ２７

９月以上１２月未満 ４８ ４４ ４０ ３６ ３２ ２８

１２月以上 ４９ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

１３ ３月未満 ４９ ４５ ４１ ３７ ３３ ２９

３月以上６月未満 ５０ ４６ ４２ ３８ ３４ ３０

６月以上９月未満 ５１ ４７ ４３ ３９ ３５ ３１

９月以上１２月未満 ５２ ４８ ４４ ４０ ３６ ３２

１２月以上 ５３ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

１４ ３月未満 ５３ ４９ ４５ ４１ ３７ ３３

３月以上６月未満 ５４ ５０ ４６ ４２ ３８ ３４

６月以上９月未満 ５５ ５１ ４７ ４３ ３９ ３５

９月以上１２月未満 ５６ ５２ ４８ ４４ ４０ ３６

１２月以上 ５７ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

１５ ３月未満 ５７ ５３ ４９ ４５ ４１ ３７

３月以上６月未満 ５８ ５４ ５０ ４６ ４２ ３８

６月以上９月未満 ５９ ５５ ５１ ４７ ４３ ３９

９月以上１２月未満 ６０ ５６ ５２ ４８ ４４ ４０

１２月以上 ６１ ５７ ５３ ４９ ４５ ４１

１６ ３月未満 ６１ ５７ ５３ ４９ ４５ ４１

３月以上６月未満 ６２ ５８ ５４ ５０ ４６ ４２

６月以上９月未満 ６３ ５９ ５５ ５１ ４７ ４３
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９月以上１２月未満 ６４ ６０ ５６ ５２ ４８ ４４

１２月以上 ６５ ６１ ５７ ５３ ４９ ４５

１７ ３月未満 ６５ ６１ ５７ ５３ ４９ ４５

３月以上６月未満 ６６ ６２ ５８ ５４ ５０ ４６

６月以上９月未満 ６７ ６３ ５９ ５５ ５１ ４７

９月以上１２月未満 ６８ ６４ ６０ ５６ ５２ ４８

１２月以上 ６９ ６５ ６１ ５７ ５３ ４９

１８ ３月未満 ６９ ６５ ６１ ５７ ５３ ４９

３月以上６月未満 ７０ ６６ ６２ ５８ ５４ ５０

６月以上９月未満 ７１ ６７ ６３ ５９ ５５ ５１

９月以上１２月未満 ７２ ６８ ６４ ６０ ５６ ５２

１２月以上 ７３ ６９ ６５ ６１ ５７ ５３

１９ ３月未満 ７３ ６９ ６５ ６１ ５７ 　

３月以上６月未満 ７４ ７０ ６６ ６２ ５８ 　

６月以上９月未満 ７５ ７１ ６７ ６３ ５９ 　

９月以上１２月未満 ７６ ７２ ６８ ６４ ６０ 　

１２月以上 ７７ ７３ ６９ ６５ ６１ 　

２０ ３月未満 ７７ ７３ ６９ ６５ ６１ 　

３月以上６月未満 ７８ ７４ ７０ ６６ ６２ 　

６月以上９月未満 ７９ ７５ ７１ ６７ ６３ 　

９月以上１２月未満 ８０ ７６ ７２ ６８ ６４ 　

１２月以上 ８１ ７７ ７３ ６９ ６５ 　

２１ ３月未満 ８１ ７７ ７３ ６９ ６５ 　

３月以上６月未満 ８２ ７８ ７４ ７０ ６６ 　

６月以上９月未満 ８３ ７９ ７５ ７１ ６７ 　

９月以上１２月未満 ８４ ８０ ７６ ７２ ６８ 　

１２月以上 ８５ ８１ ７７ ７３ ６９ 　

２２ ３月未満 ８５ ８１ ７７ ７３ 　 　

３月以上６月未満 ８６ ８２ ７８ ７４ 　 　

６月以上９月未満 ８７ ８３ ７９ ７５ 　 　

９月以上１２月未満 ８８ ８４ ８０ ７６ 　 　

１２月以上 ８９ ８５ ８１ ７７ 　 　

２３ ３月未満 ８９ ８５ ８１ ７７ 　 　

３月以上６月未満 ９０ ８６ ８２ ７８ 　 　

６月以上９月未満 ９１ ８７ ８３ ７９ 　 　

９月以上１２月未満 ９２ ８８ ８４ ８０ 　 　

１２月以上 ９３ ８９ ８５ ８１ 　 　

２４ ３月未満 ９３ ８９ ８５ ８１ 　 　

３月以上６月未満 ９４ ９０ ８６ ８２ 　 　

６月以上９月未満 ９５ ９１ ８７ ８３ 　 　

９月以上１２月未満 ９６ ９２ ８８ ８４ 　 　

１２月以上 ９７ ９３ ８９ ８５ 　 　

２５ ３月未満 ９７ ９３ ８９ 　 　 　

３月以上６月未満 ９８ ９４ ９０ 　 　 　

６月以上９月未満 ９９ ９５ ９１ 　 　 　

９月以上１２月未満 １００ ９６ ９２ 　 　 　

１２月以上 １０１ ９７ ９３ 　 　 　

２６ ３月未満 １０１ ９７ ９３ 　 　 　

３月以上６月未満 １０２ ９８ ９３ 　 　 　

６月以上９月未満 １０３ ９９ ９３ 　 　 　

９月以上１２月未満 １０４ １００ ９３ 　 　 　

１２月以上 １０５ １０１ ９３ 　 　 　

２７ ３月未満 １０５ １０１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １０６ １０２ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １０７ １０３ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １０８ １０４ 　 　 　 　

１２月以上 １０９ １０５ 　 　 　 　

２８ ３月未満 １０９ １０５ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１０ １０６ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１１ １０７ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １１２ １０８ 　 　 　 　

１２月以上 １１３ １０９ 　 　 　 　

２９ ３月未満 １１３ １０９ 　 　 　 　
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３月以上６月未満 １１４ １１０ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１５ １１１ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １１６ １１２ 　 　 　 　

１２月以上 １１７ １１３ 　 　 　 　

３０ ３月未満 １１７ １１３ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １１８ １１４ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １１９ １１５ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２０ １１６ 　 　 　 　

１２月以上 １２１ １１７ 　 　 　 　

３１ ３月未満 １２１ １１７ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １２２ １１８ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １２３ １１９ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２４ １２０ 　 　 　 　

１２月以上 １２５ １２１ 　 　 　 　

３２ ３月未満 １２５ １２１ 　 　 　 　

３月以上６月未満 １２６ １２１ 　 　 　 　

６月以上９月未満 １２７ １２１ 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １２８ １２１ 　 　 　 　

１２月以上 １２９ １２１ 　 　 　 　

３３ ３月未満 １２９ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １３０ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １３１ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １３２ 　 　 　 　 　

１２月以上 １３３ 　 　 　 　 　

３４ ３月未満 １３３ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １３４ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １３５ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １３６ 　 　 　 　 　

１２月以上 １３７ 　 　 　 　 　

３５ ３月未満 １３７ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １３８ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １３９ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １４０ 　 　 　 　 　

１２月以上 １４１ 　 　 　 　 　

３６ ３月未満 １４１ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １４２ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １４３ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １４４ 　 　 　 　 　

１２月以上 １４５ 　 　 　 　 　

３７ ３月未満 １４５ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １４６ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １４７ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １４８ 　 　 　 　 　

１２月以上 １４９ 　 　 　 　 　

３８ ３月未満 １４９ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １５０ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １５１ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １５２ 　 　 　 　 　

１２月以上 １５３ 　 　 　 　 　

３９ ３月未満 １５３ 　 　 　 　 　

３月以上６月未満 １５３ 　 　 　 　 　

６月以上９月未満 １５３ 　 　 　 　 　

９月以上１２月未満 １５３ 　 　 　 　 　

１２月以上 １５３ 　 　 　 　 　

附則別表第三　旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸の切替表（附則第

七条関係）

イ　旧級が行政職俸給表（一）、税務職俸給表又は公安職俸給表（二）の１１級である職員の新号俸

旧号俸 　 新級 ９級 １０級

経過期間 　

１ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １
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１２月以上 １ １

２ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

３ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

４ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

５ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

６ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

７ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 ２ １

６月以上９月未満 ３ １

９月以上１２月未満 ４ １

１２月以上 ５ １

８ ３月未満 ５ １

３月以上６月未満 ６ １

６月以上９月未満 ７ １

９月以上１２月未満 ８ １

１２月以上 ９ １

９ ３月未満 ９ １

３月以上６月未満 １０ １

６月以上９月未満 １１ １

９月以上１２月未満 １２ １

１２月以上 １３ １

１０ ３月未満 １３ １

３月以上６月未満 １４ １

６月以上９月未満 １５ １

９月以上１２月未満 １６ １

１２月以上 １７ １

１１ ３月未満 １７ １

３月以上６月未満 １８ １

６月以上９月未満 １９ １

９月以上１２月未満 ２０ １

１２月以上 ２１ １

１２ ３月未満 ２１ １

３月以上６月未満 ２２ ２

６月以上９月未満 ２３ ３

９月以上１２月未満 ２４ ４

１２月以上 ２５ ５

１３ ３月未満 ２５ ５

３月以上６月未満 ２６ ６

６月以上９月未満 ２７ ７

９月以上１２月未満 ２８ ８

１２月以上 ２９ ９

１４ ３月未満 ２９ ９

３月以上６月未満 ３０ １０
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６月以上９月未満 ３１ １１

９月以上１２月未満 ３２ １２

１２月以上 ３３ １３

１５ ３月未満 ３３ １３

３月以上６月未満 ３４ １３

６月以上９月未満 ３５ １３

９月以上１２月未満 ３６ １４

１２月以上 ３７ １４

ロ　旧級が専門行政職俸給表の７級である職員の新号俸

旧号俸 　 新級 ７級 ８級

経過期間 　

１ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

２ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

３ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

４ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

５ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

６ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

７ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 ２ １

６月以上９月未満 ３ １

９月以上１２月未満 ４ １

１２月以上 ５ １

８ ３月未満 ５ １

３月以上６月未満 ６ １

６月以上９月未満 ７ １

９月以上１２月未満 ８ １

１２月以上 ９ １

９ ３月未満 ９ １

３月以上６月未満 １０ １

６月以上９月未満 １１ １

９月以上１２月未満 １２ １

１２月以上 １３ １

１０ ３月未満 １３ １

３月以上６月未満 １４ １

６月以上９月未満 １５ １

９月以上１２月未満 １６ １

１２月以上 １７ １

１１ ３月未満 １７ １

３月以上６月未満 １８ １
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６月以上９月未満 １９ １

９月以上１２月未満 ２０ １

１２月以上 ２１ １

１２ ３月未満 ２１ １

３月以上６月未満 ２２ ２

６月以上９月未満 ２３ ３

９月以上１２月未満 ２４ ４

１２月以上 ２５ ５

１３ ３月未満 ２５ ５

３月以上６月未満 ２６ ６

６月以上９月未満 ２７ ７

９月以上１２月未満 ２８ ８

１２月以上 ２９ ９

１４ ３月未満 ２９ ９

３月以上６月未満 ３０ １０

６月以上９月未満 ３１ １１

９月以上１２月未満 ３２ １２

１２月以上 ３３ １３

１５ ３月未満 ３３ １３

３月以上６月未満 ３４ １３

６月以上９月未満 ３５ １３

９月以上１２月未満 ３６ １４

１２月以上 ３７ １４

ハ　旧級が公安職俸給表（一）の１１級である職員の新号俸

旧号俸 　 新級 １０級 １１級

経過期間 　

１ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

２ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

３ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

４ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

５ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

６ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

７ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 ２ １

６月以上９月未満 ３ １

９月以上１２月未満 ４ １

１２月以上 ５ １

８ ３月未満 ５ １

３月以上６月未満 ６ １
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６月以上９月未満 ７ １

９月以上１２月未満 ８ １

１２月以上 ９ １

９ ３月未満 ９ １

３月以上６月未満 １０ １

６月以上９月未満 １１ １

９月以上１２月未満 １２ １

１２月以上 １３ １

１０ ３月未満 １３ １

３月以上６月未満 １４ １

６月以上９月未満 １５ １

９月以上１２月未満 １６ １

１２月以上 １７ １

１１ ３月未満 １７ １

３月以上６月未満 １８ １

６月以上９月未満 １９ １

９月以上１２月未満 ２０ １

１２月以上 ２１ １

１２ ３月未満 ２１ １

３月以上６月未満 ２２ ２

６月以上９月未満 ２３ ３

９月以上１２月未満 ２４ ４

１２月以上 ２５ ５

１３ ３月未満 ２５ ５

３月以上６月未満 ２６ ６

６月以上９月未満 ２７ ７

９月以上１２月未満 ２８ ８

１２月以上 ２９ ９

１４ ３月未満 ２９ ９

３月以上６月未満 ３０ １０

６月以上９月未満 ３１ １１

９月以上１２月未満 ３２ １２

１２月以上 ３３ １３

１５ ３月未満 ３３ １３

３月以上６月未満 ３４ １３

６月以上９月未満 ３５ １３

９月以上１２月未満 ３６ １４

１２月以上 ３７ １４

ニ　旧級が教育職俸給表（一）の４級である職員の新号俸

旧号俸 　 新級 ４級 ５級

経過期間 　

１ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

２ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

３ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

４ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

５ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １
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６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

６ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 ２ １

６月以上９月未満 ３ １

９月以上１２月未満 ４ １

１２月以上 ５ １

７ ３月未満 ５ １

３月以上６月未満 ６ １

６月以上９月未満 ７ １

９月以上１２月未満 ８ １

１２月以上 ９ １

８ ３月未満 ９ １

３月以上６月未満 １０ １

６月以上９月未満 １１ １

９月以上１２月未満 １２ １

１２月以上 １３ １

９ ３月未満 １３ １

３月以上６月未満 １４ １

６月以上９月未満 １５ １

９月以上１２月未満 １６ １

１２月以上 １７ １

１０ ３月未満 １７ １

３月以上６月未満 １８ １

６月以上９月未満 １９ １

９月以上１２月未満 ２０ １

１２月以上 ２１ １

１１ ３月未満 ２１ １

３月以上６月未満 ２２ １

６月以上９月未満 ２３ １

９月以上１２月未満 ２４ １

１２月以上 ２５ １

１２ ３月未満 ２５ １

３月以上６月未満 ２６ １

６月以上９月未満 ２７ １

９月以上１２月未満 ２８ １

１２月以上 ２９ １

１３ ３月未満 ２９ １

３月以上６月未満 ３０ １

６月以上９月未満 ３１ １

９月以上１２月未満 ３２ １

１２月以上 ３３ １

１４ ３月未満 ３３ １

３月以上６月未満 ３４ １

６月以上９月未満 ３５ １

９月以上１２月未満 ３６ １

１２月以上 ３７ １

１５ ３月未満 ３７ １

３月以上６月未満 ３８ １

６月以上９月未満 ３９ １

９月以上１２月未満 ４０ １

１２月以上 ４１ １

１６ ３月未満 ４１ １

３月以上６月未満 ４２ １

６月以上９月未満 ４３ １

９月以上１２月未満 ４４ １

１２月以上 ４５ １

１７ ３月未満 ４５ １

３月以上６月未満 ４６ １

６月以上９月未満 ４７ １

９月以上１２月未満 ４８ １

１２月以上 ４９ １
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１８ ３月未満 ４９ １

３月以上６月未満 ５０ １

６月以上９月未満 ５１ １

９月以上１２月未満 ５２ １

１２月以上 ５３ １

１９ ３月未満 ５３ １

３月以上６月未満 ５４ １

６月以上９月未満 ５５ １

９月以上１２月未満 ５６ １

１２月以上 ５７ １

２０ ３月未満 ５７ １

３月以上６月未満 ５８ ２

６月以上９月未満 ５９ ３

９月以上１２月未満 ６０ ４

１２月以上 ６１ ５

２１ ３月未満 ６１ ５

３月以上６月未満 ６２ ６

６月以上９月未満 ６３ ７

９月以上１２月未満 ６４ ８

１２月以上 ６５ ９

２２ ３月未満 ６５ ９

３月以上６月未満 ６６ ９

６月以上９月未満 ６７ １０

９月以上１２月未満 ６８ １０

１２月以上 ６９ １１

２３ ３月未満 ６９ １１

３月以上６月未満 ７０ １１

６月以上９月未満 ７１ １２

９月以上１２月未満 ７２ １２

１２月以上 ７３ １３

ホ　旧級が研究職俸給表の５級である職員の新号俸

旧号俸 　 新級 ５級 ６級

経過期間 　

１ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

２ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

３ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

４ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

５ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

６ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １
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７ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 ２ １

６月以上９月未満 ３ １

９月以上１２月未満 ４ １

１２月以上 ５ １

８ ３月未満 ５ １

３月以上６月未満 ６ １

６月以上９月未満 ７ １

９月以上１２月未満 ８ １

１２月以上 ９ １

９ ３月未満 ９ １

３月以上６月未満 １０ １

６月以上９月未満 １１ １

９月以上１２月未満 １２ １

１２月以上 １３ １

１０ ３月未満 １３ １

３月以上６月未満 １４ １

６月以上９月未満 １５ １

９月以上１２月未満 １６ １

１２月以上 １７ １

１１ ３月未満 １７ １

３月以上６月未満 １８ １

６月以上９月未満 １９ １

９月以上１２月未満 ２０ １

１２月以上 ２１ １

１２ ３月未満 ２１ １

３月以上６月未満 ２２ １

６月以上９月未満 ２３ １

９月以上１２月未満 ２４ １

１２月以上 ２５ １

１３ ３月未満 ２５ １

３月以上６月未満 ２６ １

６月以上９月未満 ２７ １

９月以上１２月未満 ２８ １

１２月以上 ２９ １

１４ ３月未満 ２９ １

３月以上６月未満 ３０ １

６月以上９月未満 ３１ １

９月以上１２月未満 ３２ １

１２月以上 ３３ １

１５ ３月未満 ３３ １

３月以上６月未満 ３４ １

６月以上９月未満 ３５ １

９月以上１２月未満 ３６ １

１２月以上 ３７ １

１６ ３月未満 ３７ １

３月以上６月未満 ３８ １

６月以上９月未満 ３９ １

９月以上１２月未満 ４０ １

１２月以上 ４１ １

１７ ３月未満 ４１ １

３月以上６月未満 ４２ １

６月以上９月未満 ４３ １

９月以上１２月未満 ４４ １

１２月以上 ４５ １

１８ ３月未満 ４５ １

３月以上６月未満 ４６ １

６月以上９月未満 ４７ １

９月以上１２月未満 ４８ １

１２月以上 ４９ １

１９ ３月未満 ４９ １

３月以上６月未満 ５０ １

６月以上９月未満 ５１ １
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９月以上１２月未満 ５２ １

１２月以上 ５３ １

２０ ３月未満 ５３ １

３月以上６月未満 ５４ ２

６月以上９月未満 ５５ ３

９月以上１２月未満 ５６ ４

１２月以上 ５７ ５

２１ ３月未満 ５７ ５

３月以上６月未満 ５８ ６

６月以上９月未満 ５９ ７

９月以上１２月未満 ６０ ８

１２月以上 ６１ ９

２２ ３月未満 ６１ ９

３月以上６月未満 ６２ ９

６月以上９月未満 ６３ １０

９月以上１２月未満 ６４ １０

１２月以上 ６５ １１

２３ ３月未満 ６５ １１

３月以上６月未満 ６６ １１

６月以上９月未満 ６７ １２

９月以上１２月未満 ６８ １２

１２月以上 ６９ １３

ヘ　旧級が医療職俸給表（一）の４級である職員の新号俸

旧号俸 　 新級 ４級 ５級

経過期間 　

１ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

２ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

３ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

４ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

５ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

６ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 １ １

６月以上９月未満 １ １

９月以上１２月未満 １ １

１２月以上 １ １

７ ３月未満 １ １

３月以上６月未満 ２ １

６月以上９月未満 ３ １

９月以上１２月未満 ４ １

１２月以上 ５ １

８ ３月未満 ５ １

３月以上６月未満 ６ １

６月以上９月未満 ７ １
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９月以上１２月未満 ８ １

１２月以上 ９ １

９ ３月未満 ９ １

３月以上６月未満 １０ １

６月以上９月未満 １１ １

９月以上１２月未満 １２ １

１２月以上 １３ １

１０ ３月未満 １３ １

３月以上６月未満 １４ １

６月以上９月未満 １５ １

９月以上１２月未満 １６ １

１２月以上 １７ １

１１ ３月未満 １７ １

３月以上６月未満 １８ １

６月以上９月未満 １９ １

９月以上１２月未満 ２０ １

１２月以上 ２１ １

１２ ３月未満 ２１ １

３月以上６月未満 ２２ １

６月以上９月未満 ２３ １

９月以上１２月未満 ２４ １

１２月以上 ２５ １

１３ ３月未満 ２５ １

３月以上６月未満 ２６ １

６月以上９月未満 ２７ １

９月以上１２月未満 ２８ １

１２月以上 ２９ １

１４ ３月未満 ２９ １

３月以上６月未満 ３０ １

６月以上９月未満 ３１ １

９月以上１２月未満 ３２ １

１２月以上 ３３ １

１５ ３月未満 ３３ １

３月以上６月未満 ３４ １

６月以上９月未満 ３５ １

９月以上１２月未満 ３６ １

１２月以上 ３７ １

１６ ３月未満 ３７ １

３月以上６月未満 ３８ １

６月以上９月未満 ３９ １

９月以上１２月未満 ４０ １

１２月以上 ４１ １

１７ ３月未満 ４１ １

３月以上６月未満 ４２ １

６月以上９月未満 ４３ １

９月以上１２月未満 ４４ １

１２月以上 ４５ １

１８ ３月未満 ４５ １

３月以上６月未満 ４６ ２

６月以上９月未満 ４７ ３

９月以上１２月未満 ４８ ４

１２月以上 ４９ ５

１９ ３月未満 ４９ ５

３月以上６月未満 ５０ ６

６月以上９月未満 ５１ ７

９月以上１２月未満 ５２ ８

１２月以上 ５３ ９

２０ ３月未満 ５３ ９

３月以上６月未満 ５４ ９

６月以上９月未満 ５５ １０

９月以上１２月未満 ５６ １０

１２月以上 ５７ １１
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附則別表第四　指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の切替表（附則第七条関係）

旧号俸 新号俸

１から４まで １

５ ２

６ ３

７ ４

８ ５

９ ６

１０ ７

１１ ８

附　則　（平成一七年一一月七日法律第一二三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定　公布の日

二　第五条第一項（居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。）、第三項、第五項、第六

項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節（サービス利用計画作成費、特定障害者特別

給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第二十八条

第一項（第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。）及び第二項（第一号から第三号までに係る部分に限

る。）、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項（第三十七条第二項において準用する場合を含む。）、第三十八条から

第四十条まで、第四十一条（指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。）、第四十二条（指定障害者支援施

設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項（指定相談支援事業者に係る

部分に限る。）及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項ま

で（指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第五十条第三項及び第四項、第五十一条（指定障害

者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。）、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五

条（療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。）、第二章第四節、第三章、第四章（障害福祉サービス事業に係る部分

を除く。）、第五章、第九十二条第一号（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る

部分に限る。）、第二号（療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。）、第三号及び第四号、第九十三条第二

号、第九十四条第一項第二号（第九十二条第三号に係る部分に限る。）及び第二項、第九十五条第一項第二号（第九十二条第二号に係

る部分を除く。）及び第二項第二号、第九十六条、第百十条（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別

給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。）、第百十一条及び第百十二条（第四十八条

第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。）並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二

項（サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補

装具費の支給に係る部分に限る。）並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、

第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二

条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条

から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十

条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定　平成十八年十月一日

（罰則の適用に関する経過措置）

第百二十一条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第百二十二条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成一八年一一月一七日法律第一〇一号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

（平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置）

第二条　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）附則第十一条の規定による俸給を支給さ

れる職員のうちその者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額が、その者の属する職務の級における 高の号俸の俸給月額を超える

職員についてのこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「新法」という。）第十条の二第二項の規定の適用につ

いては、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「属する職務の級における 高の号俸の俸給月額」とあるのは、「俸給月

額と一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）附則第十一条の規定による俸給の額との合

計額」とする。

（平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例）

第三条　平成二十年三月三十一日までの間においては、新法第十一条の八第一項第一号中「百分の六」とあるのは「百分の四」と、同項第

二号中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。

（広域異動手当に関する経過措置）

第四条　新法第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異

動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあ

るのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

（人事院規則への委任）

第五条　前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成一九年五月一六日法律第四二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（平成一九年五月二五日法律第五八号）　抄
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（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第八条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第九条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成一九年七月六日法律第一〇八号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一　第三条中独立行政法人通則法第六十条及び第七十一条の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十六条までの規定　公布の日

二　略

三　第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条（附則第八条の準用に係る部分に限る。）、第二十条から第二十

二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条（国と民間企業

との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」

に改める改正規定に限る。）の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）目次の改正規定及び同法第六十

七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定　公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

（処分等の効力）

第十四条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別

段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

（罰則に関する経過措置）

第十五条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。

（その他の経過措置の人事院規則等への委任）

第十六条　附則第四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、人

事院規則（人事院の所掌する事項以外の事項については、政令）で定める。

附　則　（平成一九年一一月三〇日法律第一一八号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第六条から第十条までの規定は、平成二十年四月一日から

施行する。

２　第一条の規定（一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第十九条の七第二項第一号の改正規定を除く。次条にお

いて同じ。）による改正後の給与法（以下「改正後の給与法」という。）の規定及び第四条の規定（一般職の任期付研究員の採用、給与及

び勤務時間の特例に関する法律（以下「任期付研究員法」という。）第七条第二項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。）による

改正後の任期付研究員法（附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

（平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸）

第二条　平成十九年四月一日からこの法律の施行の日（次条において「施行日」という。）の前日までの間において、第一条の規定による

改正前の給与法（以下「改正前の給与法」という。）の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務

の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日におけ

る号俸は、人事院の定めるところによる。

（施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整）

第三条　施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった

職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異

動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場

合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

（給与の内払）

第四条　改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の

任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみ

なす。

（人事院規則への委任）

第五条　前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成二〇年一二月二六日法律第九四号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）

第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定並びに次条の規定は国家公務員法等の一部

を改正する法律（平成十九年法律第百八号）附則第一条第三号の政令で定める日から、附則第三条第一項及び第三項（同条第一項の準用

に係る部分に限る。）並びに第五条第一項の規定は公布の日から施行する。

（給与法の一部改正に伴う経過措置）

第二条　前条ただし書の政令で定める日後一年間において行われる第一条の規定による改正後の給与法第八条第五項の規定による昇給につ

いては、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。

２　前条ただし書の政令で定める日から起算して三年間は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の七第一項の規定の適用について

は、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

（人事院規則への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律（第四条、次条、附則第八条及び第十三条の規定を除く。）の施行に関し必要な事項は、人

事院規則で定める。

附　則　（平成二一年五月二九日法律第四一号）　抄
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（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（期末手当及び勤勉手当に係る人事院の勧告等）

第二条　平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定す

る割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する

割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この法律の施行後速やかに、人事院において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃

金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を国会及び内閣に同時に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下この表において

「新給与法」という。）附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の四第二

項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与

法第十九条の四第二項（同条第三項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）

第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例

に関する法律（以下この表において「新任期付研究員法」という。）附則第二項の規定

による読替え前の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替え後の新給与法第

十九条の四第二項

新任期付研究員法附則第二項の規定による読替え後

の新任期付研究員法第七条第二項の規定による読替

え後の新給与法第十九条の四第二項

第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律

（以下この表において「新任期付職員法」という。）附則第二条の規定による読替え前

の新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後の新給与法第十九条の四第二項

新任期付職員法附則第二条の規定による読替え後の

新任期付職員法第八条第二項の規定による読替え後

の新給与法第十九条の四第二項

新給与法附則第八項の規定による読替え前の新給与法第十九条の七第二項 新給与法附則第八項の規定による読替え後の新給与

法第十九条の七第二項

附　則　（平成二一年一一月三〇日法律第八六号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第

三条、第五条、第七条及び第九条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

（任期付研究員等に係る 高の号俸を超える俸給月額の切替え）

第二条　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸

給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（次条において「改正後の給与

法」という。）の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

一　一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（以下この号及び次条において「任期付研究員法」という。）

第六条第四項の規定による俸給月額　第四条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給

月額

二　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下この号及び次条において「任期付職員法」という。）第七条第三項の

規定による俸給月額　第六条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

（平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置）

第三条　平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項（同条第三項、第四条の規定による改正後の

任期付研究員法第七条第二項又は第六条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

及び第四項から第六項まで（国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第十六条の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇

等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第五条第一項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣

に関する法律（平成十五年法律第四十号）第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この

項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一　平成二十一年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの間に職員（一般職の職員の給与に関する法律第二十二条及び附則第三項

に規定する職員を除く。以下この条において同じ。）以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれ

ぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、医療職俸給表（一）若しくは任期付研究員法第六条第二項に

規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でそ

の号俸が一号俸であるものからこれらの職員以外の職員（以下この項において「減額改定対象職員」という。）となった者（同年四月

一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。）にあっては、その減額改定対象職員と

なった日（当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日））において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の

特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手

当、住居手当、単身赴任手当（一般職の職員の給与に関する法律第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。）及び

特地勤務手当（同法第十四条の規定による手当を含む。）の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属す

る月の前月までの月数（同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減

額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人

事院規則で定める月数を減じた月数）を乗じて得た額

俸給表 職務の級 号俸

行政職俸給表（一） 一級 一号俸から五十六号俸まで

　 二級 一号俸から二十四号俸まで

　 三級 一号俸から八号俸まで

行政職俸給表（二） 一級 一号俸から六十八号俸まで

　 二級 一号俸から三十二号俸まで

専門行政職俸給表 一級 一号俸から四十号俸まで

　 二級 一号俸から八号俸まで

税務職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで

　 二級 一号俸から二十四号俸まで

　 三級 一号俸から八号俸まで
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公安職俸給表（一） 一級 一号俸から五十二号俸まで

　 二級 一号俸から四十四号俸まで

　 三級 一号俸から三十二号俸まで

　 四級 一号俸から十六号俸まで

公安職俸給表（二） 一級 一号俸から五十二号俸まで

　 二級 一号俸から二十四号俸まで

　 三級 一号俸から八号俸まで

海事職俸給表（一） 一級 一号俸から五十二号俸まで

　 二級 一号俸から三十二号俸まで

　 三級 一号俸から八号俸まで

海事職俸給表（二） 一級 一号俸から六十四号俸まで

　 二級 一号俸から四十四号俸まで

教育職俸給表（一） 一級 一号俸から三十二号俸まで

　 二級 一号俸から十二号俸まで

教育職俸給表（二） 一級 一号俸から四十四号俸まで

　 二級 一号俸から三十二号俸まで

　 三級 一号俸から十二号俸まで

研究職俸給表 一級 一号俸から五十六号俸まで

　 二級 一号俸から三十二号俸まで

医療職俸給表（二） 一級 一号俸から五十二号俸まで

　 二級 一号俸から三十二号俸まで

　 三級 一号俸から十六号俸まで

　 四級 一号俸から四号俸まで

医療職俸給表（三） 一級 一号俸から五十六号俸まで

　 二級 一号俸から四十号俸まで

　 三級 一号俸から十六号俸まで

　 四級 一号俸から四号俸まで

福祉職俸給表 一級 一号俸から五十二号俸まで

　 二級 一号俸から二十八号俸まで

　 三級 一号俸から四号俸まで

二　平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。）に同月に支給

された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

２　平成二十一年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）

の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定

めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関す

る法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める

額」とする。

（人事院規則への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律（第九条及び次条の規定を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成二二年一一月三〇日法律第五三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、第二条、第

四条及び第六条並びに附則第五条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

（任期付研究員等に係る 高の号俸を超える俸給月額の切替え）

第二条　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸

給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（次条及び附則第四条において

「改正後の給与法」という。）の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。

一　一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（以下この号、次条及び附則第五条において「任期付研究員

法」という。）第六条第四項の規定による俸給月額　第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に掲

げる号俸の俸給月額

二　一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下この号、次条及び附則第五条において「任期付職員法」という。）第

七条第三項の規定による俸給月額　第五条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額

（平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置）

第三条　平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与法第十九条の四第二項（同条第三項、第三条の規定による改正後の

任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

及び第四項から第六項まで（国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号。附則第五条及び第七条において「育児休業

法」という。）第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七

項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第五条第一

項又は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）第十三条第二項の

規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額

（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末

手当は、支給しない。

一　平成二十二年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの間に職員（一般職の職員の給与に関する法律（以下この号及び附則第五

条において「給与法」という。）第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。）以外の者又は職員であ

って適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの（改
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正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関す

る法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。）若しくは医療職俸

給表（一）若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員（以下この項にお

いて「減額改定対象職員」という。）となった者（平成二十二年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事

院規則で定めるものを除く。）にあっては、その減額改定対象職員となった日（当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則

で定める日））において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッ

フ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当（給与法第十二条の二第二項に規定す

る人事院規則で定める額を除く。）及び特地勤務手当（給与法第十四条の規定による手当を含む。）の月額の合計額に百分の〇・二八を

乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった

期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあって

は、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数）を乗じて得た額

俸給表 職務の級 号俸

行政職俸給表（一） 一級 一号俸から九十三号俸まで

　 二級 一号俸から六十四号俸まで

　 三級 一号俸から四十八号俸まで

　 四級 一号俸から三十二号俸まで

　 五級 一号俸から二十四号俸まで

　 六級 一号俸から十六号俸まで

　 七級 一号俸から四号俸まで

行政職俸給表（二） 一級 一号俸から百八号俸まで

　 二級 一号俸から七十二号俸まで

　 三級 一号俸から六十四号俸まで

　 四級 一号俸から三十六号俸まで

　 五級 一号俸から二十号俸まで

専門行政職俸給表 一級 一号俸から八十号俸まで

　 二級 一号俸から四十八号俸まで

　 三級 一号俸から三十二号俸まで

　 四級 一号俸から二十号俸まで

　 五級 一号俸から四号俸まで

税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで

　 二級 一号俸から六十五号俸まで

　 三級 一号俸から四十八号俸まで

　 四級 一号俸から三十二号俸まで

　 五級 一号俸から二十四号俸まで

　 六級 一号俸から十六号俸まで

　 七級 一号俸から四号俸まで

公安職俸給表（一） 一級 一号俸から九十二号俸まで

　 二級 一号俸から八十四号俸まで

　 三級 一号俸から七十二号俸まで

　 四級 一号俸から五十六号俸まで

　 五級 一号俸から三十二号俸まで

　 六級 一号俸から二十四号俸まで

　 七級 一号俸から十六号俸まで

　 八級 一号俸から四号俸まで

公安職俸給表（二） 一級 一号俸から八十九号俸まで

　 二級 一号俸から六十四号俸まで

　 三級 一号俸から四十八号俸まで

　 四級 一号俸から三十二号俸まで

　 五級 一号俸から二十四号俸まで

　 六級 一号俸から十六号俸まで

　 七級 一号俸から四号俸まで

海事職俸給表（一） 一級 一号俸から六十九号俸まで

　 二級 一号俸から六十九号俸まで

　 三級 一号俸から五十六号俸まで

　 四級 一号俸から四十号俸まで

　 五級 一号俸から二十八号俸まで

　 六級 一号俸から十二号俸まで

海事職俸給表（二） 一級 一号俸から八十五号俸まで

　 二級 一号俸から八十四号俸まで

　 三級 一号俸から七十二号俸まで

　 四級 一号俸から六十号俸まで

　 五級 一号俸から四十八号俸まで

　 六級 一号俸から三十二号俸まで
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教育職俸給表（一） 一級 一号俸から七十二号俸まで

　 二級 一号俸から五十二号俸まで

　 三級 一号俸から四十号俸まで

　 四級 一号俸から十二号俸まで

教育職俸給表（二） 一級 一号俸から八十四号俸まで

　 二級 一号俸から七十二号俸まで

　 三級 一号俸から五十二号俸まで

研究職俸給表 一級 一号俸から九十六号俸まで

　 二級 一号俸から七十二号俸まで

　 三級 一号俸から四十号俸まで

　 四級 一号俸から二十四号俸まで

　 五級 一号俸から四号俸まで

医療職俸給表（二） 一級 一号俸から八十五号俸まで

　 二級 一号俸から七十二号俸まで

　 三級 一号俸から五十六号俸まで

　 四級 一号俸から四十四号俸まで

　 五級 一号俸から二十八号俸まで

　 六級 一号俸から十二号俸まで

医療職俸給表（三） 一級 一号俸から九十六号俸まで

　 二級 一号俸から八十号俸まで

　 三級 一号俸から五十六号俸まで

　 四級 一号俸から四十四号俸まで

　 五級 一号俸から二十八号俸まで

　 六級 一号俸から八号俸まで

福祉職俸給表 一級 一号俸から九十二号俸まで

　 二級 一号俸から六十八号俸まで

　 三級 一号俸から四十四号俸まで

　 四級 一号俸から三十六号俸まで

　 五級 一号俸から十六号俸まで

　 六級 一号俸から四号俸まで

専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から十六号俸まで

二　平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。）に同月に支給

された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

２　平成二十二年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）

の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定

めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省の職員の給与等に関す

る法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める

額」とする。

（平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え）

第四条　平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定

職員が五十五歳に達した日後における 初の四月一日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二

十二年法律第五十三号）の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における 初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

（平成二十三年四月一日における号俸の調整）

第五条　平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員（同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の

級が二級又は三級であるもの（以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。）、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員

でその職務の級における 高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員

法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員を除く。）のうち、平成二十二年一月一日において給与法第八条第五項の規定によ

り昇給した職員（同日における専門スタッフ職二級以上職員その他同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して人事院規則で定め

る職員を除く。）その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の平成二十三年四月一日におけ

る号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

（人事院規則への委任）

第六条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成二四年二月二九日法律第二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第三章及び附則第八条から第十条までの規定　平成二十四年四月一日

（俸給月額の切替え）

第二条　この法律の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸

給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の一般職給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事

院規則で定める。

一　任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額　第三条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に

掲げる号俸の俸給月額

二　任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額　第四条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げ

る号俸の俸給月額
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（平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置）

第六条　平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項（同条第三項、任期付研究員法第七条第二

項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項から第六項まで（育児休業法第十六条の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国

際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわら

ず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項に

おいて「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給

しない。

一　平成二十三年四月一日（同月二日から施行日までの間に職員（一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下

この条において同じ。）以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務

の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの（平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。）、医療職俸給表（一）

若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に

規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員（以下この項において

「減額改定対象職員」という。）となった者（同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるもの

を除く。）にあっては、その減額改定対象職員となった日（当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日））におい

て減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手

当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当（一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で

定める額を除く。）及び特地勤務手当（一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。）の月額（一般職給与法附則第八項の規定によ

り給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額）の合計額に百分の〇・三

七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなか

った期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあ

っては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数）を乗じて得た額

俸給表 職務の級 号俸

行政職俸給表（一） 一級 一号俸から九十三号俸まで

二級 一号俸から七十六号俸まで

三級 一号俸から六十号俸まで

四級 一号俸から四十四号俸まで

五級 一号俸から三十六号俸まで

六級 一号俸から二十八号俸まで

七級 一号俸から十六号俸まで

八級 一号俸から四号俸まで

行政職俸給表（二） 一級 一号俸から百二十一号俸まで

二級 一号俸から八十四号俸まで

三級 一号俸から七十六号俸まで

四級 一号俸から四十八号俸まで

五級 一号俸から三十二号俸まで

専門行政職俸給表 一級 一号俸から九十三号俸まで

二級 一号俸から六十号俸まで

三級 一号俸から四十四号俸まで

四級 一号俸から三十二号俸まで

五級 一号俸から十六号俸まで

六級 一号俸から四号俸まで

税務職俸給表 一級 一号俸から七十三号俸まで

二級 一号俸から六十五号俸まで

三級 一号俸から六十号俸まで

四級 一号俸から四十四号俸まで

五級 一号俸から三十六号俸まで

六級 一号俸から二十八号俸まで

七級 一号俸から十六号俸まで

八級 一号俸から四号俸まで

公安職俸給表（一） 一級 一号俸から百四号俸まで

二級 一号俸から九十六号俸まで

三級 一号俸から八十四号俸まで

四級 一号俸から六十八号俸まで

五級 一号俸から四十四号俸まで

六級 一号俸から三十六号俸まで

七級 一号俸から二十八号俸まで

八級 一号俸から十六号俸まで

九級 一号俸から四号俸まで

公安職俸給表（二） 一級 一号俸から八十九号俸まで

二級 一号俸から七十六号俸まで

三級 一号俸から六十号俸まで

四級 一号俸から四十四号俸まで

五級 一号俸から三十六号俸まで
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六級 一号俸から二十八号俸まで

七級 一号俸から十六号俸まで

八級 一号俸から四号俸まで

海事職俸給表（一） 一級 一号俸から六十九号俸まで

二級 一号俸から六十九号俸まで

三級 一号俸から六十八号俸まで

四級 一号俸から五十二号俸まで

五級 一号俸から四十号俸まで

六級 一号俸から二十四号俸まで

海事職俸給表（二） 一級 一号俸から八十五号俸まで

二級 一号俸から九十七号俸まで

三級 一号俸から八十四号俸まで

四級 一号俸から七十二号俸まで

五級 一号俸から六十号俸まで

六級 一号俸から四十四号俸まで

教育職俸給表（一） 一級 一号俸から八十四号俸まで

二級 一号俸から六十四号俸まで

三級 一号俸から五十二号俸まで

四級 一号俸から二十四号俸まで

教育職俸給表（二） 一級 一号俸から九十六号俸まで

二級 一号俸から八十四号俸まで

三級 一号俸から六十四号俸まで

研究職俸給表 一級 一号俸から百八号俸まで

二級 一号俸から八十四号俸まで

三級 一号俸から五十二号俸まで

四級 一号俸から三十六号俸まで

五級 一号俸から十六号俸まで

医療職俸給表（二） 一級 一号俸から八十五号俸まで

二級 一号俸から八十四号俸まで

三級 一号俸から六十八号俸まで

四級 一号俸から五十六号俸まで

五級 一号俸から四十号俸まで

六級 一号俸から二十四号俸まで

七級 一号俸から八号俸まで

医療職俸給表（三） 一級 一号俸から百八号俸まで

二級 一号俸から九十二号俸まで

三級 一号俸から六十八号俸まで

四級 一号俸から五十六号俸まで

五級 一号俸から四十号俸まで

六級 一号俸から二十号俸まで

七級 一号俸から四号俸まで

福祉職俸給表 一級 一号俸から百四号俸まで

二級 一号俸から八十号俸まで

三級 一号俸から五十六号俸まで

四級 一号俸から四十八号俸まで

五級 一号俸から二十八号俸まで

六級 一号俸から十六号俸まで

専門スタッフ職俸給表 一級 一号俸から二十八号俸まで

二級 一号俸及び二号俸

二　平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。）に同月に支給

された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者

（任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて

得た額

（平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整）

第八条　平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮

して人事院規則で定める年齢に満たない職員（同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級

であるもの（以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。）、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級に

おける 高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に

規定する俸給表の適用を受ける職員（以下この条において「除外職員」という。）である者を除く。）のうち、当該職員の平成十九年一月

一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況（以下こ

の条において「調整考慮事項」という。）を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日にお

ける号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸（職員の調整考慮事項を考慮して特に調

整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸）上位の号俸とする。

２　平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して

人事院規則で定める年齢に満たない職員（同日において除外職員である者を除く。）のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年
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四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号

俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸（職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必

要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸）上位の号俸とする。

３　平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して

人事院規則で定める年齢に満たない職員（同日において除外職員である者を除く。）のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四

年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成

二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸（職員の調整考慮

事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸）上位の号俸とする。

４　育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とある

のは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員

の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とする」とする。

５　前項の規定は、育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。

６　育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定

中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業法第二十五条の規定により読み替

えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

（人事院規則等への委任）

第十一条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては

人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

附　則　（平成二四年六月二七日法律第四二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　次条並びに附則第三条、第五条及び第十二条の規定　公布の日

（政令等への委任）

第十二条　附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。

（一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第二十五条　施行日の前日において旧給与特例法適用職員であった者であって引き続き施行日に前条の規定による改正後の一般職の職員の

給与に関する法律に規定する俸給表の適用を受ける職員となったもの並びにこの法律の施行の際現に旧給与特例法適用職員であった者と

して同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条

の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受けている職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条

の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、これらの者は、同法第十一条の七第三

項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

附　則　（平成二五年六月二一日法律第五二号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

附　則　（平成二六年四月一八日法律第二二号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。

一　次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定　公布の日

（準備行為）

第二条　

２　内閣総理大臣は、第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（次項において「新一般職給与法」という。）第六条

の二第一項の規定による定めをしようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴くことができる。

３　内閣総理大臣は、新一般職給与法第八条第一項の職務の級の定数を設定しようとするときは、施行日前においても、人事院の意見を聴

くことができる。

（処分等の効力）

第十条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。）

の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この

附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。同項において「新法令」とい

う。）の相当の規定によってしたものとみなす。

（命令の効力）

第十一条　この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令

で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

２　この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日

から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

（その他の経過措置）

第十三条　附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項について

は、人事院規則）で定める。

（検討）

第四十二条　政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安

定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見

を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講

ずることについて検討するものとする。

附　則　（平成二六年六月一三日法律第六七号）　抄
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（施行期日）

第一条　この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行

の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定　公布の日

（一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第四条　施行日の前日において特定独立行政法人（通則法改正法による改正前の独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「旧

通則法」という。）第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。）の職員であった者であって引き続き施行日に第三条の

規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下この条において「新給与法」という。）に規定する俸給表の適用を受ける職

員となったもの並びにこの法律の施行の際現に特定独立行政法人の職員であった者として第三条の規定による改正前の一般職の職員の給

与に関する法律第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用を受

けている職員に対する新給与法第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の

規定の適用については、これらの者は、新給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなす。

（処分等の効力）

第二十八条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処

分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」とい

う。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした

又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第二十九条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令等への委任）

第三十条　附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政

令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。

附　則　（平成二六年六月一三日法律第六九号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。

（経過措置の原則）

第五条　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ

の法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ

る。

（訴訟に関する経過措置）

第六条　この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起で

きないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服

申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の

不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例

による。

２　この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提

起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し

の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

３　不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお

従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第九条　この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の

施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第十条　附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令

で定める。

附　則　（平成二六年一一月一九日法律第一〇五号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条から第八条まで、第十条から

第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

２　第一条の規定（一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。

附則第四条において同じ。）による改正後の給与法（次条及び附則第四条において「改正後の給与法」という。）の規定、第四条の規定

（一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（以下「任期付研究員法」という。）第七条第二項の改正規定を除

く。附則第四条において同じ。）による改正後の任期付研究員法（附則第四条において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定及び

第六条の規定（一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下「任期付職員法」という。）第八条第二項の改正規定を除

く。附則第四条において同じ。）による改正後の任期付職員法（次条及び附則第四条において「改正後の任期付職員法」という。）の規定

は、平成二十六年四月一日から適用する。

（適用日前の異動者の号俸の調整）

第三条　適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適

用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところによ

り、必要な調整を行うことができる。

（給与の内払）

第四条　改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正

前の給与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給

与は、それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。
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（切替日における任期付研究員等に係る 高の号俸を超える俸給月額の切替え）

第五条　平成二十七年四月一日（以下「切替日」という。）の前日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における

俸給月額は、当該各号に定める俸給月額及び第二条の規定による改正後の給与法の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規

則で定める。

一　任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額　第五条の規定による改正後の任期付研究員法第六条第一項に規定する俸給表に

掲げる号俸の俸給月額

二　任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額　第七条の規定による改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げ

る号俸の俸給月額

（切替日前の異動者の号俸の調整）

第六条　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切

替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところによ

り、必要な調整を行うことができる。

（俸給の切替えに伴う経過措置）

第七条　切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達

しないこととなるもの（人事院規則で定める職員を除く。）には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当

する額（給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級が同項の表

の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者（以下この項において「特定職員」という。）にあっては、五十五歳に達した日後における

初の四月一日（特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における 初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員と

なった日）以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額）を俸給として支給する。

２　切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員（前項に規定する職員を除く。）について、同項の規定による俸給を支給される

職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給す

る。

３　切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される

職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給

する。

第八条　前条の規定による俸給を支給される職員に関する給与法第十条の五第二項、第十九条の四第五項（給与法第十九条の七第四項にお

いて準用する場合及び国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号。次項及び次条において「育児休業法」という。）

第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。）並びに附則第八項第二号から第四号まで、第六号及

び第七号の規定の適用については、給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と一般職の職員の給与に関する法律等

の一部を改正する法律（平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年改正法」という。）附則第七条の規定による俸給の額との合計

額」と、給与法第十九条の四第五項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給の額との合

計額」と、給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額

（以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。）」と、同項第三号、第四号、第六号及び第七号中「専門ス

タッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」とする。

２　前条の規定による俸給を支給される職員に関する育児休業法附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「、第二号」とあるの

は「から第四号まで」と、「「を減じた」」とあるのは「「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職

調整手当の月額（以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。）」と、「を減じた」」と、「同項第六号」と

あるのは「同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と、同

項第六号」と、「専門スタッフ職調整手当の月額を」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額を」とする。

（平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例）

第九条　平成二十七年三月三十一日までの間における給与法第八条第七項（育児休業法第十六条及び第二十四条の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「四号俸」とあるのは「三号俸」と、「三号俸」とあるのは「二号俸」とする。

（平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例）

第十条　切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる給与法の規

定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条の三第二項第一号 百分の二十 百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第二号 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第三号 百分の十五 百分の十五を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第四号 百分の十二 百分の十二を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第五号 百分の十 百分の十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第六号 百分の六 百分の六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の三第二項第七号 百分の三 百分の三を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十一条の五 百分の十六 百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合

第十二条の二第二項 三万円 三万円を超えない範囲内で人事院規則で定める額

（広域異動手当に関する特例）

第十一条　切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移

転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用につ

いては、同項第一号中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。

（地域手当に関する経過措置）

第十二条　第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域

手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄

に掲げる字句とする。

第 一

項

同条第二項各号に定める割

合をいう。以下

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第百五号。以下「平成二

十六年改正法」という。）第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。

以下
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同条第一項 第十一条の三第一項

第 三

項

同条第二項各号 平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号

同条第一項 第十一条の三第一項

２　第二条の規定の施行の際現に給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当

の支給及び切替日の前日において第二条の規定による改正前の給与法第十一条の三若しくは給与法第十一条の六の規定の適用を受けてい

る職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員

に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第

十一条の四の人事院規則で定める割合をいい」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十六年

法律第百五号）第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合又は同法第二条の規定による改正前の第十一条の四の

人事院規則で定める割合をいい」とする。

（広域異動手当に関する経過措置）

第十三条　切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する

当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する給与法第十一条の八第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十」と

あるのは「百分の六」と、同項第二号中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。

（非常勤職員の給与に関する経過措置）

第十四条　第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき

三万四千二百円を超え三万四千九百円以下であるものに対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一

日（当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日）までの間は、同項中「三万四千二百円」とあるのは、「三万四

千九百円」とする。

（人事院規則への委任）

第十五条　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律（第三条の規定を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定

める。

附　則　（平成二八年一月二六日法律第一号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二

十八年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（以下「改正後の給与法」という。）の規定、第四条の規定による改正

後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。）

の規定及び第六条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下「改正後の任期付職員法」とい

う。）の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

（給与の内払）

第三条　改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正

前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平

成二十六年法律第百五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。）附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。）、

第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与（平

成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。）又は第六条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。）

は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）、改正後の任期付研究員法の

規定による給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）又は改正後の任期付職員法の規定による給与（平成二十六

年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成二八年一一月二四日法律第八〇号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　略

二　第二条、第六条及び第八条並びに附則第三条の規定　平成二十九年四月一日

２　第一条の規定（一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第十九条の七第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。

次条において同じ。）による改正後の給与法（次条において「第一条改正後給与法」という。）の規定、第五条の規定（一般職の任期付研

究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。）第七条第二項の改正規

定を除く。次条において同じ。）による改正後の任期付研究員法（次条において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定及び第七条

の規定（一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下この項及び次条において「任期付職員法」という。）第八条第二

項の改正規定を除く。次条において同じ。）による改正後の任期付職員法（次条において「改正後の任期付職員法」という。）の規定は、

平成二十八年四月一日から適用し、附則第七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第六十八

条の三第三項の規定は、同年八月一日以後に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の三第一項に規定する介護休業に係る介護休業

手当金の額の算定について適用する。

（給与の内払）

第二条　第一条改正後給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による

改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第百五

号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。）附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。）、第五条の規定による

改正前の任期付研究員法の規定に基づいて支給された給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。）

又は第七条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給

された俸給を含む。）は、それぞれ第一条改正後給与法の規定による給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）、

改正後の任期付研究員法の規定による給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）又は改正後の任期付職員法の規

定による給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）の内払とみなす。
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（令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例）

第三条　平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与法（以下この条において「第二

条改正後給与法」という。）第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給

与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円

（行政職俸給表（一）の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級

がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員（以下「行（一）八級職員等」という。）にあつては、三千五百円）、前項第二号に

該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる配偶者」という。）については一万円、同項第二号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については

一人につき八千円（職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円）、同項第三号から第六号までのいずれかに該

当する扶養親族（以下「扶養親族たる父母等」という。）については一人につき六千五百円（職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場

合にあつては、そのうち一人については九千円）」と、同条第一項中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子

に限る。）がある場合、行（一）九級以上職員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」

とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨（新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事

実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。）」と、同項第一号中「場合（行（一）九級以上職員等に扶養

親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。）」とあるのは「場合」と、同項中「二　扶養親族たる要件を

欠くに至つた者がある場合（扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の

初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行（一）九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等た

る要件を欠くに至つた者がある場合を除く。）」とあるのは「／二　扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合（扶養親族たる子又は

前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の 初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる

要件を欠くに至つた場合を除く。）／三　扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合（前号に

該当する場合を除く。）／四　扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合（第一号に該当する場

合を除く。）／」と、同条第二項中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」

と、「なつた日、行（一）九級以上職員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場

合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行（一）九級以上職員等以外の職員と

なつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るもの

がない場合」と、「死亡した日、行（一）九級以上職員等以外の職員から行（一）九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、

父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないとき

はその職員が行（一）九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第

一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第

四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるの

は「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定（扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないもの

が扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同

項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族

たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）、扶養手当を受

けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養

親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもの

がある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親

族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限

る。）」とあるのは「扶養親族」とする。

２　平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書及び第十一条の二第三項

第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養

親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「（行政職俸給表（一）

の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもの

として人事院規則で定める職員（以下「行（一）八級職員等」という。）にあつては、三千五百円）、前項第二号」とあるのは「、同項第

二号」と、同条第一項中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）がある場合、行（一）九級以上職

員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中

「場合（行（一）九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。）」とあり、及び同項

第二号中「場合及び行（一）九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」

と、同条第二項中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、

行（一）九級以上職員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職

員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行（一）九級以上職員等以外の職員となつた日」とある

のは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、

「死亡した日、行（一）九級以上職員等以外の職員から行（一）九級以上職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規

定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行

（一）九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又

は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親

族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」とする。

３　平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与法第十一条第一項ただし書並びに第十一条の二第三項

第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与法第十一条第三項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「扶養親族

たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、

父母等」という。）」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行（一）八級職員等」とあるのは「行（一）八級以上職員等」と、「前

項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）が

ある場合、行（一）九級以上職員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは

「扶養親族」と、同項第一号中「場合（行（一）九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場

合を除く。）」とあり、及び同項第二号中「場合及び行（一）九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者が

ある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるの

は「扶養親族」と、「なつた日、行（一）九級以上職員等から行（一）九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、
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父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行（一）九級以上職員

等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による

届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行（一）九級以上職員等以外の職員から行（一）九級以上職員等となつた職員に扶養親

族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係る

ものがないときはその職員が行（一）九級以上職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」

とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親

族（行（一）九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。）」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行（一）八級職員等が

行（一）八級職員等及び行（一）九級以上職員等」とあるのは「行（一）八級以上職員等が行（一）八級以上職員等」と、同項第六号中

「行（一）八級職員等及び行（一）九級以上職員等」とあるのは「行（一）八級以上職員等」と、「が行（一）八級職員等」とあるのは

「が行（一）八級以上職員等」とする。

（人事院規則への委任）

第五条　前三条に定めるもののほか、この法律（第九条及び附則第七条から第十条までの規定を除く。）の施行に関し必要な事項は、人事

院規則で定める。

附　則　（平成二九年一二月一五日法律第七七号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、

平成三十年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（次条及び附則第三条第一項において「改正後の給与法」という。）の

規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（次条及び同項において「改正

後の任期付研究員法」という。）の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（次条

及び同項において「改正後の任期付職員法」という。）の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

（給与の内払）

第二条　改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一

般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成二十

六年法律第百五号。以下この条及び次条第一項において「平成二十六年改正法」という。）附則第七条の規定に基づいて支給された俸給

を含む。）、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給され

た給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸給を含む。）又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職

員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定に基づいて支給された俸

給を含む。）は、それぞれ改正後の給与法の規定による給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）、改正後の任期

付研究員法の規定による給与（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）又は改正後の任期付職員法の規定による給与

（平成二十六年改正法附則第七条の規定による俸給を含む。）の内払とみなす。

（平成三十年四月一日における号俸の調整）

第三条　平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員（同日において、改正後の給与法別表第十に規定する専門スタッフ職俸給表

の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの（以下この項において「改正後専門スタッフ職二級以上職員」という。）、改正

後専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における 高の号俸を受けるもの及び一般職の職員の給与に関する法律別表第

十一に規定する指定職俸給表又は改正後の任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは改正後の任期付職員法第七条第一項に規

定する俸給表の適用を受ける職員を除く。）のうち、平成二十七年一月一日において一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規

定により昇給した職員（同日において平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第十に規定

する専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものその他同日における昇給の号俸数の決定の状況

を考慮して人事院規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。）その他昇給抑制職員との権衡上必要がある

と認められるものとして人事院規則で定める職員の平成三十年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同

日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。

２　国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第

十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第十七条の規定により読み替えられた一般職の

職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同

項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

３　前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。

４　国家公務員の育児休業等に関する法律第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項の規定の適用については、同

項中「とする」とあるのは、「とするものとし、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第二十三条第二項に規

定する任期付短時間勤務職員の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同法第二十五条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時

間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

（人事院規則への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（平成三〇年一一月三〇日法律第八二号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（附則第三条において「改正後の給与法」という。）の規定、第三条の

規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（附則第三条において「改正後の任期付研究員

法」という。）の規定及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（次条及び附則第三条に

おいて「改正後の任期付職員法」という。）の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

（給与の内払）

第三条　改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一

般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は

第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正

後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

170



（人事院規則への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（令和元年六月一四日法律第三七号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

（一般職の職員の給与に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第十条　施行日前に旧国家公務員法第三十八条第一号に該当して旧国家公務員法第七十六条の規定により失職した職員に係る期末手当及び

勤勉手当の支給については、前条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第一項及び第四項、第十九条の五

第二号（同法第十九条の七第五項及び第二十三条第八項において準用する場合を含む。）、第十九条の七第一項及び第二項第一号イ並びに

第二十三条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（令和元年一一月二二日法律第五一号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行

する。

２　第一条の規定（一般職の職員の給与に関する法律（以下「給与法」という。）第十九条の七第二項の改正規定を除く。次条において同

じ。）による改正後の給与法（次条において「改正後の給与法」という。）の規定、第三条の規定（一般職の任期付研究員の採用、給与及

び勤務時間の特例に関する法律（以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。）第七条第二項の改正規定を除く。次条にお

いて同じ。）による改正後の任期付研究員法（次条において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定及び第五条の規定（一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下この項及び次条において「任期付職員法」という。）第八条第二項の改正規定を除く。

次条において同じ。）による改正後の任期付職員法（次条において「改正後の任期付職員法」という。）の規定は、平成三十一年四月一日

から適用する。

（給与の内払）

第二条　改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給

与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、

それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

（住居手当に関する経過措置）

第三条　第二条の規定の施行の日（以下この項において「一部施行日」という。）の前日において同条の規定による改正前の給与法第十一

条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に

係る住宅（貸間を含む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。以下この項において同じ。）を支払っているもののうち、次の各号のいずれ

かに該当するもの（人事院規則で定める職員を除く。）に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定によ

る改正後の給与法第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額（当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった

場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。）から二千円を控除した額

の住居手当を支給する。

一　第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

二　旧手当額から第二条の規定による改正後の給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた

額が二千円を超えることとなる職員

２　前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

（人事院規則への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（令和二年六月二四日法律第六三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

（政令への委任）

第六条　附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（令和二年一一月三〇日法律第六五号）

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附　則　（令和三年六月一一日法律第六一号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自

衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

（その他の経過措置の政令等への委任）

第十五条　附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令（人事院の所掌する事項について

は、人事院規則）で定める。

附　則　（令和四年四月一三日法律第一七号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置）

第二条　令和四年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律（第一号ロにおいて「新

給与法」という。）第十九条の四第二項（同条第三項、第二条（第一号に係る部分に限る。）の規定による改正後の一般職の任期付研究員

の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第七条第二項又は第二条（第二号に係る部分に限る。）の規定による改正後の一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び一般職の職員の給与に関

する法律（以下この項及び附則第四条において「給与法」という。）第十九条の四第四項から第六項まで（国家公務員の育児休業等に関

する法律（平成三年法律第百九号）第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは第二十三条第一項から第三項まで、

第五項若しくは第七項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和四十五年法律第百十七号）第五条第一

項、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成十五年法律第四十号）第十三条第二項、福

島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第四十八条の五第二項若しくは第八十九条の五第二項、令和三年東京オリンピッ

ク競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法（平成二十七年法律第三十三号）第十九条第二項又は令和七年に開催される国際博
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覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律（平成三十一年法律第十八号）第二十七条第二項の規定にかかわらず、これら

の規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、

同月一日（同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日）における次の各号に掲げる職員（給与法の適用を受ける者を

いう。以下この項において同じ。）の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下この項において「調整額」とい

う。）を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一　再任用職員（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用され

た職員をいう。次号において同じ。）以外の職員　次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

イ　ロからニまでに掲げる職員以外の職員　百二十七・五分の十五

ロ　新給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員（次号ロにおいて「特定管理職員」という。）　百七・五分の十五

ハ　給与法別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員（次号ハにおいて「指定職職員」という。）　六十七・五分の十

ニ　一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第五条第一項に規定する第一号任期付研究員若しくは第二号

任期付研究員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項に規定する特定任期付職員　百六十七・五分

の十

二　再任用職員　次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

イ　ロ及びハに掲げる職員以外の職員　七十二・五分の十

ロ　特定管理職員　六十二・五分の十

ハ　指定職職員　三十五分の五

２　令和三年十二月に防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）その他の人事院規則で定める法令の規定に

基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日

（同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日）における次の各号に掲げる職員（給与法の適用を受ける者をいう。以

下この項において同じ。）の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法

律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める」とす

る。

（人事院規則への委任）

第三条　前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（令和四年六月一七日法律第六八号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第五百九条の規定　公布の日

附　則　（令和四年一一月一八日法律第八一号）

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

２　第一条の規定（一般職の職員の給与に関する法律（以下この項及び次条において「給与法」という。）第十九条の七第二項の改正規定

を除く。次条において同じ。）による改正後の給与法（次条において「改正後の給与法」という。）の規定、第三条の規定（一般職の任期

付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（以下この項及び次条において「任期付研究員法」という。）第七条第二項の改

正規定を除く。次条において同じ。）による改正後の任期付研究員法（次条において「改正後の任期付研究員法」という。）の規定及び第

四条の規定（一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下この項及び次条において「任期付職員法」という。）第八条

第二項の改正規定を除く。次条において同じ。）による改正後の任期付職員法（次条において「改正後の任期付職員法」という。）の規定

は、令和四年四月一日から適用する。

（給与の内払）

第二条　改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給

与法、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第四条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、

それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

第三条　前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附　則　（令和五年一一月二四日法律第七三号）　抄

（施行期日等）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第二条中一般職の職員の給与に関する法律（以下この条及び附則第三条において「給与法」という。）第五条第一項及び第十二条第

二項第二号の改正規定、給与法第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条

の七第二項の改正規定、第五条中一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（次項及び附則第三条において

「任期付研究員法」という。）第七条第二項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第五条の規定　令和六年四月一日

二　第二条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三条及び第五条（同号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則第六条の規定　令

和七年四月一日

２　第一条の規定（給与法第十九条の四第二項及び第三項並びに第十九条の七第二項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。）によ

る改正後の給与法（次条及び附則第三条において「改正後の給与法」という。）の規定、第四条の規定（任期付研究員法第七条第二項の

改正規定を除く。附則第三条において同じ。）による改正後の任期付研究員法（附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という

。）の規定及び第六条の規定（一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律（以下「任期付職員法」という。）第八条第二項の

改正規定を除く。附則第三条において同じ。）による改正後の任期付職員法（次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」と

いう。）の規定は、令和五年四月一日から適用する。

（給与の内払）

第三条　改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給

与法、第四条の規定による改正前の任期付研究員法又は第六条の規定による改正前の任期付職員法の規定に基づいて支給された給与は、

それぞれ改正後の給与法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。

（人事院規則への委任）

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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別表第一　行政職俸給表（第六条関係）

イ　行政職俸給表（一）

職 員

の 区

分

職 務

の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １ ０

級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額俸 給

月額

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ １６２，１０

０

２０８，００

０

２４０，９０

０

２７１，６０

０

２９５，４０

０

３２３，１０

０

３６５，５

００

４１０，

３００

４５９，

９００

５ ２

３ ，

１ ０

０

２ １６３，２０

０

２０９，７０

０

２４２，４０

０

２７３，２０

０

２９７，５０

０

３２５，３０

０

３６８，１

００

４１２，

７００

４６３，

０００

５ ２

６ ，

０ ０

０

３ １６４，４０

０

２１１，４０

０

２４３，８０

０

２７４，７０

０

２９９，５０

０

３２７，５０

０

３７０，５

００

４１５，

２００

４６６，

０００

５ ２

９ ，

１ ０

０

４ １６５，５０

０

２１２，９０

０

２４５，２０

０

２７６，３０

０

３０１，４０

０

３２９，５０

０

３７２，９

００

４１７，

６００

４６９，

０００

５ ３

２ ，

２ ０

０

５ １６６，６０

０

２１４，４０

０

２４６，４０

０

２７７，８０

０

３０３，２０

０

３３１，５０

０

３７４，８

００

４１９，

５００

４７２，

０００

５ ３

５ ，

３ ０

０

６ １６７，７０

０

２１６，２０

０

２４８，００

０

２７９，５０

０

３０５，００

０

３３３，５０

０

３７７，３

００

４２１，

６００

４７５，

０００

５ ３

７ ，

６ ０

０

７ １６８，８０

０

２１７，９０

０

２４９，５０

０

２８１，３０

０

３０６，６０

０

３３５，４０

０

３７９，６

００

４２３，

７００

４７８，

０００

５ ４

０ ，

１ ０

０

８ １６９，９０

０

２１９，６０

０

２５０，９０

０

２８３，１０

０

３０８，２０

０

３３７，３０

０

３８２，１

００

４２５，

９００

４８１，

１００

５ ４

２ ，

５ ０

０

９ １７０，９０

０

２２１，１０

０

２５２，００

０

２８４，８０

０

３０９，８０

０

３３９，２０

０

３８４，５

００

４２７，

８００

４８３，

８００

５ ４

４ ，

９ ０

０

１０ １７２，３０

０

２２２，６０

０

２５３，４０

０

２８６，７０

０

３１２，００

０

３４１，２０

０

３８７，１

００

４２９，

９００

４８６，

９００

５ ４

６ ，

７ ０

０

１１ １７３，６０

０

２２４，１０

０

２５４，９０

０

２８８，５０

０

３１４，２０

０

３４３，２０

０

３８９，７

００

４３２，

０００

４８９，

９００

５ ４

８ ，

５ ０

０

１２ １７４，９０

０

２２５，６０

０

２５６，２０

０

２９０，３０

０

３１６，２０

０

３４５，２０

０

３９２，３

００

４３３，

９００

４９３，

０００

５ ５

０ ，

４ ０

０

１３ １７６，１０

０

２２６，８０

０

２５７，５０

０

２９２，１０

０

３１８，２０

０

３４７，００

０

３９４，６

００

４３５，

６００

４９５，

７００

５ ５

２ ，

１ ０

０

１４ １７７，６０

０

２２８，２０

０

２５８，７０

０

２９３，７０

０

３２０，２０

０

３４９，００

０

３９６，９

００

４３７，

４００

４９８，

０００

５ ５

３ ，

５ ０

０

１５ １７９，１０

０

２２９，６０

０

２５９，９０

０

２９５，１０

０

３２２，１０

０

３５０，９０

０

３９９，１

００

４３９，

３００

５００，

３００

５ ５

４ ，
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８ ０

０

１６ １８０，７０

０

２３１，００

０

２６１，１０

０

２９６，５０

０

３２４，００

０

３５２，８０

０

４０１，４

００

４４１，

２００

５０２，

６００

５ ５

５ ，

９ ０

０

１７ １８１，８０

０

２３２，４０

０

２６２，３０

０

２９８，００

０

３２５，９０

０

３５４，５０

０

４０３，２

００

４４３，

０００

５０４，

６００

５ ５

７ ，

２ ０

０

１８ １８３，２０

０

２３４，００

０

２６３，６０

０

３００，００

０

３２７，９０

０

３５６，５０

０

４０５，１

００

４４４，

８００

５０６，

０００

５ ５

８ ，

２ ０

０

１９ １８４，６０

０

２３５，５０

０

２６４，９０

０

３０２，００

０

３２９，８０

０

３５８，３０

０

４０７，０

００

４４６，

６００

５０７，

５００

５ ５

９ ，

１ ０

０

２０ １８６，００

０

２３６，９０

０

２６６，２０

０

３０３，８０

０

３３１，７０

０

３６０，２０

０

４０８，８

００

４４８，

３００

５０８，

９００

５ ６

０ ，

０ ０

０

２１ １８７，３０

０

２３８，１０

０

２６７，６０

０

３０５，５０

０

３３３，４０

０

３６２，１０

０

４１０，６

００

４５０，

１００

５１０，

１００

５ ６

０ ，

９ ０

０

２２ １８９，６０

０

２３９，７０

０

２６９，１０

０

３０７，４０

０

３３５，４０

０

３６４，００

０

４１２，４

００

４５１，

６００

５１１，

５００

２３ １９１，８０

０

２４１，２０

０

２７０，７０

０

３０９，３０

０

３３７，４０

０

３６５，９０

０

４１４，２

００

４５３，

０００

５１３，

０００

２４ １９４，００

０

２４２，６０

０

２７２，２０

０

３１１，１０

０

３３９，３０

０

３６７，８０

０

４１６，０

００

４５４，

５００

５１４，

５００

２５ １９６，２０

０

２４３，６０

０

２７３，８０

０

３１２，８０

０

３４０，７０

０

３６９，７０

０

４１７，６

００

４５５，

９００

５１５，

６００

２６ １９７，９０

０

２４５，１０

０

２７５，５０

０

３１４，８０

０

３４２，６０

０

３７１，６０

０

４１９，１

００

４５７，

２００

５１６，

７００

２７ １９９，４０

０

２４６，４０

０

２７７，１０

０

３１６，８０

０

３４４，５０

０

３７３，５０

０

４２０，６

００

４５８，

５００

５１７，

９００

２８ ２００，９０

０

２４７，６０

０

２７８，７０

０

３１８，７０

０

３４６，４０

０

３７５，４０

０

４２２，１

００

４５９，

７００

５１９，

１００

２９ ２０２，４０

０

２４８，７０

０

２８０，３０

０

３２０，４０

０

３４８，００

０

３７６，９０

０

４２３，６

００

４６０，

７００

５２０，

１００

３０ ２０３，８０

０

２４９，７０

０

２８１，８０

０

３２２，４０

０

３４９，９０

０

３７８，７０

０

４２４，９

００

４６１，

４００

５２１，

０００

３１ ２０５，２０

０

２５０，６０

０

２８３，３０

０

３２４，４０

０

３５１，７０

０

３８０，５０

０

４２６，２

００

４６２，

２００

５２１，

９００

３２ ２０６，６０

０

２５１，５０

０

２８４，８０

０

３２６，４０

０

３５３，５０

０

３８２，１０

０

４２７，４

００

４６２，

９００

５２２，

８００

３３ ２０８，００

０

２５２，４０

０

２８５，９０

０

３２７，６０

０

３５５，３０

０

３８３，８０

０

４２８，６

００

４６３，

６００

５２３，

６００

３４ ２０９，３０

０

２５３，３０

０

２８７，５０

０

３２９，６０

０

３５７，１０

０

３８５，２０

０

４２９，９

００

４６４，

４００

５２４，

５００

３５ ２１０，６０

０

２５４，１０

０

２８９，００

０

３３１，５０

０

３５８，８０

０

３８６，６０

０

４３１，２

００

４６５，

１００

５２５，

２００

３６ ２１１，９０

０

２５４，９０

０

２９０，５０

０

３３３，５０

０

３６０，５０

０

３８８，００

０

４３２，４

００

４６５，

７００

５２５，

７００

３７ ２１３，２０

０

２５５，６０

０

２９１，９０

０

３３５，４０

０

３６１，９０

０

３８９，４０

０

４３３，６

００

４６６，

２００

５２６，

４００

３８ ２１４，４０

０

２５６，７０

０

２９３，５０

０

３３７，３０

０

３６３，２０

０

３９０，６０

０

４３４，４

００

４６６，

８００

５２７，

０００

３９ ２１５，６０

０

２５７，９０

０

２９５，１０

０

３３９，２０

０

３６４，５０

０

３９１，８０

０

４３５，２

００

４６７，

４００

５２７，

８００

４０ ２１６，７０

０

２５９，００

０

２９６，７０

０

３４１，１０

０

３６５，９０

０

３９２，８０

０

４３６，０

００

４６８，

０００

５２８，

４００

４１ ２１７，８０

０

２６０，２０

０

２９８，２０

０

３４２，９０

０

３６７，００

０

３９３，９０

０

４３６，６

００

４６８，

５００

５２８，

９００
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４２ ２１８，９０

０

２６１，４０

０

２９９，８０

０

３４４，８０

０

３６７，９０

０

３９５，１０

０

４３７，３

００

４６９，

０００

４３ ２１９，９０

０

２６２，５０

０

３０１，３０

０

３４６，６０

０

３６８，９０

０

３９６，２０

０

４３８，０

００

４６９，

４００

４４ ２２０，９０

０

２６３，６０

０

３０２，８０

０

３４８，４０

０

３７０，００

０

３９７，３０

０

４３８，７

００

４６９，

７００

４５ ２２１，８０

０

２６４，７０

０

３０４，４０

０

３４９，９０

０

３７０，８０

０

３９８，００

０

４３９，５

００

４７０，

０００

４６ ２２２，７０

０

２６５，８０

０

３０６，００

０

３５１，３０

０

３７１，７０

０

３９８，７０

０

４４０，３

００

４７ ２２３，６０

０

２６６，９０

０

３０７，６０

０

３５２，７０

０

３７２，６０

０

３９９，４０

０

４４０，７

００

４８ ２２４，５０

０

２６７，９０

０

３０９，１０

０

３５４，２０

０

３７３，４０

０

４００，１０

０

４４１，４

００

４９ ２２５，４０

０

２６８，９０

０

３１０，００

０

３５５，７０

０

３７４，２０

０

４００，７０

０

４４１，９

００

５０ ２２６，３０

０

２６９，９０

０

３１１，５０

０

３５６，５０

０

３７５，００

０

４０１，３０

０

４４２，３

００

５１ ２２７，２０

０

２７０，９０

０

３１３，００

０

３５７，５０

０

３７５，８０

０

４０１，８０

０

４４２，７

００

５２ ２２８，１０

０

２７１，８０

０

３１４，６０

０

３５８，５０

０

３７６，５０

０

４０２，２０

０

４４３，１

００

５３ ２２８，９０

０

２７２，７０

０

３１６，２０

０

３５９，４０

０

３７７，２０

０

４０２，６０

０

４４３，５

００

５４ ２２９，８０

０

２７３，６０

０

３１７，８０

０

３６０，５０

０

３７７，９０

０

４０２，９０

０

４４３，９

００

５５ ２３０，７０

０

２７４，５０

０

３１９，３０

０

３６１，４０

０

３７８，６０

０

４０３，２０

０

４４４，３

００

５６ ２３１，５０

０

２７５，４０

０

３２０，８０

０

３６２，４０

０

３７９，３０

０

４０３，５０

０

４４４，６

００

５７ ２３１，８０

０

２７６，３０

０
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０

３６３，３０

０

３７９，８０

０

４０３，８０

０

４４４，９

００

５８ ２３２，６０

０

２７７，２０

０

３２３，４０

０

３６４，００

０

３８０，４０

０

４０４，１０

０

４４５，３

００

５９ ２３３，３０

０

２７８，１０

０

３２４，５０

０

３６４，７０

０

３８１，００

０

４０４，４０

０

４４５，６

００
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０
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０

３２５，６０

０
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０

３８１，７０

０
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０

４４５，９

００

６１ ２３４，５０

０

２８０，００

０

３２６，３０

０

３６５，７０

０

３８２，１０

０
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０
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０
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０

３６６，３０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０
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０

２８４，００

０

３３０，００

０

３６８，７０

０

３８５，００

０
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０

６７ ２３７，８０

０
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０
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０
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０
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０

４０６，８０

０

６８ ２３８，４０

０

２８５，６０

０

３３１，３０

０

３７０，００

０

３８６，２０

０

４０７，１０

０

６９ ２３８，９０

０

２８６，６０

０

３３２，１０

０

３７０，３０

０

３８６，６０

０

４０７，３０

０

７０ ２３９，４０

０

２８７，４０

０

３３２，８０

０

３７０，９０

０

３８７，１０

０

４０７，６０

０

７１ ２３９，９０

０

２８８，２０

０

３３３，５０

０

３７１，６０

０

３８７，６０

０

４０７，９０

０

７２ ２４０，４０

０

２８９，００

０

３３４，１０

０

３７２，２０

０

３８８，２０

０

４０８，１０

０

７３ ２４０，９０

０

２８９，７０

０

３３４，６０

０

３７２，５０

０

３８８，５０

０

４０８，３０

０

７４ ２４１，４０

０

２９０，２０

０

３３５，２０

０

３７３，１０

０

３８８，９０

０

４０８，６０

０
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７５ ２４１，８０

０

２９０，６０

０

３３５，７０

０

３７３，８０

０

３８９，３０

０

４０８，９０

０

７６ ２４２，３０

０

２９１，００

０

３３６，３０

０

３７４，４０

０

３８９，７０

０

４０９，１０

０

７７ ２４２，８０

０

２９１，２０

０

３３６，６０

０

３７４，８０

０

３９０，００

０

４０９，３０

０

７８ ２４３，３０

０

２９１，５０

０

３３７，１０

０

３７５，３０

０

３９０，３０

０

４０９，６０

０

７９ ２４３，８０

０

２９１，７０

０

３３７，５０

０

３７５，９０

０

３９０，６０

０

４０９，９０

０

８０ ２４４，３０

０

２９２，００

０

３３７，９０

０

３７６，４０

０

３９０，８０

０

４１０，１０

０

８１ ２４４，７０

０

２９２，２０

０

３３８，３０

０

３７６，９０

０

３９１，００

０

４１０，３０

０

８２ ２４５，２０

０

２９２，４０

０

３３８，８０

０

３７７，５０

０

３９１，３０

０

４１０，６０

０

８３ ２４５，６０

０

２９２，７０

０

３３９，３０

０

３７８，００

０

３９１，６０

０

４１０，９０

０

８４ ２４６，００

０

２９２，９０

０

３３９，８０

０

３７８，３０

０

３９１，８０

０

４１１，１０

０

８５ ２４６，４０

０

２９３，２０

０

３４０，１０

０

３７８，７０

０

３９２，００

０

４１１，３０

０

８６ ２４６，８０

０

２９３，５０

０

３４０，５０

０

３７９，２０

０

３９２，３０

０

８７ ２４７，２０

０

２９３，８０

０

３４１，００

０

３７９，６０

０

３９２，６０

０

８８ ２４７，６０

０

２９４，１０

０

３４１，４０

０

３８０，００

０

３９２，８０

０

８９ ２４８，００

０

２９４，４０

０

３４１，７０

０

３８０，４０

０

３９３，００

０

９０ ２４８，５０

０

２９４，８０

０

３４２，１０

０

３８０，９０

０

３９３，３０

０

９１ ２４８，８０

０

２９５，１０

０

３４２，６０

０

３８１，３０

０

３９３，６０

０

９２ ２４９，１０

０

２９５，５０

０

３４３，００

０

３８１，７０

０

３９３，８０

０

９３ ２４９，４０

０

２９５，７０

０

３４３，２０

０

３８２，００

０

３９４，００

０

９４ ２９５，９０

０

３４３，６０

０

９５ ２９６，２０

０

３４４，１０

０

９６ ２９６，６０

０

３４４，５０

０

９７ ２９６，８０

０

３４４，７０

０

９８ ２９７，１０

０

３４５，１０

０

９９ ２９７，５０

０

３４５，５０

０

１ ０

０

２９７，９０

０

３４５，８０

０

１ ０

１

２９８，１０

０

３４６，１０

０

１ ０

２

２９８，４０

０

３４６，５０

０

１ ０

３

２９８，８０

０

３４６，９０

０

１ ０

４

２９９，１０

０

３４７，３０

０

１ ０

５

２９９，３０

０

３４７，８０

０

１ ０

６

２９９，６０

０

３４８，２０

０

１ ０

７

３００，００

０

３４８，６０

０
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１ ０

８

３００，３０

０

３４９，００

０

１ ０

９

３００，５０

０

３４９，５０

０

１ １

０

３００，９０

０

３４９，９０

０

１ １

１

３０１，３０

０

３５０，２０

０

１ １

２

３０１，６０

０

３５０，５０

０

１ １

３

３０１，８０

０

３５１，００

０

１ １

４

３０２，００

０

１ １

５

３０２，３０

０

１ １

６

３０２，７０

０

１ １

７

３０２，９０

０

１ １

８

３０３，１０

０

１ １

９

３０３，４０

０

１ ２

０

３０３，７０

０

１ ２

１

３０４，１０

０

１ ２

２

３０４，３０

０

１ ２

３

３０４，６０

０

１ ２

４

３０４，９０

０

１ ２

５

３０５，２０

０

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員

基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月

額

基準俸給

月額

基準俸給

月額

基 準

俸 給

月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１８８，７０

０

２１６，２０

０

２５６，２０

０

２７５，６０

０

２９０，７０

０

３１６，２０

０

３５８，０

００

３９１，

２００

４４２，

４００

５ ２

２ ，

８ ０

０

備考

（一）　この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

（二）　２級の１号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表

の額にかかわらず、２００，７００円とする。

ロ　行政職俸給表（二）

職員の区分 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円 円 円 円 円

１ １４７，１００ ２００，２００ ２１９，９００ ２６０，２００ ２８５，５００

２ １４８，１００ ２０１，２００ ２２１，０００ ２６１，４００ ２８７，３００

３ １４９，１００ ２０２，２００ ２２１，９００ ２６２，４００ ２８８，９００

４ １５０，１００ ２０３，０００ ２２２，８００ ２６３，５００ ２９０，５００

５ １５１，２００ ２０３，７００ ２２３，８００ ２６４，２００ ２９２，１００

６ １５２，３００ ２０５，２００ ２２５，１００ ２６５，２００ ２９３，４００

７ １５３，４００ ２０６，５００ ２２６，３００ ２６６，１００ ２９４，５００

８ １５４，４００ ２０７，６００ ２２７，４００ ２６７，０００ ２９５，７００

９ １５５，３００ ２０８，９００ ２２８，７００ ２６７，６００ ２９６，９００

１０ １５６，４００ ２０９，６００ ２３０，３００ ２６８，３００ ２９８，６００

１１ １５７，５００ ２１０，４００ ２３１，８００ ２６９，１００ ３００，３００

１２ １５８，６００ ２１１，１００ ２３３，０００ ２６９，９００ ３０１，８００

１３ １５９，５００ ２１２，２００ ２３４，１００ ２７０，７００ ３０３，１００
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１４ １６０，６００ ２１３，１００ ２３５，３００ ２７１，５００ ３０４，６００

１５ １６１，８００ ２１４，０００ ２３６，５００ ２７２，３００ ３０６，０００

１６ １６２，９００ ２１４，８００ ２３７，４００ ２７３，１００ ３０７，３００

１７ １６４，０００ ２１５，７００ ２３８，０００ ２７３，８００ ３０８，８００

１８ １６５，４００ ２１６，７００ ２３８，４００ ２７４，８００ ３１０，３００

１９ １６６，７００ ２１７，６００ ２３８，８００ ２７５，７００ ３１１，９００

２０ １６７，９００ ２１８，５００ ２３９，３００ ２７６，５００ ３１３，５００

２１ １６９，０００ ２１９，２００ ２３９，８００ ２７７，４００ ３１４，５００

２２ １７０，２００ ２２０，０００ ２４１，１００ ２７８，０００ ３１５，９００

２３ １７１，４００ ２２０，８００ ２４２，３００ ２７８，７００ ３１７，２００

２４ １７２，６００ ２２１，４００ ２４３，２００ ２７９，４００ ３１８，５００

２５ １７３，７００ ２２２，１００ ２４４，３００ ２７９，９００ ３１９，６００

２６ １７５，２００ ２２２，６００ ２４５，５００ ２８０，６００ ３２１，０００

２７ １７６，７００ ２２３，０００ ２４６，７００ ２８１，４００ ３２２，４００

２８ １７８，２００ ２２３，５００ ２４７，９００ ２８２，１００ ３２３，８００

２９ １７９，６００ ２２４，１００ ２４８，７００ ２８２，９００ ３２５，３００

３０ １８１，０００ ２２５，１００ ２４９，８００ ２８３，８００ ３２６，５００

３１ １８２，５００ ２２６，０００ ２５１，０００ ２８４，６００ ３２７，８００

３２ １８４，０００ ２２６，６００ ２５２，１００ ２８５，４００ ３２９，０００

３３ １８５，４００ ２２７，１００ ２５３，２００ ２８６，１００ ３３０，０００

３４ １８７，１００ ２２８，１００ ２５４，１００ ２８７，０００ ３３０，９００

３５ １８８，８００ ２２９，１００ ２５５，０００ ２８７，９００ ３３２，０００

３６ １９０，５００ ２３０，１００ ２５６，０００ ２８８，８００ ３３３，１００

３７ １９２，２００ ２３０，６００ ２５７，０００ ２８９，４００ ３３４，２００

３８ １９３，３００ ２３１，７００ ２５７，８００ ２９０，２００ ３３５，２００

３９ １９４，７００ ２３２，８００ ２５８，６００ ２９１，０００ ３３６，２００

４０ １９５，８００ ２３３，８００ ２５９，５００ ２９１，８００ ３３７，２００

４１ １９６，８００ ２３４，５００ ２６０，４００ ２９２，４００ ３３８，１００

４２ １９８，２００ ２３５，５００ ２６１，３００ ２９３，４００ ３３９，０００

４３ １９９，４００ ２３６，４００ ２６２，２００ ２９４，４００ ３３９，９００

４４ ２００，６００ ２３７，２００ ２６３，２００ ２９５，３００ ３４０，８００

４５ ２０２，１００ ２３８，０００ ２６３，８００ ２９６，０００ ３４１，７００

４６ ２０３，１００ ２３８，８００ ２６４，７００ ２９６，９００ ３４２，７００

４７ ２０４，０００ ２３９，５００ ２６５，７００ ２９７，８００ ３４３，７００

４８ ２０５，１００ ２４０，１００ ２６６，６００ ２９８，６００ ３４４，６００

４９ ２０６，２００ ２４０，７００ ２６７，６００ ２９９，２００ ３４５，５００

５０ ２０７，２００ ２４１，６００ ２６８，４００ ２９９，８００ ３４６，４００

５１ ２０８，１００ ２４２，５００ ２６９，２００ ３００，４００ ３４７，３００

５２ ２０９，１００ ２４３，３００ ２６９，９００ ３０１，１００ ３４８，１００

５３ ２１０，２００ ２４４，２００ ２７０，５００ ３０１，７００ ３４８，９００

５４ ２１１，２００ ２４５，１００ ２７１，３００ ３０２，５００ ３４９，７００

５５ ２１２，１００ ２４５，７００ ２７２，１００ ３０３，２００ ３５０，５００

５６ ２１３，０００ ２４６，４００ ２７２，９００ ３０３，９００ ３５１，２００

５７ ２１３，９００ ２４７，２００ ２７３，５００ ３０４，５００ ３５１，９００

５８ ２１４，５００ ２４７，９００ ２７４，４００ ３０５，２００ ３５２，７００

５９ ２１５，２００ ２４８，６００ ２７５，３００ ３０５，９００ ３５３，５００

６０ ２１６，０００ ２４９，２００ ２７６，２００ ３０６，５００ ３５４，１００

６１ ２１６，８００ ２４９，８００ ２７７，１００ ３０７，１００ ３５４，８００

６２ ２１７，３００ ２５０，６００ ２７８，１００ ３０７，８００ ３５５，５００

６３ ２１７，８００ ２５１，４００ ２７８，９００ ３０８，５００ ３５６，２００

６４ ２１８，３００ ２５２，０００ ２７９，８００ ３０９，１００ ３５６，９００

６５ ２１８，８００ ２５２，６００ ２８０，６００ ３０９，６００ ３５７，５００

６６ ２１９，４００ ２５３，１００ ２８１，４００ ３１０，１００ ３５８，０００

６７ ２２０，０００ ２５３，５００ ２８２，２００ ３１０，７００ ３５８，５００

６８ ２２０，５００ ２５３，９００ ２８２，９００ ３１１，３００ ３５９，０００

６９ ２２０，８００ ２５４，６００ ２８３，５００ ３１１，９００ ３５９，４００

７０ ２２１，１００ ２５５，１００ ２８４，３００ ３１２，３００

７１ ２２１，４００ ２５５，５００ ２８５，１００ ３１２，８００

７２ ２２１，７００ ２５５，８００ ２８５，８００ ３１３，３００

７３ ２２１，９００ ２５６，０００ ２８６，５００ ３１３，６００

７４ ２２２，３００ ２５６，３００ ２８７，２００ ３１４，１００

７５ ２２２，６００ ２５６，７００ ２８７，９００ ３１４，６００

７６ ２２３，０００ ２５７，１００ ２８８，７００ ３１５，０００

７７ ２２３，２００ ２５７，４００ ２８９，２００ ３１５，２００

７８ ２２３，７００ ２５７，８００ ２８９，７００ ３１５，５００

７９ ２２４，０００ ２５８，２００ ２９０，１００ ３１５，８００
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８０ ２２４，３００ ２５８，６００ ２９０，５００ ３１６，１００

８１ ２２４，６００ ２５８，９００ ２９０，９００ ３１６，４００

８２ ２２４，９００ ２５９，２００ ２９１，３００ ３１６，７００

８３ ２２５，２００ ２５９，５００ ２９１，８００ ３１７，０００

８４ ２２５，５００ ２５９，７００ ２９２，３００ ３１７，３００

８５ ２２５，８００ ２５９，９００ ２９２，６００ ３１７，５００

８６ ２２６，１００ ２６０，１００ ２９３，１００ ３１７，９００

８７ ２２６，４００ ２６０，４００ ２９３，７００ ３１８，２００

８８ ２２６，７００ ２６０，７００ ２９４，２００ ３１８，４００

８９ ２２７，０００ ２６０，９００ ２９４，５００ ３１８，６００

９０ ２２７，４００ ２６１，１００ ２９５，０００ ３１８，９００

９１ ２２７，７００ ２６１，４００ ２９５，５００ ３１９，２００

９２ ２２８，０００ ２６１，６００ ２９５，８００ ３１９，５００

９３ ２２８，２００ ２６１，９００ ２９６，２００ ３１９，７００

９４ ２２８，５００ ２６２，２００ ２９６，７００ ３２０，０００

９５ ２２８，８００ ２６２，５００ ２９７，２００ ３２０，３００

９６ ２２９，１００ ２６２，７００ ２９７，７００ ３２０，５００

９７ ２２９，３００ ２６２，９００ ２９８，０００ ３２０，７００

９８ ２２９，６００ ２６３，２００ ２９８，４００ ３２１，０００

９９ ２２９，８００ ２６３，４００ ２９８，９００ ３２１，３００

１００ ２３０，１００ ２６３，７００ ２９９，４００ ３２１，５００

１０１ ２３０，４００ ２６４，０００ ２９９，８００ ３２１，７００

１０２ ２３０，６００ ２６４，２００ ３００，２００

１０３ ２３０，９００ ２６４，５００ ３００，５００

１０４ ２３１，２００ ２６４，８００ ３００，８００

１０５ ２３１，５００ ２６５，０００ ３０１，１００

１０６ ２３２，０００ ２６５，２００ ３０１，５００

１０７ ２３２，３００ ２６５，５００ ３０１，９００

１０８ ２３２，６００ ２６５，７００ ３０２，３００

１０９ ２３２，８００ ２６６，０００ ３０２，６００

１１０ ２３３，２００ ２６６，３００ ３０３，０００

１１１ ２３３，６００ ２６６，６００ ３０３，４００

１１２ ２３３，９００ ２６６，８００ ３０３，７００

１１３ ２３４，１００ ２６７，０００ ３０３，９００

１１４ ２３４，６００ ２６７，３００ ３０４，２００

１１５ ２３５，１００ ２６７，５００ ３０４，５００

１１６ ２３５，６００ ２６７，７００ ３０４，７００

１１７ ２３５，９００ ２６８，０００ ３０４，９００

１１８ ２３６，３００ ２６８，３００ ３０５，２００

１１９ ２３６，７００ ２６８，６００ ３０５，５００

１２０ ２３７，０００ ２６８，９００ ３０５，７００

１２１ ２３７，４００ ２６９，１００ ３０５，９００

１２２ ２６９，３００ ３０６，２００

１２３ ２６９，６００ ３０６，５００

１２４ ２６９，９００ ３０６，７００

１２５ ２７０，１００ ３０６，９００

１２６ ２７０，３００ ３０７，２００

１２７ ２７０，６００ ３０７，５００

１２８ ２７０，９００ ３０７，７００

１２９ ２７１，１００ ３０７，９００

１３０ ２７１，３００ ３０８，２００

１３１ ２７１，６００ ３０８，５００

１３２ ２７１，９００ ３０８，７００

１３３ ２７２，１００ ３０８，９００

１３４ ２７２，３００

１３５ ２７２，６００

１３６ ２７２，９００

１３７ ２７３，１００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円

１９４，６００ ２０５，７００ ２２４，２００ ２４５，０００ ２７５，７００

備考　この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用す

る。

別表第二　専門行政職俸給表（第六条関係）

職員の区分 職 務 の

級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
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号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸 給 月

額

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員

円 円 円 円 円 円 円 円

１ １８２，９００２４５，１００２８６，６００３２３，４００３６５，５００４１０，３０

０

４５９，９０

０

５２３，

１００

２ １８４，４００２４７，０００２８８，８００３２５，６００３６８，１００４１２，７０

０

４６３，００

０

５２６，

０００

３ １８６，０００２４８，９００２９１，０００３２７，８００３７０，５００４１５，２０

０

４６６，００

０

５２９，

１００

４ １８７，６００２５０，４００２９３，２００３２９，８００３７２，９００４１７，６０

０

４６９，００

０

５３２，

２００

５ １８９，１００２５２，３００２９５，２００３３１，８００３７４，８００４１９，５０

０

４７２，００

０

５３５，

３００

６ １９１，２００２５４，４００２９７，５００３３３，８００３７７，３００４２１，６０

０

４７５，００

０

５３７，

６００

７ １９３，２００２５６，２００２９９，９００３３５，７００３７９，６００４２３，７０

０

４７８，００

０

５４０，

１００

８ １９５，２００２５８，０００３０２，２００３３７，６００３８２，１００４２５，９０

０

４８１，１０

０

５４２，

５００

９ １９６，８００２５９，９００３０３，８００３３９，４００３８４，５００４２７，８０

０

４８３，８０

０

５４４，

９００

１０ １９８，５００２６１，５００３０６，３００３４１，３００３８７，１００４２９，９０

０

４８６，９０

０

５４６，

７００

１１ ２００，０００２６３，０００３０８，３００３４３，２００３８９，７００４３２，００

０

４８９，９０

０

５４８，

５００

１２ ２０１，５００２６４，４００３１０，５００３４５，１００３９２，３００４３３，９０

０

４９３，００

０

５５０，

４００

１３ ２０３，２００２６５，７００３１２，８００３４７，１００３９４，６００４３５，６０

０

４９５，７０

０

５５２，

１００

１４ ２０４，６００２６７，４００３１４，６００３４９，１００３９６，９００４３７，４０

０

４９８，００

０

５５３，

５００

１５ ２０６，０００２６９，２００３１６，１００３５１，１００３９９，１００４３９，３０

０

５００，３０

０

５５４，

８００

１６ ２０７，４００２７０，８００３１７，７００３５２，９００４０１，４００４４１，２０

０

５０２，６０

０

５５５，

９００

１７ ２０９，２００２７２，２００３１９，３００３５４，７００４０３，２００４４３，００

０

５０４，６０

０

５５７，

２００

１８ ２１０，９００２７３，８００３２１，３００３５６，６００４０５，１００４４４，８０

０

５０６，００

０

５５８，

２００

１９ ２１２，６００２７５，４００３２３，５００３５８，５００４０７，０００４４６，６０

０

５０７，５０

０

５５９，

１００

２０ ２１４，０００２７７，２００３２５，３００３６０，５００４０８，８００４４８，３０

０

５０８，９０

０

５６０，

０００

２１ ２１５，５００２７９，２００３２７，０００３６２，２００４１０，６００４５０，１０

０

５１０，１０

０

５６０，

９００

２２ ２１７，３００２８１，２００３２８，９００３６４，０００４１２，４００４５１，６０

０

５１１，５０

０

２３ ２１９，１００２８３，１００３３０，７００３６５，９００４１４，２００４５３，００

０

５１３，００

０

２４ ２２０，７００２８５，２００３３２，５００３６７，８００４１６，０００４５４，５０

０

５１４，５０

０

２５ ２２２，２００２８６，８００３３４，２００３６９，７００４１７，６００４５５，９０

０

５１５，６０

０

２６ ２２３，７００２８８，９００３３６，２００３７１，６００４１９，１００４５７，２０

０

５１６，７０

０

２７ ２２５，３００２９０，７００３３８，１００３７３，５００４２０，６００４５８，５０

０

５１７，９０

０

２８ ２２６，７００２９２，６００３４０，０００３７５，４００４２２，１００４５９，７０

０

５１９，１０

０

２９ ２２８，０００２９４，７００３４１，７００３７７，３００４２３，６００４６０，７０

０

５２０，１０

０

３０ ２２９，４００２９６，１００３４３，６００３７９，２００４２４，９００４６１，４０

０

５２１，００

０

３１ ２３０，７００２９７，７００３４５，４００３８１，１００４２６，２００４６２，２０

０

５２１，９０

０
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３２ ２３２，１００２９９，３００３４７，１００３８２，８００４２７，４００４６２，９０

０

５２２，８０

０

３３ ２３３，４００３００，７００３４８，３００３８４，０００４２８，６００４６３，６０

０

５２３，６０

０

３４ ２３４，９００３０２，１００３５０，１００３８５，６００４２９，９００４６４，４０

０

５２４，５０

０

３５ ２３６，５００３０３，５００３５２，０００３８７，１００４３１，２００４６５，１０

０

５２５，２０

０

３６ ２３７，８００３０４，７００３５３，９００３８８，６００４３２，４００４６５，７０

０

５２５，７０

０

３７ ２３９，０００３０５，９００３５５，６００３９０，１００４３３，６００４６６，２０

０

５２６，４０

０

３８ ２４０，５００３０７，３００３５７，４００３９１，０００４３４，４００４６６，８０

０

５２７，００

０

３９ ２４１，９００３０８，６００３５９，２００３９２，０００４３５，２００４６７，４０

０

５２７，８０

０

４０ ２４３，２００３１０，０００３６０，９００３９２，９００４３６，０００４６８，００

０

５２８，４０

０

４１ ２４４，１００３１１，４００３６２，６００３９３，９００４３６，６００４６８，５０

０

５２８，９０

０

４２ ２４５，５００３１２，８００３６４，０００３９５，１００４３７，３００４６９，００

０

４３ ２４６，５００３１４，２００３６５，４００３９６，２００４３８，０００４６９，４０

０

４４ ２４７，９００３１５，７００３６６，８００３９７，３００４３８，７００４６９，７０

０

４５ ２４９，１００３１７，２００３６７，８００３９８，２００４３９，５００４７０，００

０

４６ ２５０，１００３１８，７００３６８，９００３９８，９００４４０，３００

４７ ２５１，０００３２０，２００３６９，９００３９９，６００４４０，７００

４８ ２５２，０００３２１，５００３７０，９００４００，３００４４１，４００

４９ ２５３，０００３２２，５００３７１，６００４００，８００４４１，９００

５０ ２５３，８００３２３，７００３７１，９００４０１，３００４４２，３００

５１ ２５４，６００３２４，９００３７２，４００４０１，８００４４２，７００

５２ ２５５，４００３２６，１００３７２，９００４０２，２００４４３，１００

５３ ２５６，２００３２７，１００３７３，３００４０２，６００４４３，５００

５４ ２５７，３００３２８，１００３７３，８００４０２，９００４４３，９００

５５ ２５８，４００３２９，０００３７４，４００４０３，２００４４４，３００

５６ ２５９，５００３２９，９００３７４，９００４０３，５００４４４，６００

５７ ２６０，７００３３０，６００３７５，４００４０３，８００４４４，９００

５８ ２６１，９００３３１，３００３７６，０００４０４，１００４４５，３００

５９ ２６３，０００３３２，０００３７６，６００４０４，４００４４５，６００

６０ ２６４，１００３３２，８００３７７，１００４０４，７００４４５，９００

６１ ２６５，１００３３３，４００３７７，５００４０５，０００４４６，２００

６２ ２６６，１００３３３，９００３７８，０００４０５，３００

６３ ２６７，１００３３４，５００３７８，６００４０５，６００

６４ ２６８，０００３３５，０００３７９，２００４０５，９００

６５ ２６８，９００３３５，４００３７９，７００４０６，２００

６６ ２６９，９００３３５，６００３８０，３００４０６，５００

６７ ２７０，８００３３６，０００３８０，６００４０６，８００

６８ ２７１，７００３３６，５００３８１，１００４０７，１００

６９ ２７２，７００３３６，８００３８１，７００４０７，３００

７０ ２７３，６００３３７，３００３８２，２００４０７，６００

７１ ２７４，５００３３７，７００３８２，７００４０７，９００

７２ ２７５，４００３３８，１００３８３，２００４０８，１００

７３ ２７６，３００３３８，６００３８３，７００４０８，３００

７４ ２７７，２００３３９，１００３８４，２００４０８，６００

７５ ２７８，１００３３９，６００３８４，７００４０８，９００

７６ ２７９，０００３４０，０００３８５，１００４０９，１００

７７ ２８０，０００３４０，２００３８５，５００４０９，３００

７８ ２８１，０００３４０，６００３８５，８００

７９ ２８１，８００３４１，１００３８６，１００

８０ ２８２，７００３４１，５００３８６，３００

８１ ２８３，２００３４１，８００３８６，５００

８２ ２８４，０００ ３８６，８００

８３ ２８４，８００ ３８７，１００
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８４ ２８５，７００ ３８７，３００

８５ ２８６，６００ ３８７，５００

８６ ２８７，４００ ３８７，８００

８７ ２８８，２００ ３８８，１００

８８ ２８９，０００ ３８８，３００

８９ ２８９，７００ ３８８，５００

９０ ２９０，２００

９１ ２９０，６００

９２ ２９１，０００

９３ ２９１，４００

定年前再任

用短時間勤

務職員

基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基 準 俸

給月額

円 円 円 円 円 円 円 円

２１１，１００２４１，８００２８４，３００３１６，５００３５８，０００３９１，２０

０

４４２，４０

０

５２２，

８００

備考

（一）　この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技

術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

（二）　１級の１７号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この

表の額にかかわらず、２０１，８００円とする。

別表第三　税務職俸給表（第六条関係）

職 員

の 区

分

職 務

の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １ ０

級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額俸 給

月額

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ １８０，３０

０

２３９，２

００

２７２，５０

０

３０２，５０

０

３２６，５０

０

３５１，８０

０

３８４，６

００

４２５，

０００

４５９，

９００

５ ２

３ ，

１ ０

０

２ １８１，８０

０

２４１，０

００

２７４，００

０

３０４，３０

０

３２８，６０

０

３５４，００

０

３８６，８

００

４２６，

８００

４６３，

０００

５ ２

６ ，

０ ０

０

３ １８３，５０

０

２４２，８

００

２７５，４０

０

３０６，００

０

３３０，６０

０

３５６，２０

０

３８８，７

００

４２８，

７００

４６６，

０００

５ ２

９ ，

１ ０

０

４ １８５，１０

０

２４４，４

００

２７６，８０

０

３０７，８０

０

３３２，６０

０

３５８，１０

０

３９０，６

００

４３０，

６００

４６９，

０００

５ ３

２ ，

２ ０

０

５ １８６，８０

０

２４６，２

００

２７８，２０

０

３０９，３０

０

３３４，６０

０

３６０，００

０

３９２，３

００

４３２，

０００

４７２，

０００

５ ３

５ ，

３ ０

０

６ １８８，６０

０

２４８，０

００

２７９，８０

０

３１１，１０

０

３３６，１０

０

３６２，００

０

３９４，３

００

４３３，

６００

４７５，

０００

５ ３

７ ，

６ ０

０

７ １９０，４０

０

２４９，７

００

２８１，４０

０

３１３，００

０

３３７，６０

０

３６４，００

０

３９６，１

００

４３５，

２００

４７８，

０００

５ ４

０ ，

１ ０

０

８ １９２，３０

０

２５１，４

００

２８２，７０

０

３１４，９０

０

３３９，１０

０

３６５，８０

０

３９７，９

００

４３６，

７００

４８１，

１００

５ ４

２ ，

５ ０

０

９ １９４，１０

０

２５２，７

００

２８３，７０

０

３１６，５０

０

３４０，６０

０

３６７，５０

０

３９９，６

００

４３８，

１００

４８３，

８００

５ ４

４ ，

９ ０

０

１０ １９６，００

０

２５４，２

００

２８５，１０

０

３１８，５０

０

３４２，８０

０

３６９，５０

０

４０１，５

００

４３９，

８００

４８６，

９００

５ ４

６ ，

182



７ ０

０

１１ １９８，００

０

２５５，７

００

２８６，４０

０

３２０，５０

０

３４５，００

０

３７１，５０

０

４０３，５

００

４４１，

４００

４８９，

９００

５ ４

８ ，

５ ０

０

１２ ２００，００

０

２５７，１

００

２８７，７０

０

３２２，５０

０

３４７，００

０

３７３，５０

０

４０５，５

００

４４２，

８００

４９３，

０００

５ ５

０ ，

４ ０

０

１３ ２０１，６０

０

２５８，５

００

２８８，７０

０

３２４，４０

０

３４８，８０

０

３７５，３０

０
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２ ，
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０
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０
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００
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０

３２６，００

０

３５０，８０

０

３７７，３０

０

４０９，２

００

４４５，

３００

４９８，

０００

５ ５

３ ，

５ ０

０

１５ ２０５，００

０

２６０，６

００

２９１，００

０

３２７，５０

０

３５２，７０

０

３７９，３０

０

４１１，２

００

４４７，

１００

５００，

３００

５ ５

４ ，

８ ０

０

１６ ２０６，６０

０

２６１，６

００

２９２，１０

０

３２９，００

０

３５４，６０

０

３８１，３０

０

４１３，３

００

４４８，

９００

５０２，

６００

５ ５

５ ，

９ ０

０

１７ ２０８，３０

０

２６２，８

００

２９３，１０

０

３３０，５０

０

３５６，５０

０

３８２，９０

０

４１５，０

００

４５０，

４００

５０４，

６００

５ ５

７ ，

２ ０

０

１８ ２１２，１０

０

２６４，１

００

２９４，５０

０

３３２，７０

０

３５８，５０

０

３８４，９０

０

４１６，６

００

４５２，

２００

５０６，

０００

５ ５

８ ，

２ ０

０

１９ ２１５，９０

０

２６５，３

００

２９６，００

０

３３４，８０

０

３６０，４０

０

３８６，８０

０

４１８，２

００

４５４，

０００

５０７，

５００

５ ５

９ ，

１ ０

０

２０ ２１９，６０

０

２６６，３

００

２９７，５０

０

３３６，９０

０

３６２，４０

０

３８８，８０

０

４１９，８

００

４５５，

７００

５０８，

９００

５ ６

０ ，

０ ０

０

２１ ２２２，９０

０

２６７，５

００

２９９，１０

０

３３８，６０

０

３６４，１０

０

３９０，５０

０

４２１，３

００

４５７，

３００

５１０，

１００

５ ６

０ ，

９ ０

０

２２ ２２４，７０

０

２６８，７

００

３００，５０

０

３４０，４０

０

３６６，００

０

３９２，６０

０

４２２，９

００

４５９，

０００

５１１，

５００

２３ ２２６，３０

０

２６９，９

００

３０２，１０

０

３４２，２０

０

３６７，８０

０

３９４，６０

０

４２４，３

００

４６０，

６００

５１３，

０００

２４ ２２７，８０

０

２７１，０

００

３０３，７０

０

３４４，００

０

３６９，７０

０

３９６，６０

０

４２５，７

００

４６２，

４００

５１４，

５００

２５ ２２９，６０

０

２７２，０

００

３０５，２０

０

３４５，９０

０

３７１，４０

０

３９８，１０

０

４２６，８

００

４６３，

９００

５１５，

６００

２６ ２３０，９０

０

２７３，１

００

３０７，００

０

３４７，９０

０

３７３，４０

０

４００，１０

０

４２８，２

００

４６５，

３００

５１６，

７００

２７ ２３２，１０

０

２７３，９

００

３０８，７０

０

３４９，８０

０

３７５，４０

０

４０２，１０

０

４２９，７

００

４６６，

８００

５１７，

９００

２８ ２３３，４０

０

２７４，７

００

３１０，２０

０

３５１，６０

０

３７７，４０

０

４０４，２０

０

４３１，２

００

４６８，

１００

５１９，

１００

２９ ２３４，７０

０

２７５，４

００

３１１，７０

０

３５３，４０

０

３７９，２０

０

４０５，７０

０

４３２，５

００

４６９，

３００

５２０，

１００

３０ ２３５，９０

０

２７６，０

００

３１３，２０

０

３５５，５０

０

３８１，３０

０

４０７，５０

０

４３４，２

００

４７０，

０００

５２１，

０００

３１ ２３７，１０

０

２７６，６

００

３１４，７０

０

３５７，３０

０

３８３，３０

０

４０９，１０

０

４３５，８

００

４７０，

７００

５２１，

９００
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３２ ２３８，１０

０

２７７，３

００

３１６，２０

０

３５９，２０

０

３８５，３０

０

４１０，８０

０

４３７，４

００

４７１，

４００

５２２，

８００

３３ ２３９，４０

０

２７７，９

００

３１７，６０

０

３６０，６０

０

３８７，１０

０

４１２，４０

０

４３８，８

００

４７１，

９００

５２３，

６００

３４ ２４０，５０

０

２７８，４

００

３１９，１０

０

３６２，６０

０

３８９，２０

０

４１３，９０

０

４４０，５

００

４７２，

７００

５２４，

５００

３５ ２４１，５０

０

２７８，９

００

３２０，６０

０

３６４，５０

０

３９１，２０

０

４１５，４０

０

４４２，２

００

４７３，

４００

５２５，

２００

３６ ２４２，５０

０

２７９，４

００

３２２，１０

０

３６６，５０

０

３９３，１０

０

４１６，８０

０

４４３，８

００

４７４，

０００

５２５，

７００

３７ ２４３，２０

０

２７９，９

００

３２３，６０

０

３６８，４０

０

３９４，８０

０

４１８，００

０

４４５，２

００

４７４，

３００

５２６，

４００

３８ ２４４，００

０

２８０，７

００

３２５，２０

０

３７０，５０

０

３９６，２０

０

４１９，５０

０

４４５，９

００

４７４，

９００

５２７，

０００

３９ ２４４，９０

０

２８１，６

００

３２６，７０

０

３７２，４０

０

３９７，５０

０

４２１，００

０

４４６，６

００

４７５，

４００

５２７，

８００

４０ ２４５，７０

０

２８２，６

００

３２８，２０

０

３７４，４０

０

３９８，８０

０

４２２，４０

０

４４７，３

００

４７５，

９００

５２８，

４００

４１ ２４６，５０

０

２８３，６

００

３２９，７０

０

３７６，３０

０

３９９，８０

０

４２３，９０

０

４４７，７

００

４７６，

４００

５２８，

９００

４２ ２４７，３０

０

２８４，７

００

３３１，００

０

３７８，４０

０

４００，９０

０

４２５，２０

０

４４８，３

００

４７６，

８００

４３ ２４８，００

０

２８５，６

００

３３２，２０

０

３８０，４０

０

４０１，９０

０

４２６，４０

０

４４９，０

００

４７７，

２００

４４ ２４８，７０

０

２８６，７

００

３３３，５０

０

３８２，４０

０

４０２，９０

０

４２７，６０

０

４４９，６

００

４７７，

６００

４５ ２４９，４０

０

２８７，６

００

３３４，４０

０

３８４，１０

０

４０４，００

０

４２８，６０

０

４５０，４

００

４７７，

９００

４６ ２４９，９０

０

２８８，３

００

３３５，７０

０

３８５，８０

０

４０５，２０

０

４２９，３０

０

４５１，１

００

４７ ２５０，３０

０

２８９，１

００

３３７，００

０

３８７，４０

０

４０６，３０

０

４３０，１０

０

４５１，６

００

４８ ２５０，７０

０

２８９，７

００

３３８，２０

０

３８９，００

０

４０７，４０

０

４３０，９０

０

４５２，１

００

４９ ２５１，００

０

２９０，３

００

３３８，８０

０

３９０，２０

０

４０８，６０

０

４３１，４０

０

４５２，６

００

５０ ２５１，３０

０

２９１，２

００

３４０，００

０

３９１，２０

０

４０９，４０

０

４３１，８０

０

４５２，９

００

５１ ２５１，６０

０

２９２，０

００

３４１，１０

０

３９２，２０

０

４１０，２０

０

４３２，２０

０

４５３，２

００

５２ ２５１，８０

０

２９２，４

００

３４２，２０

０

３９３，２０

０

４１０，８０

０

４３２，５０

０

４５３，６

００

５３ ２５２，００

０

２９２，９

００

３４３，３０

０

３９４，３０

０

４１１，３０

０

４３２，８０

０

４５４，０

００

５４ ２５２，３０

０

２９３，４

００

３４４，４０

０

３９５，４０

０

４１２，００

０

４３３，２０

０

４５４，２

００

５５ ２５２，６０

０

２９３，９

００

３４５，５０

０

３９６，５０

０

４１２，７０

０

４３３，５０

０

４５４，５

００

５６ ２５２，８０

０

２９４，３

００

３４６，６０

０

３９７，６０

０

４１３，３０

０

４３３，８０

０

４５４，７

００

５７ ２５３，００

０

２９４，８

００

３４７，６０

０

３９８，９０

０

４１４，００

０

４３４，１０

０

４５５，１

００

５８ ２５３，３０

０

２９５，５

００

３４８，７０

０

３９９，７０

０

４１４，４０

０

４３４，４０

０

４５５，３

００

５９ ２５３，６０

０

２９６，０

００

３４９，７０

０

４００，５０

０

４１５，００

０

４３４，７０

０

４５５，５

００

６０ ２５３，８０

０

２９６，６

００

３５０，７０

０

４０１，１０

０

４１５，６０

０

４３５，００

０

４５５，７

００

６１ ２５４，００

０

２９７，２

００

３５１，３０

０

４０１，６０

０

４１６，００

０

４３５，３０

０

４５６，１

００

６２ ２５４，３０

０

２９７，７

００

３５２，１０

０

４０２，３０

０

４１６，６０

０

４３５，６０

０

６３ ２５４，６０

０

２９８，２

００

３５２，９０

０

４０３，００

０

４１７，１０

０

４３５，９０

０

６４ ２５４，８０

０

２９８，５

００

３５３，７０

０

４０３，７０

０

４１７，６０

０

４３６，２０

０
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６５ ２５５，００

０

２９８，８

００

３５４，１０

０

４０４，００

０

４１８，１０

０

４３６，５０

０

６６ ２５５，３０

０

３５４，６０

０

４０４，７０

０

４１８，７０

０

４３６，８０

０

６７ ２５５，６０

０

３５５，１０

０

４０５，４０

０

４１９，１０

０

４３７，１０

０

６８ ２５５，８０

０

３５５，６０

０

４０５，９０

０

４１９，６０

０

４３７，４０

０

６９ ２５６，００

０

３５６，１０

０

４０６，３０

０

４２０，００

０

４３７，６０

０

７０ ２５６，３０

０

３５６，８０

０

４０６，８０

０

４２０，３０

０

４３７，９０

０

７１ ２５６，６０

０

３５７，５０

０

４０７，４０

０

４２０，６０

０

４３８，２０

０

７２ ２５６，８０

０

３５８，１０

０

４０７，９０

０

４２０，９０

０

４３８，４０

０

７３ ２５７，００

０

３５８，６０

０

４０８，４０

０

４２１，２０

０

４３８，６０

０

７４ ３５９，１０

０

４０８，８０

０

４２１，５０

０

４３８，９０

０

７５ ３５９，７０

０

４０９，３０

０

４２１，８０

０

４３９，２０

０

７６ ３６０，３０

０

４０９，８０

０

４２２，１０

０

４３９，５０

０

７７ ３６０，８０

０

４１０，３０

０

４２２，３０

０

４３９，７０

０

７８ ３６１，３０

０

４１０，８０

０

４２２，６０

０

４４０，００

０

７９ ３６１，６０

０

４１１，４０

０

４２２，９０

０

４４０，３０

０

８０ ３６２，００

０

４１１，９０

０

４２３，１０

０

４４０，６０

０

８１ ３６２，２０

０

４１２，３０

０

４２３，３０

０

４４０，８０

０

８２ ３６２，７０

０

４１２，９０

０

４２３，６０

０

４４１，１０

０

８３ ３６３，２０

０

４１３，４０

０

４２３，９０

０

４４１，４０

０

８４ ３６３，７０

０

４１３，６０

０

４２４，１０

０

４４１，７０

０

８５ ３６３，９０

０

４１３，９０

０

４２４，３０

０

４４１，９０

０

８６ ４１４，４０

０

４２４，６０

０

８７ ４１４，７０

０

４２４，９０

０

８８ ４１５，００

０

４２５，１０

０

８９ ４１５，３０

０

４２５，３０

０

９０ ４１５，７０

０

４２５，６０

０

９１ ４１６，１０

０

４２５，９０

０

９２ ４１６，５０

０

４２６，１０

０

９３ ４１６，８０

０

４２６，３０

０

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員

基準俸給月額 基準俸給月

額

基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月

額

基準俸給

月額

基準俸給

月額

基 準

俸 給

月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

２０６，７０

０

２３２，７

００

２８０，４０

０

３０６，２０

０

３２０，３０

０

３４３，９０

０

３７９，２

００

４１０，

９００

４５３，

１００

５ ２

２ ，

８ ０

０
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備考

（一）　この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

（二）　２級の１号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表

の額にかかわらず、２３０，４００円とする。

別表第四　公安職俸給表（第六条関係）

イ　公安職俸給表（一）

職 員

の 区

分

職 務

の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級 １ １

級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸 給 月

額

俸 給 月

額

俸 給

月額

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ １ ８ ８ ， １

００

２ ０ ４ ， １

００

２ ２ ７ ， ９

００

２ ６ ５ ， ３

００

３ ０ ２ ， ５

００

３ ２ ６ ， ５

００

３ ５ １ ， ８

００

３ ８ ４ ，

６００

４２５，

０００

４５９，

９００

５ ２

３ ，

１ ０

０

２ １ ８ ９ ， ９

００

２ ０ ５ ， ８

００

２ ２ ９ ， ９

００

２ ６ ６ ， ８

００

３ ０ ４ ， ３

００

３ ２ ８ ， ６

００

３ ５ ４ ， ０

００

３ ８ ６ ，

８００

４２６，

８００

４６３，

０００

５ ２

６ ，

０ ０

０

３ １ ９ １ ， ８

００

２ ０ ７ ， ６

００

２ ３ １ ， ７

００

２ ６ ８ ， ２

００

３ ０ ６ ， ０

００

３ ３ ０ ， ６

００

３ ５ ６ ， ２

００

３ ８ ８ ，

７００

４２８，

７００

４６６，

０００

５ ２

９ ，

１ ０

０

４ １ ９ ３ ， ５

００

２ ０ ９ ， ４

００

２ ３ ３ ， ５

００

２ ６ ９ ， ６

００

３ ０ ７ ， ８

００

３ ３ ２ ， ６

００

３ ５ ８ ， １

００

３ ９ ０ ，

６００

４３０，

６００

４６９，

０００

５ ３

２ ，

２ ０

０

５ １ ９ ４ ， ９

００

２ １ １ ， ３

００

２ ３ ５ ， ５

００

２ ７ １ ， １

００

３ ０ ９ ， ３

００

３ ３ ４ ， ６

００

３ ６ ０ ， ０

００

３ ９ ２ ，

３００

４３２，

０００

４７２，

０００

５ ３

５ ，

３ ０

０

６ １ ９ ６ ， ８

００

２ １ ３ ， ４

００

２ ３ ７ ， ０

００

２ ７ ２ ， ４

００

３ １ １ ， １

００

３ ３ ６ ， １

００

３ ６ ２ ， ０

００

３ ９ ４ ，

３００

４３３，

６００

４７５，

０００

５ ３

７ ，

６ ０

０

７ １ ９ ８ ， ６

００

２ １ ５ ， ７

００

２ ３ ８ ， ５

００

２ ７ ３ ， ６

００

３ １ ３ ， ０

００

３ ３ ７ ， ６

００

３ ６ ４ ， ０

００

３ ９ ６ ，

１００

４３５，

２００

４７８，

０００

５ ４

０ ，

１ ０

０

８ ２ ０ ０ ， ５

００

２ １ ７ ， ９

００

２ ４ ０ ， １

００

２ ７ ４ ， ８

００

３ １ ４ ， ９

００

３ ３ ９ ， １

００

３ ６ ５ ， ８

００

３ ９ ７ ，

９００

４３６，

７００

４８１，

１００

５ ４

２ ，

５ ０

０

９ ２ ０ ２ ， １

００

２ １ ９ ， ８

００

２ ４ ２ ， ０

００

２ ７ ５ ， ８

００

３ １ ６ ， ５

００

３ ４ ０ ， ６

００

３ ６ ７ ， ５

００

３ ９ ９ ，

６００

４３８，

１００

４８３，

８００

５ ４

４ ，

９ ０

０

１０ ２ ０ ３ ， ８

００

２ ２ １ ， ９

００

２ ４ ３ ， ６

００

２ ７ ７ ， ０

００

３ １ ８ ， ５

００

３ ４ ２ ， ８

００

３ ６ ９ ， ５

００

４ ０ １ ，

５００

４３９，

８００

４８６，

９００

５ ４

６ ，

７ ０

０

１１ ２ ０ ５ ， ５

００

２ ２ ４ ， ０

００

２ ４ ５ ， ３

００

２ ７ ８ ， ２

００

３ ２ ０ ， ５

００

３ ４ ５ ， ０

００

３ ７ １ ， ５

００

４ ０ ３ ，

５００

４４１，

４００

４８９，

９００

５ ４

８ ，

５ ０

０

１２ ２ ０ ７ ， ２

００

２ ２ ５ ， ８

００

２ ４ ６ ， ８

００

２ ７ ９ ， ３

００

３ ２ ２ ， ５

００

３ ４ ７ ， ０

００

３ ７ ３ ， ５

００

４ ０ ５ ，

５００

４４２，

８００

４９３，

０００

５ ５

０ ，

４ ０

０

１３ ２ ０ ８ ， ９

００

２ ２ ７ ， ６

００

２ ４ ８ ， ５

００

２ ８ ０ ， ４

００

３ ２ ４ ， ４

００

３ ４ ８ ， ８

００

３ ７ ５ ， ３

００

４ ０ ７ ，

１００

４４３，

７００

４９５，

７００

５ ５

２ ，

１ ０

０

１４ ２ １ ０ ， ９

００

２ ２ ９ ， ４

００

２ ５ ０ ， ４

００

２ ８ １ ， ７

００

３ ２ ６ ， ０

００

３ ５ ０ ， ８

００

３ ７ ７ ， ３

００

４ ０ ９ ，

２００

４４５，

３００

４９８，

０００

５ ５

３ ，
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５ ０

０

１５ ２ １ ３ ， ０

００

２ ３ １ ， １

００

２ ５ ２ ， ２

００

２ ８ ２ ， ７

００

３ ２ ７ ， ５

００

３ ５ ２ ， ７

００

３ ７ ９ ， ３

００

４ １ １ ，

２００

４４７，

１００

５００，

３００

５ ５

４ ，

８ ０

０

１６ ２ １ ５ ， ０

００

２ ３ ２ ， ７

００

２ ５ ４ ， ０

００

２ ８ ３ ， ７

００

３ ２ ９ ， ０

００

３ ５ ４ ， ６

００

３ ８ １ ， ３

００

４ １ ３ ，

３００

４４８，

９００

５０２，

６００

５ ５

５ ，

９ ０

０

１７ ２ １ ７ ， １

００

２ ３ ４ ， ６

００

２ ５ ５ ， ３

００

２ ８ ４ ， ４

００

３ ３ ０ ， ５

００

３ ５ ６ ， ５

００

３ ８ ２ ， ９

００

４ １ ５ ，

０００

４５０，

４００

５０４，

６００

５ ５

７ ，

２ ０

０

１８ ２ １ ８ ， ９

００

２ ３ ６ ， ０

００

２ ５ ６ ， ８

００

２ ８ ５ ， ８

００

３ ３ ２ ， ７

００

３ ５ ８ ， ５

００

３ ８ ４ ， ９

００

４ １ ６ ，

６００

４５２，

２００

５０６，

０００

５ ５

８ ，

２ ０

０

１９ ２ ２ ０ ， ８

００

２ ３ ７ ， ４

００

２ ５ ８ ， ３

００

２ ８ ７ ， １

００

３ ３ ４ ， ８

００

３ ６ ０ ， ４

００

３ ８ ６ ， ８

００

４ １ ８ ，

２００

４５４，

０００

５０７，

５００

５ ５

９ ，

１ ０

０

２０ ２ ２ ２ ， ７

００

２ ３ ８ ， ８

００

２ ５ ９ ， ７

００

２ ８ ８ ， ４

００

３ ３ ６ ， ９

００

３ ６ ２ ， ４

００

３ ８ ８ ， ８

００

４ １ ９ ，

８００

４５５，

７００

５０８，

９００

５ ６

０ ，

０ ０

０

２１ ２ ２ ４ ， ６

００

２ ４ ０ ， ４

００

２ ６ １ ， １

００

２ ８ ９ ， ４

００

３ ３ ８ ， ６

００

３ ６ ４ ， １

００

３ ９ ０ ， ５

００

４ ２ １ ，

３００

４５７，

３００

５１０，

１００

５ ６

０ ，

９ ０

０

２２ ２ ２ ６ ， ４

００

２ ４ １ ， ９

００

２ ６ １ ， ９

００

２ ９ ０ ， ４

００

３ ４ ０ ， ４

００

３ ６ ６ ， ０

００

３ ９ ２ ， ６

００

４ ２ ２ ，

９００

４５９，

０００

５１１，

５００

２３ ２ ２ ８ ， ０

００

２ ４ ３ ， ５

００

２ ６ ２ ， ７

００

２ ９ １ ， ６

００

３ ４ ２ ， ２

００

３ ６ ７ ， ８

００

３ ９ ４ ， ６

００

４ ２ ４ ，

３００

４６０，

６００

５１３，

０００

２４ ２ ２ ９ ， ５

００

２ ４ ５ ， １

００

２ ６ ３ ， ６

００

２ ９ ２ ， ７

００

３ ４ ４ ， ０

００

３ ６ ９ ， ７

００

３ ９ ６ ， ６

００

４ ２ ５ ，

７００

４６２，

４００

５１４，

５００

２５ ２ ３ １ ， ４

００

２ ４ ６ ， ７

００

２ ６ ４ ， ５

００

２ ９ ３ ， ６

００

３ ４ ５ ， ９

００

３ ７ １ ， ４

００

３ ９ ８ ， １

００

４ ２ ６ ，

８００

４６３，

９００

５１５，

６００

２６ ２ ３ ２ ， ８

００

２ ４ ８ ， ３

００
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３ ６ ２ ， ６

００

４ ０ ６ ， ８

００

４ ２ ０ ， ３

００

４ ３ ７ ， ９

００

７１ ２ ７ ９ ， ８

００

２ ９ ７ ， ２

００

３ １ ８ ， ４

００

３ ６ ３ ， ９

００

４ ０ ７ ， ４

００

４ ２ ０ ， ６

００

４ ３ ８ ， ２

００

７２ ２ ８ １ ， ０

００

２ ９ ８ ， ３

００

３ １ ９ ， ８

００

３ ６ ５ ， ３

００

４ ０ ７ ， ９

００

４ ２ ０ ， ９

００

４ ３ ８ ， ４

００
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７３ ２ ８ ２ ， ０

００

２ ９ ９ ， ４

００

３ ２ ０ ， ５

００

３ ６ ６ ， ４

００

４ ０ ８ ， ４

００

４ ２ １ ， ２

００

４ ３ ８ ， ６

００

７４ ２ ８ ３ ， ０

００

３ ０ ０ ， ５

００

３ ２ ２ ， ０

００

３ ６ ７ ， ６

００

４ ０ ８ ， ８

００

４ ２ １ ， ５

００

４ ３ ８ ， ９

００

７５ ２ ８ ４ ， ０

００

３ ０ １ ， ６

００

３ ２ ３ ， ５

００

３ ６ ８ ， ８

００

４ ０ ９ ， ３

００

４ ２ １ ， ８

００

４ ３ ９ ， ２

００

７６ ２ ８ ５ ， ０

００

３ ０ ２ ， ７

００

３ ２ ５ ， ２

００

３ ７ ０ ， ０

００

４ ０ ９ ， ８

００

４ ２ ２ ， １

００

４ ３ ９ ， ５

００

７７ ２ ８ ６ ， ０

００

３ ０ ３ ， ６

００

３ ２ ７ ， ０

００

３ ７ １ ， ３

００

４ １ ０ ， ３

００

４ ２ ２ ， ３

００

４ ３ ９ ， ７

００

７８ ２ ８ ７ ， １

００

３ ０ ５ ， ０

００

３ ２ ８ ， ７

００

３ ７ ２ ， ５

００

４ １ ０ ， ８

００

４ ２ ２ ， ６

００

４ ４ ０ ， ０

００

７９ ２ ８ ８ ， １

００

３ ０ ６ ， ２

００

３ ３ ０ ， ３

００

３ ７ ３ ， ７

００

４ １ １ ， ４

００

４ ２ ２ ， ９

００

４ ４ ０ ， ３

００

８０ ２ ８ ８ ， ７

００

３ ０ ７ ， ５

００

３ ３ １ ， ９

００

３ ７ ４ ， ８

００

４ １ １ ， ９

００

４ ２ ３ ， １

００

４ ４ ０ ， ６

００

８１ ２ ８ ９ ， ６

００

３ ０ ８ ， ７

００

３ ３ ３ ， ５

００

３ ７ ５ ， ９

００

４ １ ２ ， ３

００

４ ２ ３ ， ３

００

４ ４ ０ ， ８

００

８２ ２ ９ ０ ， ６

００

３ １ ０ ， １

００

３ ３ ５ ， １

００

３ ７ ７ ， １

００

４ １ ２ ， ９

００

４ ２ ３ ， ６

００

４ ４ １ ， １

００

８３ ２ ９ １ ， ５

００

３ １ １ ， ２

００

３ ３ ６ ， ７

００

３ ７ ８ ， ２

００

４ １ ３ ， ４

００

４ ２ ３ ， ９

００

４ ４ １ ， ４

００

８４ ２ ９ ２ ， ３

００

３ １ ２ ， ５

００

３ ３ ８ ， ３

００

３ ７ ９ ， ４

００

４ １ ３ ， ６

００

４ ２ ４ ， １

００

４ ４ １ ， ７

００

８５ ２ ９ ３ ， ４

００

３ １ ３ ， ４

００

３ ３ ９ ， ７

００

３ ８ ０ ， ５

００

４ １ ３ ， ９

００

４ ２ ４ ， ３

００

４ ４ １ ， ９

００

８６ ２ ９ ４ ， ５

００

３ １ ４ ， ７

００

３ ４ １ ， ２

００

３ ８ １ ， １

００

４ １ ４ ， ４

００

４ ２ ４ ， ６

００

８７ ２ ９ ５ ， ４

００

３ １ ６ ， ０

００

３ ４ ２ ， ７

００

３ ８ １ ， ６

００

４ １ ４ ， ７

００

４ ２ ４ ， ９

００

８８ ２ ９ ６ ， ４

００

３ １ ７ ， ５

００

３ ４ ４ ， １

００

３ ８ ２ ， １

００

４ １ ５ ， ０

００

４ ２ ５ ， １

００

８９ ２ ９ ７ ， ４

００

３ １ ９ ， ０

００

３ ４ ５ ， ４

００

３ ８ ２ ， ７

００

４ １ ５ ， ３

００

４ ２ ５ ， ３

００

９０ ２ ９ ８ ， ５

００

３ ２ ０ ， ５

００

３ ４ ６ ， ６

００

３ ８ ３ ， ３

００

４ １ ５ ， ７

００

４ ２ ５ ， ６

００

９１ ２ ９ ９ ， ６

００

３ ２ １ ， ９

００

３ ４ ７ ， ８

００

３ ８ ３ ， ９

００

４ １ ６ ， １

００

４ ２ ５ ， ９

００

９２ ３ ０ ０ ， ７

００

３ ２ ３ ， ４

００

３ ４ ９ ， １

００

３ ８ ４ ， ５

００

４ １ ６ ， ５

００

４ ２ ６ ， １

００

９３ ３ ０ １ ， ２

００

３ ２ ４ ， ６

００

３ ５ ０ ， ４

００

３ ８ ４ ， ８

００

４ １ ６ ， ８

００

４ ２ ６ ， ３

００

９４ ３ ０ ２ ， ３

００

３ ２ ５ ， ９

００

３ ５ １ ， ９

００

３ ８ ５ ， ３

００

９５ ３ ０ ３ ， ４

００

３ ２ ７ ， ２

００

３ ５ ３ ， ４

００

３ ８ ５ ， ９

００

９６ ３ ０ ４ ， ７

００

３ ２ ８ ， ５

００

３ ５ ４ ， ８

００

３ ８ ６ ， ４

００

９７ ３ ０ ５ ， ８

００

３ ２ ９ ， ７

００

３ ５ ６ ， １

００

３ ８ ６ ， ８

００

９８ ３ ０ ７ ， ０

００

３ ３ １ ， ０

００

３ ５ ７ ， ３

００

３ ８ ７ ， ２

００

９９ ３ ０ ８ ， ２

００

３ ３ ２ ， ２

００

３ ５ ８ ， ４

００

３ ８ ７ ， ８

００

１ ０

０

３ ０ ９ ， ４

００

３ ３ ３ ， ４

００

３ ５ ９ ， ６

００

３ ８ ８ ， ３

００

１ ０

１

３ １ ０ ， ５

００

３ ３ ４ ， ８

００

３ ６ ０ ， ７

００

３ ８ ８ ， ７

００

１ ０

２

３ １ １ ， ５

００

３ ３ ５ ， ７

００

３ ６ １ ， ８

００

３ ８ ９ ， ２

００

１ ０

３

３ １ ２ ， ５

００

３ ３ ６ ， ７

００

３ ６ ２ ， ９

００

３ ８ ９ ， ８

００

１ ０

４

３ １ ３ ， ５

００

３ ３ ７ ， ８

００

３ ６ ４ ， ０

００

３ ９ ０ ， ３

００

１ ０

５

３ １ ４ ， ３

００

３ ３ ８ ， ９

００

３ ６ ５ ， ２

００

３ ９ ０ ， ６

００
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１ ０

６

３ １ ４ ， ９

００

３ ４ ０ ， ０

００

３ ６ ５ ， ７

００

３ ９ １ ， ０

００

１ ０

７

３ １ ５ ， ５

００

３ ４ １ ， ０

００

３ ６ ６ ， ３

００

３ ９ １ ， ５

００

１ ０

８

３ １ ６ ， １

００

３ ４ ２ ， ０

００

３ ６ ６ ， ９

００

３ ９ １ ， ８

００

１ ０

９

３ １ ６ ， ６

００

３ ４ ３ ， ２

００

３ ６ ７ ， ５

００

３ ９ ２ ， １

００

１ １

０

３ １ ７ ， １

００

３ ４ ４ ， ２

００

３ ６ ８ ， ０

００

３ ９ ２ ， ６

００

１ １

１

３ １ ７ ， ５

００

３ ４ ５ ， ２

００

３ ６ ８ ， ５

００

３ ９ ３ ， １

００

１ １

２

３ １ ８ ， ０

００

３ ４ ６ ， １

００

３ ６ ９ ， ０

００

３ ９ ３ ， ６

００

１ １

３

３ １ ８ ， ８

００

３ ４ ７ ， ０

００

３ ６ ９ ， ４

００

３ ９ ３ ， ９

００

１ １

４

３ １ ９ ， ５

００

３ ４ ７ ， ９

００

３ ６ ９ ， ８

００

３ ９ ４ ， ４

００

１ １

５

３ ２ ０ ， ２

００

３ ４ ８ ， ９

００

３ ７ ０ ， ４

００

３ ９ ４ ， ９

００

１ １

６

３ ２ ０ ， ８

００

３ ４ ９ ， ９

００

３ ７ ０ ， ９

００

３ ９ ５ ， ４

００

１ １

７

３ ２ １ ， ４

００

３ ５ ０ ， ９

００

３ ７ １ ， ３

００

３ ９ ５ ， ７

００

１ １

８

３ ２ ２ ， ２

００

３ ５ １ ， ３

００

３ ７ １ ， ８

００

３ ９ ６ ， ２

００

１ １

９

３ ２ ２ ， ９

００

３ ５ １ ， ９

００

３ ７ ２ ， ４

００

３ ９ ６ ， ７

００

１ ２

０

３ ２ ３ ， ７

００

３ ５ ２ ， ５

００

３ ７ ２ ， ９

００

３ ９ ７ ， ２

００

１ ２

１

３ ２ ４ ， ３

００

３ ５ ２ ， ８

００

３ ７ ３ ， １

００

３ ９ ７ ， ６

００

１ ２

２

３ ２ ４ ， ６

００

３ ５ ３ ， ２

００

３ ７ ３ ， ６

００

３ ９ ８ ， １

００

１ ２

３

３ ２ ５ ， １

００

３ ５ ３ ， ７

００

３ ７ ４ ， １

００

３ ９ ８ ， ５

００

１ ２

４

３ ２ ５ ， ６

００

３ ５ ４ ， １

００

３ ７ ４ ， ５

００

３ ９ ９ ， ０

００

１ ２

５

３ ２ ５ ， ９

００

３ ５ ４ ， ５

００

３ ７ ５ ， ０

００

３ ９ ９ ， ４

００

１ ２

６

３ ５ ４ ， ９

００

３ ７ ５ ， ５

００

１ ２

７

３ ５ ５ ， ４

００

３ ７ ６ ， ０

００

１ ２

８

３ ５ ５ ， ８

００

３ ７ ６ ， ５

００

１ ２

９

３ ５ ６ ， ２

００

３ ７ ６ ， ８

００

１ ３

０

３ ５ ６ ， ６

００

３ ７ ７ ， ３

００

１ ３

１

３ ５ ７ ， ０

００

３ ７ ７ ， ８

００

１ ３

２

３ ５ ７ ， ４

００

３ ７ ８ ， ３

００

１ ３

３

３ ５ ７ ， ６

００

３ ７ ８ ， ６

００

１ ３

４

３ ５ ８ ， １

００

３ ７ ９ ， １

００

１ ３

５

３ ５ ８ ， ５

００

３ ７ ９ ， ５

００

１ ３

６

３ ５ ８ ， ８

００

３ ７ ９ ， ９

００

１ ３

７

３ ５ ９ ， １

００

３ ８ ０ ， ２

００

１ ３

８

３ ５ ９ ， ５

００

３ ８ ０ ， ７

００
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１ ３

９

３ ６ ０ ， ０

００

３ ８ １ ， ２

００

１ ４

０

３ ６ ０ ， ５

００

３ ８ １ ， ７

００

１ ４

１

３ ６ ０ ， ８

００

３ ８ ２ ， ０

００

１ ４

２

３ ６ １ ， ３

００

１ ４

３

３ ６ １ ， ８

００

１ ４

４

３ ６ ２ ， ３

００

１ ４

５

３ ６ ２ ， ６

００

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員

基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基 準 俸 給

月額

基 準 俸

給月額

基 準 俸

給月額

基 準

俸 給

月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

２ ４ ２ ， ５

００

２ ５ ４ ， ２

００

２ ５ ８ ， ３

００

２ ８ ９ ， ６

００

３ ０ ６ ， ２

００

３ ２ ０ ， ３

００

３ ４ ３ ， ９

００

３ ７ ９ ，

２００

４１０，

９００

４５３，

１００

５ ２

２ ，

８ ０

０

備考

（一）　この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

（二）　３級の５号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表

の額にかかわらず、２３０，４００円とする。

ロ　公安職俸給表（二）

職 員

の 区

分

職 務

の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １ ０

級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額俸 給

月額

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員 以

外 の

職員

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ １８０，３０

０

２３９，２０

０

２７２，５０

０

３０２，５０

０

３２６，５０

０

３５１，８０

０

３８４，６

００

４２５，

０００

４５９，

９００

５ ２

３ ，

１ ０

０

２ １８１，９０

０

２４１，００

０

２７４，００

０

３０４，３０

０

３２８，６０

０

３５４，００

０

３８６，８

００

４２６，

８００

４６３，

０００

５ ２

６ ，

０ ０

０

３ １８３，７０

０

２４２，８０

０

２７５，４０

０

３０６，００

０

３３０，６０

０

３５６，２０

０

３８８，７

００

４２８，

７００

４６６，

０００

５ ２

９ ，

１ ０

０

４ １８５，４０

０

２４４，４０

０

２７６，８０

０

３０７，８０

０

３３２，６０

０

３５８，１０

０

３９０，６

００

４３０，

６００

４６９，

０００

５ ３

２ ，

２ ０

０

５ １８７，１０

０

２４６，２０

０

２７８，２０

０

３０９，３０

０

３３４，６０

０

３６０，００

０

３９２，３

００

４３２，

０００

４７２，

０００

５ ３

５ ，

３ ０

０

６ １８９，００

０

２４８，００

０

２７９，８０

０

３１１，１０

０

３３６，１０

０

３６２，００

０

３９４，３

００

４３３，

６００

４７５，

０００

５ ３

７ ，

６ ０

０

７ １９０，９０

０

２４９，７０

０

２８１，４０

０

３１３，００

０

３３７，６０

０

３６４，００

０

３９６，１

００

４３５，

２００

４７８，

０００

５ ４

０ ，

１ ０

０

８ １９３，００

０

２５１，４０

０

２８２，７０

０

３１４，９０

０

３３９，１０

０

３６５，８０

０

３９７，９

００

４３６，

７００

４８１，

１００

５ ４

２ ，

５ ０

０
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９ １９５，００

０

２５２，７０

０

２８３，７０

０

３１６，５０

０

３４０，６０

０

３６７，５０

０

３９９，６

００

４３８，

１００

４８３，

８００

５ ４

４ ，

９ ０

０

１０ １９７，００

０

２５４，２０

０

２８５，１０

０

３１８，５０

０

３４２，８０

０

３６９，５０

０

４０１，５

００

４３９，

８００

４８６，

９００

５ ４

６ ，

７ ０

０

１１ １９９，００

０

２５５，７０

０

２８６，４０

０

３２０，５０

０

３４５，００

０

３７１，５０

０

４０３，５

００

４４１，

４００

４８９，

９００

５ ４

８ ，

５ ０

０

１２ ２０１，１０

０

２５７，１０

０

２８７，７０

０

３２２，５０

０

３４７，００

０

３７３，５０

０

４０５，５

００

４４２，

８００

４９３，

０００

５ ５

０ ，

４ ０

０

１３ ２０２，８０

０

２５８，５０

０

２８８，８０

０

３２４，４０

０

３４８，８０

０

３７５，３０

０

４０７，１

００

４４３，

７００

４９５，

７００

５ ５

２ ，

１ ０

０

１４ ２０４，７０

０

２５９，６０

０

２８９，９０

０

３２６，００

０

３５０，８０

０

３７７，３０

０

４０９，２

００

４４５，

３００

４９８，

０００

５ ５

３ ，

５ ０

０

１５ ２０６，６０

０

２６０，６０

０

２９１，００

０

３２７，５０

０

３５２，７０

０

３７９，３０

０

４１１，２

００

４４７，

１００

５００，

３００

５ ５

４ ，

８ ０

０

１６ ２０８，４０

０

２６１，６０

０

２９２，１０

０

３２９，００

０

３５４，６０

０

３８１，３０

０

４１３，３

００

４４８，

９００

５０２，

６００

５ ５

５ ，

９ ０

０

１７ ２１０，２０

０

２６２，８０

０

２９３，１０

０

３３０，５０

０

３５６，５０

０

３８２，９０

０

４１５，０

００

４５０，

４００

５０４，

６００

５ ５

７ ，

２ ０

０

１８ ２１３，６０

０

２６４，１０

０

２９４，５０

０

３３２，７０

０

３５８，５０

０

３８４，９０

０

４１６，６

００

４５２，

２００

５０６，

０００

５ ５

８ ，

２ ０

０

１９ ２１６，９０

０

２６５，３０

０

２９６，００

０

３３４，８０

０

３６０，４０

０

３８６，８０

０

４１８，２

００

４５４，

０００

５０７，

５００

５ ５

９ ，

１ ０

０

２０ ２１９，９０

０

２６６，３０

０

２９７，５０

０

３３６，９０

０

３６２，４０

０

３８８，８０

０

４１９，８

００

４５５，

７００

５０８，

９００

５ ６

０ ，

０ ０

０

２１ ２２２，９０

０

２６７，５０

０

２９９，１０

０

３３８，６０

０

３６４，１０

０

３９０，５０

０

４２１，３

００

４５７，

３００

５１０，

１００

５ ６

０ ，

９ ０

０

２２ ２２４，７０

０

２６８，７０

０

３００，５０

０

３４０，４０

０

３６６，００

０

３９２，６０

０

４２２，９

００

４５９，

０００

５１１，

５００

２３ ２２６，３０

０

２６９，９０

０

３０２，１０

０

３４２，２０

０

３６７，８０

０

３９４，６０

０

４２４，３

００

４６０，

６００

５１３，

０００

２４ ２２７，８０

０

２７１，００

０

３０３，７０

０

３４４，００

０

３６９，７０

０

３９６，６０

０

４２５，７

００

４６２，

４００

５１４，

５００

２５ ２２９，６０

０

２７２，００

０

３０５，２０

０

３４５，９０

０

３７１，４０

０

３９８，１０

０

４２６，８

００

４６３，

９００

５１５，

６００

２６ ２３０，９０

０

２７３，３０

０

３０７，００

０

３４７，９０

０

３７３，４０

０

４００，１０

０

４２８，２

００

４６５，

３００

５１６，

７００

２７ ２３２，１０

０

２７４，２０

０

３０８，７０

０

３４９，８０

０

３７５，４０

０

４０２，１０

０

４２９，７

００

４６６，

８００

５１７，

９００

２８ ２３３，４０

０

２７５，３０

０

３１０，２０

０

３５１，６０

０

３７７，４０

０

４０４，２０

０

４３１，２

００

４６８，

１００

５１９，

１００
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２９ ２３４，７０

０

２７６，２０

０

３１１，７０

０

３５３，４０

０

３７９，２０

０

４０５，７０

０

４３２，５

００

４６９，

３００

５２０，

１００

３０ ２３５，９０

０

２７７，１０

０

３１３，２０

０

３５５，５０

０

３８１，３０

０

４０７，５０

０

４３４，２

００

４７０，

０００

５２１，

０００

３１ ２３７，１０

０

２７８，００

０

３１４，７０

０

３５７，３０

０

３８３，３０

０

４０９，１０

０

４３５，８

００

４７０，

７００

５２１，

９００

３２ ２３８，１０

０

２７８，８０

０

３１６，２０

０

３５９，２０

０

３８５，３０

０

４１０，８０

０

４３７，４

００

４７１，

４００

５２２，

８００

３３ ２３９，４０

０

２７９，５０

０

３１７，６０

０

３６０，６０

０

３８７，１０

０

４１２，４０

０

４３８，８

００

４７１，

９００

５２３，

６００

３４ ２４０，６０

０

２８０，４０

０

３１９，１０

０

３６２，６０

０

３８９，２０

０

４１３，９０

０

４４０，５

００

４７２，

７００

５２４，

５００

３５ ２４１，９０

０

２８１，００

０

３２０，６０

０

３６４，５０

０

３９１，２０

０

４１５，４０

０

４４２，２

００

４７３，

４００

５２５，

２００

３６ ２４３，１０

０

２８１，６０

０

３２２，１０

０

３６６，５０

０

３９３，１０

０

４１６，８０

０

４４３，８

００

４７４，

０００

５２５，

７００

３７ ２４４，２０

０

２８２，４０

０

３２３，６０

０

３６８，４０

０

３９４，８０

０

４１８，００

０

４４５，２

００

４７４，

３００

５２６，

４００

３８ ２４５，３０

０

２８３，４０

０

３２５，２０

０

３７０，５０

０

３９６，２０

０

４１９，５０

０

４４５，９

００

４７４，

９００

５２７，

０００

３９ ２４６，４０

０

２８４，４０

０

３２６，７０

０

３７２，４０

０

３９７，５０

０

４２１，００

０

４４６，６

００

４７５，

４００

５２７，

８００

４０ ２４７，４０

０

２８５，４０

０

３２８，２０

０

３７４，４０

０

３９８，８０

０

４２２，４０

０

４４７，３

００

４７５，

９００

５２８，

４００

４１ ２４８，４０

０

２８６，７０

０

３２９，７０

０

３７６，３０

０

３９９，８０

０

４２３，９０

０

４４７，７

００

４７６，

４００

５２８，

９００

４２ ２４９，１０

０

２８７，９０

０

３３１，１０

０

３７８，４０

０

４００，９０

０

４２５，２０

０

４４８，３

００

４７６，

８００

４３ ２４９，８０

０

２８９，００

０

３３２，５０

０

３８０，４０

０

４０１，９０

０

４２６，４０

０

４４９，０

００

４７７，

２００

４４ ２５０，５０

０

２９０，００

０

３３４，１０

０

３８２，４０

０

４０２，９０

０

４２７，６０

０

４４９，６

００

４７７，

６００

４５ ２５１，４０

０

２９１，１０

０

３３５，５０

０

３８４，１０

０

４０４，００

０

４２８，６０

０

４５０，４

００

４７７，

９００

４６ ２５２，３０

０

２９２，１０

０

３３７，１０

０

３８５，８０

０

４０５，２０

０

４２９，３０

０

４５１，１

００

４７ ２５３，２０

０

２９３，１０

０

３３８，５０

０

３８７，４０

０

４０６，３０

０

４３０，１０

０

４５１，６

００

４８ ２５４，１０

０

２９４，１０

０

３４０，００

０

３８９，００

０

４０７，４０

０

４３０，９０

０

４５２，１

００

４９ ２５４，８０

０

２９５，００

０

３４０，９０

０

３９０，２０

０

４０８，６０

０

４３１，４０

０

４５２，６

００

５０ ２５５，５０

０

２９６，２０

０

３４２，４０

０

３９１，２０

０

４０９，４０

０

４３１，８０

０

４５２，９

００

５１ ２５６，３０

０

２９７，２０

０

３４３，９０

０

３９２，２０

０

４１０，２０

０

４３２，２０

０

４５３，２

００

５２ ２５７，１０

０

２９８，１０

０

３４５，５０

０

３９３，２０

０

４１０，８０

０

４３２，５０

０

４５３，６

００

５３ ２５７，５０

０

２９９，１０

０

３４６，９０

０

３９４，３０

０

４１１，３０

０

４３２，８０

０

４５４，０

００

５４ ２５８，３０

０

３００，１０

０

３４８，５０

０

３９５，４０

０

４１２，００

０

４３３，２０

０

４５４，２

００

５５ ２５９，００

０

３０１，１０

０

３５０，００

０

３９６，５０

０

４１２，７０

０

４３３，５０

０

４５４，５

００

５６ ２５９，８０

０

３０２，１０

０

３５１，５０

０

３９７，６０

０

４１３，３０

０

４３３，８０

０

４５４，７

００

５７ ２６０，３０

０

３０３，００

０

３５２，９０

０

３９８，９０

０

４１４，００

０

４３４，１０

０

４５５，１

００

５８ ２６１，１０

０

３０４，００

０

３５４，２０

０

３９９，７０

０

４１４，４０

０

４３４，４０

０

４５５，３

００

５９ ２６１，７０

０

３０４，９０

０

３５５，４０

０

４００，５０

０

４１５，００

０

４３４，７０

０

４５５，５

００

６０ ２６２，３０

０

３０５，８０

０

３５６，５０

０

４０１，１０

０

４１５，６０

０

４３５，００

０

４５５，７

００

６１ ２６３，１０

０

３０６，６０

０

３５７，７０

０

４０１，６０

０

４１６，００

０

４３５，３０

０

４５６，１

００
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６２ ２６３，７０

０

３０７，５０

０

３５８，７０

０

４０２，３０

０

４１６，６０

０

４３５，６０

０

６３ ２６４，４０

０

３０８，５０

０

３５９，７０

０

４０３，００

０

４１７，１０

０

４３５，９０

０

６４ ２６５，１０

０

３０９，５０

０

３６０，７０

０

４０３，７０

０

４１７，６０

０

４３６，２０

０

６５ ２６５，８０

０

３１０，００

０

３６１，１０

０

４０４，００

０

４１８，１０

０

４３６，５０

０

６６ ２６６，７０

０

３１０，９０

０

３６１，８０

０

４０４，７０

０

４１８，７０

０

４３６，８０

０

６７ ２６７，５０

０

３１１，７０

０

３６２，５０

０

４０５，４０

０

４１９，１０

０

４３７，１０

０

６８ ２６８，４０

０

３１２，７０

０

３６３，３０

０

４０５，９０

０

４１９，６０

０

４３７，４０

０

６９ ２６９，２０

０

３１３，８０

０

３６４，００

０

４０６，３０

０

４２０，００

０

４３７，６０

０

７０ ２７０，２０

０

３１４，６０

０

３６４，７０

０

４０６，８０

０

４２０，３０

０

４３７，９０

０

７１ ２７１，１０

０

３１５，４０

０

３６５，４０

０

４０７，４０

０

４２０，６０

０

４３８，２０

０

７２ ２７２，００

０

３１６，１０

０

３６５，９０

０

４０７，９０

０

４２０，９０

０

４３８，４０

０

７３ ２７２，８０

０

３１６，８０

０

３６６，６０

０

４０８，４０

０

４２１，２０

０

４３８，６０

０

７４ ２７３，４０

０

３１７，３０

０

３６７，２０

０

４０８，８０

０

４２１，５０

０

４３８，９０

０

７５ ２７４，１０

０

３１７，７０

０

３６７，８０

０

４０９，３０

０

４２１，８０

０

４３９，２０

０

７６ ２７４，８０

０

３１８，１０

０

３６８，４０

０

４０９，８０

０

４２２，１０

０

４３９，５０

０

７７ ２７５，３０

０

３１８，３０

０

３６８，９０

０

４１０，３０

０

４２２，３０

０

４３９，７０

０

７８ ２７６，００

０

３１８，６０

０

３６９，５０

０

４１０，８０

０

４２２，６０

０

４４０，００

０

７９ ２７６，６０

０

３１８，９０

０

３７０，００

０

４１１，４０

０

４２２，９０

０

４４０，３０

０

８０ ２７７，２０

０

３１９，１０

０

３７０，５０

０

４１１，９０

０

４２３，１０

０

４４０，６０

０

８１ ２７７，６０

０

３１９，３０

０

３７０，８０

０

４１２，３０

０

４２３，３０

０

４４０，８０

０

８２ ２７８，００

０

３１９，５０

０

３７１，３０

０

４１２，９０

０

４２３，６０

０

４４１，１０

０

８３ ２７８，６０

０

３１９，８０

０

３７１，８０

０

４１３，４０

０

４２３，９０

０

４４１，４０

０

８４ ２７９，２０

０

３２０，１０

０

３７２，３０

０

４１３，６０

０

４２４，１０

０

４４１，７０

０

８５ ２７９，９０

０

３２０，３０

０

３７２，８０

０

４１３，９０

０

４２４，３０

０

４４１，９０

０

８６ ２８０，３０

０

３２０，５０

０

３７３，２０

０

４１４，４０

０

４２４，６０

０

８７ ２８０，５０

０

３２０，７０

０

３７３，７０

０

４１４，７０

０

４２４，９０

０

８８ ２８０，８０

０

３２１，１０

０

３７４，１０

０

４１５，００

０

４２５，１０

０

８９ ２８１，１０

０

３２１，３０

０

３７４，３０

０

４１５，３０

０

４２５，３０

０

９０ ３２１，５０

０

３７４，６０

０

４１５，７０

０

４２５，６０

０

９１ ３２１，７０

０

３７５，１０

０

４１６，１０

０

４２５，９０

０

９２ ３２２，００

０

３７５，４０

０

４１６，５０

０

４２６，１０

０

９３ ３２２，３０

０

３７５，６０

０

４１６，８０

０

４２６，３０

０

９４ ３２２，５０

０

３７６，００

０

194



９５ ３２２，８０

０

３７６，５０

０

９６ ３２３，１０

０

３７６，８０

０

９７ ３２３，４０

０

３７７，００

０

９８ ３２３，６０

０

３７７，４０

０

９９ ３２３，９０

０

３７７，９０

０

１ ０

０

３２４，２０

０

３７８，２０

０

１ ０

１

３２４，５０

０

３７８，５０

０

定 年

前 再

任 用

短 時

間 勤

務 職

員

基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月

額

基準俸給

月額

基準俸給

月額

基 準

俸 給

月額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

２１３，７０

０

２４０，９０

０

２８３，３０

０

３０６，２０

０

３２０，３０

０

３４３，９０

０

３７９，２

００

４１０，

９００

４５３，

１００

５ ２

２ ，

８ ０

０

備考

（一）　この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

（二）　２級の１号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表

の額にかかわらず、２３０，４００円とする。

別表第五　海事職俸給表（第六条関係）

イ　海事職俸給表（一）

職員の区分 職務の級１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時

間勤務職員以外の

職員

円 円 円 円 円 円 円

１ １９３，９００２４６，１００２８７，５００３３２，２００３６５，６００４２０，７００４９０，４００

２ １９６，３００２４８，３００２８８，９００３３４，１００３６７，７００４２３，０００４９２，２００

３ １９８，９００２５０，２００２９０，３００３３６，１００３６９，８００４２５，３００４９４，０００

４ ２０１，３００２５２，０００２９１，７００３３８，１００３７１，９００４２７，５００４９５，８００

５ ２０３，７００２５４，０００２９２，８００３４０，１００３７３，５００４２９，７００４９７，５００

６ ２０６，２００２５５，６００２９４，１００３４１，６００３７６，３００４３２，０００４９８，９００

７ ２０８，７００２５７，２００２９５，４００３４３，０００３７９，１００４３４，３００５００，３００

８ ２１１，４００２５９，０００２９６，７００３４４，４００３８１，９００４３６，５００５０１，６００

９ ２１３，８００２６０，９００２９７，７００３４５，４００３８４，５００４３８，２００５０２，８００

１０ ２１６，２００２６２，７００２９９，８００３４７，１００３８６，９００４４０，３００５０４，１００

１１ ２１８，６００２６４，４００３０１，９００３４９，１００３８９，２００４４２，４００５０５，４００

１２ ２２１，２００２６５，９００３０３，９００３５１，１００３９１，４００４４４，４００５０６，７００

１３ ２２３，６００２６７，５００３０６，０００３５２，６００３９３，８００４４６，１００５０８，０００

１４ ２２６，１００２６９，３００３０８，４００３５４，６００３９６，５００４４８，３００５０９，１００

１５ ２２８，８００２７１，０００３１０，６００３５６，７００３９９，１００４５０，４００５１０，２００

１６ ２３１，３００２７２，７００３１２，８００３５８，８００４０１，６００４５２，６００５１１，２００

１７ ２３３，６００２７４，２００３１５，０００３６０，８００４０４，１００４５４，７００５１２，２００

１８ ２３５，８００２７５，７００３１７，２００３６３，０００４０６，１００４５６，９００５１３，３００

１９ ２３８，０００２７７，３００３１９，３００３６５，１００４０７，８００４５９，１００５１４，５００

２０ ２４０，２００２７８，７００３２１，２００３６７，３００４０９，４００４６１，３００５１５，５００

２１ ２４２，０００２８０，０００３２３，０００３６９，４００４１０，９００４６３，３００５１６，５００

２２ ２４３，６００２８１，１００３２３，９００３７１，２００４１２，５００４６５，１００５１７，４００

２３ ２４５，１００２８２，２００３２４，７００３７２，６００４１４，３００４６６，８００５１８，３００

２４ ２４６，４００２８３，２００３２５，６００３７４，１００４１６，１００４６８，４００５１９，１００

２５ ２４７，９００２８４，２００３２６，５００３７５，９００４１７，６００４６９，８００５１９，８００

２６ ２４８，９００２８５，６００３２７，６００３７８，２００４１９，１００４７１，０００５２０，４００

２７ ２４９，８００２８６，９００３２８，６００３８０，５００４２０，７００４７２，２００５２１，０００

２８ ２５０，７００２８８，０００３２９，８００３８２，６００４２２，２００４７３，３００５２１，６００

２９ ２５２，０００２８９，１００３３０，８００３８４，３００４２３，２００４７４，３００５２２，２００

３０ ２５２，６００２９０，３００３３２，０００３８６，２００４２４，８００４７５，３００

３１ ２５３，４００２９１，６００３３３，４００３８８，１００４２６，３００４７６，３００

３２ ２５４，２００２９２，６００３３４，８００３８９，９００４２７，９００４７７，３００

３３ ２５５，３００２９３，３００３３６，０００３９１，６００４２９，４００４７７，６００

３４ ２５６，１００２９４，７００３３７，１００３９３，１００４３０，７００４７８，６００
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３５ ２５６，９００２９５，７００３３８，１００３９４，７００４３１，９００４７９，５００

３６ ２５７，５００２９６，８００３３９，５００３９６，４００４３３，１００４８０，４００

３７ ２５８，０００２９７，６００３４０，９００３９７，９００４３４，１００４８１，３００

３８ ２５８，４００２９８，３００３４１，９００３９９，２００４３５，１００４８２，２００

３９ ２５８，９００２９９，０００３４３，０００４００，６００４３６，０００４８３，１００

４０ ２５９，４００２９９，７００３４４，１００４０１，９００４３６，９００４８４，０００

４１ ２５９，９００３００，３００３４４，９００４０２，４００４３７，３００４８４，８００

４２ ２６０，３００３００，８００３４５，９００４０３，７００４３７，９００４８５，５００

４３ ２６０，７００３０１，３００３４７，０００４０４，９００４３８，５００４８６，２００

４４ ２６１，１００３０１，８００３４８，１００４０６，２００４３９，２００４８６，９００

４５ ２６１，７００３０２，３００３４９，２００４０７，６００４３９，７００４８７，４００

４６ ２６２，３００３０３，０００３５０，４００４０９，０００４４０，０００４８８，０００

４７ ２６２，８００３０３，９００３５１，６００４１０，３００４４０，５００４８８，６００

４８ ２６３，２００３０４，８００３５２，８００４１１，６００４４１，０００４８９，２００

４９ ２６３，６００３０５，８００３５３，６００４１２，８００４４１，３００４８９，５００

５０ ２６３，９００３０６，７００３５４，８００４１３，７００４４１，９００４９０，１００

５１ ２６４，２００３０７，５００３５６，１００４１４，６００４４２，５００４９０，８００

５２ ２６４，４００３０８，３００３５７，４００４１５，３００４４３，１００４９１，３００

５３ ２６４，６００３０９，０００３５８，７００４１５，５００４４３，７００４９１，８００

５４ ２６４，９００３０９，７００３６０，０００４１５，９００４４４，４００４９２，５００

５５ ２６５，２００３１０，４００３６１，３００４１６，３００４４５，０００４９２，８００

５６ ２６５，４００３１１，１００３６２，４００４１６，８００４４５，６００４９３，４００

５７ ２６５，６００３１１，９００３６３，０００４１７，１００４４５，９００４９３，９００

５８ ２６５，９００３１２，８００３６４，２００４１７，３００４４６，６００

５９ ２６６，２００３１３，６００３６５，３００４１７，７００４４７，３００

６０ ２６６，４００３１４，２００３６６，６００４１８，１００４４８，０００

６１ ２６６，６００３１４，７００３６７，７００４１８，４００４４８，４００

６２ ２６６，９００３１５，１００３６８，３００４１８，９００４４８，７００

６３ ２６７，２００３１５，５００３６８，８００４１９，５００４４９，０００

６４ ２６７，４００３１５，９００３６９，３００４２０，０００４４９，３００

６５ ２６７，６００３１６，２００３６９，６００４２０，６００４４９，５００

６６ ２６７，８００３１６，７００３７０，０００４２１，２００４４９，８００

６７ ２６８，０００３１７，２００３７０，４００４２１，７００４５０，１００

６８ ２６８，３００３１７，７００３７０，８００４２２，２００４５０，４００

６９ ２６８，６００３１８，３００３７１，０００４２２，８００４５０，６００

７０ ３７１，３００４２３，３００４５０，９００

７１ ３７１，７００４２３，９００４５１，２００

７２ ３７２，０００４２４，５００４５１，４００

７３ ３７２，４００４２５，０００４５１，６００

７４ ３７２，６００４２５，６００

７５ ３７３，０００４２６，１００

７６ ３７３，３００４２６，７００

７７ ３７３，６００４２７，２００

７８ ３７４，１００４２７，８００

７９ ３７４，６００４２８，５００

８０ ３７５，０００４２９，１００

８１ ３７５，４００４２９，４００

８２ ３７５，８００４３０，０００

８３ ３７６，３００４３０，６００

８４ ３７６，８００４３１，２００

８５ ３７７，２００４３１，６００

８６ ３７７，７００４３２，１００

８７ ３７８，１００４３２，８００

８８ ３７８，５００４３３，５００

８９ ３７９，０００４３３，７００

９０ ３７９，５００

９１ ３８０，０００

９２ ３８０，５００

９３ ３８０，８００

９４ ３８１，２００

９５ ３８１，７００

９６ ３８２，１００

９７ ３８２，６００

９８ ３８２，９００

９９ ３８３，４００

１００ ３８３，８００
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１０１ ３８４，４００

定年前再任用短時

間勤務職員

基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円 円 円

２２１，３００２５１，３００２８０，７００３２１，５００３５０，４００３９７，０００４６５，１００

備考　この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で

人事院規則で定めるものに適用する。

ロ　海事職俸給表（二）

職員の区分 職務の級１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員

円 円 円 円 円 円

１ １６６，６００２１３，５００２４８，７００２７８，４００３０７，７００３３１，６００

２ １６７，８００２１５，９００２４９，９００２７９，６００３０８，５００３３３，２００

３ １６９，０００２１８，３００２５０，９００２８０，９００３０９，４００３３４，５００

４ １７０，１００２２０，７００２５１，５００２８２，２００３１０，２００３３５，８００

５ １７１，２００２２２，９００２５２，１００２８３，６００３１０，９００３３６，８００

６ １７２，６００２２４，７００２５３，７００２８５，４００３１２，０００３３８，０００

７ １７４，０００２２６，７００２５５，３００２８７，１００３１３，０００３３９，２００

８ １７５，４００２２８，６００２５６，５００２８８，３００３１４，０００３４０，３００

９ １７６，６００２３０，３００２５７，９００２８９，２００３１５，０００３４１，６００

１０ １７８，２００２３１，８００２５９，１００２９０，６００３１６，０００３４２，７００

１１ １８０，０００２３３，３００２６０，３００２９２，０００３１７，０００３４４，１００

１２ １８１，７００２３４，７００２６１，５００２９３，２００３１８，０００３４５，３００

１３ １８３，１００２３６，０００２６２，９００２９４，２００３１８，７００３４６，６００

１４ １８４，６００２３７，０００２６４，５００２９５，２００３１９，６００３４７，９００

１５ １８６，３００２３７，８００２６６，１００２９６，２００３２０，３００３４９，１００

１６ １８７，９００２３８，５００２６７，４００２９７，２００３２１，１００３５０，４００

１７ １８９，４００２３９，０００２６８，８００２９８，１００３２１，８００３５１，６００

１８ １９１，１００２４０，３００２７０，６００２９９，２００３２２，４００３５２，６００

１９ １９２，９００２４１，５００２７２，５００３００，３００３２２，９００３５３，５００

２０ １９４，６００２４２，５００２７３，９００３０１，４００３２３，４００３５４，４００

２１ １９６，２００２４３，３００２７５，２００３０２，４００３２３，９００３５５，３００

２２ １９８，２００２４４，３００２７６，２００３０３，６００３２４，４００３５６，８００

２３ ２００，１００２４５，２００２７７，４００３０４，９００３２４，８００３５８，３００

２４ ２０２，０００２４６，１００２７８，６００３０６，２００３２５，２００３５９，６００

２５ ２０３，７００２４７，２００２８０，１００３０７，２００３２５，６００３６０，６００

２６ ２０５，３００２４８，３００２８１，２００３０８，４００３２６，１００３６２，０００

２７ ２０７，２００２４９，４００２８２，４００３０９，５００３２６，６００３６３，３００

２８ ２０９，０００２５０，５００２８３，５００３１０，７００３２７，１００３６４，５００

２９ ２１０，５００２５１，５００２８４，４００３１１，６００３２７，６００３６５，８００

３０ ２１２，４００２５２，９００２８５，９００３１２，３００３２８，１００３６７，１００

３１ ２１４，５００２５４，２００２８７，３００３１３，２００３２８，６００３６８，４００

３２ ２１６，４００２５５，４００２８８，５００３１４，０００３２９，１００３６９，８００

３３ ２１８，２００２５６，１００２８９，８００３１４，７００３２９，７００３７０，７００

３４ ２１９，５００２５６，７００２９１，１００３１５，２００３３０，２００３７１，７００

３５ ２２１，１００２５７，２００２９２，４００３１５，７００３３０，６００３７２，７００

３６ ２２２，３００２５７，７００２９３，７００３１６，２００３３１，０００３７３，７００

３７ ２２３，４００２５８，２００２９４，９００３１６，８００３３１，３００３７４，６００

３８ ２２５，０００２５８，９００２９６，１００３１７，５００３３１，７００３７５，６００

３９ ２２６，４００２５９，６００２９７，１００３１８，２００３３２，１００３７６，６００

４０ ２２７，７００２６０，３００２９８，２００３１８，９００３３２，５００３７７，５００

４１ ２２９，１００２６０，９００２９９，６００３１９，４００３３２，９００３７８，４００

４２ ２３０，３００２６２，０００３００，６００３１９，９００３３３，６００３７９，４００

４３ ２３１，４００２６３，１００３０１，７００３２０，５００３３４，２００３８０，３００

４４ ２３２，６００２６４，１００３０２，８００３２１，２００３３４，８００３８１，２００

４５ ２３３，８００２６４，９００３０３，８００３２２，０００３３５，４００３８２，１００

４６ ２３４，８００２６６，１００３０４，７００３２２，４００３３６，１００３８２，９００

４７ ２３５，８００２６７，３００３０５，５００３２２，８００３３６，８００３８３，８００

４８ ２３６，８００２６８，３００３０６，３００３２３，２００３３７，５００３８４，６００

４９ ２３８，２００２６９，１００３０７，１００３２３，５００３３８，０００３８５，４００

５０ ２３９，３００２７０，４００３０７，９００３２３，９００３３８，４００３８６，４００

５１ ２４０，２００２７１，７００３０８，６００３２４，２００３３８，８００３８７，２００

５２ ２４１，１００２７３，０００３０９，５００３２４，５００３３９，２００３８７，９００

５３ ２４２，２００２７３，８００３１０，４００３２４，８００３３９，５００３８８，７００

５４ ２４３，１００２７４，９００３１１，２００３２５，４００３３９，９００３８９，５００

５５ ２４４，０００２７５，９００３１２，０００３２６，０００３４０，５００３９０，２００
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５６ ２４４，９００２７６，８００３１２，８００３２６，５００３４１，１００３９０，９００

５７ ２４５，７００２７７，５００３１３，５００３２６，８００３４１，４００３９１，８００

５８ ２４６，５００２７８，５００３１４，２００３２７，２００３４１，９００３９２，６００

５９ ２４７，３００２７９，３００３１４，８００３２７，７００３４２，４００３９３，４００

６０ ２４８，１００２８０，１００３１５，４００３２８，２００３４２，８００３９４，１００

６１ ２４８，９００２８０，９００３１６，０００３２８，７００３４３，０００３９４，６００

６２ ２４９，７００２８１，７００３１６，６００３２９，１００３４３，４００３９５，３００

６３ ２５０，６００２８２，５００３１７，２００３２９，６００３４３，７００３９５，９００

６４ ２５１，４００２８３，４００３１７，７００３２９，８００３４４，１００３９６，６００

６５ ２５１，９００２８４，３００３１８，２００３３０，０００３４４，３００３９７，２００

６６ ２５２，７００２８５，２００３１９，０００３３０，３００３４４，７００３９７，７００

６７ ２５３，４００２８６，０００３１９，６００３３０，９００３４５，１００３９８，１００

６８ ２５４，１００２８６，８００３２０，２００３３１，４００３４５，５００３９８，５００

６９ ２５４，８００２８７，６００３２０，９００３３１，７００３４５，９００３９９，２００

７０ ２５５，３００２８８，２００３２１，５００３３２，０００３４６，３００

７１ ２５５，８００２８８，７００３２２，０００３３２，３００３４６，６００

７２ ２５６，３００２８９，３００３２２，６００３３２，５００３４７，１００

７３ ２５６，７００２８９，８００３２２，８００３３２，７００３４７，６００

７４ ２５７，０００２９０，３００３２３，２００３３２，９００３４８，１００

７５ ２５７，３００２９０，８００３２３，５００３３３，１００３４８，６００

７６ ２５７，５００２９１，１００３２３，８００３３３，３００３４８，８００

７７ ２５７，７００２９１，３００３２４，１００３３３，７００３４９，１００

７８ ２５８，０００２９１，６００３２４，４００３３３，９００３４９，５００

７９ ２５８，３００２９１，９００３２５，０００３３４，２００３４９，９００

８０ ２５８，５００２９２，１００３２５，５００３３４，５００３５０，３００

８１ ２５８，７００２９２，４００３２６，１００３３４，８００３５０，７００

８２ ２５９，０００２９３，０００３２６，５００３３５，１００３５１，０００

８３ ２５９，２００２９３，３００３２６，８００３３５，４００３５１，４００

８４ ２５９，４００２９３，６００３２７，０００３３５，７００３５１，７００

８５ ２５９，７００２９３，９００３２７，２００３３６，０００３５２，１００

８６ ２９４，２００３２７，５００３３６，３００３５２，５００

８７ ２９４，５００３２７，７００３３６，６００３５２，９００

８８ ２９４，７００３２７，９００３３６，９００３５３，３００

８９ ２９４，９００３２８，２００３３７，１００３５３，７００

９０ ２９５，１００３２８，５００３３７，４００

９１ ２９５，４００３２８，７００３３７，７００

９２ ２９５，７００３２９，０００３３８，１００

９３ ２９５，９００３２９，２００３３８，５００

９４ ２９６，２００３２９，４００３３８，７００

９５ ２９６，５００３２９，７００３３９，０００

９６ ２９６，７００３３０，０００３３９，２００

９７ ２９６，９００３３０，２００３３９，５００

９８ ２９７，１００３３０，５００３３９，８００

９９ ２９７，３００３３０，７００３４０，１００

１００ ２９７，６００３３１，０００３４０，４００

１０１ ２９７，９００３３１，２００３４０，６００

１０２ ２９８，２００３３１，４００３４０，９００

１０３ ２９８，４００３３１，６００３４１，２００

１０４ ２９８，６００３３１，８００３４１，５００

１０５ ２９８，９００３３２，２００３４１，７００

１０６ ３３２，４００３４２，１００

１０７ ３３２，６００３４２，３００

１０８ ３３２，９００３４２，５００

１０９ ３３３，２００３４２，８００

１１０ ３３３，４００

１１１ ３３３，７００

１１２ ３３４，０００

１１３ ３３４，２００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円 円

２１６，１００２３０，６００２３２，６００２５４，７００２８３，２００３１３，１００

備考　この表は、船舶に乗り組む職員（海事職俸給表（一）の適用を受ける者を除く。）で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第六　教育職俸給表（第六条関係）

イ　教育職俸給表（一）

職員の区分 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
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定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円 円 円 円 円

１ ２３３，１００ ２９０，７００ ３３５，６００ ４１０，２００ ５３５，９００

２ ２３５，４００ ２９３，３００ ３３８，５００ ４１２，５００ ５３８，９００

３ ２３７，６００ ２９５，７００ ３４１，５００ ４１４，６００ ５４２，０００

４ ２３９，６００ ２９８，０００ ３４４，５００ ４１６，７００ ５４５，１００

５ ２４１，７００ ３００，３００ ３４７，４００ ４１８，６００ ５４８，１００

６ ２４３，４００ ３０２，６００ ３４９，８００ ４２１，０００ ５５０，５００

７ ２４５，１００ ３０４，７００ ３５２，３００ ４２３，２００ ５５３，０００

８ ２４６，９００ ３０６，９００ ３５４，７００ ４２５，５００ ５５５，４００

９ ２４９，０００ ３０９，２００ ３５７，２００ ４２７，２００ ５５７，７００

１０ ２５１，３００ ３１１，６００ ３５９，８００ ４２９，７００ ５５９，５００

１１ ２５３，６００ ３１４，０００ ３６２，４００ ４３１，９００ ５６１，４００

１２ ２５５，６００ ３１６，４００ ３６５，２００ ４３４，１００ ５６３，３００

１３ ２５７，７００ ３１８，７００ ３６７，８００ ４３５，５００ ５６５，０００

１４ ２６０，１００ ３２０，７００ ３６９，５００ ４３７，７００ ５６６，４００

１５ ２６２，４００ ３２２，７００ ３７１，７００ ４３９，９００ ５６７，７００

１６ ２６４，７００ ３２４，４００ ３７３，９００ ４４２，２００ ５６８，９００

１７ ２６６，６００ ３２６，４００ ３７５，６００ ４４４，３００ ５７０，２００

１８ ２６９，４００ ３２８，２００ ３７７，６００ ４４６，６００ ５７１，０００

１９ ２７２，２００ ３３０，０００ ３７９，６００ ４４８，８００ ５７１，７００

２０ ２７４，９００ ３３１，７００ ３８１，４００ ４５１，１００ ５７２，４００

２１ ２７７，６００ ３３３，１００ ３８３，２００ ４５３，１００ ５７３，２００

２２ ２８０，２００ ３３５，５００ ３８４，７００ ４５５，４００

２３ ２８２，７００ ３３７，６００ ３８５，９００ ４５７，８００

２４ ２８５，１００ ３３９，８００ ３８７，１００ ４６０，１００

２５ ２８７，５００ ３４１，６００ ３８８，２００ ４６２，１００

２６ ２９０，０００ ３４３，５００ ３８９，９００ ４６４，２００

２７ ２９２，４００ ３４５，６００ ３９１，６００ ４６６，３００

２８ ２９４，９００ ３４７，７００ ３９３，３００ ４６８，４００

２９ ２９７，３００ ３４９，６００ ３９５，０００ ４７０，４００

３０ ２９９，６００ ３５１，５００ ３９６，６００ ４７２，７００

３１ ３０１，８００ ３５３，３００ ３９８，０００ ４７４，９００

３２ ３０４，０００ ３５５，０００ ３９９，３００ ４７６，８００

３３ ３０６，２００ ３５６，９００ ４００，９００ ４７８，７００

３４ ３０８，４００ ３５８，５００ ４０２，５００ ４８０，８００

３５ ３１０，９００ ３６０，０００ ４０４，０００ ４８３，０００

３６ ３１３，１００ ３６１，４００ ４０５，７００ ４８５，０００

３７ ３１５，４００ ３６２，８００ ４０６，８００ ４８７，１００

３８ ３１６，７００ ３６４，８００ ４０８，３００ ４８９，１００

３９ ３１８，３００ ３６６，７００ ４０９，８００ ４９１，０００

４０ ３１９，７００ ３６８，４００ ４１１，０００ ４９２，９００

４１ ３２１，１００ ３７０，１００ ４１１，９００ ４９４，９００

４２ ３２１，５００ ３７１，９００ ４１３，５００ ４９６，８００

４３ ３２１，９００ ３７３，５００ ４１５，０００ ４９８，５００

４４ ３２２，３００ ３７４，９００ ４１６，６００ ５００，４００

４５ ３２２，９００ ３７６，６００ ４１７，９００ ５０２，３００

４６ ３２３，４００ ３７８，３００ ４１９，４００ ５０４，１００

４７ ３２４，２００ ３７９，８００ ４２０，８００ ５０５，９００

４８ ３２５，０００ ３８１，３００ ４２２，３００ ５０７，７００

４９ ３２５，６００ ３８２，８００ ４２３，６００ ５０９，４００

５０ ３２６，３００ ３８４，４００ ４２４，８００ ５１１，１００

５１ ３２７，０００ ３８５，９００ ４２６，１００ ５１２，９００

５２ ３２７，７００ ３８７，５００ ４２７，３００ ５１４，８００

５３ ３２８，７００ ３８８，６００ ４２８，０００ ５１６，３００

５４ ３２９，４００ ３９０，１００ ４２８，９００ ５１７，９００

５５ ３２９，８００ ３９１，５００ ４２９，８００ ５１９，６００

５６ ３３０，４００ ３９３，１００ ４３０，７００ ５２１，２００

５７ ３３０，８００ ３９４，４００ ４３１，５００ ５２２，８００

５８ ３３１，５００ ３９５，８００ ４３２，４００ ５２４，１００

５９ ３３２，２００ ３９７，１００ ４３３，３００ ５２５，４００

６０ ３３２，８００ ３９８，４００ ４３４，１００ ５２６，６００

６１ ３３３，５００ ３９９，６００ ４３４，８００ ５２７，８００

６２ ３３４，４００ ４０１，０００ ４３５，７００ ５２８，８００

６３ ３３５，３００ ４０２，４００ ４３６，７００ ５２９，８００

６４ ３３６，１００ ４０３，８００ ４３７，６００ ５３０，８００

６５ ３３６，８００ ４０４，８００ ４３８，５００ ５３１，４００
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６６ ３３７，８００ ４０５，９００ ４３９，４００ ５３２，３００

６７ ３３８，５００ ４０６，９００ ４４０，４００ ５３３，２００

６８ ３３９，５００ ４０８，０００ ４４１，３００ ５３４，１００

６９ ３４０，１００ ４０８，９００ ４４２，３００ ５３５，０００

７０ ３４１，０００ ４０９，７００ ４４３，３００ ５３５，８００

７１ ３４１，９００ ４１０，５００ ４４４，２００ ５３６，５００

７２ ３４２，８００ ４１１，２００ ４４５，２００ ５３７，０００

７３ ３４３，１００ ４１１，９００ ４４６，２００ ５３７，７００

７４ ３４４，１００ ４１２，８００ ４４７，１００ ５３８，２００

７５ ３４５，１００ ４１３，６００ ４４８，０００ ５３９，０００

７６ ３４６，１００ ４１４，３００ ４４９，０００ ５３９，６００

７７ ３４７，１００ ４１４，９００ ４４９，８００ ５４０，１００

７８ ３４８，０００ ４１５，３００ ４５０，３００

７９ ３４８，９００ ４１５，６００ ４５１，０００

８０ ３４９，８００ ４１５，９００ ４５１，６００

８１ ３５０，７００ ４１６，２００ ４５２，４００

８２ ３５１，６００ ４１６，５００ ４５３，１００

８３ ３５２，５００ ４１６，７００ ４５３，４００

８４ ３５３，４００ ４１７，０００ ４５４，０００

８５ ３５４，０００ ４１７，２００ ４５４，４００

８６ ３５４，６００ ４１７，５００ ４５４，７００

８７ ３５５，２００ ４１７，８００ ４５５，０００

８８ ３５５，８００ ４１８，１００ ４５５，３００

８９ ３５６，３００ ４１８，３００ ４５５，６００

９０ ３５６，７００ ４１８，６００

９１ ３５７，１００ ４１８，９００

９２ ３５７，５００ ４１９，２００

９３ ３５７，９００ ４１９，４００

９４ ３５８，３００ ４１９，７００

９５ ３５８，８００ ４２０，０００

９６ ３５９，２００ ４２０，３００

９７ ３５９，８００ ４２０，５００

９８ ３６０，３００ ４２０，８００

９９ ３６０，７００ ４２１，１００

１００ ３６１，２００ ４２１，３００

１０１ ３６１，６００ ４２１，５００

１０２ ３６２，１００ ４２１，８００

１０３ ３６２，４００ ４２２，１００

１０４ ３６２，８００ ４２２，３００

１０５ ３６３，３００ ４２２，５００

１０６ ３６３，７００

１０７ ３６４，２００

１０８ ３６４，７００

１０９ ３６５，１００

１１０ ３６５，６００

１１１ ３６６，１００

１１２ ３６６，５００

１１３ ３６６，９００

１１４ ３６７，３００

１１５ ３６７，８００

１１６ ３６８，２００

１１７ ３６８，６００

１１８ ３６９，０００

１１９ ３６９，５００

１２０ ３６９，９００

１２１ ３７０，２００

１２２ ３７０，６００

１２３ ３７１，１００

１２４ ３７１，４００

１２５ ３７１，８００

１２６ ３７２，３００

１２７ ３７２，８００

１２８ ３７３，２００

１２９ ３７３，６００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円
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２８３，８００ ２９４，８００ ３１６，８００ ４０１，０００ ５３５，５００

備考　この表は、大学に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、学生の教育、学生の研究の指導及び研究に係る業務に従事する

職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ　教育職俸給表（二）

職員の区分 職務の級 １級 ２級 ３級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円 円 円

１ ２０１，７００ ２３４，６００ ２９０，７００

２ ２０４，２００ ２３６，７００ ２９３，３００

３ ２０６，９００ ２３８，６００ ２９５，７００

４ ２０９，５００ ２４０，５００ ２９８，０００

５ ２１２，３００ ２４２，４００ ３００，３００

６ ２１５，１００ ２４４，１００ ３０２，６００

７ ２１７，９００ ２４５，７００ ３０４，９００

８ ２２０，７００ ２４７，３００ ３０７，１００

９ ２２３，５００ ２４９，３００ ３０９，２００

１０ ２２６，０００ ２５１，６００ ３１１，７００

１１ ２２８，６００ ２５３，９００ ３１４，１００

１２ ２３０，９００ ２５５，９００ ３１６，５００

１３ ２３３，１００ ２５７，９００ ３１８，７００

１４ ２３４，７００ ２６０，２００ ３２０，７００

１５ ２３６，４００ ２６２，４００ ３２２，７００

１６ ２３７，９００ ２６４，６００ ３２４，４００

１７ ２３９，６００ ２６６，７００ ３２６，６００

１８ ２４０，９００ ２６９，５００ ３２８，８００

１９ ２４２，１００ ２７２，３００ ３３１，０００

２０ ２４３，３００ ２７５，０００ ３３３，２００

２１ ２４５，０００ ２７７，６００ ３３５，１００

２２ ２４６，８００ ２８０，２００ ３３７，６００

２３ ２４８，６００ ２８２，７００ ３３９，９００

２４ ２５０，３００ ２８５，１００ ３４２，５００

２５ ２５１，９００ ２８７，５００ ３４４，９００

２６ ２５３，７００ ２９０，０００ ３４７，４００

２７ ２５５，６００ ２９２，４００ ３５０，０００

２８ ２５７，４００ ２９４，９００ ３５２，６００

２９ ２５９，０００ ２９７，３００ ３５４，９００

３０ ２６０，６００ ２９９，４００ ３５７，２００

３１ ２６２，２００ ３０１，４００ ３５９，４００

３２ ２６３，８００ ３０３，４００ ３６１，６００

３３ ２６５，４００ ３０５，２００ ３６３，８００

３４ ２６７，０００ ３０７，３００ ３６５，５００

３５ ２６８，５００ ３０９，４００ ３６６，９００

３６ ２６９，８００ ３１１，３００ ３６８，３００

３７ ２７０，８００ ３１３，１００ ３７０，０００

３８ ２７２，２００ ３１４，７００ ３７２，１００

３９ ２７３，６００ ３１６，２００ ３７４，１００

４０ ２７５，０００ ３１７，６００ ３７６，１００

４１ ２７６，３００ ３１８，８００ ３７８，１００

４２ ２７７，４００ ３２０，７００ ３８０，０００

４３ ２７８，３００ ３２２，３００ ３８１，８００

４４ ２７９，１００ ３２４，３００ ３８３，６００

４５ ２８０，０００ ３２６，０００ ３８５，１００

４６ ２８０，８００ ３２７，９００ ３８６，８００

４７ ２８１，４００ ３３０，０００ ３８８，６００

４８ ２８２，１００ ３３２，０００ ３９０，５００

４９ ２８２，８００ ３３４，０００ ３９１，４００

５０ ２８３，３００ ３３６，１００ ３９３，１００

５１ ２８３，７００ ３３８，１００ ３９４，７００

５２ ２８４，２００ ３４０，１００ ３９６，３００

５３ ２８４，７００ ３４２，１００ ３９７，３００

５４ ２８５，２００ ３４３，３００ ３９８，９００

５５ ２８５，７００ ３４４，５００ ４００，４００

５６ ２８６，２００ ３４５，７００ ４０２，１００

５７ ２８６，７００ ３４７，１００ ４０３，４００

５８ ２８７，６００ ３４８，９００ ４０５，０００

５９ ２８８，５００ ３５０，６００ ４０６，６００
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６０ ２８９，５００ ３５２，３００ ４０８，１００

６１ ２９０，４００ ３５３，９００ ４０９，３００

６２ ２９１，６００ ３５５，６００ ４１０，９００

６３ ２９２，６００ ３５７，２００ ４１２，４００

６４ ２９３，６００ ３５８，８００ ４１３，９００

６５ ２９４，５００ ３６０，５００ ４１５，３００

６６ ２９５，４００ ３６２，２００ ４１６，２００

６７ ２９６，３００ ３６３，９００ ４１７，１００

６８ ２９７，３００ ３６５，４００ ４１８，０００

６９ ２９８，０００ ３６６，９００ ４１８，９００

７０ ２９８，７００ ３６８，６００ ４１９，９００

７１ ２９９，４００ ３７０，２００ ４２０，９００

７２ ３００，１００ ３７１，８００ ４２１，７００

７３ ３００，８００ ３７３，１００ ４２２，４００

７４ ３０１，７００ ３７４，７００ ４２３，２００

７５ ３０２，６００ ３７６，１００ ４２４，１００

７６ ３０３，４００ ３７７，７００ ４２５，０００

７７ ３０４，１００ ３７９，３００ ４２６，０００

７８ ３０４，９００ ３８１，０００ ４２７，０００

７９ ３０５，７００ ３８２，５００ ４２７，９００

８０ ３０６，５００ ３８４，１００ ４２８，８００

８１ ３０７，２００ ３８５，５００ ４２９，５００

８２ ３０８，０００ ３８６，９００ ４３０，４００

８３ ３０８，８００ ３８８，４００ ４３１，３００

８４ ３０９，６００ ３８９，９００ ４３２，１００

８５ ３１０，０００ ３９０，９００ ４３３，０００

８６ ３１０，７００ ３９２，２００ ４３３，８００

８７ ３１１，４００ ３９３，６００ ４３４，６００

８８ ３１２，３００ ３９５，０００ ４３５，５００

８９ ３１３，２００ ３９６，１００ ４３６，２００

９０ ３１４，０００ ３９７，２００ ４３６，７００

９１ ３１４，７００ ３９８，２００ ４３７，３００

９２ ３１５，４００ ３９９，３００ ４３７，７００

９３ ３１６，０００ ４００，１００ ４３８，２００

９４ ３１６，７００ ４０１，２００ ４３８，７００

９５ ３１７，３００ ４０２，３００ ４３９，１００

９６ ３１７，９００ ４０３，２００ ４３９，５００

９７ ３１８，３００ ４０４，１００ ４３９，７００

９８ ３１８，７００ ４０５，０００ ４４０，１００

９９ ３１９，１００ ４０５，９００ ４４０，４００

１００ ３１９，４００ ４０６，８００ ４４０，７００

１０１ ３１９，７００ ４０７，６００ ４４１，０００

１０２ ３２０，０００ ４０８，６００

１０３ ３２０，３００ ４０９，６００

１０４ ３２０，６００ ４１０，６００

１０５ ３２１，０００ ４１１，２００

１０６ ３２１，５００ ４１１，９００

１０７ ３２２，０００ ４１２，６００

１０８ ３２２，４００ ４１３，２００

１０９ ３２２，８００ ４１３，７００

１１０ ３２３，３００ ４１４，１００

１１１ ３２３，７００ ４１４，４００

１１２ ３２４，２００ ４１４，７００

１１３ ３２４，５００ ４１４，９００

１１４ ３２５，０００ ４１５，２００

１１５ ３２５，４００ ４１５，５００

１１６ ３２５，８００ ４１５，８００

１１７ ３２６，１００ ４１６，０００

１１８ ３２６，５００ ４１６，３００

１１９ ３２７，０００ ４１６，６００

１２０ ３２７，５００ ４１６，８００

１２１ ３２７，７００ ４１７，０００

１２２ ３２８，１００ ４１７，３００

１２３ ３２８，６００ ４１７，６００

１２４ ３２８，９００ ４１７，８００

１２５ ３２９，１００ ４１８，０００
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１２６ ３２９，４００

１２７ ３２９，９００

１２８ ３３０，３００

１２９ ３３０，５００

１３０ ３３０，９００

１３１ ３３１，４００

１３２ ３３１，８００

１３３ ３３２，０００

１３４ ３３２，４００

１３５ ３３２，９００

１３６ ３３３，２００

１３７ ３３３，５００

１３８ ３３３，９００

１３９ ３３４，３００

１４０ ３３４，７００

１４１ ３３５，１００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円

２４８，６００ ２９４，２００ ３１１，８００

備考　この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人

事院規則で定めるものに適用する。

別表第七　研究職俸給表（第六条関係）

職員の区分 職務の級１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員

円 円 円 円 円 円

１ １６２，５００２１０，１００２９１，６００３３８，９００３９１，５００５２４，７００

２ １６３，６００２１３，２００２９４，０００３４１，０００３９４，３００５２７，８００

３ １６４，８００２１５，９００２９６，３００３４２，９００３９６，９００５３０，９００

４ １６５，９００２１８，４００２９８，６００３４４，６００３９９，６００５３４，０００

５ １６７，０００２２０，９００３００，７００３４６，３００４０１，７００５３７，１００

６ １６８，３００２２２，６００３０２，６００３４７，８００４０４，４００５３９，５００

７ １６９，６００２２４，３００３０４，４００３４９，２００４０７，１００５４１，９００

８ １７０，９００２２６，２００３０６，１００３５０，４００４０９，８００５４４，３００

９ １７１，９００２２８，１００３０７，８００３５１，９００４１２，３００５４６，７００

１０ １７３，６００２３０，３００３１０，１００３５３，８００４１４，９００５４８，４００

１１ １７５，２００２３２，７００３１２，３００３５５，８００４１７，６００５５０，３００

１２ １７６，９００２３４，７００３１４，７００３５７，５００４２０，２００５５２，２００

１３ １７８，３００２３６，７００３１６，５００３５９，３００４２２，８００５５３，９００

１４ １８０，２００２３９，１００３１８，８００３６１，１００４２５，５００５５５，２００

１５ １８２，１００２４１，６００３２１，２００３６２，７００４２８，３００５５６，４００

１６ １８４，１００２４３，９００３２３，５００３６４，２００４３１，０００５５７，４００

１７ １８５，８００２４６，１００３２５，７００３６５，７００４３３，５００５５８，５００

１８ １８７，９００２４８，５００３２７，９００３６７，６００４３６，０００５５９，２００

１９ １９０，１００２５１，１００３２９，８００３６９，３００４３８，５００５５９，８００

２０ １９２，１００２５３，６００３３１，７００３７１，２００４４０，９００５６０，４００

２１ １９４，１００２５６，０００３３３，７００３７２，７００４４３，３００５６１，１００

２２ １９６，１００２５８，３００３３５，１００３７４，６００４４５，９００

２３ １９８，１００２６０，５００３３６，３００３７６，３００４４８，５００

２４ １９９，９００２６２，７００３３７，７００３７８，０００４５０，８００

２５ ２０１，７００２６５，０００３３９，３００３７９，４００４５３，０００

２６ ２０３，９００２６７，３００３４１，０００３８１，１００４５５，３００

２７ ２０６，０００２６９，５００３４２，８００３８３，０００４５７，８００

２８ ２０８，１００２７１，６００３４４，４００３８４，９００４６０，２００

２９ ２１０，２００２７３，９００３４６，０００３８６，６００４６２，７００

３０ ２１１，３００２７６，０００３４７，６００３８８，４００４６５，２００

３１ ２１２，６００２７７，９００３４９，０００３９０，３００４６７，７００

３２ ２１３，９００２７９，７００３５０，３００３９２，１００４７０，１００

３３ ２１５，６００２８１，４００３５１，５００３９３，６００４７２，４００

３４ ２１７，３００２８３，４００３５２，９００３９５，４００４７４，８００

３５ ２１９，１００２８５，４００３５４，２００３９７，０００４７７，２００

３６ ２２０，７００２８７，２００３５５，５００３９８，７００４７９，７００

３７ ２２２，２００２８８，９００３５６，７００３９９，９００４８２，１００

３８ ２２４，１００２９０，０００３５７，９００４０１，３００４８４，６００

３９ ２２６，０００２９１，１００３５９，１００４０２，７００４８７，０００

４０ ２２７，７００２９２，２００３６０，３００４０４，１００４８９，５００
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４１ ２２９，４００２９３，２００３６１，０００４０５，４００４９１，８００

４２ ２３１，０００２９３，９００３６２，１００４０６，７００４９４，０００

４３ ２３２，７００２９４，４００３６３，３００４０８，２００４９６，２００

４４ ２３４，２００２９４，９００３６４，４００４０９，７００４９８，４００

４５ ２３５，７００２９５，４００３６５，５００４１０，９００５００，０００

４６ ２３７，２００２９６，３００３６６，７００４１２，１００５０１，５００

４７ ２３８，７００２９７，３００３６７，９００４１３，７００５０３，１００

４８ ２４０，１００２９８，２００３６９，０００４１５，２００５０４，６００

４９ ２４１，５００２９９，２００３７０，０００４１６，５００５０６，３００

５０ ２４３，２００３００，２００３７１，３００４１７，９００５０７，７００

５１ ２４４，８００３０１，１００３７２，６００４１９，３００５０９，１００

５２ ２４６，２００３０２，０００３７３，８００４２０，７００５１０，６００

５３ ２４７，４００３０３，０００３７４，５００４２２，１００５１１，７００

５４ ２４９，０００３０３，９００３７５，５００４２３，５００５１２，９００

５５ ２５０，６００３０４，７００３７６，４００４２４，９００５１４，１００

５６ ２５２，０００３０５，５００３７７，２００４２６，３００５１５，３００

５７ ２５３，２００３０５，９００３７７，９００４２７，４００５１６，２００

５８ ２５４，４００３０６，６００３７８，６００４２８，７００５１７，２００

５９ ２５５，３００３０７，５００３７９，３００４３０，１００５１８，２００

６０ ２５６，２００３０８，２００３８０，０００４３１，４００５１９，２００

６１ ２５７，１００３０８，９００３８０，６００４３２，２００５２０，３００

６２ ２５７，９００３０９，９００３８１，３００４３３，１００５２１，２００

６３ ２５８，７００３１０，８００３８２，１００４３４，１００５２１，９００

６４ ２５９，５００３１１，７００３８２，９００４３５，０００５２２，６００

６５ ２６０，３００３１２，５００３８３，５００４３５，９００５２３，４００

６６ ２６１，１００３１３，４００３８４，３００４３６，７００５２４，２００

６７ ２６１，８００３１４，３００３８５，０００４３７，３００５２５，０００

６８ ２６２，４００３１５，２００３８５，７００４３８，１００５２５，８００

６９ ２６３，０００３１６，１００３８６，３００４３８，５００５２６，５００

７０ ２６４，０００３１７，１００３８７，０００４３９，１００５２７，３００

７１ ２６５，２００３１８，１００３８７，７００４３９，６００５２８，１００

７２ ２６６，２００３１９，１００３８８，４００４４０，１００５２８，９００

７３ ２６７，４００３１９，６００３８９，１００４４０，６００５２９，６００

７４ ２６８，６００３２０，６００３８９，７００

７５ ２６９，６００３２１，７００３９０，３００

７６ ２７０，６００３２２，７００３９１，０００

７７ ２７１，６００３２３，８００３９１，７００

７８ ２７２，６００３２４，８００３９２，３００

７９ ２７３，６００３２５，７００３９２，９００

８０ ２７４，５００３２６，６００３９３，５００

８１ ２７５，５００３２７，５００３９４，１００

８２ ２７６，６００３２８，３００３９４，７００

８３ ２７７，７００３２９，０００３９５，３００

８４ ２７８，６００３２９，６００３９５，９００

８５ ２７９，５００３３０，１００３９６，４００

８６ ２８０，４００３３０，６００３９６，９００

８７ ２８１，３００３３１，１００３９７，４００

８８ ２８２，０００３３１，５００３９８，１００

８９ ２８２，８００３３１，８００３９８，５００

９０ ２８３，９００３３２，３００

９１ ２８４，９００３３２，８００

９２ ２８５，９００３３３，２００

９３ ２８６，８００３３３，５００

９４ ２８７，７００３３３，９００

９５ ２８８，７００３３４，３００

９６ ２８９，６００３３４，７００

９７ ２８９，９００３３５，２００

９８ ２９０，８００３３５，７００

９９ ２９１，５００３３６，２００

１００ ２９２，４００３３６，７００

１０１ ２９３，３００３３７，２００

１０２ ２９３，９００３３７，７００

１０３ ２９４，６００３３８，２００

１０４ ２９５，３００３３８，７００

１０５ ２９５，８００３３９，１００

１０６ ２９６，３００３３９，５００
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１０７ ２９６，８００３４０，０００

１０８ ２９７，２００３４０，４００

１０９ ２９７，４００３４０，９００

１１０ ２９７，８００３４１，３００

１１１ ２９８，１００３４１，８００

１１２ ２９８，３００３４２，２００

１１３ ２９８，６００３４２，７００

１１４ ２９８，９００３４３，１００

１１５ ２９９，２００３４３，６００

１１６ ２９９，５００３４４，０００

１１７ ２９９，８００３４４，５００

１１８ ３００，１００３４４，９００

１１９ ３００，３００３４５，３００

１２０ ３００，６００３４５，７００

１２１ ３００，９００３４６，１００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円 円

２１８，５００２５９，７００２８４，５００３２７，０００３８５，７００５２４，５００

備考　この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるも

のに適用する。

別表第八　医療職俸給表（第六条関係）

イ　医療職俸給表（一）

職員の区分 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円 円 円 円 円

１ ２６４，７００ ３４６，６００ ４０６，９００ ４７４，７００ ５６８，１００

２ ２６７，２００ ３４９，６００ ４０９，６００ ４７７，０００ ５７１，２００

３ ２６９，６００ ３５２，４００ ４１２，１００ ４７９，２００ ５７４，３００

４ ２７２，０００ ３５５，３００ ４１４，７００ ４８１，５００ ５７７，４００

５ ２７４，１００ ３５７，８００ ４１７，１００ ４８３，７００ ５８０，３００

６ ２７７，６００ ３６０，８００ ４１９，１００ ４８５，８００ ５８２，７００

７ ２８１，１００ ３６３，８００ ４２０，９００ ４８８，０００ ５８５，１００

８ ２８４，５００ ３６６，６００ ４２２，８００ ４９０，０００ ５８７，５００

９ ２８８，１００ ３６８，７００ ４２４，６００ ４９１，９００ ５８９，７００

１０ ２９１，６００ ３７１，２００ ４２７，３００ ４９４，０００ ５９１，２００

１１ ２９５，２００ ３７３，９００ ４２９，８００ ４９６，１００ ５９２，７００

１２ ２９８，７００ ３７６，４００ ４３２，２００ ４９８，２００ ５９４，２００

１３ ３０２，２００ ３７９，１００ ４３４，４００ ５００，３００ ５９５，７００

１４ ３０６，１００ ３８２，５００ ４３６，９００ ５０２，２００ ５９６，８００

１５ ３１０，０００ ３８５，５００ ４３８，９００ ５０４，３００ ５９７，９００

１６ ３１３，６００ ３８８，８００ ４４１，０００ ５０６，４００ ５９８，８００

１７ ３１７，２００ ３９１，８００ ４４３，０００ ５０８，３００ ６００，０００

１８ ３２０，７００ ３９４，４００ ４４５，２００ ５１０，３００ ６０１，０００

１９ ３２４，２００ ３９６，８００ ４４７，４００ ５１２，３００ ６０２，０００

２０ ３２７，７００ ３９９，３００ ４４９，５００ ５１４，１００ ６０３，０００

２１ ３３１，３００ ４０１，９００ ４５０，９００ ５１５，９００ ６０４，０００

２２ ３３５，０００ ４０３，９００ ４５３，３００ ５１７，７００

２３ ３３８，４００ ４０５，５００ ４５５，６００ ５１９，５００

２４ ３４１，７００ ４０７，１００ ４５７，８００ ５２１，３００

２５ ３４５，０００ ４０８，８００ ４５９，８００ ５２２，９００

２６ ３４７，５００ ４１１，０００ ４６２，１００ ５２４，７００

２７ ３５０，０００ ４１３，１００ ４６４，３００ ５２６，５００

２８ ３５２，３００ ４１５，１００ ４６６，６００ ５２８，３００

２９ ３５４，４００ ４１７，２００ ４６８，７００ ５２９，９００

３０ ３５６，１００ ４１９，３００ ４７０，９００ ５３１，７００

３１ ３５７，８００ ４２０，９００ ４７３，２００ ５３３，５００

３２ ３５９，６００ ４２２，６００ ４７５，３００ ５３５，３００

３３ ３６１，５００ ４２４，５００ ４７７，１００ ５３６，９００

３４ ３６３，７００ ４２６，０００ ４７９，２００ ５３８，７００

３５ ３６５，８００ ４２７，８００ ４８１，３００ ５４０，４００

３６ ３６７，８００ ４２９，６００ ４８３，３００ ５４２，１００

３７ ３６９，７００ ４３１，５００ ４８５，４００ ５４３，７００

３８ ３７１，９００ ４３３，５００ ４８７，１００ ５４５，３００

３９ ３７４，０００ ４３５，３００ ４８８，９００ ５４６，７００

４０ ３７６，０００ ４３７，２００ ４９０，７００ ５４８，３００
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４１ ３７８，０００ ４３９，０００ ４９２，３００ ５４９，８００

４２ ３７８，７００ ４４０，７００ ４９４，１００ ５５１，２００

４３ ３７９，３００ ４４２，４００ ４９５，９００ ５５２，６００

４４ ３８０，０００ ４４４，２００ ４９７，５００ ５５３，９００

４５ ３８０，９００ ４４６，０００ ４９８，９００ ５５５，１００

４６ ３８２，２００ ４４７，８００ ５００，６００ ５５６，１００

４７ ３８３，５００ ４４９，５００ ５０２，４００ ５５７，１００

４８ ３８４，８００ ４５１，２００ ５０４，１００ ５５８，１００

４９ ３８５，６００ ４５２，８００ ５０５，６００ ５５９，１００

５０ ３８６，４００ ４５４，５００ ５０６，９００ ５６０，０００

５１ ３８７，２００ ４５６，２００ ５０８，２００ ５６０，９００

５２ ３８７，７００ ４５７，９００ ５０９，５００ ５６１，８００

５３ ３８８，５００ ４５９，８００ ５１０，５００ ５６２，６００

５４ ３８９，３００ ４６１，０００ ５１１，８００ ５６３，５００

５５ ３９０，０００ ４６２，２００ ５１３，１００ ５６４，４００

５６ ３９０，７００ ４６３，４００ ５１４，４００ ５６５，３００

５７ ３９１，４００ ４６４，４００ ５１５，４００ ５６６，２００

５８ ３９２，３００ ４６５，４００ ５１６，２００ ５６７，１００

５９ ３９３，０００ ４６６，３００ ５１７，０００ ５６８，０００

６０ ３９３，６００ ４６７，１００ ５１７，８００ ５６８，７００

６１ ３９４，１００ ４６７，９００ ５１８，７００ ５６９，６００

６２ ３９４，６００ ４６８，６００ ５１９，５００ ５７０，５００

６３ ３９５，０００ ４６９，３００ ５２０，４００ ５７１，４００

６４ ３９５，４００ ４６９，９００ ５２１，２００ ５７２，３００

６５ ３９５，７００ ４７０，６００ ５２２，１００ ５７３，２００

６６ ４７１，３００ ５２３，０００

６７ ４７１，９００ ５２３，７００

６８ ４７２，５００ ５２４，６００

６９ ４７２，８００ ５２５，５００

７０ ４７３，４００ ５２６，３００

７１ ４７４，１００ ５２７，２００

７２ ４７４，８００ ５２８，１００

７３ ４７５，２００ ５２８，９００

７４ ４７５，８００ ５２９，８００

７５ ４７６，５００ ５３０，７００

７６ ４７７，２００ ５３１，４００

７７ ４７７，６００ ５３２，２００

７８ ４７８，２００ ５３３，１００

７９ ４７８，８００ ５３４，０００

８０ ４７９，３００ ５３４，９００

８１ ４７９，９００ ５３５，７００

８２ ４８０，４００ ５３６，６００

８３ ４８０，９００ ５３７，５００

８４ ４８１，４００ ５３８，４００

８５ ４８１，８００ ５３９，２００

８６ ４８２，４００ ５４０，１００

８７ ４８２，８００ ５４１，０００

８８ ４８３，３００ ５４１，９００

８９ ４８３，８００ ５４２，７００

９０ ４８４，４００

９１ ４８５，０００

９２ ４８５，４００

９３ ４８５，９００

９４ ４８６，５００

９５ ４８７，１００

９６ ４８７，６００

９７ ４８８，１００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円

２９７，３００ ３３９，７００ ３９４，３００ ４６７，４００ ５６７，４００

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

ロ　医療職俸給表（二）

職 員 の 区

分

職務の

級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
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定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員 以 外 の

職員

円 円 円 円 円 円 円 円

１ １６７，２００２０２，８００２３６，１００２５８，８００２８７，４００３３０，４００３７３，４０

０

４ ３ ８ ，

６００

２ １６８，６００２０４，４００２３７，４００２５９，９００２８９，２００３３２，４００３７６，００

０

４ ４ １ ，

２００

３ １７０，０００２０５，９００２３８，７００２６１，１００２９１，２００３３４，３００３７８，６０

０

４ ４ ３ ，

７００

４ １７１，４００２０７，３００２３９，９００２６２，２００２９３，１００３３６，２００３８１，２０

０

４ ４ ６ ，

３００

５ １７２，７００２０８，８００２４１，１００２６３，４００２９４，９００３３８，０００３８３，５０

０

４ ４ ８ ，

７００

６ １７４，５００２１０，０００２４２，３００２６４，６００２９６，９００３４０，０００３８６，２０

０

４ ５ １ ，

２００

７ １７６，２００２１１，２００２４３，４００２６５，７００２９８，７００３４２，０００３８８，８０

０

４ ５ ３ ，

７００

８ １７７，８００２１２，４００２４４，５００２６６，７００３００，６００３４４，０００３９１，５０

０

４ ５ ６ ，

２００

９ １７９，４００２１３，８００２４５，４００２６７，８００３０２，４００３４５，８００３９３，６０

０

４ ５ ８ ，

６００

１０ １８１，１００２１５，３００２４６，５００２６８，５００３０４，０００３４７，９００３９５，８０

０

４ ６ １ ，

０００

１１ １８２，７００２１６，８００２４７，８００２６９，２００３０５，５００３４９，９００３９８，００

０

４ ６ ３ ，

６００

１２ １８４，６００２１８，３００２４８，９００２７０，０００３０７，１００３５１，９００４００，２０

０

４ ６ ６ ，

０００

１３ １８６，０００２１９，７００２５０，２００２７１，０００３０８，８００３５３，４００４０２，２０

０

４ ６ ８ ，

５００

１４ １８７，８００２２１，２００２５１，４００２７２，０００３１０，７００３５５，４００４０４，２０

０

４ ７ ０ ，

０００

１５ １８９，８００２２２，７００２５２，６００２７３，０００３１２，７００３５７，３００４０６，２０

０

４ ７ １ ，

３００

１６ １９１，６００２２４，２００２５３，８００２７４，１００３１４，５００３５９，３００４０８，２０

０

４ ７ ２ ，

６００

１７ １９３，５００２２５，５００２５４，６００２７５，３００３１６，３００３６１，１００４１０，００

０

４ ７ ３ ，

８００

１８ １９４，７００２２６，８００２５５，８００２７６，８００３１８，２００３６３，１００４１１，９０

０

４ ７ ５ ，

１００

１９ １９６，２００２２８，２００２５６，９００２７８，４００３２０，１００３６５，１００４１３，８０

０

４ ７ ６ ，

４００

２０ １９７，６００２２９，５００２５８，０００２８０，０００３２１，９００３６７，０００４１５，６０

０

４ ７ ７ ，

７００

２１ １９８，８００２３０，６００２５９，２００２８１，５００３２３，７００３６８，７００４１７，４０

０

４ ７ ８ ，

９００

２２ ２００，３００２３１，７００２６０，０００２８３，１００３２５，６００３７０，７００４１９，００

０

４ ８ ０ ，

３００

２３ ２０１，７００２３２，８００２６０，８００２８４，７００３２７，４００３７２，７００４２０，６０

０

４ ８ １ ，

７００

２４ ２０３，０００２３３，９００２６１，６００２８６，３００３２９，３００３７４，７００４２２，１０

０

４ ８ ２ ，

９００

２５ ２０４，６００２３５，０００２６２，５００２８７，９００３３１，０００３７６，１００４２３，６０

０

４ ８ ４ ，

３００

２６ ２０５，６００２３６，２００２６３，５００２８９，４００３３２，９００３７７，９００４２４，９０

０

４ ８ ５ ，

６００

２７ ２０６，７００２３７，４００２６４，５００２９０，９００３３４，８００３７９，７００４２６，２０

０

４ ８ ７ ，

０００

２８ ２０７，８００２３８，５００２６５，５００２９２，５００３３６，６００３８１，４００４２７，５０

０

４ ８ ８ ，

４００

２９ ２０９，０００２３９，５００２６６，７００２９３，８００３３７，９００３８３，１００４２８，８０

０

４ ８ ９ ，

８００

３０ ２１０，１００２４０，８００２６８，２００２９５，３００３３９，７００３８４，６００４３０，００

０

４ ９ ０ ，

９００

３１ ２１１，２００２４２，２００２６９，７００２９６，８００３４１，４００３８６，１００４３１，２０

０

４ ９ ２ ，

０００

３２ ２１２，３００２４３，４００２７１，０００２９８，３００３４３，２００３８７，６００４３２，３０

０

４ ９ ３ ，

１００
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３３ ２１３，７００２４４，４００２７２，２００２９９，８００３４４，９００３８８，９００４３３，５０

０

４ ９ ４ ，

２００

３４ ２１５，０００２４５，７００２７３，８００３０１，４００３４６，７００３９０，２００４３４，７０

０

４ ９ ５ ，

１００

３５ ２１６，３００２４６，６００２７５，３００３０３，０００３４８，５００３９１，５００４３５，９０

０

４ ９ ６ ，

０００

３６ ２１７，５００２４７，８００２７６，８００３０４，６００３５０，３００３９２，６００４３７，１０

０

４ ９ ６ ，

９００

３７ ２１８，５００２４９，０００２７８，１００３０５，９００３５１，９００３９３，７００４３８，４０

０

４ ９ ７ ，

９００

３８ ２１９，５００２５０，１００２７９，５００３０７，５００３５３，６００３９４，８００４３９，２０

０

３９ ２２０，５００２５１，１００２８０，８００３０９，０００３５５，２００３９５，９００４３９，６０

０

４０ ２２１，５００２５２，１００２８２，１００３１０，５００３５６，８００３９７，０００４４０，３０

０

４１ ２２２，４００２５３，０００２８３，２００３１２，１００３５８，０００３９７，８００４４０，８０

０

４２ ２２３，２００２５３，８００２８４，６００３１３，７００３５９，１００３９８，６００４４１，２０

０

４３ ２２４，０００２５４，６００２８６，０００３１５，３００３６０，３００３９９，４００４４１，６０

０

４４ ２２４，９００２５５，４００２８７，３００３１６，８００３６１，５００４００，２００４４２，００

０

４５ ２２５，８００２５６，２００２８８，６００３１７，７００３６２，５００４００，６００４４２，４０

０

４６ ２２６，７００２５７，４００２９０，２００３１９，１００３６３，３００４０１，２００４４２，８０

０

４７ ２２７，６００２５８，６００２９１，７００３２０，６００３６４，３００４０１，７００４４３，２０

０

４８ ２２８，５００２５９，７００２９３，１００３２２，２００３６５，４００４０２，１００４４３，５０

０

４９ ２２９，２００２６１，０００２９４，３００３２３，６００３６６，４００４０２，５００４４３，８０

０

５０ ２３０，１００２６２，３００２９５，８００３２４，９００３６７，４００４０２，８００４４４，２０

０

５１ ２３１，０００２６３，４００２９７，１００３２６，１００３６８，４００４０３，１００４４４，５０

０

５２ ２３１，８００２６４，４００２９８，６００３２７，３００３６９，３００４０３，４００４４４，８０

０

５３ ２３２，１００２６５，４００２９９，９００３２８，３００３７０，１００４０３，７００４４５，１０

０

５４ ２３２，９００２６６，５００３０１，３００３２９，３００３７０，９００４０４，０００

５５ ２３３，５００２６７，６００３０２，７００３３０，３００３７１，８００４０４，３００

５６ ２３４，２００２６８，７００３０４，０００３３１，２００３７２，６００４０４，６００

５７ ２３４，８００２６９，４００３０５，０００３３１，７００３７３，１００４０４，９００

５８ ２３５，４００２７０，５００３０６，２００３３２，６００３７３，９００４０５，２００

５９ ２３５，９００２７１，６００３０７，４００３３３，４００３７４，７００４０５，５００

６０ ２３６，４００２７２，５００３０８，８００３３４，３００３７５，５００４０５，９００

６１ ２３７，０００２７３，３００３１０，１００３３５，０００３７５，９００４０６，１００

６２ ２３７，５００２７４，３００３１１，３００３３５，３００３７６，６００４０６，４００

６３ ２３８，０００２７５，２００３１２，５００３３５，８００３７７，３００４０６，７００

６４ ２３８，６００２７６，１００３１３，７００３３６，４００３７７，９００４０７，０００

６５ ２３９，１００２７６，９００３１５，０００３３７，０００３７８，３００４０７，２００

６６ ２３９，６００２７７，９００３１５，８００３３７，７００３７８，９００

６７ ２４０，２００２７８，８００３１６，５００３３８，４００３７９，６００

６８ ２４０，７００２７９，７００３１７，２００３３９，０００３８０，２００

６９ ２４１，２００２８０，６００３１７，８００３３９，７００３８０，６００

７０ ２４１，７００２８１，６００３１８，５００３４０，２００３８１，１００

７１ ２４２，１００２８２，７００３１９，２００３４０，８００３８１，６００

７２ ２４２，６００２８３，７００３１９，８００３４１，４００３８２，１００

７３ ２４３，１００２８４，３００３２０，４００３４１，７００３８２，７００

７４ ２４３，６００２８４，８００３２０，６００３４２，３００３８３，２００

７５ ２４４，１００２８５，３００３２１，１００３４２，８００３８３，８００

７６ ２４４，６００２８６，１００３２１，６００３４３，３００３８４，４００

７７ ２４４，９００２８６，９００３２２，２００３４３，８００３８４，９００
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７８ ２４５，２００２８７，５００３２２，７００３４４，３００３８５，４００

７９ ２４５，５００２８８，１００３２３，２００３４４，８００３８５，９００

８０ ２４５，７００２８８，６００３２３，６００３４５，２００３８６，４００

８１ ２４５，９００２８９，１００３２４，２００３４５，５００３８６，７００

８２ ２４６，２００２８９，６００３２４，７００３４５，８００３８７，２００

８３ ２４６，５００２９０，０００３２５，１００３４６，２００３８７，６００

８４ ２４６，７００２９０，３００３２５，６００３４６，５００３８８，０００

８５ ２４６，９００２９０，５００３２６，１００３４７，０００３８８，４００

８６ ２９０，７００３２６，５００３４７，３００

８７ ２９０，９００３２６，７００３４７，６００

８８ ２９１，１００３２７，０００３４７，９００

８９ ２９１，５００３２７，４００３４８，３００

９０ ２９１，７００３２７，８００３４８，６００

９１ ２９１，９００３２８，２００３４９，０００

９２ ２９２，１００３２８，６００３４９，３００

９３ ２９２，５００３２８，９００３４９，７００

９４ ２９２，７００３２９，１００３５０，０００

９５ ２９２，９００３２９，５００３５０，３００

９６ ２９３，２００３２９，８００３５０，６００

９７ ２９３，５００３３０，０００３５０，９００

９８ ２９３，７００３３０，３００３５１，３００

９９ ２９３，９００３３０，６００３５１，７００

１００ ２９４，２００３３０，９００３５２，１００

１０１ ２９４，５００３３１，１００３５２，６００

１０２ ２９４，７００３３１，４００３５３，０００

１０３ ２９４，９００３３１，８００３５３，４００

１０４ ２９５，２００３３２，０００３５３，８００

１０５ ２９５，５００３３２，２００３５４，３００

１０６ ３３２，４００

１０７ ３３２，８００

１０８ ３３３，０００

１０９ ３３３，２００

１１０ ３３３，６００

１１１ ３３４，０００

１１２ ３３４，４００

１１３ ３３４，６００

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員

基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基 準 俸 給

月額

円 円 円 円 円 円 円 円

１８９，７００２１６，３００２４４，５００２５７，９００２８３，１００３２３，９００３６６，２０

０

４ ２ ７ ，

９００

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

ハ　医療職俸給表（三）

職員の区分 職務の級１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時

間勤務職員以外の

職員

円 円 円 円 円 円 円

１ １８３，５００２１１，０００２５３，６００２７２，４００２９３，８００３３２，８００３７６，１００

２ １８４，９００２１２，９００２５５，０００２７３，３００２９５，３００３３４，８００３７８，７００

３ １８６，４００２１４，９００２５６，５００２７４，１００２９６，９００３３６，８００３８１，４００

４ １８７，８００２１６，８００２５７，９００２７４，９００２９８，５００３３８，８００３８４，０００

５ １８９，３００２１８，８００２５９，１００２７５，４００２９９，８００３４０，８００３８６，２００

６ １９０，８００２２０，６００２５９，９００２７６，３００３０１，５００３４２，９００３８８，４００

７ １９２，３００２２２，４００２６０，７００２７７，０００３０３，１００３４４，９００３９０，７００

８ １９３，８００２２４，１００２６１，４００２７７，９００３０４，７００３４６，９００３９３，０００

９ １９５，０００２２５，８００２６２，１００２７８，８００３０６，３００３４８，４００３９４，９００

１０ １９６，７００２２７，２００２６２，８００２７９，４００３０７，７００３５０，４００３９７，０００

１１ １９８，３００２２８，５００２６３，６００２８０，３００３０８，９００３５２，３００３９９，２００

１２ １９９，８００２２９，４００２６４，３００２８１，２００３１０，２００３５４，３００４０１，４００

１３ ２０１，２００２３０，８００２６５，１００２８２，１００３１１，４００３５６，２００４０３，３００

１４ ２０３，２００２３１，８００２６６，０００２８３，０００３１３，０００３５８，２００４０５，３００

１５ ２０５，３００２３２，８００２６６，８００２８３，９００３１４，６００３６０，２００４０７，４００

１６ ２０７，３００２３３，７００２６７，７００２８４，８００３１６，２００３６２，２００４０９，４００

１７ ２０９，３００２３４，８００２６８，２００２８５，８００３１７，７００３６４，１００４１１，４００

１８ ２１１，３００２３６，２００２６９，０００２８６，８００３１９，２００３６６，１００４１３，６００

１９ ２１３，４００２３７，６００２６９，８００２８７，８００３２０，７００３６８，２００４１５，８００
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２０ ２１５，４００２３８，７００２７０，６００２８８，９００３２２，１００３７０，２００４１７，９００

２１ ２１７，３００２３９，８００２７１，３００２９０，２００３２３，５００３７１，９００４１９，８００

２２ ２１９，０００２４１，４００２７２，０００２９１，６００３２４，９００３７４，０００４２１，７００

２３ ２２０，７００２４３，１００２７２，７００２９２，８００３２６，４００３７６，１００４２３，５００

２４ ２２２，４００２４４，５００２７３，５００２９４，０００３２７，８００３７８，１００４２５，４００

２５ ２２３，７００２４５，７００２７４，３００２９５，１００３２９，２００３８０，０００４２７，１００

２６ ２２５，０００２４７，０００２７５，０００２９６，５００３３０，６００３８１，６００４２８，７００

２７ ２２６，１００２４８，４００２７５，８００２９７，９００３３２，０００３８３，４００４３０，４００

２８ ２２７，１００２４９，７００２７６，６００２９９，３００３３３，４００３８５，２００４３２，０００

２９ ２２８，２００２５１，１００２７７，６００３００，３００３３４，５００３８６，９００４３３，３００

３０ ２２９，０００２５２，１００２７８，７００３０１，６００３３６，０００３８８，６００４３４，６００

３１ ２２９，８００２５２，９００２８０，１００３０２，９００３３７，４００３９０，５００４３６，２００

３２ ２３０，５００２５３，６００２８１，３００３０４，１００３３８，９００３９２，２００４３７，７００

３３ ２３１，６００２５４，４００２８２，５００３０５，３００３４０，４００３９３，９００４３９，４００

３４ ２３２，８００２５５，３００２８３，８００３０６，７００３４１，９００３９５，６００４４１，０００

３５ ２３３，９００２５６，２００２８４，９００３０８，１００３４３，４００３９７，４００４４２，４００

３６ ２３４，９００２５６，９００２８６，１００３０９，５００３４４，９００３９９，１００４４３，８００

３７ ２３５，９００２５７，６００２８７，５００３１０，８００３４６，５００４００，７００４４４，９００

３８ ２３７，２００２５８，５００２８８，６００３１２，１００３４８，１００４０２，４００４４６，２００

３９ ２３８，５００２５９，４００２８９，７００３１３，５００３４９，６００４０４，２００４４７，５００

４０ ２３９，７００２６０，３００２９０，７００３１４，９００３５１，１００４０６，０００４４８，９００

４１ ２４０，５００２６０，７００２９１，７００３１６，４００３５２，３００４０７，５００４４９，９００

４２ ２４１，５００２６１，５００２９２，９００３１７，８００３５３，８００４０９，０００４５０，６００

４３ ２４２，５００２６２，３００２９４，１００３１９，２００３５５，３００４１０，５００４５１，４００

４４ ２４３，５００２６３，０００２９５，３００３２０，５００３５６，７００４１１，８００４５２，０００

４５ ２４４，５００２６３，７００２９６，４００３２１，３００３５８，１００４１２，９００４５２，９００

４６ ２４５，５００２６４，４００２９７，７００３２２，７００３５９，１００４１４，０００４５３，６００

４７ ２４６，４００２６５，１００２９９，０００３２４，１００３６０，５００４１５，１００４５４，４００

４８ ２４７，２００２６５，８００３００，２００３２５，６００３６１，８００４１６，３００４５５，２００

４９ ２４８，０００２６６，５００３０１，３００３２６，７００３６３，１００４１７，６００４５５，９００

５０ ２４８，９００２６７，３００３０２，５００３２８，０００３６４，５００４１８，７００４５６，６００

５１ ２４９，８００２６８，０００３０３，７００３２９，３００３６５，８００４１９，９００４５７，３００

５２ ２５０，６００２６８，９００３０５，０００３３０，６００３６７，１００４２１，０００４５８，１００

５３ ２５１，２００２６９，８００３０６，４００３３１，９００３６８，６００４２２，２００４５８，９００

５４ ２５２，１００２７０，９００３０７，７００３３３，２００３６９，８００４２３，２００４５９，７００

５５ ２５３，０００２７２，０００３０９，０００３３４，５００３７０，９００４２４，３００４６０，４００

５６ ２５３，８００２７３，２００３１０，２００３３５，８００３７２，１００４２５，４００４６１，１００

５７ ２５４，５００２７４，４００３１１，０００３３６，７００３７３，２００４２６，５００４６１，９００

５８ ２５５，４００２７５，８００３１２，２００３３８，０００３７４，１００４２７，０００

５９ ２５６，０００２７７，１００３１３，４００３３９，２００３７５，１００４２７，６００

６０ ２５６，８００２７８，４００３１４，８００３４０，５００３７６，０００４２８，０００

６１ ２５７，５００２７９，６００３１５，９００３４１，５００３７６，６００４２８，６００

６２ ２５８，２００２８０，８００３１７，２００３４２，４００３７７，４００４２９，１００

６３ ２５８，９００２８１，９００３１８，４００３４３，５００３７８，２００４２９，５００

６４ ２５９，６００２８３，０００３１９，６００３４４，７００３７９，０００４３０，０００

６５ ２６０，２００２８４，０００３２０，８００３４５，８００３７９，７００４３０，５００

６６ ２６０，９００２８５，２００３２２，１００３４７，０００３８０，４００４３０，９００

６７ ２６１，５００２８６，４００３２３，３００３４８，２００３８１，２００４３１，２００

６８ ２６２，１００２８７，４００３２４，５００３４９，２００３８１，９００４３１，５００

６９ ２６２，７００２８８，４００３２５，２００３５０，２００３８２，５００４３１，９００

７０ ２６３，３００２８９，８００３２６，３００３５１，２００３８３，１００

７１ ２６４，１００２９１，１００３２７，４００３５２，３００３８３，８００

７２ ２６４，９００２９２，３００３２８，３００３５３，４００３８４，４００

７３ ２６６，１００２９３，３００３２９，４００３５４，２００３８５，１００

７４ ２６７，２００２９４，６００３３０，１００３５５，３００３８５，６００

７５ ２６８，２００２９５，８００３３１，２００３５６，４００３８６，２００

７６ ２６９，２００２９７，０００３３２，３００３５７，４００３８６，７００

７７ ２７０，１００２９８，３００３３３，４００３５８，１００３８７，１００

７８ ２７１，０００２９９，５００３３４，６００３５８，９００３８７，７００

７９ ２７１，９００３００，７００３３５，７００３５９，７００３８８，２００

８０ ２７２，８００３０１，９００３３６，８００３６０，４００３８８，５００

８１ ２７３，６００３０２，４００３３７，９００３６１，０００３８８，８００

８２ ２７４，５００３０３，６００３３９，０００３６１，５００３８９，３００

８３ ２７５，４００３０４，７００３４０，０００３６２，１００３８９，７００

８４ ２７６，０００３０５，８００３４１，１００３６２，６００３９０，０００

８５ ２７６，７００３０６，９００３４２，０００３６３，２００３９０，３００
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８６ ２７７，４００３０８，１００３４３，０００３６３，７００３９０，８００

８７ ２７８，１００３０９，３００３４３，９００３６４，３００３９１，３００

８８ ２７８，８００３１０，４００３４４，９００３６４，８００３９１，７００

８９ ２７９，６００３１１，５００３４５，８００３６５，２００３９２，０００

９０ ２８０，４００３１２，７００３４６，６００３６５，６００３９２，４００

９１ ２８１，２００３１３，９００３４７，４００３６６，２００３９２，９００

９２ ２８２，０００３１５，０００３４８，２００３６６，７００３９３，３００

９３ ２８２，８００３１５，８００３４８，８００３６７，０００３９３，７００

９４ ２８３，８００３１６，５００３４９，４００３６７，５００

９５ ２８４，７００３１７，２００３５０，１００３６７，９００

９６ ２８５，６００３１７，８００３５０，７００３６８，２００

９７ ２８６，２００３１８，３００３５１，１００３６８，８００

９８ ２８６，８００３１８，６００３５１，５００３６９，３００

９９ ２８７，４００３１９，２００３５２，０００３６９，８００

１００ ２８８，３００３１９，８００３５２，４００３７０，３００

１０１ ２８９，１００３２０，２００３５２，９００３７０，９００

１０２ ２８９，９００３２０，８００３５３，３００３７１，４００

１０３ ２９０，７００３２１，４００３５３，８００３７１，９００

１０４ ２９１，５００３２１，９００３５４，２００３７２，３００

１０５ ２９２，１００３２２，３００３５４，５００３７２，９００

１０６ ２９２，６００３２２，８００３５５，０００３７３，４００

１０７ ２９３，１００３２３，３００３５５，４００３７３，９００

１０８ ２９３，５００３２３，８００３５５，７００３７４，４００

１０９ ２９３，７００３２４，２００３５６，２００３７５，０００

１１０ ２９４，０００３２４，６００３５６，７００３７５，４００

１１１ ２９４，２００３２４，９００３５７，２００３７５，９００

１１２ ２９４，５００３２５，２００３５７，７００３７６，４００

１１３ ２９４，８００３２５，５００３５８，２００３７７，０００

１１４ ２９５，０００３２５，９００３５８，７００

１１５ ２９５，３００３２６，３００３５９，２００

１１６ ２９５，５００３２６，６００３５９，６００

１１７ ２９５，８００３２６，８００３６０，０００

１１８ ２９６，１００３２７，１００３６０，４００

１１９ ２９６，４００３２７，５００３６０，９００

１２０ ２９６，７００３２７，７００３６１，４００

１２１ ２９７，０００３２７，９００３６１，８００

１２２ ２９７，４００３２８，２００３６２，３００

１２３ ２９７，７００３２８，５００３６２，８００

１２４ ２９８，１００３２８，８００３６３，３００

１２５ ２９８，３００３２９，０００３６３，６００

１２６ ２９８，５００３２９，３００

１２７ ２９８，８００３２９，７００

１２８ ２９９，２００３２９，９００

１２９ ２９９，４００３３０，１００

１３０ ２９９，７００３３０，３００

１３１ ３００，１００３３０，７００

１３２ ３００，５００３３０，９００

１３３ ３００，７００３３１，２００

１３４ ３０１，０００３３１，６００

１３５ ３０１，４００３３２，０００

１３６ ３０１，７００３３２，４００

１３７ ３０１，９００３３２，７００

１３８ ３０２，２００３３３，１００

１３９ ３０２，６００３３３，５００

１４０ ３０２，９００３３３，９００

１４１ ３０３，１００３３４，２００

１４２ ３０３，５００３３４，６００

１４３ ３０３，９００３３４，９００

１４４ ３０４，２００３３５，３００

１４５ ３０４，４００３３５，６００

１４６ ３０４，６００３３６，０００

１４７ ３０４，９００３３６，４００

１４８ ３０５，３００３３６，８００

１４９ ３０５，５００３３７，１００

１５０ ３０５，７００３３７，５００

１５１ ３０６，０００３３７，９００
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１５２ ３０６，３００３３８，３００

１５３ ３０６，７００３３８，６００

１５４ ３０６，９００

１５５ ３０７，１００

１５６ ３０７，４００

１５７ ３０７，７００

１５８ ３０８，０００

１５９ ３０８，３００

１６０ ３０８，６００

１６１ ３０９，０００

１６２ ３０９，３００

１６３ ３０９，６００

１６４ ３０９，９００

１６５ ３１０，３００

１６６ ３１０，６００

１６７ ３１０，９００

１６８ ３１１，２００

１６９ ３１１，６００

定年前再任用短時

間勤務職員

基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円 円 円

２３６，１００２５６，４００２６３，６００２７３，８００２９０，１００３２７，３００３７１，８００

備考　この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用す

る。

別表第九　福祉職俸給表（第六条関係）

職員の区分 職務の級１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外

の職員

円 円 円 円 円 円

１ １７６，９００２２３，４００２６４，４００２８４，９００３２３，１００３６５，５００

２ １７８，１００２２５，１００２６５，９００２８６，３００３２５，３００３６８，１００

３ １７９，３００２２６，９００２６７，３００２８７，８００３２７，５００３７０，５００

４ １８０，５００２２８，６００２６８，７００２８９，１００３２９，５００３７２，９００

５ １８１，４００２３０，３００２６９，６００２９０，５００３３１，５００３７４，８００

６ １８２，９００２３２，０００２７０，８００２９２，２００３３３，５００３７７，３００

７ １８４，３００２３３，７００２７２，１００２９４，０００３３５，４００３７９，６００

８ １８５，７００２３５，０００２７３，４００２９５，８００３３７，３００３８２，１００

９ １８６，８００２３６，７００２７４，４００２９７，５００３３９，２００３８４，５００

１０ １８８，２００２３８，２００２７５，５００２９９，４００３４１，２００３８７，１００

１１ １８９，６００２３９，５００２７６，７００３０１，４００３４３，２００３８９，７００

１２ １９１，０００２４０，７００２７７，６００３０３，２００３４５，２００３９２，３００

１３ １９２，４００２４２，０００２７８，５００３０４，４００３４７，０００３９４，６００

１４ １９３，７００２４３，３００２７９，７００３０６，５００３４９，０００３９６，９００

１５ １９５，１００２４４，６００２８１，０００３０８，５００３５０，９００３９９，１００

１６ １９６，４００２４５，８００２８２，３００３１０，４００３５２，８００４０１，４００

１７ １９７，８００２４７，０００２８３，６００３１２，３００３５４，５００４０３，２００

１８ １９９，１００２４８，２００２８５，２００３１４，０００３５６，５００４０５，１００

１９ ２００，４００２４９，３００２８６，８００３１５，６００３５８，３００４０７，０００

２０ ２０１，５００２５０，３００２８８，２００３１７，３００３６０，２００４０８，８００

２１ ２０２，５００２５１，０００２８９，４００３１９，０００３６２，１００４１０，６００

２２ ２０４，１００２５２，１００２９１，１００３２１，１００３６４，０００４１２，４００

２３ ２０５，７００２５３，３００２９２，４００３２３，１００３６５，９００４１４，２００

２４ ２０７，１００２５４，４００２９３，９００３２４，９００３６７，８００４１６，０００

２５ ２０８，７００２５５，６００２９５，６００３２６，８００３６９，７００４１７，６００

２６ ２１０，１００２５７，２００２９６，９００３２８，７００３７１，６００４１９，１００

２７ ２１１，５００２５８，７００２９８，４００３３０，５００３７３，５００４２０，６００

２８ ２１２，９００２６０，２００２９９，９００３３２，３００３７５，４００４２２，１００

２９ ２１４，６００２６１，６００３００，９００３３４，１００３７６，９００４２３，６００

３０ ２１５，８００２６２，８００３０２，１００３３６，１００３７８，７００４２４，９００

３１ ２１７，２００２６３，９００３０３，５００３３８，０００３８０，５００４２６，２００

３２ ２１８，３００２６５，２００３０４，７００３３９，９００３８２，１００４２７，４００

３３ ２１９，４００２６６，３００３０５，９００３４１，５００３８３，８００４２８，６００

３４ ２２０，７００２６７，３００３０７，４００３４３，４００３８５，２００４２９，９００

３５ ２２１，９００２６８，５００３０８，７００３４５，１００３８６，６００４３１，２００

３６ ２２２，９００２６９，５００３１０，１００３４６，８００３８８，０００４３２，４００

３７ ２２３，９００２７０，５００３１１，６００３４８，０００３８９，４００４３３，６００

３８ ２２５，０００２７１，７００３１３，０００３４９，９００３９０，６００４３４，４００
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３９ ２２６，１００２７２，７００３１４，４００３５１，８００３９１，８００４３５，２００

４０ ２２７，１００２７３，８００３１５，９００３５３，６００３９２，８００４３６，０００

４１ ２２８，０００２７４，９００３１７，２００３５５，５００３９３，９００４３６，６００

４２ ２２８，７００２７６，２００３１８，７００３５７，３００３９５，１００４３７，３００

４３ ２２９，５００２７７，７００３２０，２００３５９，０００３９６，２００４３８，０００

４４ ２３０，３００２７９，０００３２１，５００３６０，７００３９７，３００４３８，７００

４５ ２３１，０００２８０，４００３２２，５００３６２，４００３９８，０００４３９，５００

４６ ２３１，８００２８１，８００３２３，７００３６３，８００３９８，７００４４０，３００

４７ ２３２，７００２８３，２００３２４，９００３６５，２００３９９，４００４４０，７００

４８ ２３３，４００２８４，６００３２６，１００３６６，６００４００，１００４４１，４００

４９ ２３４，０００２８６，０００３２７，１００３６７，６００４００，７００４４１，９００

５０ ２３４，９００２８７，２００３２８，１００３６８，７００４０１，３００４４２，３００

５１ ２３５，９００２８８，４００３２８，９００３６９，７００４０１，８００４４２，７００

５２ ２３６，６００２８９，７００３２９，９００３７０，８００４０２，２００４４３，１００

５３ ２３７，０００２９０，７００３３０，６００３７１，５００４０２，６００４４３，５００

５４ ２３８，０００２９１，８００３３１，３００３７２，１００４０２，９００４４３，９００

５５ ２３８，６００２９２，９００３３２，０００３７２，８００４０３，２００４４４，３００

５６ ２３９，２００２９３，９００３３２，８００３７３，６００４０３，５００４４４，６００

５７ ２３９，９００２９５，１００３３３，４００３７４，４００４０３，８００４４４，９００

５８ ２４０，６００２９６，４００３３３，９００３７５，２００４０４，１００４４５，３００

５９ ２４１，３００２９７，７００３３４，５００３７６，０００４０４，４００４４５，６００

６０ ２４１，９００２９９，０００３３５，０００３７６，７００４０４，７００４４５，９００

６１ ２４２，５００３００，１００３３５，４００３７７，５００４０５，０００４４６，２００

６２ ２４３，０００３０１，５００３３５，６００３７８，２００４０５，３００

６３ ２４３，５００３０２，７００３３６，１００３７８，９００４０５，６００

６４ ２４４，０００３０４，１００３３６，６００３７９，５００４０５，９００

６５ ２４４，６００３０５，２００３３６，９００３７９，８００４０６，２００

６６ ２４５，４００３０６，４００３３７，３００３８０，４００４０６，５００

６７ ２４６，３００３０７，５００３３７，８００３８１，０００４０６，８００

６８ ２４７，０００３０８，６００３３８，２００３８１，７００４０７，１００

６９ ２４７，９００３０９，３００３３８，７００３８２，１００４０７，３００

７０ ２４８，８００３１０，４００３３９，２００３８２，８００４０７，６００

７１ ２４９，６００３１１，６００３３９，６００３８３，４００４０７，９００

７２ ２５０，２００３１２，８００３４０，１００３８４，０００４０８，１００

７３ ２５０，８００３１４，１００３４０，３００３８４，４００４０８，３００

７４ ２５１，７００３１４，８００３４０，８００３８５，０００４０８，６００

７５ ２５２，５００３１５，４００３４１，３００３８５，６００４０８，９００

７６ ２５３，２００３１６，０００３４１，７００３８６，２００４０９，１００

７７ ２５３，９００３１６，７００３４２，０００３８６，６００４０９，３００

７８ ２５４，８００３１７，４００３４２，４００３８７，１００

７９ ２５５，７００３１８，０００３４２，９００３８７，６００

８０ ２５６，３００３１８，６００３４３，３００３８８，２００

８１ ２５７，０００３１８，９００３４３，５００３８８，７００

８２ ２５７，５００３１９，２００３４３，８００３８９，１００

８３ ２５８，１００３１９，８００３４４，３００３８９，５００

８４ ２５８，７００３２０，１００３４４，７００３８９，９００

８５ ２５９，３００３２０，４００３４５，０００３９０，１００

８６ ２６０，１００３２０，７００３４５，３００３９０，３００

８７ ２６０，８００３２１，０００３４５，８００３９０，６００

８８ ２６１，５００３２１，３００３４６，２００３９０，９００

８９ ２６２，０００３２１，７００３４６，５００３９１，１００

９０ ２６２，８００３２２，１００３４６，９００３９１，４００

９１ ２６３，６００３２２，４００３４７，３００３９１，７００

９２ ２６４，３００３２２，６００３４７，５００３９１，９００

９３ ２６４，７００３２３，１００３４７，８００３９２，１００

９４ ２６５，２００３２３，５００

９５ ２６５，７００３２３，７００

９６ ２６６，４００３２４，１００

９７ ２６７，１００３２４，５００

９８ ２６７，８００３２４，９００

９９ ２６８，５００３２５，３００

１００ ２６９，２００３２５，６００

１０１ ２６９，６００３２５，８００

１０２ ２７０，１００３２６，１００

１０３ ２７０，５００３２６，４００

１０４ ２７０，９００３２６，７００
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１０５ ２７１，１００３２７，１００

１０６ ２７１，３００３２７，３００

１０７ ２７１，６００３２７，６００

１０８ ２７１，９００３２８，０００

１０９ ２７２，２００３２８，４００

１１０ ２７２，５００３２８，７００

１１１ ２７２，８００３２９，１００

１１２ ２７３，０００３２９，４００

１１３ ２７３，３００３２９，７００

１１４ ２７３，６００３３０，１００

１１５ ２７３，９００３３０，４００

１１６ ２７４，３００３３０，６００

１１７ ２７４，６００３３０，８００

１１８ ２７４，９００３３１，１００

１１９ ２７５，３００３３１，５００

１２０ ２７５，７００３３１，９００

１２１ ２７５，９００３３２，１００

１２２ ２７６，１００

１２３ ２７６，５００

１２４ ２７６，８００

１２５ ２７７，０００

１２６ ２７７，３００

１２７ ２７７，７００

１２８ ２７８，１００

１２９ ２７８，３００

１３０ ２７８，７００

１３１ ２７９，１００

１３２ ２７９，４００

１３３ ２７９，６００

１３４ ２７９，９００

１３５ ２８０，３００

１３６ ２８０，６００

１３７ ２８０，８００

１３８ ２８１，１００

１３９ ２８１，４００

１４０ ２８１，７００

１４１ ２８１，９００

１４２ ２８２，１００

１４３ ２８２，３００

１４４ ２８２，６００

１４５ ２８３，０００

１４６ ２８３，２００

１４７ ２８３，５００

１４８ ２８３，８００

１４９ ２８４，１００

１５０ ２８４，３００

１５１ ２８４，６００

１５２ ２８４，８００

１５３ ２８５，１００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円 円 円

２０２，５００２４２，０００２５６，３００２８９，４００３１６，２００３５８，０００

備考　この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員

で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第十　専門スタッフ職俸給表（第六条関係）

職員の区分 職務の級 １級 ２級 ３級 ４級

号俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円 円 円 円

１ ３３２，９００ ４３０，９００ ４８２，９００ ６１７，５００

２ ３３４，９００ ４３５，３００ ４８８，５００ ６５４，１００

３ ３３６，８００ ４３９，３００ ４９４，０００ ６９０，７００

４ ３３８，６００ ４４３，２００ ４９９，４００

５ ３４０，４００ ４４６，９００ ５０４，７００

６ ３４２，３００ ４５０，７００ ５０９，９００

７ ３４４，１００ ４５４，０００ ５１５，０００
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８ ３４５，９００ ４５７，３００ ５１９，７００

９ ３４７，８００ ４６０，６００ ５２３，１００

１０ ３４９，６００ ４６３，９００ ５２５，９００

１１ ３５１，４００ ４６６，８００ ５２８，７００

１２ ３５３，３００ ４６９，５００ ５３１，２００

１３ ３５５，２００ ４７１，９００ ５３３，３００

１４ ３５７，０００ ４７４，２００ ５３５，３００

１５ ３５８，８００ ４７６，１００ ５３７，０００

１６ ３６０，６００ ４７７，８００ ５３８，８００

１７ ３６２，２００ ４７９，１００ ５４０，４００

１８ ３６４，０００ ４８０，４００ ５４１，８００

１９ ３６５，７００ ４８１，３００ ５４２，８００

２０ ３６７，４００ ４８２，２００ ５４４，０００

２１ ３６９，２００ ４８３，０００ ５４４，９００

２２ ３７１，１００ ４８３，８００

２３ ３７２，９００ ４８４，０００

２４ ３７４，７００

２５ ３７６，２００

２６ ３７７，９００

２７ ３７９，７００

２８ ３８１，４００

２９ ３８２，８００

３０ ３８４，４００

３１ ３８６，１００

３２ ３８７，６００

３３ ３８９，３００

３４ ３９０，６００

３５ ３９１，９００

３６ ３９３，２００

３７ ３９４，５００

３８ ３９５，６００

３９ ３９６，７００

４０ ３９７，６００

４１ ３９８，６００

４２ ３９９，６００

４３ ４００，６００

４４ ４０１，５００

４５ ４０２，３００

４６ ４０２，７００

４７ ４０３，１００

４８ ４０３，４００

４９ ４０３，７００

５０ ４０４，０００

５１ ４０４，３００

５２ ４０４，６００

５３ ４０４，９００

５４ ４０５，２００

５５ ４０５，５００

５６ ４０５，８００

５７ ４０６，１００

５８ ４０６，４００

５９ ４０６，７００

６０ ４０７，０００

６１ ４０７，２００

６２ ４０７，５００

６３ ４０７，８００

６４ ４０８，１００

６５ ４０８，３００

６６ ４０８，６００

６７ ４０８，９００

６８ ４０９，１００

６９ ４０９，３００

７０ ４０９，６００

７１ ４０９，９００

７２ ４１０，１００

７３ ４１０，３００
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７４ ４１０，６００

７５ ４１０，９００

７６ ４１１，１００

７７ ４１１，３００

定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額 基準俸給月額

円 円 円 円

３２５，５００ ４２７，０００ ４８１，８００ ６１７，４００

備考　この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及

び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第十一　指定職俸給表（第六条関係）

号俸 俸給月額

円

１ ７０８，０００

２ ７６３，０００

３ ８２０，０００

４ ８９８，０００

５ ９６８，０００

６ １，０３８，０００

７ １，１１０，０００

８ １，１７８，０００

備考　この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるもの

に適用する。
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